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はじめに

2001年に｢配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律｣つまり, DV防止

法が制定され,その3年後の2004年には一部改正され,被害者の発見及び通報の際に医療

関係者が積極的な役割を果たす事-の期待が明記された｡

これまでの研究調査には, DV被害を何度も受けた事のある女性の23.9%が,医師によ

る治療を受けているという2003年度の内閣府調査l)や,過去に患者としてDV被害者を診

察･対応した経験があると回答した施設が46. 7%に上るという2004年度の厚生労働科学研

究調査2)等がある｡この数値から,直接被害者に按する医療者の初期対応が,被害者の予

後に大きく影響を及ぼす可能性が高い｡

筆者が2003年に実施した質問紙調査(A市の総合病院の医療関係者245名を対象)では,

DV被害者に遭遇した看護師が取るべき具体的対応として『被害者-の生命優先のケアや

精神的サポート,他機関との連携』が重要と認識していることがわかった3)0

その他, 2004年にB大学病院に勤務している医師･看護師を対象に実施された質問紙調

査4)によると, DV被害者診療経験者の44.6%が, DV被害者-の対応に苦慮したことが

あると回答し,医療従事者に対しての啓蒙活動が十分に行き届いていない事が明らかとな

った｡多忙な医療現場において, DV被害者を迅速に被害者支援システムに結び付けてい

くためには,被害者に直接関わる可能性が高い看護師-の研修の充実を図る必要がある｡

しかし,それらは各施設や個人の判断に任されているため, DV防止法制定後もDV被

害者支援において十分とはいえないo

今臥医療機関に勤務する看護職が必要としているDV被害者支援を明確化し, DV被

害者支援教育プログラムを考える事を目的に, 2005年～2006年にかけて,全国の大学病院

または総合病院に勤務する看護師長を対象に質問紙調査を実施した｡当初の計画では,看

護職に対してのDV被害者支援教育プログラムの作成までを計画していたが,予備調査及

び本調査のデータ人丸分析等に膨大な時間を要してしまい,今回は,プログラム作成に

まで至らなかった｡各設問に対し紙面一杯ご記入くださった方々の貴重なご意見を無駄に

しないためにも,今後もDV被害者支援教育プログラムについての研究活動を継続し,学

会等で公表するなど,社会に役立てていきたいと考えております｡

2007年1月24日

研究代表者　　今村　利香
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第1草　本研究調査の概要

1.研究目的

近年, DV被害者を発見･治療･社会的支援をする場として,医療機関での対応が重要

となっている｡平成15年に, "鹿児島市の医療機関におけるDV被害者支援についての認

識と他機関との連携"についての調査を実施した結果,医療職全体の29%にDV被害者遭

遇経験があり,全体の92.2%がDV被害者のための具体的情報が必要だと考えている事が

わかった｡また,自由記述分析より,多くの医療関係者は,具体的なDV被害者支援に関す

る知識に乏しく,対応に不安を抱えている事が明らかとなった｡

看護職を対象としたDV被害者支援に関する教育及びトレーニングの普及が求められて

いるにも関わらず,これらは十分とはいえない状況にあり,スムーズなDV被害者支援が実

施されるには,現場の声を十分に吸い上げて,効果的方法を考える必要がある｡

本研究は,医療現場で働く看護者がDV被害者を発見し,被害者を支援する事を阻んで

いる問題要因を明らかにし,看護者が求めるDV被害者支援教育プログラムを考える事を

目的に質問紙調査を実施した｡

2.研究の方法

1)用語の定義及び解説

①DV (Domestic Violence)とは

DV (Domestic Violence)とは,現在あるいは過去に,親密な関係にあったパート

ナーに対して行われる暴力の事である｡主には男性から女性-継続的に振るわれるこ

とが多く,人間の尊厳を侵害するものであり,これには,身体的(殴る･蹴る) ｡精神的(言

葉の暴力も含む) ･性的暴力｡経済的･社会的･子どもやペット-の虐待等がある｡こ

れらの暴力は,一つだけとは限らず,複数用いられる事で加害者は被害者を自分の意の

ままにコントロールしようとするため,DV問題は人間の根源に関わる社会問題であ

る｡

②病院とは

病院とは,医療法により｢医師または歯科医師が公衆または不特定多数人のため医業

を行なう場所であり患者20名以上の収容施設を有するもの｣とされている｡

大学病院とは,医科大学や医学部を持つ大学に属している病院の事であり,総合病院

とは,内科･外科その他複数の診療科をもち,病理などの臨床検査の設備を備えた,

入院用ベッドを100床以上備えている病院の事である｡
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とは，内科・外科その他複数の診療科をもち，病理などの臨床検査の設備を備えた，

入院用ベッドを 100床以上備えている病院の事である。
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2)研究方法

研究対象:無作為抽出法を用いて選定し,協力の承諾が得られた全国の大学病院または100

床以上の総合病院に勤務する看護師長(以下,看護管理者とする)｡調査紙は,

全国の看護管理者に配布し, 1施設につき10病棟の看護管理者10名に協力依頼

をした｡

調査期間及び回収結果

①予備調査

2005年10月1日～12月31日

依頼病院数: 20病院　　　調査紙票配布数: 200枚

協力施設数: 13病院　　協力音数: 68名

有効票:68票

協力施設の割合: 65.0%　　調査紙票回収率: 34.0%　有効回答率: 34.0%

②本調査

2006年6月1日～8月31日

依頼病院数: 100病院　　　調査紙票配布数: 1000枚

協力施設数: 58病院　　協力者数: 266名

有効票264票　　　無効票2表

協力施設の割合: 58.0%　　　調査紙票回収率: 26.6%

調査方法こ質問紙留め置き法による自記式調査

有効回答率: 26.4%

調査紙内容:調査紙は先行研究を参考にして筆者が作成した｡事前に実施した予備調査の

再検討を通じて,調査項目や設問の改良を行った｡

設問項目及び分析方法

量的項目: ｢回答者の属性, DV問題についての知識,問題解決ネットワークについての看

護師の考え方及び知識, DV被害者遭遇経験, DV問題に関する研修-の参加

経験, DV問題に関する研修会開催で希望する事｣である｡統計的分析には舵

計解析ソフトSPSS for ll.OJを用いた｡

質的項目: ｢DV対策がとられるための看護者の役割, DV被害者に対して看護者が出来

る事｣の2点と,事例問題を基に｢DV被害者に初めて遭遇した際の対応,入

院中に実施する具体的な対応,加害者との問題が解決していないにも関わらず

退院せざるをえない被害者に必要な対応｣について,自由記述形式で回答を得
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た｡回答は,キーワード分類を用いてカテゴリー抽出を行なった｡カテゴリー

抽出は,ある一定期間を空けて見直しを繰り返し,精度を高めた｡

倫理的配慮:本調査は鹿児島大学倫理委員会の審査を経た｡調査先の施設責任者及び調査

協力者に対しては,文書で調査の主旨と内容及び回答の情報管理と個人のプラ

イバシー厳守を説明した｡その上で,調査紙-の回答記入をもって,個々の回

答者の同意が得られたものとした｡調査紙票は,無記名とし,データより個人

が特定されないように配慮した｡
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第2章　平成17年度｢医療機関に勤務する看護職が必要としているDV被害者

支援教育プログラムに関する研究｣予備調査結果概要

Ⅰ　回答者の属性

全国の大学病院または, 100床以上の総合病院より無作為抽出にて選択された看護師

長を対象とした｡

Ⅰ-1.年齢

調査協力者の年齢は,50歳代が最も多く,全体の52. 9%を占めており,次が40歳代の38･2%

であった｡この様に,年齢が高い理由として,調査対象者を看護師長にしたためであると

考える｡平均年齢は, 49.4±6.3年であった｡

表1看護職者の年齢

年齢　　　　　　　　　名(%)

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

無回答

合計

3 (4.4)

26(38. 2)

36 (52.9)

1 (1.5)

2(3.0)

68 (100)

平均±標準偏差　　　　　　49. 4±6. 3年

Ⅰ-2.性別

調査協力者の性別は,殆どが女性であり,全体の99%を占めていた｡これは,全体的に看

護職に就く人の割合が男性よりも女性の方が高いためであると考える0

略1%＼

図1性別
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第2章 平成 17年度「医療機関に勤務する看護職が必要としているDV被害者

支援教育プログラムに関する研究j 予備調査結果概要

I 回答者の属性

全国の大学病院または)100床以上の総合病院より無作為抽出にで選択された看護師

長を対象とした。

1-1.年齢

調査協力者の年齢は， 50歳代が最も多く，全体の 52.9出を占めており，次が 40歳代の 38.舗

であった。この様に，年齢が高い理由として，調査対象者を看護師長にしたためであると

考える。平均年齢は 49.4+6.3年であった。

表 1 看護職者の年齢

年齢 名(%)

30歳代 3 (4.4) 

40歳代 26 (38.2) 

50歳代 36 (52. 9) 

60歳代 1 (1. 5) 

無回答 2 (3.0) 

合計 68 (100) 

平均±標準偏差 49.4土6.3年

1 -2.性別

調査協力者の性別は，殆どが女性であり，全体の 99話を占めていた。これは，全体的に看

護職に就く人の割合が男性よりも女性の方が高いためであると考える。

国

図1 性別
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I -3.経験年数

経験年数は,26年～30年以下が最も多く全体の33. 8%を占めている｡ 21年～25年以下を

併せると54.3%となり,全体の半数以上を占めている｡臨床経験年数は,平均27･4±6.2

年であった｡

表2　看護職の臨床経験年数

臨床経験年数　　　　　　　　　名(%)

10年以下

11年～15年以下

16年～20年以下

21年～25年以下

26年～30年以下

31年～35年以下

36年以上

無回答

1 (1.5)

2 (3.0)

6(8. 9)

14 (20.5)

23(33. 8)

18(26. 5)

3(4, 4)

1(1.5)

平均±標準偏差　　　　　　　27. 4±6. 2年

I -4.所属している病院のある県名

調査協力者には,所属病院のある県名を直接記載してもらったが,回答者が特定されぬ

ように,得られたデータを所属地域別に分類し直した｡

表3　調査協力者の所属地域

調査協力者所属地域　　　　　　　　名(%)

北海道

東北地方

関東地方

東海地方

近畿地方

中国地方

四国地方

九州･沖縄地方

15 (22.1)

10 (14,7)

10 (14.7)

9 (13.2)

1(1.5)

2(2, 9)

10 (14.7)

ll (16.2)

合計　　　　　　　　　　　68 (100)

一7-

1 -3.経験年数

経験年数は， 26年.......30年以下が最も多く全体の 33.8%を占めている。 21年"'-'25年以下を

併せると 54.30/0となり，全体の半数以上を占めている。臨床経験年数は，平均 27.4+6.2

年で、あった。

表 2 看護職の臨床経験年数

臨床経験年数 名(%)

10年以下 1 (1. 5) 

11年"'-15年以下 2 (3.0) 

16年"'-20年以下 6 (8. 9) 

21年"'-25年以下 14 (20. 5) 

26年"'-30年以下 23 (33. 8) 

31年"'-35年以下 18 (26. 5) 

36年以上 3 (4.4) 

無回答 1 (1. 5) 

平均±標準偏差 27.4土6.2年

1 -4.所属している病院のある県名

調査協力者には，所属病院のある県名を直接記載してもらったが，回答者が特定されぬ

ように，得られたデータを所属地域別に分類し直した。

表3 調査協力者の所属地域

調査協力者所属地域 名(0/0)

北海道 15 (22. 1) 

東北地方 10 (14. 7) 

関東地方 10 (14. 7) 

東海地方 9 (13. 2) 

近畿地方 1 (1. 5) 

中園地方 2 (2. 9) 

四園地方 10 (14.7) 

九州・沖縄地方 11 (16. 2) 

合計 68 (100) 

-7-



Ⅰ -5.所属病院の設置主体

調査協力者が勤務する所属病院の設置主体は,独立行政法人(旧国立)系が17･6‰公立

系47. 1%,学校法人や赤十字等その他が35.3%であった｡

図2　所属病院設置主体

I -6.所属病院の種類

調査内訳としては,大学病院が, 4.4%,総合病院が95.6%であった｡

3名. 4.4%

Ⅰ -7.所属病院の規模

病院の規模としては, 500床以上の病院が最も多く,半数近くを占めていた｡

図4　病床規模
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ロ100-200床

田200-300床

臼300-400床

D400-500床

田500床以上

■その他

1 -5.所属病院の設置主体

調査協力者が勤務する所属病院の設置主体は，独立行政法人(旧国立)系が 17.6払公立

系47.1%，学校法人や赤十字等その他が 35.3切であった。

24名， 35.3%
12名， 17.6%

32名，47.1%

図2所属病院設置主体

1 -6.所属病院の種類

調査内訳としては，大学病院が， 4.4%，総合病院が 95.6切で、あった。

3名， 4.4覧

図3所属病院の種類

1 -7.所属病院の規模

病院の規模としては， 500床以上の病院が最も多く，半数近くを占めていた。

6名， 8.8%

図4 病床規模
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ロ100-200床

回200-300床

ロ300-400床

田400-500床

図500床以上

・その他



Ⅰ-8.所属診療科(専門科目)の種類　(複数回答可)

今回の調査対象を大学病院または総合病院の看護師長としたため,その所属する診療科

も多岐に亘っていた｡最も多かったのは内科であり,次が外科であった｡

今回の調査協力者は,該当する診療科全てを答えてもらったため,

者数は回答者数と一致しない｡

外科

内科

整形外科

産婦人科

精神科

小児科

外来

救命救急

その他
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図5の診療科の合計

0　　　5　　10　　15　　　20　　　25 (名)

図5　所属する診療科

Ⅱ. DV問題についての知識について

Ⅱ-1. DVという言葉の意味を知っているか

｢よく知っている｣または, ｢知っている｣と回答した人が92.6%を占めており, DVの

言葉自体は,多くの看護者に知られている事がわかった｡

43名.糾.7%

20名, 29.4%

図6　DVの言葉の意味の認知度

■よく知ってしる

a.=_　=;1

Ⅱ-2. DV防止法の中身についての藩知度

調査協力者68名中66名より回答を得る事が出来た｡ ｢よく知っている｣ ｢または知って

いる｣と回答した人が全体の36.8%だったのに対し, ｢あまり知らない｣ ｢全く知らない｣

と回答した人は, 60.3%にのぼっていた｡
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1 -8.所属診療科(専門科目)の種類 (複数回答可)

今回の調査対象を大学病院または総合病院の看護師長としたため，その所属する診療科

も多岐に亘っていた。最も多かったのは内科であり，次が外科で、あった。

今回の調査協力者は，該当する診療科全てを答えてもらったため，図 5の診療科の合計

者数は回答者数と一致しない。

外科Fぷ記長話f

内科! 21 
整形外科

救命救急

その他俗的問叩開明均四つ124

o 5 10 15 20 25 (名)
図5所属する診療科

II. DV問題についての知識について

ll-l. DVという言葉の意味を知っているか

「よく知っているJまたは， r知っている」と回答した人が 92.6%を占めており， DVの

言葉自体は，多くの看護者に知られている事がわかった。

20名， 29.4弘

43名， 64.7%

図6DVの言葉の意味の認知度

II -2. DV防止法の中身についての認知度

-よく知ってい言寸

図知っている i 
ロあまり知らない

調査協力者 68名中 66名より回答を得る事が出来た。「よく知っているJrまたは知って

いるj と回答した人が全体の 36.8%だったのに対しあまり知らないJr全く知らなしリ

と回答した人は， 60.30/0にのぼっていた。
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図7　DV防止法の中身の認知度

■よく知っている

臼知っている

C)あまり知らない

ロ全く知らない

巳無回答

Ⅱ-3. DV防止法の施行による業務変化(複数回答可)

DV防止法施行により,業務に何か変った事があるかどうかの質問に対して,調査協力

者63名から回答が得られた｡ ｢特に変らない｣と回答した人が最も多く48名であったが,

｢DV問題の事例が増えた｣人が8名, rDV支援専門機関との関わりが増えた｣人が4乳

｢仕事が煩雑化した｣人が1名であった｡ ｢その他｣の自由回答では, ｢救急で対応する症

例の意識が高まった｣ ｢DVかなと思うようになった｣ ｢職場で広報が増えた｣という意見

を得る事が出来た｡

DV問題事例の増加

専門機関との関わりの増加

仕事が煩雑化した

その他

特に変らない

0　　　1 0　　　20　　　30　　　40　　　50

図8　DV防止法制定後の仕事変化

Ⅲ　問題解決ネットワ←タについて

(名)

Ⅲ- 1.医療機関職員のDV被害者支援機関についての具体的情報の必要性

調査協力者全員から回答をえる事が出来た｡全体の92.6% (63名)が,医療機関職員も

DV被害者支援機関についての｢具体的情報が必要である｣と考えている事がわかった｡ ｢そ

の他｣の自由記述では4名が回答しており,その内訳は｢わからない｣と回答した人2私

｢知識が少なく必要性が理解できない｣人1名, ｢DV被害者支援機関そのものを理解して

いないし,仕事と密着していないので何ともいえない｣人1名というものであったoその

他｢具体的情報は必要ない｣と考えている人も1名いた｡
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39名， 57.41目

-よく知っている

図知っている

ロあまり知ら怠い
l

ロ全く知らない

回無回答

図7 DV防止法の中身の認知度

1I-3. DV防止法の施行による業務変化(複数回答可)

DV防止法施行により，業務に何か変った事があるかどうかの質問に対して，調査協力

者 63名から回答が得られた。「特に変らない」と回答した人が最も多く 48名で、あったが，

fDV問題の事例が増えた」人が 8名， fDV支援専門機関との関わりが増えた」人が 4名，

「仕事が煩雑化したJ人が l名であった。「その他Jの自由回答ではt r救急で対応する症

例の意識が高まったJrDVかなと思うようになったJr職場で広報が培えたJという意見

を得る事が出来た。

DV問題事例の増加炉問 r~
専門機関との関わりの増加

仕事が煩雑化した限1

その他l読料約

特に変らない。 a/一一ー一一四7フ

10 20 

議総絡錦絵結締時緑地関司 148 
回一ヲ許一一一一山由時寸フ1---曲目一切冊目寸戸

30 40 50 
(名)

図8 DV防止法制定後の仕事変化

E 問題解決ネットワ}クについて

ill-l. 医療機関職員のDV被害者支援機関についての具体的情報の必要性

調査協力者全員から回答をえる事が出来た。全体の 92.6%(63名)が，医療機関職員も

DV被害者支援機関についての「具体的情報が必要であるJと考えている事がわかった。「そ

の他Jの自由記述では 4名が回答しており，その内訳は「わからないjと回答した人 2名，

「知識が少なく必要性が理解できないJ人 l名， rDV被害者支援機関そのものを理解して

いないし，仕事と密着していないので何ともいえないJ人 l名というもので、あった。その

他「具体的情報は必要なしリと考えている人も l名いた。
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63名, 92.6%

ヽ ..

図9　医療機関職員の具体的被害者支援情報の必要性

Ⅲ-2.現時点のDV被害者支援体制について

調査協力者全員から回答をえる事が出来た｡現時点でのDV被害者支援体制について｢十

分である｣と考えている人はわずか2名(2.9%)であり, 57名(83.8%)の看護職者が｢や

や不十分｣ ｢不十分である｣と考えている事がわかった｡ ｢わからない｣と回答している人

は9名(13.2%)であった｡

31名, 45.6%

26名, 38.2%

図10 DV被害者支援体制に関する認識

1十分

田やや不十分

口全く不十分

ロわからない

班-3.上記Ⅲ-2で｢やや不十分｣または｢全く不十分である｣と回答した人が考え
･　　る支援体制で不十分だと思う内容(複数回答可)

DV被害者支援体制について, ｢不十分である｣または｢全く不十分である｣と回答した

看護者57名に対し,その支援体制で不十分だと考える具体的内容について質問を行った｡

その結見最も多かったのが｢担当窓口が不明確｣ 36名,次に｢DV問題対策に関する

教育体制の不足｣ 28乳r自分の力量不足(知識や支援技術等)｣ 25名という回答であった｡

- iEE

1名.1 

63名.92.6弘

図9医療機関職員の具体的被害者支援情報の必要性

m-2.現時点のDV被害者支援体制iごついて

調査協力者全員から回答をえる事が出来た。現時点でのDV被害者支援体制について「十

分である」と考えている人はわずか2名 (2.9%)であり， 57名 (83.8%)の看護職者が「や

や不十分Jr不十分であるJと考えている事がわかった。「わからない」と回答している人

は9名(13.2%)であった。

9名， 132見 2名.2.9弛

31名.45.6見

26名，38.2% ・十分
図やや不十分

口全く不+分

ロわからない

図10 DV被害者支援体制に関する認識

m-3.上記m-2で fやや不十分j または「全く不十分であるj と回答した人が考え

る支援体制で不十分だと思う内容(複数回答可)

DV被害者支援体制について， r不十分である」または「全く不十分であるJと回答した

看護者57名に対し，その支援体制で不十分だと考える具体的内容について質問を行った。

その結果，最も多かったのが「担当窓口が不明確J36名，次に rDV問題対策に関する

教育体制の不足J28名， r自分の力量不足(知識や支援技術等)J25名という回答で、あったo

四 11-



担当窓口が不明確

DV問題対策教育体制の不足

自分の力畳不足

避難場所の不足

啓発･予防不足

警察の対応が心配

関係機関･職種間連携の不足

支援者数の不足

社会制度そのものの不備

経済的支援の不足

職場内での理解者不足

専門支援機関職員の対応が心配

法律の未整備

その他

5　　10　15　　20　　25

図11支援体制で不十分な事

Ⅲ-4. DV被害者受け入れ支援機関に関する知識

DV被害者受け入れ支援機関に関する知識を持つ人12名(17.6%),持たない人55名

(80.9%),無回答1名(1.5%)であった｡この回答より,多くの看護者は, DV被害者

を受け入れる機関を知らないという事がわかった｡

田知っている

ロ知らない

匝無回答

図12　DV被害者受け入れ支援機関に関する知識
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担当窓口が不明確

DV問題対策教育体制の不足

自分の力量不足

避難場所の不足

啓発・予防不足

警察の対応が心配

関係機関・職種間連携の不足

支媛者数の不足

社会制度そのものの不備

経済的支躍の不足

職場内での理解者不足

専門支援機関職員の対応が心配

法律の朱整備

その他。5 10 15 20 25 30 35 40 

図11 支援体制で不十分な事
(名)

ill-4. DV被害者受け入れ支援機関に関する知識

DV被害者受け入れ支援機関に関する知識を持つ人 12名(17.6%)，持たない人 55名

(80.9%) ，無回答 1名(1.5%)で、あった。この回答より，多くの看護者は， DV被害者

を受け入れる機関を知らないという事がわかった。

1名.1.5目
12名.17.6%

図知っている|

ロ知らない ! 
回無回答

図12 DV被害者受け入れ支援機関に関する知識
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Ⅲ-5 (1)上記Ⅲ-4でDV被害者受け入れ支援機関に関する知識を持ち,かつ具体的

知識を知っているか

DV被害者受け入れ支援機関に関する知識を持つ12名中,支援機関の具体的情報を知っ

ている人は7名(58.3%),知らない人4名(33.3%),無回答1名(8.3%)であった｡

国具体的情報を知っている

ロ具体的情報を知らない

1名, 8.3%

図13　支援機関の具体的情報に関する知識

Ⅲ-5(2) DV被害者受け入れ支援機関に関する知識を持ち,かつ支援機関の担当者

と面識があるか

DV被害者受け入れ支援機関に関する知識を持つ12名中,支援機関担当者との面識があ

る人はわずか2名(16.7%),面識がない人7名(58.3%),どちらともいえない人1名(8.3%),

無回答2名(16.7%)という結果であった｡

田面識がある
ロ面識はない
ロどちらともいえない

l

｣甲牢固等_ ‥ …_｣

図14　DV被害者受け入れ支援機関担当者との面識の有無

Ⅳ　DV被害者遭遇経験

Ⅳ-1.病院でのDV被害者(疑い含む)遭遇経験

病院でのDV被害者(疑い含む) -の遭遇経験がある看護者は,全体の約半数弱の48･ 5%

(33名)に上っており, 2003年度に実施した鹿児島市内の4総合病院に勤務する一般看護

ー13-

m -5 (1)上記m-4でDV被害者受け入れ支援機関に関する知識を持ち，かつ具体的

知識を知っているか

DV被害者受け入れ支援機関に関する知識を持つ 12名中，支援機関の具体的情報を知っ

ている人は 7名 (58.3%)，知らない人 4名 (33.30/0)，無回答 l名 (8.30/0) であった。

図具体的情報を知っている

ロ具体的情報を知らない

1名， 8訓 !田無回答

図13支援機関の具体的情報に関する知識

m-5(2) DV被害者受け入れ支援機関に関する知識を持ち，かっ支援機関の担当者

と面識があるか

DV被害者受け入れ支援機関に関する知識を持つ 12名中，支援機関担当者との面識があ

る人はわずか2名(16.70/0) ，面識がない人7名(58.30/0) ，どちらともいえない人 1名(8.3%)， 

無回答 2名(16.7%) という結果で、あった。

|図面識がある l 
iロ面識はない i 
jロどちらともいえない|

恒国主一一」

図14DV被害者受け入れ支援機関担当者との面識の有無

IV DV被害者遭遇経験

IV-1.病院でのD V被害者(疑い含む)遭遇経験

病院でのDV被害者(疑い含む)への遭遇経験がある看護者は，全体の約半数弱の 48.5%

(33名)に上っており， 2003年度に実施した鹿児島市内の4総合病院に勤務する一般看護

司 13・



職員217名から得られた被害者に遭遇経験の28. 1%よりもはるかに高値を示していたoこ

れは, DV問題に対する社会全体での認識が向上しているだけではなく,看護師自身がキャ

リアを積むことでDV被害者-の心理社会面-の支援の必要性の意識が向上しているだけ

ではなく, DV被害者支援施設やその具体的情報に関する知識が高くなり,被害者遭遇時

のスクリーニング能力が高まっているためと考えるo

至宝章票監

図15　DV被害者遭遇経験

Ⅳ-2(1)病院でのDV被害者(疑い含む)遭遇経験がある人の被害者初遭遇時期

病院でのDV被害者(疑い含む) -の遭遇経験がある看護者33名中, 1年未満～5, 6年

前と回答した人が27名と,全体の81.8%を占めていた｡この様に,ここ最近DV被害者に

遭遇した経験のある人が増えてきた理由には, 2001年のDV防止法の制定が関与している

と思われる. DV防止法により,国が中心となり様々な取り組みが整備･実施され,一般

社会にDV問題の存在が浸透し,人々の関心が高まって来たのが大きな理由であろう｡

しかし, 10年以上前と答えた人も15.2%おり,昔からDV問題が存在し被害者が病院を

受診していた事実と,それに気づいていた看護師がいたという事実がこれからも明らかと

なった｡

図16　被害者初遭遇時期

-14-

職員 217名から得られた被害者に遭遇経験の 28.1%よりもはるかに高値を示していた。こ

れは1 DV問題に対する社会全体での認識が向上しているだけではなく，看護師自身がキャ

リアを積むことでD V被害者への心理社会面への支援の必要性の意識が向上しているだけ

ではなく 1 DV被害者支援施設やその具体的情報に関する知識が高くなり，被害者遭遇時

のスクリーニング能力が高まっているためと考える。

EE重量震設:!

図15DV被害者遭遇経験

IV-2(1)病院でのDV被害者(疑い含む)遭遇経験がある人の被害者初遭遇時期

病院でのD V被害者(疑い含む)への遭遇経験がある看護者 33名中， 1年未満-"5，6年

前と回答した人が 27名と，全体の 81.8%を占めていた。この様に，ここ最近DV被害者に

遭遇した経験のある人が増えてきた理由にはI 2001年のDV防止法の制定が関与している

と思われる。 D V防止法により，国が中心となり様々な取り組みが整備・実施され，一般

社会にD V問題の存在が浸透し，人々の関心が高まって来たのが大きな理由であろう。

しかし， 10年以上前と答えた人も 15.2%おり，昔からDV問題が存在し被害者が病院を

受診していた事実と，それに気づいていた看護師がし、たとしづ事実がこれからも明らかと

なった。

4名， 12.1% 

10名，30.3%

4名， 12.1%

図16 被害者初遭遇時期
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Ⅳ-2(2) DV被害者(疑い含む)遭遇経験者の被害者初遭遇時に勤務していた診療科

(複数回答可)

今回の調査対象者を大学病院または総合病院の看護師長としたため,その所属する診療

科も多岐に亘っていた｡その中でも圧倒的に多かったのが｢救命救急10名｣であり,次に

｢内科6名｣, ｢産婦人科4名｣と続いていた｡

外科

内科

整形外科

産婦人科

精神科

小児科

外来

救命救急

その他

0　　　2　　　4　　　6　　　8　　10 (名)

図17　DV被害者初遭遇時期に勤務していた病棟

Ⅳ-2(3) DV被害者(疑い含む)遭遇時に,被害者の相談にのった事があるか

被害者遭遇経験がある人33名中｢被害者との相談経験がある人｣ 10名, ｢被害者の家族

や友人など間接的に相談経験がある人｣ 5名という結果であり,全体の約半数近くが,何ら

かの形で被害者の相談にのった事があると回答していた｡これは,極めて高い値であり, 2

人に1人の被害者が,看護者に相談をしていた事がわかる｡

｢その他｣ 3名の内容としては, ｢話を聞こうとしたが返事が無かった｣, r他の医療機関

からの情報｣, ｢無回答｣といったものであった｡

図18　DV被害遭遇時の被害者への相談経験

-15-

IV-2(2) DV被害者(疑い含む)遭遇経験者の被害者初遭遇時に勤務していた診療科

{複数回答可)

今回の調査対象者を大学病院または総合病院の看護師長としたため，その所属する診療

科も多岐に亘っていた。その中で、も圧倒的に多かったのが「救命救急 10名」であり，次に

「内科 6名j，r産婦人科 4名Jと続いていた。

6 

4 

EJI 10 

紅一。 2 4 6 8 10 (名)

図17 DV被害者初遭遇時期に勤務していた病棟

IV-2(3) DV被害者(疑い含む)遭遇時に，被害者の相談にのった事があるか

被害者遭遇経験がある人 33名中「被害者との相談経験がある人j 10名被害者の家族

や友人など間接的に相談経験がある人j5名という結果であり，全体の約半数近くが，何ら

かの形で、被害者の相談にのった事があると回答していたロこれは，極めて高い値であり， 2 

人に 1人の被害者が，看護者に相談をしていた事がわかる。

「その他j 3名の内容としては r話を聞こうとしたが返事が無かったj，f他の医療機関

からの情報j，r無回答」といったもので、あった白

1人.3弘

』被害者相談にのった]

悶間接的に相談にのった|
白相談にのった事はない|

口その他 i 
回無回答 | 

3人 9.1拍

図18 DV被害遭遇時の被害者への相談経験

-15 -



Ⅳ-2(4) DV被害者の相談を受けた内容(複数回答可)

最も多かったのは,殴る蹴るといった｢身体的暴力｣ 15名であり,次に｢精神的暴力｣ 9

名であった｡ ｢その他｣ 1名の内容としては, ｢名札を出さないでほしいと言われた｣といっ

た,深刻な事例が考えられる内容の相談であったo

身体的暴力

精神的暴力

子供への暴力

社会的暴力

家族への暴力

その他

l 
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0　　　　　5　　　　10　　　　15(名)

図19　被害者から受けた相談内容

Ⅳ-2(5)相談者からの具体的な訴え(複数回答可)

相談者からの訴えの内容として最も多かったのは, ｢どうしたらいいのかわからない｣ ll

名,次に｢暴力から逃れたい｣ 8名であった｡ ｢その他J 4名の内容としては, ｢名札を出さ

ないでほしい｣ 1名, ｢受診しただけ｣ 1名｢無回答｣ 2名であった｡

どうしたらいいかわからない

暴力から逃れたい

離婚したい

自分を助けてほしい

子供や家族を助けたい

関連機関を紹介して欲しい

その他
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0　　　　　　5　　　　　10　　　　15 (名)

図20　相富炎者からの具体的訴え内容

Ⅳ-2(6)被害者-の対応(複数回答可)

被害者-の対応として最も多かったのは, ｢面接･相談を行った｣ 7名,次に｢他の支援

機関につないだ｣ 4名というものであったo Lかし, ｢対応できなかった｣と回答した看護

者も4名おり,いざ被害者に遭遇したときの対応の難しさが明らかになったといえる0

･16･

1V-2(4) DV被害者の相談を受けた内容(複数回答可)

最も多かったのは，殴る蹴るといった「身体的暴力J15名であり，次に「精神的暴力J9 

名で、あった。「その他J1名の内容としては1 r名札を出さないで、ほしいと言われたJといっ

た，深刻な事例が考えられる内容の相談で、あった。

力

他

。

暴

の
の

そ
へ族家

離幽i 15 身体的暴力FW
精神的暴力 議議議議運 9 

ー 2

5 10 

図19被害者から受けた相談内容

15 (名)

lV-2(5)相談者からの具体的な訴え(複数回答可)

相談者からの訴えの内容として最も多かったのは rどうしたらいいのかわからないJ11 

名，次に「暴力から逃れたいJ8名であった。「その他J4名の内容としてはI r名札を出さ

ないでほしいJ1名I r受診しただけJ1名「無回答J2名であった。

どうしたらいいかわからない官蜘品約川崎恥的ぬμ妙 心 者 間 池 山 ヨ 11 
島司 | 

暴力から逃れたい iE吟糾ほ均崎川掛申判明，~~#._:~:y~.. ~::J 8 
隣|

離婚したいと山崎む叫が~ 14 

自分を助けてほしい院側、物件伊川

子供や家族を助けたい

関連機関を紹介して欲しし、

その他。 5 10 15 (名)

図20相談者からの具体的訴え内容

lV-2(6)被害者への対応(複数回答可)

被害者への対応として最も多かったのはI r面接・相談を行ったJ7名，次に「他の支援

機関につないだJ4名というもので、あった白しかし r対応できなかったJと回答した看護

者も 4名おり，いぎ被害者に遭遇したときの対応の難しさが明らかになったといえる。

~ 16・



面接･相談を行った

他の支援機関につないだ

警察につないだ

自助グループを紹介した

対応できなかった

その他
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図21被害者への対応

Ⅳ-2(7)被害者-の対応で困った事があったか

被害者の対応で困ったことについては,被害者との遭遇時に相談にのった事のある人,

30名中21名藩ミ｢困った事があった｣と回答しており, ｢困ったことはない｣と回答した人

はわずか1名という結果であった｡このことからも,多くの看護者がDV被害者-の対応

に苦慮している事が明らかになった｡

1名, 3.0%

田困ったことがあった

口困ったことは無かった

可無回答

図22　被著者対応での困難の有無

Ⅳ-2(8)被害者-の対応で困った事についての具体的内容(複数回答可)

被害者-の対応で｢困った事があった｣と回答した21名に,その問題の内容を確認した｡

その中でも多かったのが, ｢被害者-の対応｣ 8名, ｢加害者への対応｣ 7名, ｢家族-の対

応｣ 7名といった被害者やそれを取り巻く人-の対応であった｡これは, DVに対しての対

応自体に慣れていない事がその原因であると考える｡その他, ｢職場のサポートシステムが

不十分｣ 7名, ｢職場で問題に対応できる人材不足｣ 6乳　r勤務が多忙で充分な支援が出来

ない｣ 4名といった職場環境の不備を挙げている人も多かった｡
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面接・相談を行ったγ
他の支援機関につないだ

警察につないだ

自助グループを紹介した IJ~~i'，ir?;

4 

4 

その他伊縦均的側 捜阻

o 2 4 6 

図21 被害者への対応

N-2(7)被害者への対応で困った事が.あったか

7 

6 

8 10 (名)

被害者の対応で困ったことについては，被害者との遭遇時に相談にのった事のある人，

30名中 21名が「困った事があったj と回答しており， r因ったことはないJと回答した人

はわずか 1名という結果で、あったo このことからも，多くの看護者がDV被害者への対応

に苦慮している事が明らかになったo

1名， 3.0%

国困ったことがあった

l口困ったことは無かった

回無回答

図22被害者対応での困難の有無

N-2(8)被害者への対応で困った事についての具体的内容(複数回答可)

被害者への対応で「困った事があったjと回答した 21名に，その問題の内容を確認した。

その中で、も多かったのがJ r被害者への対応J8名， r加害者への対応J7名， r家族への対

応J7名といった被害者やそれを取り巻く人への対応で、あった。これは貫 DVに対しての対

応自体に慣れていない事がその原因であると考える。その他， r職場のサポートシステムが

不十分J7名， r職場で問題に対応できる人材不足J6名 r勤務が多忙で充分な支援が出来

ないJ4名といった職場環境の不備を挙げている人も多かったo

蝿 17司



被害者への対応

職場のサポートシステムが不十分

加暮春への対応

家族への対応

職場で対応できる人材不足

知識不足

支援ネットワーク･連携システム不足

勤務が多忙で支援が十分に出来ない

専門家t支援専門機隣の不足

職員の安全が守られない

披著者の安全が守られない

無力感

こどもへの対応

受皿不足

時間不足

法律上の限界や問題

披蓄者の財政的問題

紙音者のプライバシーが守れない

その他

1　　　　2　　　　3　　　　4　　　　5　　　　6

図23被害者への対応時直面した問題

Ⅴ. DV問題に関する研修への参加経験について

9　　　　10

(名)

Ⅴ-1. DV問題に関する研修に参加した経験

DV問題に関する研修会-の参加経験がある看護者は8名(ll.8%), DV研修経験がな

い看護者は58名(85.3%),無回答者2名(2.9%)であった｡これより,研修参加経験を

持つ看護者は1割以下と少ない事が明らかとなった｡

臼 己両面修参加経験あり
ロDV研修参加経験無し
巴無回答

図24　DV研修参加経験
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図23被害者への対応時直面した問題
(名)

V. DV問題に関する研修への参加経験について

V-1. DV問題に関する研修に参加した経験

DV問題に関する研修会への参加経験がある看護者は 8名(11.8%)， D V研修経験がな

い看護者は 58名 (85.3%)，無回答者2名 (2.9%)であった。これより，研修参加経験を

持つ看護者は l割以下と少ない事が明らかとなった。

図 DV研修参加経験あり
ロDV研修参加経験無し
回無回答 | 

図24 DV研修参加経験
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Ⅴ-2(1) DV問題に関する研修に参加した理由

DV問題に関する研修乗りの参加経験がある看筆者8名に参加理由を聞いた｡その結見
ll

自分の意思で参加した人は5名,職場研修の⊥貫として参加した人は2名,無回答が1名

であった｡
l

-==f_i-I I-:;-義-芸iL=_- _ -- =-:i:---i-5--;=- --=墓室･一一三

図25　研修会参加理由

Ⅴ-2(2)参加した研修のプログラム形式について(複数回答可)

DV問題に関する研修会-の参加経験がある看護者8名に,参加した研修プログラムの

形式を聞いた｡その内容としては,主に講演会形式と講義･講座形式の2種類であった｡

ワークショップやその他の形式を上げた人はいなかった｡

講義･講座形式

講演会形式

感 � 劔�� �3 僮 I I i 

■+. 

√ヽ �� 停ﾓr�,d��

一 �?��y?��B�� 劔�� 

空rゝ__ 

-J.,llll 

././.∠L/ 
0　1　2　　3　　4　　5 (名)

図26　研修プログラム形式

Ⅴ-2(3)参加した研修の述べ回数

参加回数が1回の人は5名, 2回の人が2名,無回答1名であった｡

一19-

V-2(1) DV問題に関する研修に参加した理由

DV問題に関する研修会(の参加経験がある看護者 8名に参加理由を聞いた口その結果，

自分の意思で参加した人は 5名，職場研修の一貫として参加した人は 2名，無回答が 1名

で、あった。

1名I 12.5% 

図25研修会参加理由

圃自分の意思 | 

ロ職場研修の一貫としてl
回無回答 | 

V -2(2)参加した研修のプログラム形式について(複数回答可)

DV問題に関する研修会への参加経験がある看護者 8名に，参加した研修プログラムの

形式を聞いた。その内容としては，主に講演会形式と講義・講座形式の 2種類で、あった。

ワークショップやその他の形式を上げた人はいなかった。

講義・講座形式

講演会形式

。 2 3 

図26 研修プログラム形式

V-2(3)参加した研修の述べ回数

5 

4 5 (名)

参加回数が 1回の人は 5名， 2回の人が 2名，無回答 1名で、あった。
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香 仍｢褻奉ﾅ�ｨ+���?��5����'��定�ｲ�

./I./././,/ 
0　　1　　2　　　3　　　4　　　5(回)

匪27　研修会参加述べ回数

Ⅴ-2(4)研修に参加した事で,仕事をする上で何か役立ったか

研修会-の参加経験がある看護職者8名に,･研修会が仕事をする上で何か役に立ったか

どうかを聞いたoその結嵐｢大変役に立った又はやや役に立った｣と回答した人が6名,

｢あまり役に立たなかった｣と回答した人が1名,無回答1名であった｡

これは,自分の意思で参加した5名から得られた回答結果であり,もとからDV問題に

対して問題意識が高いため,研修結果が役に立ったと回答した人が多かったのではないか

と考えるo

大変役に立った

やや役に立った

あまり役に立たなかった

役に立たなかった

無回答

0　　　　1　　　　2　　　　3　　　　4 5(名)

図28　研修内容が仕事で役立ったか

Ⅴ-2(5)仕事をする上で役立った,または役立たなかった理由(自由記述)

●大変役に立った理由として

｢現状がわかった｣

●やや役に立った理由として

｢対応-の不安が少し減った｣

｢DVとはどの様な事を意味しており,ますます増加しているDVの対応相談所について

知る事が出来,被害者からの相談をうけた時に紹介できた｡｣

｢D Vを受けた患者の入院中の対応の仕方｣

●役立たなかった理由として

｢当時は実感がなかったので,ネットワーク等真剣に聞いていない｣

-20-

1回 5 

2回

無回答

o 2 3 4 
5 (回)

国27 研修会参加述べ回数

V -2(4)研修に参加した事で，仕事をする上で何か役立ったか

研修会への参加経験がある看護職者 8名に，研修会が仕事をする上で何か役に立ったか

どうかを聞いた。その結果 r大変役に立った又はやや役に立った」と回答した人が 6名，

「あまり役に立たなかった」と回答した人が l名，無回答 l名であった。

これは，自分の意思で参加した 5名から得られた回答結果であり，もとからDV問題に

対して問題意識が高いため，研修結果が役に立ったと回答した人が多かったのではないか

と考える。

大変役に立った

やや役に立った

あまり役に立たなかった陸

役に立たなかった

無回答。 2 3 

図28 研修内容が仕事で役立ったか

5 

4 5(名)

V -2(5)仕事をする上で役立った，または役立たなかった理由(自由記述)

・大変役に立った理由として

「現状がわかったJ

・やや役に立った理由として

「対応への不安が少し減ったJ

rDVとはどの様な事を意味しており，ますます楢加しているDVの対応相談所について

知る事が出来，被害者からの相談をうけた時に紹介できた。J

rDVを受けた忠者の入院中の対応の住方J

・役立たなかった理由として

「当時は実感がなかったので，ネットワーク等真剣に聞いていなしリ
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Ⅴ-2(6)研修参加で得られたものを,勤務する病院又は病棟で何か一つでも取り入れ

たか

研修で得られたものを勤務する病院や病棟で何か一つでも取り入れた人はわずか1

名であった｡

『取り入れた

□取り入れていない

図29研修でえら得たものを病院(病棟)で取り入れたか

Ⅴ-2 (7)勤務する病院又は病棟で取り入れた研修参加で得られた具体的内容

研修内容を勤務する病院や病棟で取り入れたと回答した人は1人であったが,その内容

揺, ｢病室入り口-患者名を表示しない｣や, ｢この様な患者のみ面会人の受付をしないよ

う院内に情報を流す｣といった実践的なものであった｡

Ⅴ-3(1) DV問題に関する研修に参加したことがない理由(複数回答可)

DV研修経験がない看護職者58名に,その理串を聞いた｡その結果, 54名から回答を得

る事が出来た｡研修に参加した事が無い理由として最も多かった回答揺, ｢研修が身近な場

所で開催されない｣ 37名であった｡ ｢その他｣ 9名の自由記述では,無回答が1名いたが,

8名から次の様な意見を得る事ができた｡

｢全く興味がない訳ではないが,廓合がつかない｣

｢DV被害が少ない｣

｢DV問題を切実に感じていない｡身近に経験がない｣

｢全然情報がない｣

｢何処で開催されているか情報不足｣

｢正直,身近に考えられない｣

｢DV問題より他の研修会参加を優先させている｣

r興味がない訳ではないが現実的に場面をみていないので必要を感じていない｣

ー21-

V-2(6)研修参加で得られたものを，勤務する病院又は病棟で何か一つでも取り入れ

たか

研修で得られたものを勤務する病院や病棟で何か一つでも取り入れた人はわずか 1

名で、あったロ

圃取り入れた

口取り入れていない

図29研修でえら得たものを病院(病棟)で取り入れたか

V -2(7)勤務する病院又は病棟で取り入れた研修参加で得られた具体的内容

研修内容を勤務する病院や病棟で取り入れたと回答した人は 1人で、あったが，その内容

は病室入り口へ患者名を表示しないJや， fとの様な患者のみ面会人の受付をしないよ

う院内に情報を流すJといった実践的なもので、あった。

V-3(I) DV問題に関する研修に参加したととがない理由(複数回答可)

DV研修経験がない看護職者 58名に，その理由を聞いた。その結果， 54名から回答を得

る事が出来た。研修に参加した事が無い理由として最も多かった回答はー「研修が身近な場

所で開催されないJ37名で、あったo rその他J9名の自由記述では，無回答が l名いたが，

8名から次の様な意見を得る事ができた。

「全く興味がない訳ではないが，都合がつかないj

fnv被害が少なしリ

rnv問題を切実に感じていない。身近に経験がないj

[全然情報がなしリ

「何処で開催されているか情報不足J

「正直，身近に考えられないJ

rnv問題より他の研修会参加を優先させているJ

「興味がない訳ではないが現実的に場面をみていないので必要を感じていなしリ
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日程が合わない

研修会に参加する時間がない

DV問題は自分とは関係ない問題である

DV問題に興味がない

研修会が身近で関催されない

その他

9 9 5 �� 售3r�

1 

I-_=素盃批鮮泣出由践削_萱_I" 
I.i �� ��

9 �� 
./././I/ 

0　10　　20　　30　　40　　50 (名)

図30　DV問題に関する研修会に参加しなかった理由

Ⅴ-3(2)今後の研修会参加希望

今後の研修会開催参加の希望について, 58名中55名から回答を得る事が出来た｡今後研

修会が開催されれば, ｢参加したい｣と考えている人は25乳｢参加したくない｣と考えて

いる人は2名, ｢わからない｣と回答した人は28名であった｡

主'-:∴

---ll---I-I;-- ii _;-_- _ _ -I-_i-I:壷二

図31今後の研修会への参加意志

Ⅴ-4. DV関係の研修会に参加するために必要な事(複数回答可)

DV関係の研修会に参加するために必要な事を全員に聞いた｡その結見64名から回答

を得る事が出来たo　その他の自由回答では,次の様な意見を得る事ができたo

｢DVに対して,看護者または医療機関がどの様にしれ対応してほしいか,必要な事を情

報として各病院へ流す｡そのため,研修なので協力して下さい等, PRするJ

｢いつ,どこで行われるのかを周知する｣

｢近くで開催する｣

｢近くであれば参加しやすいのでは｣

｢対応する機会の多い部署では必要｣
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日程が合わない

研修会に参加する時聞がない位

DV問題は自分とは関係ない問題である

DV問題に興味がない

研修会が身近で開催されない

その他

9 

9 

37 

o 10 20 30 40 50 (名)

図30 DV問題に関する研修会に参加しなかった理由

V-3(2)今後の研修会参加希望

今後の研修会開催参加の希望についてI 58名中 55名から回答を得る事が出来た。今後研

修会が開催されれば参加したしリと考えている人は 25名 r参加したくなしリと考えて

いる人は 2名わからなしリと回答した人は 28名であった。

図31 今後の研修会への参加意志

V-4. DV関係の研修会に参加するために必要な事(複数回答可)

DV関係、の研修会に参加するために必要な事を全員に聞いた。その結果J 64名から回答

を得る事が出来た。その他の自由回答では，次の様な意見を得る事ができた。

rDVに対して，看護者または医療機関がどの様にしれ対応してほしいか，必要な事を情

報として各病院へ流す。そのため，研修なので協力して下さい等I PRするJ

「し、っ，どこで行われるのかを周知するJ

「近くで開催するJ

「近くであれば参加しやすいのでは」

「対応する機会の多い部署では必要J
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院内教育の一某とする

研修費を施設負担にする

勤務時間内に実施する

その他

無回答

0　　　10　　　　20　　　　30

図32　研修会参加に必要な事

Ⅵ　DVに関する研修で希望する事

40　　　50　(名)

Ⅵ-1.研修会で必要だと考える内容(複数回答可)

研修会で必要だと考える内容について, 68名中64名から回答を得る事が出来た｡その他

の自由回答では,次の様な意見を得る事ができたが,どれもDVについて,よくわからな

いといった内容であった｡

｢よくわからない｣　｢DVは知っているが,初歩的なことからわからない｣

｢スタッフ-の危害の対応は?｣

故等者本人への対応

加等肴への対応

子供への対応

被青春家族への対応

DV間現早期発見方法

危機介入方法

関係機関･取種との連携

DV防止法全般

DV間周東生メカニズム

支援者に対するスーパーバイズ

支援者白身のメンタルヘルスへの対応

アサ･-ティブコミュニケーション

フアシリテーシヨン技術

棟専有の自立支規方法

細枠運営･バックアップ体制の作り方

研偉参加者交流.情報交換

DVが及ぼす形響

国内の最新情報

海外の最新情報

その他

0　　　　　10　　　　　20 30　　　　　　40

図33　DV研修会でま払要だと考える内容
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50　　　　　　60

(名)

院内教育の一貫とする

研修費を施設負担にする

勤務時間内に実施する胎

その地醗記事

無困番目。 10 

28 

20 30 

図32 研修会参加に必要な事

VI DVに関する研修で希望する事

羽-1.研修会で必要だと考える内容(複数回答可)

36 

40 50 名)

研修会で必要だと考える内容について， 68名中 64名から回答を得る事が出来た。その他

の自由回答では，次の様な意見を得る事ができたが，どれもDVについて，よくわからな

いといった内容で、あった。

「よくわからなしリ rDVは知っているが，初歩的なことからわからなしリ

「スタッフへの危害の対応は ?J

被害者本人への対応

加害者への対応

子供への対応

被害者家族への対tt

DV問題早期発見方法

危機介入方法

関係機関・職種との連携

DV肪止法会般

DV問回発生メカニズム

支鑓宥に対するス-J~ーパイズ

支援者自身のメンタルヘルスへの対応

アサ一手ィブコミュニケーション

ファシリテー弓4 ン按術

被害者の自立支援方法

組踊週営・パックアップ体制の作り方

研修請書加者支涜・情報3e換

DVが及/;，:す影響

囲内の憲新情報

海外の録新情報

その他。 10 20 30 40 

図33 DV研修会で必要だと考える内容
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Ⅵ-2.研修会開催で希望する内容(複数回答可)

研修会内容で必要だと考える内容について. 68名中59名から回答をえる事が出来た｡ ｢そ

の他｣では, 2名から意見を得る事が出来たが,どれも研修会開催で希望する内容について

は, ｢よくわからない｣という内容であった｡

専門機関と合同で研修会を行う

身近な場所または院内で開催する

様々な医療機関が合同で実施する

スキルトレーニングや参加型研修を実施

研修会回数を増やす

参加費無料で実施する

公的時間内で実施する

その他

Jll 劔40 
_～. 

p# ���� ��

-.韓p"~`-蜘盛連動境旗J~~ 

I-麹 ��19 �� 

演 ��

[患=:{1=,lL.:,::;::A:,I:-:::-.pL.:lpL.=てこ■..I.-':.●.:, ��r�■-A-JpI ��

16 

オー 鳴��2�ﾂ��"���

孝司 

12 
】/【/I/l 

0　　　1 0　　　20　　　30　　　40　　　50

(名)

図34　研修会開催で希望する内容
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VI-2.研修会開催で希望する内容(複数回答可)

研修会内容で必要だと考える内容について， 68名中 59名から回答をえる事が出来た。「そ

の他Jでは， 2名から意見を得る事が出来たが，どれも研修会開催で希望する内容について

は rよくわからなしリという内容であった。

専門機関と合同で研修会を行う

身近な場所または院肉で開催する賢

椋々な医療機闘が合同で実施する

スキルトレーニングや参加型研修を実施

研修会回数を増やす欝

参加費無料で実施する閤

公的時間肉で実施する陣盟

その他摩理

o 10 20 

図34 研修会開催で希望する内容
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Ⅶ. DV問題に対する看護者の役割について

Ⅶ-1.医療機関でDV対策が取られるために,看護の役割はどの様なものがあると考

えますか? :回答率61.8% (n-42)

調査対象者の多くは,医療機関でDV対策が取られるための看護の役割として｢身体的･

精神的支援や問題の早期発見と対応｣といったこれまでも看護師が業務の中で実施してき

たものだけではなく, ｢支援機関等との連携｣や｢支援体制の整備と調整｣といった他の専

門機関との関係を持つ事が大切であると考えていたoまた, DV防止法自体が新しい法律

であり,現在の管理職者は看護教育の中でDV問題について学んでいない現状があるため

か,看護者自身が｢スキルアップ｣に努めるべきであると考えていた｡

表4　医療機関でDV対兼が取られるための看護の役割

カテゴリー 亢ﾈ��>�vRΚｴﾈ���B��

患者,支援 唸ﾊH�8,ﾈ､ｨﾜ2ﾈﾅｹmbﾉ�ﾈｴ�ｭh,h,ﾉ��ﾆr�

者.支援機関 唸ｭhﾅxｴ�ｭh,h,ﾉ��ﾆr�

等と連携を 唳Jﾘﾊ倆(,h,�.に�陌鞜Bﾘ,h,(,�+�.��

図る 唸ｭhﾅxｴ�ｭh,i��xﾘ/�,h.に�阡�ﾎ8.�W8��,�*ﾙ�hｨ因��.�.h*H,�x�+x.��

･他機関,他職種(臨床心理士)との連携 

支援機関等 唸���I9�,ﾉ_�ﾙ��

-の戟告.過 唳��ｯｩJﾘﾊ痛,ｩ_��

戟,広報 啜Eh,X*�.�+�,h,ﾉ_�ﾙ�ﾉ��xﾒﾉ�ｩ&ｸ*ｨ5�8��ｸ5�,俎8,�*h.�.h*H,�+x.��

･看護の対象である人間の権利,人権の擁護者として,.他の職種-の広報 

身体的,精神 唳Nﾘ･��(,ﾉ����4倡�r�

的支援 唳Nﾘ･��)gｹ�ﾂﾘ,ﾉ�陌竕����4倡�r��

･生命,健康(心身)を守る 

･精神的サポート:2 

･被害者-の関わり,身体的.精神的な援助 

･被害者,加害者の両方-の精神面のケア 

状態の把握 啜Eh*�,x*H*�/�Kｹ&h-ﾈ+ﾘ,ﾒﾉgｹ�ﾈ*�.x�+8.ｨ+ﾚ$Ej8,h*(*H5H4898/�4ﾈ8H62�

と介入 �6�+x.��

･現状の把握と同時に情報共有,対応.対策法について,早急に関っていく 

･細やかな観察と高度なアセスメント 

問題の早期 唳Nﾘ･��(,ﾉJﾘﾊ��

発見と対応 唳��ｯｩJﾘﾊ�,i4ｹ��,��陌竏辷腕��

･早期発見と被害者,加害者-の対応 

･発見,通報 
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VB. DV問題に対する看護者の役割について

VB-1.医療機関でDV対策が取られるために，看護の役割はどの様なものがあると考

えますか?回答率 61.8% (n =42) 

調査対象者の多くは，医療機関でDV対策が取られるための看護の役割として「身体的・

精神的支援や問題の早期発見と対応Jといったこれまで、も看護師が業務の中で実施してき

たものだけではなく支援機関等との連携」や「支援体制の整備と調整Jといった他の専

門機関との関係を持つ事が大切であると考えていた。また， DV防止法自体が新しい法律

であり，現在の管理職者は看護教育の中でDV問題について学んでいない現状があるため

か，看護者自身が「スキノレアップJに努めるべきであると考えていた。

表4 医療機関でDV対策が取られるための看護の役割

カテゴリー| 記述内容(;記述数)

患者・支援 1 ・研修の開催，啓蒙，他機関との連携

者・支援機関|・関係機関との連携

等と連携を|・発見者.となり，対応策へとつなげる

図る |・関係機関と連絡をとり，退院後も不安なく生活出来るように援助する

・他機関，他職種(臨床心理士)との連携

支援機関等|・実態等の報告

への報告・通|・早期発見，通報

報，広報 |・ DVであることの報告，連絡，相談がスムーズに行なえるようにする

・看護の対象である人間の権利，人権の擁護者として，他の職種への広報

身体的・精神|・被害者の精神的支援

的支援 1 ・被害者本人への対応(精神的支援)

・生命，健康(心身)を守る

-精神的サポート :2

-被害者への関わり，身体的・精神的な援助

.被害者・加害者の両方への精神面のケア

状態の把握|・ DVかどうかを判断または，本人から出された rDVJ というサインをキヤツ

と介入 | チする

-現状の把握と同時に情報共有，対応・対策法について，早急に関っていく

・細やかな観察と高度なアセスメント

問題の早期|・被害者の発見

発見と対応 I ・早期発見と適切な対応(支援)

・早期発見と被害者 加害者への対応

・発見，通報
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･情報収集をしていくなかで,いち早くDV患者をみつけ出し,対応できるよう 

にする 

･DV被害者であることを発見し,患者が安心して生活できる支援システムを活 

用する 

情報収集と 唸�饑����

情報交換 竸��饑���+X,H効醜檍,兩�ﾙ�+x.��

･情報交換 

･DV.の疑い,可能性のある方にDVについて,又,支援システムについ七の情 

報提供 

知識を獲得 唸ｫ8�"ﾘ,ﾉ�陌�,ﾈ覈_ｸ/�ｧx-�ﾂ騙�+�(X*(+ﾘｬ(ｺｸ,Y?ﾈ���hｨ�/��x.ｨ.�.h*H��+x.��

する 啜Eh,ﾉ&ﾘ���陌�/�;�,BﾉTｹwi�ｸ/�xX�+x.��

･専門的な所-の紹介や被害者のサポート 

スキルアツ 唳&ﾘ�/��ｸ-�.定娩4ﾈ8ｸ4�6(7b�

プを図る I 唳�(*ｩ[x*�.��ｨ�/�ﾞﾈ.に�陌�,ﾈ覈_ｸ/�ｧx-B�

･DVに対する看護師の意識向上 

･DVに対する知識を深め,多数看護師がDV対処にかかわれる 

･DV問題に関する研修,対策検討し,啓蒙する 

･DVの研修会に参加し,DV問題について理解していく 

･チームのメンバーとして,知識を深め,最初に会う人間としてよい介入が出来 

るようにする 

支援体制の 唳Nﾘ･��(,ﾈ�8*�?ﾈ.ｩ�ﾉ�x,ﾉ�餔R�+)���

整備と調整 啜Eh/��8*�+ﾘｫ8�(*ｨ���8+X,H��|8*ｨ�8*�.x.ｨ.�.h*Hｬ(ｺｸ/��餔X+x.��

･良立支援 

その他 唸.ﾘ*�.�-ﾈ+�/��

･(発見.通報のその後が)わからない 

･施設によっても違うと思うが,あまりDVの患者に接する機会はない,ほとん 

ど無い状況 

無回答 唳k8ｴﾉ?ﾃ｣#b�
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情報収集と

情報交換

-情報収集をしていくなかで，いち早く DV息者をみつけ出し，対応できるよう

にする

.DV被害者であることを発見し，患者が安心して生活できる支援システムを活

用する

-情報収集

・情報収集して委員会に報告する

.情報交換

.DVの疑い，可能性のある方に DVについて，又，支援システムについての情

報提供

知識を獲得卜患者への対応の仕方を学び，落ち着いた環境で入院生活を送れるよう援助する

する |・ DVの知識.対応を得て，必要性を認識する

・専門的な所への紹介や被害者のサポート

スキルアッ|・知識を深める.スキルアップ

プを図る |・話が聞ける場所を作り，対応の仕方を学ぶ

.DVに対する看護師の意識向上

• DVに対する知識を深め，多数看護師が DV対処にかかわれる

・DV問題に関する研修，対策検討し，啓蒙する

.DVの研修会に参加しt DV問題について理解していく

・チームのメンバーとして，知識を深め，最初に会う人間としてよい介入が出来

| るようにする

支援体制の|・被害者の受け入れ体制の整備・調整

整備と調整 I • DVを受けた患者が安心して治療が受けられるよう環境を整備する

・自立支援

その他 |・わかりません

・(発見・通報のその後が)わからない

・施設によっても違うと思うが，あまり DVの患者に接する機会はない，ほとん

ど無い状況

無回答 |・無記入 : 26 
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Ⅶ-2. DV被零者に対して,看護職が出来る事はどの様な事があると考えますか?

:回答率73.5% (n-50)

DV被害者に対して看護職が出来る事として,調査対象者の多くは,被害者-の｢ケア･

サポートの実施｣や｢受容･傾聴･共感｣といった精神面に対しての支援や, ｢情報収集と

連携｣, ｢情報の提供または関係機関-の紹介｣といった被害者を専門支援機関につなげる

役割をあげていた｡

表5　DV被害者に対して,看護職が出来る事

カテゴリー 亢ﾈ��>�vRΚｴﾈ���B��

ケア.サボ- 唳����4�,�7H4�8ﾘ�ｲﾉ�ｩnXｴ�ｭh*ｨ*�.�+�,h,ﾈ�饑�/�ｹ��

トの実施 唳����4�x�｣2�

･精神的支援(話しを聞く):3 

･肉体的ケアや精神的フォロー 

･心のケア:2 

･身体的精神的な面の援助 

･発生後適切な対応が必要 

支援者や支 唳�ｩnXｴ�ｭbﾘ,ﾉ,ｩ_�ﾉNﾘ･��(辷腕�

援機関との 唸､��,X,ﾘ�)Eﾉ�ｸ*ｨ*�.舒Bﾈ�8踪,i+)��+Rﾈ髯�｢ﾙ��xﾘ+X+ﾘ.�+X,H*(.��

連絡.調整 I 唳,ｩ_��

･適切な支援体制-の引継ぎ 

･支援システム-の対応 

情報収集と 唸ｭhﾅxｴ�ｭb��X顗,h,ﾉ��ﾆr�

連携 唳��ｯｩJﾘﾊ�,iNﾘ･��"ﾘ,ﾈ辷��ﾉ�rﾙ��ﾆx+x.��

･受診時,入院時の発見や察知と介入,関係機関-の連携 

･関係機関との連携:3 

･支援組織-つなげる 

･Dr,パラメディカルとの連携プレーでDV被害者の心を開くこと 

･支援機関-の連携 

･話してもらえる関係作りと関係機関との連携 

･関係機関との連携を密にし,支援体制を強化していく 

情報の提供 唳�ﾈｴ�ｭbﾉ��ﾆx5h5�6X8�/���櫁+x.��

または関係 唳gｹ�ﾂﾘｭhﾅxｴ�ｭh/���櫁+x.��

機関-の紹 唳�ｩnX彙ﾈ辷��ｩnXｴ�ｭh,ﾈ��樞�

介 唸�饑�/�ｹ��

･支援者-の橋渡し,施設紹介 

･社会面の対応i土ついては,関係機関の情報を提供する 
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Vs-2. DV被害者に対して，看護職が出来る事はどの様な事があると考えますか?

:回答率 73.5%(n =50) 

DV被害者に対して看護職が出来る事として，調査対象者の多くは，被害者への「ケア・

サポートの実施jや「受容・傾聴・共感Jといった精神面に対しての支援や情報収集と

連携J，r情報の提供または関係機関への紹介」といった被害者を専門支援機関につなげる

役割をあげていた。

表 5 D V被害者に対してー看護職が出来る事

カテゴリー 記述内容(:記述数)

ケア・サボー -精神的なフォロー，専門機関があることの情報提供

トの実施 -精神的援助 :3

-精神的支援(話しを聞く): 3 

-肉体的ケアや精神的フォロー

-心のケア :2

-身体的精神的な面の援助

-発生後.適切な対応が必要

支援者や支 -専門機関への通報，被害者支援

援機関との -外来では可能性がある際，医師と調整し，児相へ連絡したりしている

連絡・調整 -通報

唱 -適切な支援体制への引継ぎ

-支援システムへの対応

情報収集と -関係機関・職種との連携

連携 -早期発見と被害者への支援体制へ連携する

-受診時，入院時の発見や察知と介入，関係機関への連携

-関係機関との連携 :3

-支援組織へつなげる

• Dr，パラメディカノレとの連携プレーで DV被害者の心を開くこと

-支援機関への連携

-話してもらえる関係作りと関係機関との連携

-関係機関との連携を密にし，支援体制を強化していく

情報の提供 -他機関，連携システムを紹介する

または関係 -本人へ関係機関を紹介する

機関への紹 -専門家，支援専門機関の紹介

介 -情報提供

-支援者への橋渡し，施設紹介

-社会面の対応については，関係機関の情報を提供する
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安全.安楽. 唸�8踪.)V���,i��ﾆx/�,h.にgｹ�ﾈ/����8+x.��

安心な衆境 唳����｢ﾘ,ﾈ7H4�8ﾘ�ｸ,ﾒﾉ%ｨ*)?ﾈ��ｯｨｭH,X,ﾘﾚ(��x�(X*(,H���8+X,I?ﾈ��,X*ｸ.��

療養環境の提供 

･安心して時間を過ごせる衆境をつくる 

･被害者の保護 

･被害者受け入れの場をつくる.避難場所になるよう隼 

受容.傾聴. 唸ﾅ�*罐B�

共感 唳�(+X/�[x*ﾓｩeﾒ�

･被害者からの訴えを傾聴 

･DVであることを謎め手被害者が自分の気持ちをスムーズに表現できるよう援 

助する 

･患者様の話しを聞き入れる 

･聞いてあげる事 

･話しを聞き,まず共感してあげること 

･傾聴し,被害者の内面にかくされた部分を引き出していけるような対応 

本人-の直 唸齷zx辷腕�

接的支援 一 唸巉.x*�,ﾈ�x�.倡�x/�+x.倬b�

･訴えを聞いてアドバイスをする.自立-の支援 

･ネットワークの活用による適切な介入 

･他の支援,行政サービス-の窓口となれるよう対応する 

相談にのる 唸ｬXﾎﾉ�ｩ&ｹ9��

･相談にのる 

･相談聞き入れ,観察 

看護師とし 唳V���,囘ｸ.ｨ.�,bﾈ自MH�(+x.亢�檍*ｩ�ﾘ*(馼."ﾉ:�+h��ｸ,h+X,Bﾊ)�ｩ&ｸ,�,ﾈ,"�

ての役割 �,H*ﾘ.ｨ.�8,h*(*I�ﾈ*ｪ$�4ｨ,h*(*H+�,bx,ﾈ4�78�ｸ8ｲ�

･発見者 

早期発見 唳��ｯｩJﾘﾊ謄"�

･異常の早期発見 

･問題発見 

･会話の中で問題点をみつけること 

その他 唸5��ｸ5�6�485��ｸ5�,X.h*ﾘ.ﾘ*�.�-ﾈ+�/��

･わかりません 

･加害者及び組織-のフォローは何があるのか 

無回答 唳k8ｴﾉ?ﾃ���
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安全・安楽・|・医師や病院と連携をとり，本人を保護する

安心な環境 1・精神面へのフォローは，短い入院期間では困難.落着いて安心して入院できる

療養環境の提供

・安心して時間を過ごせる環境をつくる

.被害者の保護

・被害者受け入れの場をつくる.避難場所になるように

受容・傾聴・|・傾聴 :4

共感 |・話しを聞く :2

-被害者からの訴えを傾臆

.nvであることを認め，被害者が自分の気持ちをスムーズに表現できるよう援

助する

・愚者様の話しを聞き入れる

.聞いてあげる事

・話しを聞き，まず共感してあげること

・傾聴し，被害者の内面にかくされた部分を引き出していけるような対応

本人への直|・自立文媛

接的支援 |・何らかの出来る支接をする事

・訴えを聞いてアドバイスをする.自立への支援

・ネットワ}クの活用による適切な介入

|・他の支援，行政サービスへの窓口となれるよう対応する

相談にのる |・看護相談等

・相談にのる

・相談聞き入れ，観察

看護師とし|・病院に訪れると，一番接する機会が多い事や，同じ女性としてI r相談にのっ

ての役割

早期発見

てくれるJという人が rNsj ということのアピ}ル

.発見者

・早期発見 :2

-異常の早期発見

・問題発見

-会話の中で問題点をみつけること

その他 |・ケースパイケースでよくわかりません

-わかりません

-加害者及び組織へのフォローは何があるのか

無回答 1 ・無記入 18 
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事例問題

Ⅷ.以下の事例の文章を読んで,質問にお答え下さい｡

匝困Kさん40歳,専業主婦｡夫と2人の子どもの4人家族であるo今年で結婚15年目o

夫は45歳の会社員で近所や職場では,まじめで優しい性格と評判である｡しかし,実は結婚

当初重り夫から妻-の暴力が日常的に続いているo妻が少しでも口答えをすると,すぐに暴力

を振い,最近は暴力も激しさを増している｡妻が夫の暴力を相談しても,妻の両親や友人は,

だれもⅩさんの夫の暴力を信じられないという反応で, Kさん自身,孤立感が強い｡昨晩は夫

が酒に酔い,刃物まで持ち出して暴れたため,着の身着のままで,子ども達をつれて警察に保

護を求めて駆け込んだ｡夫から全身を殴られ,顔が腫れ上がっている｡頭の痛みと吐き気を訴

えたため,病院を受診する事になった｡ 2人の子供達も,ただならぬ雰囲気に怯えている｡

仮にあなたが, Kさんの診療の介助を看護師として担当したと仮定してください｡
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事例問題

VII. 以下の事例の文章を読んで，質問にお答え下さい。

圏 Kさん 40歳，専業主婦。夫と 2人の子どもの 4人雑であるロ今年で結婚 15年目。

夫は 45歳の会社員で近所や職場では，まじめで優しい性格と評判であるロしかし，実は結婚

当初より夫から妻への暴力が日常的に続いている。妻が少しでも口答えをすると，すぐに暴力

を振い，最近は暴力も激しさを増している。妻が夫の暴力を相談しでも，妻の両親や友人は，

だれも Kさんの夫の暴力を信じられないとしづ反応で， Kさん自身，孤立感が強い。昨晩は夫

が酒に酔い，刃物まで持ち出して暴れたため，着の身着のままで，子ども達をつれて警察に保

護を求めて駆け込んだ。夫から全身を殴られ，顔が腫れ上がっている。頭の痛みと吐き気を訴

えたため，病院を受診する事になった口 2人の子供達も，ただならぬ雰囲気に怯えている口

仮にあなたが， Kさんの診療の介助を看護師として担当したと仮定してください。
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Ⅷ-1. Kさんは,頭の痛みと吐気を訴える以外,何も話そうとしません｡初めてKさ

んに対応したあなたは,まず,どの様な対応をしますか?

:回答率82.4% (n-56)

これらの回答では.診察介助や看護処置といった｢医療的ケアの実施｣という意見が多

数記載されていたo　これは,外傷のため受診した被害者-の対応としては,最も優先度の

高いケアである｡その他本人が何も話そうとしないことから,どの様な援助が被害者に必

要かを知るために, ｢被害者に話をきく｣事や｢被害者に声かけをする｣との回答が多く逮

べられせいた｡

表6　DV被害者遭遇時の初期対応

カテゴリー 亢ﾈ��>�vRΚｴﾈ���B��

被害者を見 唸+X,�.x*ﾘﾊ偃x.��

守り,寄り添 唸ﾊ偃x,�,H*�+�.��

う 唸巉.�[x*�+な+�-ﾈ,(,IeH,Xﾊ偃x,�,H-ﾘ.��

被害者のそ 唸+X,�.x*ﾘ+ｸ,�,�*(.��

ばにいる 唸ｫ8�)vﾈ,ﾈ+ｸ,�,儻H*ｹ5�*"ﾉ:ｩ,痛6h*ｸｴ8,ﾈ��8/�晴+X,X.�ｬ刎�,X*ｸ.�+�,h/�ﾗ2�

いながら,患者様の心情を把握します 

･無理に話をききだそうとせず,なるべく側にいて安心できる雰囲気をつくる 

被害者に無 啜Eh*ｨ*�.�,ﾈ,X,ﾘ,�*(*�,iuﾉ�ｨ/�zx,H.宙ｮx*ｨ鵰.ｨ�8*ｨ,�,H*(.�+�,h*�.r��

理に聞こう 唳k9yﾘ,刎(+X/�[x*�+る�(+�.�.h*H,��ｨ+x.謄"�

としない 唳�(/�+X,H*ﾘ.�,ﾈ/��(+�k9yﾘ,兌x*ｸ�+8,�*#｣"�

･そつとしておく 

･最初は症状観察と対応のみで,無理に聞き出そうとしない 

･訴えを傾聴し,Ptが話し出すまで,詳しく聞かない 

･できるだけ横に付き添っているが,しいては質問しない:2 

･暴力については追求しない 

･話したくないことは追求して質問しない.相談があれば,できる限り対応 

･症状についての質問等をし,どうして顔が腫れているのかや,体中のあざにつ 

いては,頭痛等の検査が終了するまで触れない.Pt自身が話したいと思うま 

で,こちらがしつこく質問しても何も答えないと患うから 

･診療の介助をしていながら,こちらから積極的には話しかけず,日常的な会話 

をして受け身とする 

･無理に事情を問いただそうとはせず,頻回の訪室,頭痛や吐き気-の援助から 

少しずつ,訴えを引き出し,家庭との関係を把握する 

被害者に話 唳�(/�[x*ﾒ�

をきく 唸ｫ8�)vﾈ,i�(+Xﾘx*(/�鰄+�ﾚ(,�,H*(.�+�,h/�[x*ﾒ�
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VDI-1. Kさんは，頭の痛みと吐気を訴える以外，何も話そうとしません。初めてKさ

んに対応したあなたは，まず，どの様な対応をしますか?

:回答率 82.4% (n =56) 

これらの回答では，診察介助や看護処置といった「医療的ケアの実施Jとし寸意見が多

数記載されていた。これは，外傷のため受診した被害者への対応としては，最も優先度の

高いケアである口その他本人が何も話そうとしないことから，どの様な援助が被害者に必

要かを知るために r被害者に話をきく J事や「被害者に声かけをするJとの回答が多く述

べられていた。

表 6 DY被害者遭遇時の初期対応

カテゴリー| 記述内容(:記述数)

被害者を見|・しばらく見守る

守り，寄り添|・見守ってあげる

う |・何も聞かず，だまって傍で見守ってみる

被害者のそ|・しばらくそばにいる

ばにいる 1 ・患者様めそばに付き添い，頭痛，吐き気の症状を少しでも緩和できることを行

いながら，患者様の心情を把握します

・無理に話をききだそうとせず，なるべく側にいて安心できる雰囲気をつくる

被害者に無|・ DVがあるのではないかと予測を立てる(顔が腫れ上がっていることから)

理に聞こう|・無理に話しを聞かず，話せるように接する :2

としない |・話をしてくるのを待ち，無理に聞き出さない :2

-そっとしておく

・最初は症状観察と対応のみで，無理に聞き出そうとしない

・訴えを傾聴し， Ptが話し出すまで，詳しく聞かない

・できるだけ横に付き添っているが， しいては質問しない :2

.暴力については追求しない

・話したくないことは追求して質問しない.相談があれば，できる限り対応

・症状についての質問等をし，どうして顔が腫れているのかや，体中のあざにつ

いては，頭痛等の検査が終了するまで触れない.Pt自身が話したいと思うま

で，こちらがしつこく質問しでも何も答えないと思うから

・診療の介助をしていながら，こちらから積極的には話しかけず，日常的な会話

をして受け身とする

-無理に事情を問いただそうとはせず，頻回の訪室，頭痛や吐き気への援助から

少しずつ，訴えを引き出し，家庭との関係を把握する

被害者に話|・話を聞く

をきく |・患者様と話し合いを持ち，困っていることを聞く
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･外観の異常はどのようにしてついたのか,状況はどうであったのか問診してい 

くと思う 

･話を聞くという姿勢を示す,時間を取る 

･●受傷過程(原因)についての質問をする:2 

･話をしたくなつたら必ず秘密は守る事を話し,共感的態度で聞く 

･病状に対して具体的にいつごろからか,同じような症状は過去にはなかつたか 

等をきき,顔が腫れあがっている事をたずねる 

･現症状についてたずねる 

･症状に対して,DTの診察をすすめる.介助をしながら,背景をそれとなく察 

する.Kさんが診察終了後,私たちに相談したい事,心配な事はありますか 

-と聞いていく.又は症状について,何か原因があります.か9-と聞くと思い 

ます 

･椅子にすわり,味方であり,ゆっくり話をきく姿勢をもつ 

被害者に声 唳�ﾙxｨｭhﾅx/�'ｨ*ﾘ+ﾘ-�,ﾈ5(7�8X6ｨ5��ｸ5h8x98/��ﾘ.��

かけをする 唸檠�(/��ﾘ*ﾘ鰄+��ﾙxｨｭhﾅx/�,(*ﾘ.��

･Kさんが落着くまで時間をおく.その後にEさんの状態をみながら声かけを 

する 

･｢とってもつらそうですね.ゆっくり休んで下さい.何かあれば,いつでも相 

談して下さい｣と話し,個室とし,一人にし,時々訪室し,声かけする 

･落ち着いた状態をみて｢痛みはどうですか｣と.腰をすえてゆっくり声かけをし 

ていく 

･タッチングをしながら,大丈夫ですか?と声をかける 

･話を聞きたい事と,言いたくない事は話さなくても良い事等を説明し,受傷転 

機を確認している 

･気分がおちつくようにあいさつから始める 

･顔を冷却しながら,｢つらい事があるんですね,話したくなかったら何も話さ 

なくてもいいです.話せたらお話を聞かせて下さい｣と言うと思います 

･明らかに暴力を受けているようであり,恐かつたでしょう.こんな事が続くと, 

とても家には帰れませんよね,安心できる場所が欲しいですよね 

被害者に伝 える 唸+ｸ,�,�*(,Bﾉ�X�IWh,磯h/�6�*h.��

受容的態度 唸��8,ﾘ,x,ﾉvﾈ,磯�,偬�ｸ+x.�*�,�,rﾈ�x�.�+�*�ｸｧｨｭhﾅx*ｨ.�,H.�.h*I7y|ﾘ+Rﾂ�

での関わり ��8/�､ｨ*(,H.�.x*B�

･Ptを受け入れる姿勢をみせる 

スキンシツ 唳_�*ｸ+X-�.��

プをはかる 唳Gy(h/�+8+x.�,�*ｨ.rﾉ�ﾈ,�,�*(,h+�.ｸ*ｨ,�*(*���,ｸ.��
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-外観の異常はどのようにしてついたのか，状況はどうで、あったのか問診してい

くと思う

-話を聞くという姿勢を示す，時間を取る

-受傷過程(原因)についての質問をする :2

-話をしたくなったら必ず秘密は守る事を話し，共感的態度で聞く

-病状に対して具体的にいつごろからか，同じような症状は過去にはなかったか

等をきき，顔が腫れあがっている事をたずねる

-現症状についてたずねる

-症状に対して， Drの診察をすすめる.介助をしながら，背景をそれとなく察

する.Kさんが診察終了後，私たちに相談したい事，心配な事はありますか

…と聞いていく.又は症状について，イ可か原因がありますか?…と聞くと思い

ます

-椅子にすわり p 味方であり，ゆっくり話をきく姿勢をもっ

被害者に芦 -信頼関係を築くためのコミュニケーションを図る

かけをする -会話を多く持ち，信頼関係をつくる

-Kさんが落着くまで時間をおく.その後に Kさんの状態をみながら声かけを

する

• rとってもつらそうですね.ゆっくり休んで下さい.何かあれば，いつでも相

談して下さいJと話し，個室とし，一人にし，時々訪室し，声かけする

-落ち着いた状態をみて「痛みはどうですかJと腰をすえてゆっくり声かけをし

ていく

-タッチングをしながら，大丈夫で、すか?と芦をかける

-話を聞きたい事と，言いたくない事は話さなくても良い事等を説明し，受傷転

機を確認している

-気分がおちつくようにあいさつから始める

-顔を冷却しながら， rつらい事があるんですね，話したくなかったら何も話さ

なくてもいいです.話せたらお話を聞かせて下さいj と言うと思います

-明らかに暴力を受けているようであり，恐かったで、しよう.こんな事が続くと，

とても家には帰れませんよね，安心で、きる場所が欲しいですよね

被害者に伝 -そばにいて，大丈夫な事を伝える

える

受容的態度 -症状はどの様な時に出現するかなど，出来るだけ信頼関係がもてるよう努力し，

での関わり 心を開いてもらう

• Ptを受け入れる姿勢をみせる

スキンシッ -抱きしめる

プをはかる -背中をさすりながら，他に痛いところがないか尋ねる
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被害者の休 唳�i|87�6(6�,X��,�,�,�,Hｷ�/�,X*(+ﾘ+�*ﾒ�

息を図る 唸-ﾈ+な.H,�*ﾘ.姐�-ﾈ+�.忠�y�8ｺH,ﾈｷ駅ｲ��

被害者に説 明をする 唸���8+X,H��|8�x�.倬h/���k�+x.��

プライバシ 唸7h8�486�5h�ｸ*ｩ]ｸﾎﾈ+8.ｨ.�+�,h/���k篳ｺi|ﾘ�(,X*�.倬h/�.ﾘ*�,�,H.�.x*h.�.b�

-を保護す る �*H,��ｨ+Y_ｸ/�+x.��

環境を整え 唳x�(X*�.��ｨ�/�ｦﾙ]ｲ�

る 唸-ﾈ+�,ﾒﾈ+)gｹ�ﾈ*ｩ�(+�.豫(ｺｸ,8*ﾘ.�/�+x.��

･DVの疑いがあれば,Ptと相談し入院を検討し,夫から隔離する 

･安全の確保 

･患者のつらい休験をそのまま受容出来るようにする.ゆっくり出来るような環 

境を整え,安心してKさんが素直に,話が出来る状況を作る 

雰囲気を作 唸+h,�*ﾘ.閏x*�.兌X鈷ｴ8/�,(*ﾘ.��

る 唳�(+�.兌X鈷ｴ8,8*ﾘ.��

･他に症状はないかどうか確認し,時間.状況をみて話の(訴え)出来る雰囲気 

作りに努める 

十分な観察 唸ﾇ井�*�.x,ﾈ�饑�,RﾄEh,iuﾉ�ｨ+8.ｨ.�,ﾈ,Rﾈ�9�H,ﾉ/i7ｈｺﾘ+2�,ﾈ�n(+�*�,b�

を行なう 儂yXh,�,rﾉ�ﾈ,���ﾘ,ﾘ,�*(*�,ﾈｬ��/�+x.忠�ﾈ,ﾈ腰�ﾘ,亊h+X,H,ﾒﾈ,x*H+X+ﾒ�

のかは,その場では聞かない) 

･全身の観察をして,頭痛.吐き気.顔の腫れ,他の原因を,本人.夫から聴取 

する 

･Kさんの様子からDVによるものなのか判断する(会話の中で傾聴できる体制, 

コミュニケーションスキルを活用) 

･Kさんの状況変化の有無を観察,見守る 

･著症状はいつから続いているか∴他の症状の観察.患者自身の表情等言動につ 

いて観察 

･フィジカルアセスメントする 

･精神的に不安定な状態であるため,症状の対応と様子観察 

･症状の観察,全身状態の把握を行い,苦痛の軽減を図る 

･全身観察を行う 

医療的ケア 唸��8,���+X,DEh,ﾉ�h��/��8*�.��

を行なう 唸��8,ﾉ�陌��

･頭痛.吐き気に対して援助しながら,Kさんの気持ちが引き出せる様な対応を 

していく 

･身体症状をとりのぞくためのケアを行なう 
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被害者の休|・診療ベッドで横になって休んでいただく

息を図る |・まず，ゆっくり休ませる(身心共の休養)

被害者に説 I・安心して治療出来る事を説明する

明をする

プライバシ|・プライパシーが保護されることを説明，協力者である事をわかってもらえるよ

ーを保護す| うな接し方をする

る

環境を整え|・落着ける場所を確保

る |・まずは，ご本人が話せる環境づくりをする

.DVの疑いがあれば1 Ptと相談し入院を検討し，夫から隔離する

・安全の確保

-患者のつらい体験をそのまま受容出来るようにする.ゆっくり出来るような環

境を整え，安心して Kさんが素直に，話が出来る状況を作る

雰囲気を作|・じっくり聞ける雰囲気をつくる

る 1・話せる雰囲気づくり

-他に症状はないかどうか確認し，時間・状況をみて話の(訴え)出来る雰囲気

作りに努める

十分な観察|・警察からの情報で， DVと予測されるので，状態の程度(強さ)の質問だけと

を行なう 皮膚など，他に異常はないかの観察をする(他の異常に関しては，どうした

のかは，その場では聞かない)

・全身の観察をして，頭痛・吐き気・顔の腫れ，他の原因を，本人・夫から聴取

する

'Kさんの様子から DVによるものなのか判断する(会話の中で傾聴できる体制，

コミュニケーションスキルを活用)

.Kさんの状況変化の有無を観察，見守る

・著症状はいつから続いているか;他の症状の観察.患者自身の表情等言動につ

いて観察

・フィジカルアセスメントする

・精神的に不安定な状態であるため，症状の対応と様子観察

・症状の観察，全身状態の把握を行い，苦痛の軽減を図る

・全身観察を行う

医療的ケア|・症状に対して DVの診察を受ける

を行なう -症状の対応

・頭痛・吐き気に対して援助しながら， Kさんの気持ちが引き出せる様な対応を

していく

・身体症状をとりのぞくためのケアを行なう
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･身体的なケアをする 

･頭の痛み,吐気に対する看護処置をする 

･病状に対する診療がスムーズにすすむよう努める 

･頭の痛みと吐き気の対応からする 

･身体面-のケアを行なう(例:頭痛に対しては,氷枕を用意したりする) 

･頭痛と吐気を軽減する処置を医師の指示のもと行なう 

･個室での診療 

･緩和のために介入をする事は,クーリングや体位を臥位にし,身体を休められ 

るような対応を行なうことを考えます 

･頭蓋内出血等を考え,緊急対応処置をする 

･話ができるよう,心のケアをおこなっていく 

･症状に対する対症療法等でまずは身体的苦痛の軽減をはかる 

･身体症状軽減-の援助 

･症状観察 

･問診は医師がするのを聞いて静かに対応する 

他職種の介 唸ﾚ(,�,H*(.�+�,h,���+X,Bﾉ�陌鞜H/�E8.な��邵+x.定5��ｸ5�8��ｸ4ｨ�ｲﾉ�ﾈ,ﾈ轤�

入.連携 �x�(/�ｪｨ*ｸﾙ�-��

･着のみ着のまま子どもづれ,顔が腫れ上がっている,頭の痛みと吐き気を訴え 

ていることから,DVと考え警察に連絡 

家族.夫との 唳Wh,h,ﾈｹyz8/�-ﾈ+�,h,(,H*�+�.��

関わり 唳Wh*�.x���8,凛8+x+�,h*ｩ�bﾒ�

子どもに対 唸��ｹ�$(,�.��*(,�+X.X,�,(*(,Ix�,H*(+ﾘ.r兌x*ﾒ�

しての関わ り 唸���8+X,I�y�ﾉ�(ﾛ�*ｨ�x�.�.h*H,鎚��ｹ�$(/�¥ｨ�,�I>���陌�+x.��

無回答 唳k8ｴﾉ?ﾃ｣�"�

･33･

-身体的なケアをする

-頭の痛み，吐気に対する看護処置をする

-病状に対する診療がスムーズにすすむよう努める

-頭の痛みと吐き気の対応からする

-身体面へのケアを行なう(例:頭痛に対しては，氷枕を用意したりする)

-頭痛と吐気を軽減する処置を医師の指示のもと行なう

-個室での診療

-緩和のために介入をする事は，クーリングや体位を臥位にし，身体を休められ

るような対応を行なうことを考えます

-頭蓋内出血等を考え，緊急対応処置をする

-話ができるよう，心のケアをおこなっていく

-症状に対する対症療法等でまずは身体的苦痛の軽減をはかる

-身体症状軽減への援助

-症状観察

-問診は医師がするのを聞いて静かに対応する

他職種の介 -困っていることに対して，対応策を粘り，実施する.ケースワーカー，他の支

入・連携 援者を巻き込む

-着のみ着のまま子どもづれ，顔が腫れ上がっている，頭の痛みと吐き気を訴え

ていることから， DVと考え警察に連絡

家族・夫との -夫との距離をまずとってあげる

関わり -夫から安全に離すことが第一

子どもに対 -子供達にも(いっしょについて来ていたら)聞く

しての関わ -安心して身体審査が出来るように，子供達を別室に案内・対応する

り

無回答 -無記入:12 
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Ⅷ-2. Kさんは,受診の結果, 2-3日の入院が必要という診断が下りました｡この

様なケースに対して,入院勘具体的にどの様な対応が必要になるでしょう

か? :回答率80.9% (n-55)

寄せられた回答として｢環境調整｣, ｢精神的ケアの実施｣という意見が多数記載されて

いた｡これより看護師が実施すべき具体的対応として,心身ともに傷ついている被害者が

落ち着いて心を癒せるよう環境を整えケアする事は,被害者-の対応として適切な最優先

ケアであると考えている事がわかった｡その他｢組織的体制･対策づくり｣といった,院

内だけの支援に止まらず,入院中から退院後を視野に入れた専門支援機関とのネットワー

ク構築が大切であると考えている看護者が多かった｡

表6　　入院中必要な具体的ケア

カテゴリー 亢ﾈ��>�vRΚｴﾈ���B��

連携をとる 唳�ﾉYInX,h,ﾉ��ﾆr�

･関係機関との連携:2 

連絡をとる 唳V���>�,�ｩ�ﾈ,ﾈ4ﾈ�ｸ7��ｸ5ﾈ98/�ﾞﾈ.てｸ+8/�,h,ﾉ�ﾙxｨｭhﾅrﾉ�ﾈ,ﾈｴ�ｭh,i��xﾘ/��

取り,退院に向けて母親と子供の保護を考える 

相談する 唳V���>�,ﾈ5��ｸ5�8��ｸ4ｨ�ｸ,i�ｩ&ｲ�

･MSWにも相談.アドバイスをうける 

･支援専門機関に相談して対応する 

･短期に解決できることではないので,MSWと協力し,必要なことを相談する 

面談.面接の 唳gｹ�ﾂﾈ皦���8,hｺH,冤ｩ&ｲ�

実施 唳�ｩnY�X,h,ﾉlｩ�｢�

･家族等面会の様子で,中に入って,一緒に話をする等 

･医師と共に,夫-の面談の時,同席する 

紹介 唸辷��(,ﾈ��樞�

･施設の紹介 

組織的体 唳�阡�+X,H*�.tｸ+8/�/�+8+8*h.��ﾈ/�+8*ｨ+Rﾈ辷��ﾉ�x/���OX+x.��

制.対策づく 唸齷zx+X+ﾙ�hｨ�/�+x.�x,鎚彿��.)ti�ﾈ,�,x*�.x�饑�/�.�.x*"ﾈ辷��ﾉ�r����

り 倚H/�ﾖﾈ*h.��

･警察,婦人相談所,児童相談所,保健所の合同ミーティングを持つ 

･入院に不安がないように関わる.身体面,精神面-のケアを中心にチームで関 

わつていく 

･何かあったら警察-連絡する体制をとっておく 

･外来から病棟-の継続的なかかわり 

･看護計画を立案し,スタッフ全員が統一した態度で関わる事ができるよう,ス 

タツフを指導する 
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V1[-2. Kさんは，受診の結果 2---3日の入院が必要という診断が下りました。この

様なケースに対してE 入院中，具体的にどの様な対応が必要になるでしょう

か?:回答率80.9% (n =55) 

寄せられた回答として「環境調整J) r精神的ケアの実縮Jとしづ意見が多数記載されて

いた。これより看護師が実施すべき具体的対応として，心身ともに傷ついている被害者が

落ち着いて心を癒せるよう環境を整えケアする事は，被害者への対応として適切な最優先

ケアであると考えている事がわかった。その他「組織的体制・対策づくり」といった，院

内だけの支援に止まらず，入院中から退院後を視野に入れた専門支援機関とのネットワー

ク構築が大切であると考えている看護者が多かった。

表 6 入院中必要な具体的ケア

カテゴリ一 記述内容(:記述数)

連携をとる |・他部門との連携

-関係機関との連携 :2

連絡をとる |・病院内に一人のキーパーソンを作り Kさんとの信頼関係，他の機関と連絡を

取り，退院に向けて母親と子供の保護を考える

相談する |・病院内のケースワーカーと相談

.MSWにも相談・アドバイスをうける

.支援専門機関に相談して対応する

-短期に解決できることではないのでI MSWと協力し，必要なことを相談する

面談・面接の!・本人，主治医と共に面談

実施 |・専門職との面接

・家族等面会の様子で，中に入って，一緒に話をする等

・医師と共に，夫への面談の時，同席する

紹介 |・支援者の紹介

-施設の紹介

組織的体|・退院してから Kさんをささえる人をさがし，支援体制を準備する

制・対策づく|・自立した生活をする為に 家族や友人などから情報をもらい，支援体制・対

り 策を考える

・警察，婦人相談所，児童相談所，保健所の合同ミーティングを持つ

・入院に不安がないように関わる.身体面，精神面へのケアを中心にチームで関

わっていく

・何かあったら警察へ連絡する体制をとっておく

.外来から病棟への継続的なかかわり

・看護計画を立案し，スタップ全員が統ーした態度で関わる事ができるよう，ス

タッフを指導する
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･情報管理をスタッフに指示 

退院後に向 唸�饑���,�.�,h,8*ｲﾄﾕ5x,h,ﾉ��ﾆx/�,h.�,�*ｨ.y�阡�,佰ﾈ*�,H*(*ﾒ�

けた対応 唳����ｨ,ﾈ5�4�,凛�8+X,(,"ﾉ�阡�ﾎ8,ﾉ�hｨ�/�,x,ﾈ.h*H,�+x.�*刎(+Xﾘx*)�鞜H/��

立てる 

･退院後の生活についての支援(Kさんはどうしたいのか引き出す) 

･退院後の受け入れ先について関係機関-相談を依頼する.病院の窓口 

職員の対応 唸,X*ｸ.侘�.�ｩ�ﾈ,ﾈ7�6X8�986��ｸ5�*ｩ�陌�+Rﾈﾌ(�,h+YW���,囘ｸ�+Y�ｨ*�*�+x.��

･カウンセラーの資格をもったナースを受け持ちナースとする 

介入 啜ﾕ5x,ﾈ樣?ﾈｷ�-�wi��"�

･支援施設の方-の介入 

･退院後に同じ状況をくり返さないための方接について,患者様と話し合いなが 

ら患者様と話し合いながら,患者様が適切な方法を選択できるよう介入をする 

ことが必要と思います 

支由 唸uﾘ+8/�,ﾈ輊*(/�-�*ｸ+�+�.�.h*H,渥h.ﾘ.��

･Ⅹさんが,心許せる人との時間をもてるような関わり 

･問題意識がもてるようにすること 

･顔面の腫脹や頭痛.吐気の状態を毎日の訪室を行なう中で,程度を確認してい 

きながら被害者自ら話す状況を作り,求める内容に応じ支援できる旨を説明 

･入院生活用晶の準備 

観察 唳Wh,ﾉlｨ檍,ﾉvﾈ��/�ｬ��ﾈuﾘ+8/�,ﾉ�I7�9�,ﾈｬ��/�*�+�,�*B�

･行動がすぐわかるような部屋(例えば病棟を出る時には,ナースステーション 

の前を通らなければならない)に入院していただき,観察をする(面会人の 

有無も含め) 

･行動注意観察 

傾聴.コミユ 唳�(+X,H*ﾘ.ｨ.ｨ,驢(/�ﾅ�*�+x.��

ニケ-シヨ 啜ｸ+8/�,ﾉ?ｨ�ﾙ�hｨ�/�[x*ﾒ�

ン′ 唸巉,X.��(+�.兌X鈷ｴ8/�,(*ﾘ.にW8��.(馼��,�,y��*h/�[x*ﾒ�

･身体的な症状が少し軽減したら,他の異常個所がどうしたのかをたずねる.(た 

だし,無理矢理に聞き出さない) 

･本人から訴えがあったり七たら,聞いていく様にする,また,｢何か心配な事, 

相談したい事がありますか?何か話したい事があったらいつでも言って下さ 

い｣と対応する 

本人の意思 唳k9yﾘ,�,ﾙ[x*ｸ�+8,�*(*｢ﾉgｹ�ﾈ*ｨ,x*H+X+ﾘ*(,ﾈ*�*ｸ*ﾒ�

等を確認 唳Wh*�.x,ﾄEh/��8*�,H*(.�)Eﾉ�ｸ*ｨ*�.帝gｹ�ﾈ,ﾉWbﾘ,ﾈ�8躪/�ｦﾙDh+X,�*ｨ.yTｲ�

要な援助を検討 

･Ⅹさんの意向を聞き,面会謝絶にする 
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-情報管理をスタッフに指示

退院後に向|・情報収集にもとづき， MSWとの連携をとりながら退院に向けていく

けた対応 |・精神面のケアに留意しつつ，退院後の生活をどのようにするか話し合い対策を

立てる

・退院後の生活についての支援 (Kさんはどうしたいのか引き出す)

・退院後の受け入れ先について関係機関へ相談を依頼する.病院の窓口

職員の対応 |・できる限り一人のベテランナースが対応し，個室とし頻回に訪室し声かけする

・カウンセラーの資格をもったナースを受け持ちナースとする

介入 |・ MSWの介入及び要請 :2

・支援施設の方への介入

・退院後に同じ状況をくり返さないための方法について，患者様と話し合いなが

ら愚者様と話し合いながら，患者様が適切な方法を選択できるよう介入をする

ことが必要と思います

支援 |・ Kさんの思いをひきだせるような関わり

.Kさんが，心許せる人との時聞をもてるような関わり

.問題意識がもてるようにすること

・顔面の腫脹や頭痛・吐気の状態を毎日の訪室を行なう中で，程度を確認してい

きながら被害者自ら話す状況を作り，求める内容に応じ支援できる旨を説明

.入院生活用品の準備

観察 |・夫の面会の様子を観察， Kさんの態度等の観察をおこなう

・行動がすぐわかるような部屋(例えば病棟を出る時には，ナースステーション

の前を通らなければならなし、)に入院していただき，観察をする(面会人の

有無も含め)

・行動注意観察

傾聴、・コミュ i・話してくれれば話を傾聴する

ニケーショ I• Kさんの日常生活を聞く

ン |・何でも話せる雰囲気をつくり，不安や事実など訴えを聞く

本人の意思

等を確認

・身体的な症状が少し軽減したら，他の異常個所がどうしたのかをたずねる.(た

だし，無理矢理に聞き出さなし、)

・本人から訴えがあったりしたら，聞いていく様にする.また， r何か心配な事，

相談したい事がありますか?何か話したい事があったらいつでも言って下さ

い」と対応する

・無理には聞き出さないが，本人がどうしたいのかきく

・夫からの DVを受けている可能性がある.本人の夫への意志を確認しながら必

要な援助を検討

.Kさんの意向を聞き，面会謝絶にする
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･本人が今後どうしたいか,どうすべきか明確にする必要があると思います 

･Kさん自身がDVに対して今後どのように対応できるのか周囲の支援は必要 

かをみきわめる.又,関係機関との連絡や連携をとることが必要.可能か伝え 

てみる 

情報提供 唳gｹ�ﾈ*�.x,ﾉ��*h*ｨ敢*(�ｨﾘx,�,ﾒﾊ(�ｸ�ｸ,ﾉ�ｩ&ｸ�.�*�.�-ﾈ+x.j8,h�饑�/�/�ｹ��

する 

･支援する所があることを説明する 

情報収集 唸��ｹ�+ﾘ+�/����8,X*ｸ.��ﾈ,况�*�.�,�,x,ﾉ�陌�*ｨ�x�,H*(.�*定+ｸ,ﾈ�8ｻX,ﾘ,x*B�

なのかなど安心感につながるような情報が伝えられれば,良いサポートになる 

･情報収集 

本人.が訴え るまや待つ 唳Wh,ﾉeﾉ|ﾘ,���+Rﾄｸ+8/�*ｩ�(/�齷Zｨ*�.y��.因�+x-ﾈ,X,ﾙ�ｸ*ﾙ,xｸ�+X,�*"�

見守り 唸*(,(.�ﾊ偃x,�,H*(.倬h/�6�*h.��

精神的ケア 啜ｸ+8/�,ﾈｴ8鰄+�/�x�+�,(*�.��

の実施 + 唳�8,ﾈ5�4�ｩk��

･身体的ケアよりも精神面のケア 

･精神的な援助 

･精神面のフォロー 

･精神面のケア 

I(本人-の)カウンセリング:2 

･カウンセリングの計画 

ー子供を残すことの心配をとり除く 

･精神心療科受診 

治療.ケアの 唳�y�ﾈ5�4��

実施 啜ｸ+8/�,ﾈ5�4��

･外傷のケア 

･CTやレントゲン等検査し,必要なら治療 

･症状の変化に対しての対応を図る 

プライバシ 唳kﾉ��/�Uﾈ麌+X,�*"�

一保護 唳gｹ�ﾈ*ｩ�(+X+ﾘ*ﾘ,�,(+ﾘ.rﾈ�Zｨ7h8�486�5h�ｸ,僭ｩ{h+R�,I[x*ﾒ�

･プライバシーの保護 

話し合いと 唸��ｹ�/�*��)�(+X,Ix�.x.ｨ.��ﾈ,ﾘ*(.�,ﾈ*鎚ｾ��ｹ4�,穎)�ｉ?ﾈ��+x.�,���+X,H,ﾂ�

その環境の ��竰ﾙ9刎(/�+X,Hﾚ(,�,H*(.倬h*ｨ*�.��ｨﾘrﾈ5��ｸ5�8��ｸ4ｨ�ｸ,i�ｩ&ｸ+X,H.�.r�

整備 �*"�����4鎚��檠9僭ｩ{h+x.��

･話ができる雰囲気や場所を考慮する 

･話を聞く際にはイスに腰細ナ∴ゆっくりした態度で接する 
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情報提供

情報収集

-本人が今後どうしたいか，どうすべきか明確にする必要があると思います

.Kさん自身が DVに対して今後どのように対応できるのか周囲の支援は必要

かをみきわめる‘又，関係機関との連絡や連携をとることが必要・可能か伝え

てみる

・本人からの訴えが悪い場合には， rOoの相談所もありますよJと情報を提供

する

-支援する所があることを説明する

・子供たちを安心できる人に預けるなどの対応が出来ているか，その状況はどう

なのかなど安心感につながるような情報が伝えられれば，良いサポートになる

.情報収集

本人が訴え|・夫の暴力に対し， Kさんが話を自分から切り出すまでは深く追求しない

るまで待つ

見守り |・いつも見守っている事を伝える

精神的ケア I• Kさんの気持ちを落ちつける

の実施 |・心のケア :2

・身体的ケアよりも精神面のケア

.精神的な援助

・精神面のフォロー

.精神面のケア

・(本人への)カウンセリング :2

-カウンセリングの計画

・子供を残すことの心配をとり除く

.精神心療科受診

治療・ケアの|・身体ケア

実施 I • Kさんのケア

プライパシ

ー保護

話し合いと

その環境の

整備

・外傷のケア

・CTやレントゲン等検査し，必要なら治療

・症状の変化に対しての対応を図る

-名前を表示しない

・本人が話したくなったら，充分プライバシーに配慮して聞く

.プライバシ}の保護

・子供をお世話して来られる人はいるのか，金銭的な問題(入院するに対しての

衣類)…等話をして困っている事がある場合，ケースワーカーと相談してもら

い，精神的，社会等配慮する

・話ができる雰囲気や場所を考慮する

・話を聞く際にはイスに腰かけsゆっくりした態度で接する
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安全の確保 唳Wh,ﾙ�ﾉ��,X,ﾘ-ﾈ+h-�,YtH+X*)�ｸｦ�,�,ﾈ,Rﾈﾅ)�ﾈ*ｸ.�,�+X,�*(+�,b�?ﾈ��(h,ﾙ�ﾂ�

目があるので,安全と考える 

･警察介入による患者の安全確保 

･本人を夫から隔離し安心させ,安全な療養生活を保障する.個室を準備し,千 

供達の観察もして検討 

両親.家族- 唸彿��ｭhﾅx,ﾉ+)�粐育�ｹ�,ﾉ]ｸﾎﾈ,�,(*(,H.�冏ｹ�ﾈ*ｨ樸b鶇+ﾘ*(彿��ﾙ��xﾘ+x.��

の介入 唸彿��,h,ﾉlｩ&ｲ�

･Kさんの身のまわりのものは持ってきてもらえる,夫を信用している妻の両親 

等も呼び,ムンテラし現状を理解してもらう 

･妻の両親-も相談して検討する 

･両親-協力の依頼 

子ども-の 唸��ｹ�)kﾂﾘ,ﾉGｩ{b�

介入 唸��ｹ�/����8,X*ｸ.傀｢ﾙv�*�.僭ｩ{b�

･2人の子供たちに対し,安全であるように配慮する 

･入院中に子ども(年齢がわからないので)をどうするか,児童相談所-通報し 

児童保護してもらう 

夫からの隔 唳Wh*ｩlｨ檍,�*ｸ,H.��x�,�*(.h*H,�+x.��

離 I 唳Wh,��.ﾘ+�,�*"�

･夫から離す 

･夫を遠ざけ,近づけないことの配慮 

･夫からの保護 

･夫が面会できないような配慮 

･状態に応じて,又患者様が夫を拒否する場合は面会できない様に配慮する 

･特に夫に対しては暴力を受けていたこともあり,面会は禁止する. 

夫-の対応 唳Wbﾘ,ﾉ�陌��

･夫が面会を希望(夫の関係者も含め)した際の対応の統一 

夫との話し 合い 唳Wh,h,ﾉlｩ&ｲ�

環境調整 唸-ﾈ+�,ﾘ+)gｹ�ﾈ*ｨ.H,�*ﾘ.姐�-�.豫(ｺｸ,8*ﾘ.�/�+x.��

･環境づくり 

･心身共にゆっくり出来る環境をつくる 

･入院中,外部からの接触を断ち(プライバシーの保護),心の傷を癒せる環境 

づくり 

･本人の訴えやすい環境をつくる 

･身心ともにつらい状態の患者さまであるので,プライバシーの守れる環境をつ 

くる 
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安全の確保 |・夫は人前ではまじめで優しい性格なので， 2人きりにしないこと 入院中は人

目があるので，安全と考える

-警察介入による患者の安全確保

・本人を夫から隠離し安心させ，安全な療養生活を保障する.個室を準備し，子

供達の観察もして検討

両親・家族へ|・家族関係の調整. (子供の保護についても)本人が会いたい家族へ連絡する

の介入 |・家族との面談

.Kさんの身のまわりのものは持ってきてもらえる，夫を信用している妻の両親

等も呼び，ムンテラし現状を理解してもらう

-妻の両親へも相談して検討する

-両親へ協力の依頼

子どもへの|・子供 2名への配慮

介入 |・子供を安心できる所へ預ける配慮

• 2人の子供たちに対し，安全であるように配慮する

-入院中に子ども(年齢がわからないので)をどうするか，児童相談所へ通報し

児童保護してもらう

夫からの隔|・夫が面会にきても出来ないようにする

離 |・夫に会わせない

-夫から離す

・夫を遠ざけ，近づけないことの配慮

.夫からの保護

・夫が面会できないような配慮

・状態に応じて，又患者様が夫を拒否する場合は面会できない様に配慮する

・特に夫に対しては暴力を受けていたこともあり，面会は禁止する.

夫への対応 |・夫への対応

・夫が面会を希望(夫の関係者も含め)した際の対応の統一

夫との話し|・夫との面談

合い

環境調整 -まずはご本人がゆっくり休める環境づくりをする

・環境づくり

・心身共にゆっくり出来る環境をつくる

・入院中，外部からの接触を断ち(プライパシーの保護)，心の傷を癒せる環境

づくり

-本人の訴えやすい環境をつくる

・身心ともにつらい状態の患者さまであるので，プライパシーの守れる環境をつ

くる
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･心身の安静が保てる様,経済的に許せば個室に入室 

･個室を利用 

･Kさんが自分の気持ちを素直に話せるような環境と機会を作る 

･安心して入院生活が送れるよう援助 

･入院中に調整が必要 

面会制限 啌駘ｨ檠�ﾈ,ﾉ�陌�,hｴｹ�x,ﾉ4�.｢�

･面会の制限によるプライバシー保護と身体.精神の安寧 

･身体的な安静を保つ事は無論であるが,顔が腫れ上がっていたりして,他の人 

院患者や面会者達の対応にも充分配慮し,出来れば精神的な安静がえられるよ 

うに,面会者の制限が必要. 

その他 唳?ﾈ��(h,ﾈ��ｹ�+ﾘ+�,ﾉlｩ7ﾈ/�$�*ｨ-ﾘ,H*(.�,ﾈ*��

･子供たちの問題 

･子供に対してどうしてあげるか 

無回答 唳k8ｴﾉ?ﾃ｣�2�
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-心身の安静が保てる様経済的に許せば個室に入室

-個室を利用

'Kさんが自分の気持ちを素直に話せるような環境と機会を作る

-安心して入院生活が送れるよう援助

-入院中に調整が必要

面会制限 -面会人の対応と規制の徹底

-面会の制限によるプライパシ一保護と身体・精神の安寧

-身体的な安静を保つ事は無論であるが，顔が腫れ上がっていたりして，他の入

院愚者や面会者達の対応にも充分配慮し，出来れば精神的な安静がえられるよ

うに，面会者の制限が必要

その他 -入院中の子供たちの面倒を誰がみているのか

-子供たちの問題

-子供に対してどうしてあげるか

無回答 -無記入:13 
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Ⅷ-3. Kさんの身体的外傷が回復し,近く退院する事になりました｡しかし,夫との

問題は解決していません｡この様なケースに対して,どの様な対応が必要になる

でしょうか? :回答率80.9% (n-55)

これらの回答では, ｢関係者･関係機関と連携する｣ ｢支援者･支援窓口を紹介する｣と

いった,看護師が専門機関と連携を持つことや,被害者に支援機関の窓口を紹介するとい

った意見が多数述べられていた｡その他｢本人の意思確認を行う｣, ｢情報提供をする｣と

いった意見が多かった｡

表3　問題未解決のDV被害者に対する退院間近の対応

カテゴリー 亢ﾈ��>�vRΚｴﾈ���B��

関係者.関係 唸ｭhﾅxｴ�ｭbﾙ��xﾘ+x.��

機関に連絡 唸,X*ｸ.ｨ,餮h/�ﾏ�*h,I�(+Xﾘx*(/�+X+ﾘ*(*｢ﾈ+ｸ+�-ﾈ,Y?ﾈ.異�-�,�*(,h輊*H,ﾈ,Rﾂ�

する 傚Hｴ�ｭh,兩�ﾙ�+X,H*�*ﾒ�

･家族-の連絡(まず,子供2人が成人であれば連絡して,夫の様子や子供の 

気持ちを聞く) 

･支援として窓口がないので,対応の仕方はどうしたら良いかわかりませんが, 

MSW,精神科Drとコンタクトをとり,紹介先を聞いてお知らせする 

･配偶者暴力支援センターに連絡をとる 

関係機関に 相談する 唳]ｸﾉ(踪,��ｩ&ｸ+x.��

関係者.関係 唳�ｩnXｴ�ｭbﾈ辷��y�H,h,ﾉ��ﾆs｣"�

機関と連携 唳Wh,i�hｨ�+X,�*ﾘ,H.h*(.h*H,育�x5h5�6X8�,i��ﾆx/�竧.��

する 唸ｭhﾅxｴ�ｭh,i��ﾆx/�,h.てｸ+8/�,���+X,H��+x.謄"�

･保健所,関係部署と連携 

･病院の中では,保護されているように感じたとしても,自宅に戻ったらどうな 

るのか?という気持ちがKさんの中に再度浮上してくるはずである.自分と 

夫,子供達だけの問題として対処するのではなく,保健所やその他の専門機関 

と早急に連携をとり,安全が守られるようにサポートするように働きかける 

･同じことがくり返される可能性がある時は,精神的に本人に関わり,関係機関 

との連携を図ることが必要 

･医療相談室との連携 

･院内のMSWを通じ,関係機関との連携をとり,退院後の対応を図る 

･外来受診日,身体的精神的状況を把握できるように外来-申し送りをする 

支援者.支援 唸ｭhﾅxｴ�ｭh/���櫁+x.��

窓口を紹介 唸辷�+X,H*ﾘ.ｨ.傀ｨ/���櫁+x.��

する 唸辷��"ﾈ辷�ｴ�ｭbﾈ郢�ﾘ,ﾈ��槭｣"�
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四一3. Kさんの身体的外傷が回復し，近く退院する事になりました。しかし，夫との

問題は解決していません。この様なケースに対して，どの様な対応が必要になる

でしょうか?:回答率 80.9%(n =55) 

これらの回答では， r関係者・関係機関と連携するJr支援者・支援窓口を紹介する」と

いった，看護師が専門機関と連携を持つことや，被害者に支援機関の窓口を紹介するとい

った意見が多数述べられていた。その他「本人の意思確認を行うJ，r情報提供をする」と

いった意見が多かったo

表 3 問題未解決のDV被害者に対する退院間近の対応

カテゴリー 記述内容(:記述数)

関係者・関係 -関係機関へ連絡する

機関に連絡 -できれば夫を交えて話し合いをしたいが，そこまで入り込めないと思うので，

する 諸機関に報告しておく

-家族への連絡(まず，子供2人が成人であれば連絡して，夫の様子や子供の

気持ちを聞く)

-支援として窓口がないので，対応の仕方はどうしたら良いかわかりませんが，

MSW，精神科 Drとコンタクトをとり，紹介先を開いてお知らせする

-配偶者暴力支援センターに連絡をとる

関係機関に -保健師に相談する

相談する

関係者・関係 -専門機関，支援組織との連携 :2

機関と連携 -夫と生活しなくてよいような支援システムと連携を取る

する -関係機関と連携をとり， Kさんに対して援助する :2

-保健所，関係部署と連携

-病院の中では，保護されているように感じたとしても，自宅に戻ったらどうな

るのか?という気持ちが Kさんの中に再度浮上してくるはずである.自分と

夫，子供達だけの問題として対処するのではなく，保健所やその他の専門機関

と早急に連携をとり，安全が守られるようにサポートするように働きかける

-同じことがくり返される可能性がある時は，精神的に本人に関わり，関係機関

との連携を図ることが必要

-医療相談室との連携

-院内の MSWを通じ，関係機関との連携をとり，退院後の対応を図る

-外来受診日，身体的精神的状況を把握できるように外来へ申し送りをする

支援者・支援 -関係機関を紹介する

窓口を紹介 -支援してくれる所を紹介する

する -支援者，支援機関，施設の紹介:2 
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･地域で利用出来る支援機関の紹介 

･DV対応してくれる関係機関の紹介 

･退院後に患者様が相談し,解決していけるための機関の紹介が必要と思います 

･社会的な相談窓口を病院として紹介する 

･帰って元のもくあみでは困る.次の指導他のできる場所を紹介して,自立の 

手助けができればと思う 

･心のケアしてくれる関係機関の紹介 

情報提供を 唳]ｸﾎﾈ郢�ﾙ9�*ｨ*�.�,h,ﾈ��櫁.(辷�ｴ�ｭh*ｨ*�.�+�,h,ﾈ�饑�/�ｹ�/�+x.��

する 唳�ikﾘ/�荿.�+�,h,ﾉ�Y��+2ﾈ齷Zｨ齷�x/��Y��,�+x.�+�,h/�6�*h.定��/�ｸ�-�.��

方法について確静しておく 

･地域で利用出来る支援機繭の情報提供 

･ソーシャルワーカーや他関係機関-情報を提供する 

･医療相談室に情報提供 

･シェルター等がある事は教え,DVについての教育も入院中に行う 

介入を促す 啜ﾕ5x,��?ﾈ+X,H.�.x*B�

･退院後の生活-の確認.場合によってMSWの介入 

･社会的な危機介入(両親などをふくめた) 

･警察介入による患者の安全確保.環境づくり 

支援体制を 唸�鈷,ﾈ7H4�8ﾘ�ｸ*ｩ�Y��,�,ﾈ,Rﾉ]ｸﾉ(�.)�ｩnXｴ�ｭbﾙ��xﾘ+Rﾈｺi|ﾙ�ﾉ�x/�,h,�,B�

整備する �.�.x*B�

･夫が面会を希望(夫の関係者も含め)した際の対応の統一 

･DVに関する相談施設との関わりを設定する 

支援する 唳Wh決､�,ﾈ彿��,ﾈ辷腕��

･DV支援機関-の支援援助 

検討する 唸辷�ｴ�ｭbﾉ�ｩ&ｹ�ｸﾏｹ9�,ﾉ/�粂/�ﾗ8*B�

･DV対応施設の紹介や対応策について検討 

･Kさんにとってどういう方法が一番良いかを考えていく 

･Kさん自身,この間題に対し,どう対応していけるかの判断(一人で,解決行 

勤をとれるか,援助が必要か) 

援助を依頼 悠�ｩ&ｸ�,刎(+RﾄG"ﾈ5��ｸ5�8��ｸ4ｨ�ｲﾈｬXﾎﾈ蹣9刎(+Xﾘx*)&闔h辷�/�減ｿ�+X,B�

する �.�.x*B�

様々な機関 の協力を図 る 唳{ﾉ�R�,ﾈｺi|ﾒ�.�5�8�,X*�.ｨ,�5h4h8ｸ5��ｸ,�,xｭhﾅxｴ�ｭbﾘ,ﾈ辷�/�源x｢�

家族からの 唳{ﾉ�X*ｩyﾘ��+X,H*ﾘ.ｨ.ｨ,篷{ﾉ�Rﾘ辷�/�源xｨ+RﾉWh,hｹyz8/�,h.��

協力を得る 啜ｸ+8/�,ﾉ{ﾉ�X.)ti�ﾈ+ﾘ+�.�ｻ8支+Rﾈｺi|ﾘ+X,H.�.x*B�
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-地域で利用出来る支援機関の紹介

• DV対応してくれる関係機関の紹介

・退院後に患者様が相談し，解決していけるための機関の紹介が必要と思います

.社会的な相談窓口を病院として紹介する

・帰って元のもくあみでは困る.次の指導他のできる場所を紹介して，自立の

手助けができればと思う

・心のケアしてくれる関係機関の紹介

情報提供を|・保護施設等があるとの紹介や支援機関があることの情報提供をする

する |・生命を守ることの大切さ，自分自身を大切にすることを伝える.援助を求める

方法について確認しておく

-地域で利用出来る支援機関の情報提供

・ソーシヤルワーカーや他関係機関へ情報を提供する

.医療相談室に情報提供

・シェノレター等がある事は教え， DVについての教育も入院中に行う

介入を促す I .MSWに介入してもらう

・退院後の生活への確認.場合によって MSWの介入

・社会的な危機介入(両親などをふくめた)

-警察介入による患者の安全確保.環境づくり

支援体制を|・周囲のフォローが大切なので，保健所や専門機関へ連絡し，協力体制をとって

整備する

支援する

検討する

もらう

・夫が面会を希望(夫の関係者も含め)した際の対応の統一

.DVに関する相談施設との関わりを設定する

-夫以外の家族の支援

-DV支援機関への支援援助

・支援機関，相談窓口等の提案を行う

.DV対応施設の紹介や対応策について検討

.Kさんにとってどういう方法が一番良いかを考えていく

.Kさん自身，この問題に対し，どう対応していけるかの判断(一人で，解決行

動をとれるか，援助が必要か)

援助を依頼|・相談室に話し， Dr，ケースワーカ I 看護師等話し合い地域支援を依頼して

する | もらう

様々な機関|・両親(の協力)もダメであればシェノレタ}など関係機関への支援を依頼

の協力を図

る

家族からの|・両親が理解してくれれば，両親へ支倭を依頼し，夫と距離をとる

協力を得る I "Kさんの両親や友人たちも教育し，協力してもらう
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･両親の理解度を知り,状況によっては,実家ですごす.サポート体制を整える 

･妻の両親や友人に対応し,Ⅹさんの現状について理解を求め,協力体制を得る 

対応をする 唳Nﾘ���(,ﾈ彿��.)Wh,h,ﾉ�陌��

･専門家による対応 

･子供2名-の配慮 

被害者を保 啜X+8/�ﾉV���,ﾈ4ﾈ�ｸ7��ｸ5ﾈ92ﾉ]ｸﾉ(蹌ﾈ髯;i�ｩ&ｸ�ﾈｧy;h,X*�.ｨ,隗xﾕｨ5H486��

護する �9�/�-ﾈ+h*h,I�(+Xﾘx*"ﾉ]ｸﾎﾈ+x.��

･シェルター-の避難 

･実家に帰ることが不可能であれば,公共施設での保護を行う 

生活場所の 唳¥ｨ,ﾈ�ｨ��b坪,ﾉ�阡�,h+x.��

確保をする 唸���8/�荿.ｨ.�.h*H,��阡��h/�ﾉ�:(+X,�*�.ｨ,�,�.x,�*"隴hﾅxｴ�ｭi9�,h5(985�4��

トをとるなど 

面談.面接を 実施する 唳?ﾈ��(h,痛Wy�ﾉ�ｩ&ｸ醜,�,x,ilｩ�ｨ/�+X,Bﾉ�阡�ﾎ8,ﾉ�hｨ�/�ｾ��ﾉ4�,佇�-�.��

本人の意思 唸uﾘ+8/�,ﾈﾚ�ﾎ8,x*H+X+ﾘ*(,ﾈ*痛Wh,ﾈ.�,h,亢�.�+ﾘ*(,h輊,�,H*(.�,ﾈ*丿ﾘ*�-�,B�

確認を行な �*�.rﾄﾕ5x,��ｩ&ｲﾈｭhﾅxｴ�ｭh,刋�ﾆr�

う 唸uﾘ+8/�,ﾈ�8躪/�ｦﾙDb�

･Ⅹさんはどうしたいのか気持ちを聞く 

･本人自身が今後どの様にしていきたいのかを聞き,いくつかのケース(例)を 

話す 

･女性相談所を通し本人の意思を確認,母子寮に一時保護 

･夫は隔離させて,安心できるスペースの確保を探す,本人の同意を得る努力を 

する.本人が断ればそれ以上は不可 

･今後の生活について両親,本人に確認 > 

･Ⅹさん自身が夫のいる家に帰りたいのかどうか 

話し合いを 唳�阡�ﾎ8,ﾉ�陌鞜H/�5��ｸ5�8��ｸ4ｨ�ｸ,i�(+Xﾘx*(/�鰄+�辷�+X,H.�.x*h.傀ｨ/�%B�

行なう �+r育�ｹ�彙ﾈ*粟�ﾈ覃饕ﾉWh,ﾈ+�,i9鋳�

･退院が本当に適切か話し合いを,コ.メディカル,MSW等をまじえ行う 

･関係機関と今後のことについて話し合う 

夫-の関わ 唳Wbﾘ,ﾉ�陌�,�,(*(,H辷�+x.��

り 唳Wbﾘ,ﾈ4ｨ4X985ｨ8ｨ984�eﾉ|ﾘﾗ8郊,ﾈﾋH宿/�%H.鋳�

･退院先を実家にし,夫との距離をおくようにする.保健所,響寮との連携をと 

り,夫に対しても何らかの対処をする. 

その他 唸.ﾘ*�.�-ﾈ+�/��

･正直難しいです.わかりません 

無回答 唳k8ｴﾉ?ﾃ｣�2�
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-両親の理解度を知り，状況によっては，実家ですごす.サポート体制を整える

・妻の両親や友人に対応し， Kさんの現状について理解を求め，協力体制を得る

対応をする |・被害者の家族や夫との対応

・専門家による対応

.子供2名への配慮

被害者を保 I• Kさん，病院のキーパーソン，保健師，児童相談所，学童であれば学校サイド

護する | 等をまじえて話し合い，保護する

・シェノレターへの避難

・実家に帰ることが不可能であれば，公共施設での保護を行う

生活場所の|・別の場所(家)への退院とする

確保をする |・安全を守れるような退院先を検討しなければならない.関係機関等とコンタク

トをとるなど

面談・面接を|・入院中に，婦人相談員などと面接をして，退院後の生活を具体的に決める

実施する

本人の意思 I.Kさんの今後どうしたいのか，夫のもとに帰りたいと思っているのか確かめて

確認を行な| から， MSWに相談，関係機関に連携

う I • Kさんの意志を確認

.Kさんはどうしたいのか気持ちを開く

-本人自身が今後どの様にしていきたいのかを聞き，いくつかのケース(例)を

話す

-女性相談所を通し本人の意思を確認，母子寮に一時保護

・夫は隔離させて，安心できるスペースの確保を探す，本人の同意を得る努力を

する.本人が断ればそれ以上は不可

-今後の生活について両親，本人に確認

-Kさん自身が夫のいる家に帰りたいのかどうか

話し合いをい退院後の対応策をケースワーカーと話し合いを持ち，支援してもらえる所を探

行なう | す(子供，家，お金，仕事，夫のこと等)

・退院が本当に適切か話し合いを，コ・メデイカル， MSW等をまじえ行う

.関係機関と今後のことについて話し合う

夫への関わ|・夫への対応について支援する

り |・夫へのカウンセリング(暴力行為の原因を探る)

・退院先を実家にし，夫との距離をおくようにする.保健所，警察との連携をと

り，夫に対しでも何らかの対処をする.

その他 1 ・わかりません

・正直難しいです.わかりません

無回答 |・無記入:13 
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第3章　平成18年度｢医療機関に勤務する看護職が必要としているDV被害者

支援教育プログラムに関する研究｣に関する調査結果概要

Ⅰ　回答者の属性

全国の大学病院または, 100床以上の総合病院より無作為抽出にて選択された看護師

長を対象とした｡

I-1.年齢

調査協力者の年齢は, 40歳代が最も多く,全体の47.0%を占めており.次が50歳代の

45.5%であったoこの様に,年齢が高い壇由としては,調査対象者を看護師長としたためで

あると考える｡平均年齢は, 48.66±5.61年であった｡

表1看護職者の年齢

年齢　　　　　　　　　　名(%)

30歳代

40歳代

50歳代

無回答

合計

17(6.4)

124(47.0)

1 20 (45.5)

3(1.1)

264

平均±標準偏差　　　　　　　48.66±5.61

Ⅰ-2.性別

調査協力者の性別は,殆どが女性であり,全体の98.1%を占めていたo全体的に看護師

に就く人の割合が男性よりも女性の方が高く, 40-50歳代の看護職者の割合が,女性の方

が高いためであると考える｡

図1性別
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第 3章 平成 18年度「医療機関に勤務する看護職が必要としているDV被害者

支援教育プログラムに関する研究Jに関する調査結果概要

I 回答者の属性

全国の大学病院または， 100床以上の総合病院より無作為抽出にて選択された看護師

長を対象とした。

1-1.年齢

調査協力者の年齢は， 40歳代が最も多く，全体の 47.0%を占めており，次が 50歳代の

45.5010であった。この様に，年齢が高い理由としては，調査対象者を看護師長としたためで

あると考える。平均年齢は， 48. 66::!:5. 61年であった。

表 1看護職者の年齢

年齢 名(%)

30歳代 17 (6.4) 

40歳代 124(47.0) 

50歳代 120(45.5) 

無回答 3(1.1) 

合計 264 

平均土標準偏差 48.66:f: 5.61 

1 -2.性別

調査協力者の性別は，殆どが女性であり，全体の 98.1%を占めていた。全体的に看護師

に就く人の割合が男性よりも女性の方が高く， 40~50 歳代の看護職者の割合が，女性の方

が高いためであると考える白

5名.1.9%

国

図1 性別
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I-3.経験年数

経験年数は, 26年～30年以下が最も多く全体の弧1%を占めている｡ 21年～25年以下

を併せると59.8%となり,全体の半数以上を占めている｡調査対象者は,全体の92･5%を

40-50歳代の高い年齢層が占めているため,これに伴い臨床経験も高いと考えられる｡平

均26.10土5.95年であった｡

義2看護瀬の臨床経験年数

臨床軽廉年数　　　　　　･人(鶴)

10年以下

11年-15年以下

16年～20年以下

21年-25年以下

26年-30年以下

31年-85年以下

36年以上

無回答

6(2･3)

ll (4.2)

25(9.5)

68 (25.7)

90(34.1 )

55く20.8)

6(2.3)

3(1.1)

平均土壌準偏差　　　　　26.10±5.95年

Ⅰ -4.所属している病院のある県名

調査協力者の勤務する病院の所在地域は,下記の表の通りである｡全体として,九州･

沖縄地域,近畿地方の割合が高くなっている｡

表3調査協力者の所属地域

調査協力者所属地域　　　　　　名(鶴)

北海道

東北地方

関東地方

甲信越北陸

東海地方

近戟地方

中国地方

四国地方

九州･沖縄

ll (4,2)

34 (12.9)

32(12.1)

38(14.4)

18(6.8)

41 (15.5)

30(ll.4)

9 (3.4)

51 (19.3)

合計　　　　　　　　　264(1 00)
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1 -3.経験年数

経験年数は， 26年-..30年以下が最も多く全体の 34.1%を占めている。 21年""25年以下

を併せると 59.80/0となり，全体の半数以上を占めている。調査対象者は，全体の 92.5%を

40'"'-50歳代の高い年齢層が占めているため，これに伴い臨床経験も高いと考えられる。平

均 26.10土5.95年で、あったD

表 2看護職の臨床経験年数

臨床経験年数 人(%)

10年以下 6(2.3) 

11年-15年以下 11 (4必

16年-20年以下 25(9.5) 

21年-25年以下 68(25.7) 

26年-30年以下 90{34.1) 

31年-35年以下 55(20.8) 

36年以上 6(2.3) 

無回答 3(1.1) 

平均土標準偏差 26.10土5.95年

1 -4.所属している病院のある県名

調査協力者の勤務する病院の所在地域はp 下記の表の通りである口全体として，九州、い

沖縄地域，近畿地方の割合が高くなっているo

表 3調査協力者の所属地域

調査協力者所属地域

北海道

東北地方

関東地方

甲信越北陸

東海地方

近畿地方

中園地方

四園地方

九州・沖縄

合計

名(%)

11 (4.2) 

34(12.9) 

32(12.1) 

38 (14.4) 

18(6.8) 

41 (15.5) 

30 (11.4) 

9(3.4) 

51 (19.3) 

264(100) 
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I -5.所属病院の設置主体

看護師が勤務する所属病院の設置主体は,公立系が最も多く51.1%,独立法人が17･8%,

市立7.6%,その他(赤十字病院や厚生連系列病院)が23.5%であった｡

図2　所属病院設置主体

I -6.所属病院の種類

調査内訳としては,大学病院が21.2%,総合病院が78.8%であった｡

208名. 78.8%

図3　所属病院の種類

Ⅰ -7.所属病院の規模

病院の規模としては, 500床以上の病院が最も多く, 43.9%を占めていた｡ 1000床以上

を含めると, 47.7%と半数近くを占めていた｡

図4　病床規模
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1 -5.所属病院の設置主体

看護師が勤務する所属病院の設置主体は，公立系が最も多く 51.1%，独立法人が 17.8%)，

市立 7.6%，その他(赤十字病院や厚生連系列病院)が 23.5%で、あった。

62名.23.5%
人

20名.7.6% 135名.51.1%

図2 所属病院設置主体

1 -6.所属病院の種類

調査内訳としては，大学病院が 21.2%，総合病院が 78.8010で、あった。

同
町
院
一

一
病
病
一

一尚子ムロ一

一
大
総
一

同
国

56名， 21.2% 

208名， 78.8%

図3 所属病院の種類

1 -7.所属病院の規模

病院の規模としては， 500床以上の病院が最も多く， 43.9%を占めていた。 1000床以上

を含めると， 47.7%と半数近くを占めていた。

10名， 3.8出
10名， 3.8%

116名， 43.9%

図4 病床規模
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Ⅰ -8,所属診療科(専門科目)の種類(複数回答可)

今回の調査対象は,大学病院または総合病院の看護師長としたため,その所属する診療

科は多岐に亘っていた｡最も多かったのは内科であり,次が外科であった｡今回の調査協

力者は,該当する診療科全てを答えてもらったため,図5の診療科の合計者数は,回答者

数と一致しないo

外科

内科

整形外科

形成外科

産婦人科

小児科

心療内科

精神科

中村オペ室

外来

救急医療

眼科

耳鼻科

その他

40　　　　　　60

図5　所属する診療科

Ⅱ. DV問題の知識について

Ⅱ-1, DVという言葉の意味を知っているか

｢知っている｣ ｢良く知っている｣と回答した人が,全体の94.7%を占めており, DVの

言葉自体は多くの看護職者に知られている事がわかった｡
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1 -8.所属診療科(専門科目)の種類(複数回答可)

今回の調査対象は，大学病院または総合病院の看護師長としたため，その所属する診療

科は多岐に亘っていた。最も多かったのは内科であり，次が外科で、あった。今回の調査協

力者は，該当する診療科全てを答えてもらったため，図 5の診療科の合計者数は，回答者

数と一致しない。

12 

精神科Ir掛持政t鴻

中材オペ室伊明間羽I13 

外来ht竺竺竺竺
救急医療?:'~"'i!.蛸踏みゆ凶J

叫~fl?l副理 32

29 

23 

眼科 戸山込山叫 20

耳鼻科仏ゆ恥ゆ叫岨 I17 

63 

37 

匝蹴扇蛾覇地問両側同搬手軽鰍ふ同諮問機命問繊細 71
その他レー…一一一---;:;>'一一…一一一刊ナ…………一一γ

o 20 40 60 80 

図5 所属する診療科

ll. DV問題の知識について

ll-1. DVという言葉の意味を知っているか

一..94 

100 

(名)

「知っているJr良く知っているJと回答した人が，全体の 94.7%を占めており， DVの

言葉自体は多くの看護職者に知られている事がわかった。

183名， 69.3覧

2名， 0.8%

-良く知っている
悶知っている

|ロあまり知らない
口全く知らない

67名， 25.4%

図6 DVの言葉の意味の認知度
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Ⅱ-2. DV防止法の中身についての認知度

調査協力者264名中262名から回答を得る事が出来たo ｢良く知っている｣ ｢知っている｣

と回答した人が全体の42.5%, ｢あまり知らない｣ ｢全く知らない｣と回答した人が56.8%

と,法律の中身の認知度の割合は,若干｢知らない｣と答えた人の割合が高かった｡

105名. 39.8%

/

図7　DV防止法の中身の認知度

}良く知っている

口知っている

E3あまり知らない

□全く知らない

出無回答

Ⅱ-3. DV防止法の施行による業務変化(複数回答可)

DV防止法施行により,業務に何か変った事があるかどうかの質問に対して,調査協力

者255名から回答が得られた｡ ｢特にかわらない｣と回答した人が最も多く185名であった

が, ｢DV問題の事例が増加した｣人が36私｢関係機関との関わりが増えた｣人が13名

であったoその他自由回答にて, ｢自分達の意識が変わった｣や｢DVが明らかになり援助

がされ易くなったと感じる｣, rDV問題がある人からきちんとした対応を以前より求められ

るようになった｣という意見を得る事が出来た｡

DV問題の事例が増加した

DV問題の事例が減った

仕事が煩雑化した

関係機関との関わりの増加

特に変わらない

その他

'-●``'-p''州州｢ ��! 地建冴185 

lて狐~-~~~._室-洲鑓`~_■~n:ノ●r萎… 

l S,,さJ淡≒_うー.18 �� ��

/.7~~~Hl/ 

0　　　　50　　　100　　　150 ･　　200

図8　DV防止法制定後の仕事変化
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(名)

ll-2. DV防止法の中身についての認知度

調査協力者264名中 262名から回答を得る事が出来た。「良く知っているJr知っているJ

と回答した人が全体の 42.5%，rあまり知らないJr全く知らない」と回答した人が 56.8%

と，法律の中身の認、知度の割合は，若干「知らないj と答えた人の割合が高かった。

135名.51.1%

105名， 39.8目
7名I 2.7出

図7 DV防止法の中身の認知度

ll-3. DV防止法の施行による業務変化(複数回答可)

圃良く知っている
図知っている

ロあまり知らない
ロ全く知らない

回無回答

DV防止法施行により，業務に何か変った事があるかどうかの質問に対して，調査協力

者255名から回答が得られた。「特にかわらないJと回答した人が最も多く 185名であった

がI rDV問題の事例が楢加したJ人が 36名 r関係機関との関わりが増えたJ人が 13名

であった。その他自由回答にで r自分達の意識が変わったJや rnvが明らかになり援助

がされ易くなったと感じるJ，rnv問題がある人からきちんとした対応を以前より求められ

るようになった」という意見を得る事が出来た。

50 100 

図8 DV防止法制定後の仕事変化
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Ⅲ　問題解決ネットワークについて

刀-1.医療機関職員のDV被害者支援機関についての具体的情報の必要性

この設問に対しての有効回答者数は, 259名であった｡回答者全体の大多数である, 95.0%

の人が｢(具体的な情報が)必要である｣と考えている事がわかった｡しかし, ｢必要でな

い｣と回答している人も10名(3.8%)いた｡その他の回答としては, ｢(必要かどうか)

わからない｣といったものがある｡

図9　医療機関城見の具体的被害者支援情報の必要性

Ⅲ-2.現時点のDV被害者支援体制について

この設問に対しての有効回答者数は, 261名であった｡現在のDV被害者支援体制につい

て, ｢十分である｣と考えている人は,わずか2名(0.8%)であり, ｢やや不十分である｣

｢全く不十分である｣と回答した人が半数以上の149名(57.1%)を占めていた｡ ｢わから

ない｣と回答している人は109名(40.9%)であった｡

109名, 41.8% 二二二Lこ--~~一一11

分である　　[

や不十分であるi

口全く不十分である

ロわからない

田その他

図10　DV被尊者支援体制に関する認識
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E 問題解決ネットワークについて

ID-1.医療機関職員のDV被害者支援機関についての具体的情報の必要性

この設問に対しての有効回答者数は， 259名で、あった。回答者全体の大多数である， 95.00/0

の人が r(具体的な情報が)必要であるJと考えている事がわかった。しかし必要で、な

いj と回答している人も 10名 (3.80/0)いた。その他の回答としては， r (必要かどうか)

わからなしリといったものがある。

10名， 3.9%
3名， 1.2%

図9 医療機関職員の具体的被害者支援情報の必要性

皿-2.現時点のDV被害者支援体制について

この設問に対しての有効回答者数は， 261名で、あった。現在の DV被害者支援体制につい

て十分であるj と考えている人は，わずか2名 (0.8%)でありやや不十分で、ある」

「全く不十分である」と回答した人が半数以上の 149名 (57.1%)を占めていた。「わから

ないJと回答している人は 109名 (40.9%)で、あった。

109名， 41

85名， 32.6見
一一一」

図10 DV被害者支援体制に関する認識
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虹-3.上記Ⅲ-2で｢やや不十分｣または｢全く不十分である｣と回答した人が考え

る支援体制で不十分だと思う内容(複数回答可)

DV被害者支援体制について, ｢やや不十分である｣また右も｢全く不十分である｣と回答

した看護者149名に対し,その支援体制で不十分だと考える具体的内容について質問を行

なったoその結果,最も多かったのが, ｢担当窓口が不明確｣ 105名,次に｢DV問題に関

する教育体制の不足｣ 70乳｢避難場所の不足｣ 66名. ｢支援者数の不足｣ 58名という回

答であった｡

担当窓口が不明確

DV問題数育休制の不足

避難場所不足

支援音数不足

関係牡関･職種間連携の不足

警察の対応が心配

自分の力量不足

啓発t予防不足

職場内での理解者不足

経済的支援の不足

社会制度の不備

法律の未整備

専門機関職員の対応が心配

その他

20　　　　40　　　　60　　　　80　　　1 00　　1 20

図11支援体制で不十分な事
(名)

班-4. DV被害者受け入れ支援機関に関する知識

DV被害者受け入れ支援機関に関する知識を持つ人は52名(19.7%),持たない人は202

名(76.5%),無回答10名(8.8%)であった｡これより,多くの看護管理者は, DV被害

者受け入れ機関についての知識を持っていない事がわかった｡

= I

202名76.5%

田知っている

ロ知らない

E5無回答

･r=

図12　DV被尊者受け入れ支援機関に関する知鼓
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m-3.上記m-2で fやや不十分」または「全く不十分であるJと回答した人が考え

る支援体制で不十分だと思う内容(複数回答可)

DV被害者支援体制について J rやや不十分であるJまたは， r全く不十分であるj と回答

した看護者 149名に対し，その支援体制で不十分だと考える具体的内容について質問を行

なった。その結果，最も多かったのが， r担当窓口が不明確J105名，次に rDV問題に関

する教育体制の不足J70名， r避難場所の不足J66名1 r支援者数の不足J58名という回

答で、あった。

r-山田・m 鍋嶋時_.......-輔伽叩叩r-・-“---由問問聞即日"時拘「一一向島・・目-自信拘同町"日・・ωmぬ句伽叩伺叩山田向._-一一一・"

担当窓口が不明確

DV問題教育体制の不足

避難場所不足

支媛者数不足

関係機関‘職種関連携の不足 必
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， 
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J匂，
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、

警察の対応が心配

自分の力量不足

啓発‘予防不足

職場内での理解者不足

経済的支接の不足

社会制度の不備

法律の未整備
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図11 支援体制で不十分な事

国-4.DV被害者受け入れ支援機関に関する知識

70 

80 

民

100 

105 

120 

(名)

DV被害者受け入れ支援機関に関する知識を持つ人は 52名 (19.7%)，持たない人は 202

名 (76.5%)，無回答 10名 (3.8%)で、あった。これより，多くの看護管理者は， DV被害

者受け入れ機関についての知識を持っていない事がわかった。

202名 76

• ~ -~l • 、、、，

52名 19.7%

ち

図12 DV被害者受け入れ支援機関に関する知識
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Ⅲ-5 (1)上記Ⅲ-4でDV被害者受け入れ支援機関に関する知識を持ち,かつ具体的

知識を知っているか

DV被害者受け入れ支援機関に関する知識を持つ52名中,支援機関の具体的情報(場所･

電話番号等)を知っている人は33名(63.5%),知らない人16名(30.8%),無回答3名

(5.8%)であった｡

図13　支援機関の具体的情報に関する知識

Ⅲ-5 (2) DV被害者受け入れ支援機関の担当者と面識があるか

DV被害者受け入れ機関に関する知識を持ち,且つ,支援機関の具体的情報(場所･電話

番号等)を知っている人33名中,支援機関担当者との面識がある人は9名,面識が無い人

は21名,どちらとも言えない人3名であった｡

図14　DV被害者受け入れ支援機関担当者との面識の有無

Ⅲ-6(1)所属機関-のソーシャルワーカーの有無

自分の所属する機関にソーシャルワーカーがいると回答した人は249名(94.3%),いな

いと回答した人は13名(4.9%)と,ほとんどの病院施設に,ソーシャルワーカーがいる

事がわかった｡しかし,わからないと回答した人が2名(0.8%)おり,同じ施設内であっ

ても他部門の状況を把握しきれていない場合もある事がわかった｡

-49-

ID-5 (1)上記ill-4でDV被害者受け入れ支援機関に関する知識を持ち，かっ具体的

知識を知っているか

DV被害者受け入れ支援機関に関する知識を持つ 52名中，支援機関の具体的情報(場所・

電話番号等)を知っている人は 33名 (63.50/0)，知らない人 16名 (30.80/0)，無回答 3名

(5.80/0) で、あった。

|図知っている

l口知らない i 
|回無回答 i 

図13 支援機関の具体的情報に関する知識

ill-5 (2) D V被害者受け入れ支援機関の担当者と面識があるか

DV被害者受け入れ機関に関する知識を持ち，且つ，支援機関の具体的情報(場所ー電話

番号等)を知っている人 33名中，支援機関担当者との面識がある人は 9名，面識が無い人

は21名，どちらとも言えない人 3名で、あった。

|悶函識がある | 

3名.9.1%
|ロ面識はない | 

9名.27.3児 |臼どちらと三生三主主どJ

図14 DV被害者受け入れ支援機関担当者との面識の有無

ID-6 (1) 所属機関へのソーシャルワーカーの有無

自分の所属する機関にソーシャルワーカーがいると回答した人は 249名 (94.30/0)，いな

いと回答した人は 13名 (4.9%) と，ほとんどの病院施設に， ソーシヤノレワーカーがいる

事がわかった。しかし，わからないと回答した人が 2名 (0.8%)おり，同じ施設内で、あっ

ても他部門の状況を把握しきれていない場合もある事がわかった。
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√2名.0･8%

田MSWがいる

ロMSWはいない

}わからない

図15　所属機関へのMSWの有無

Ⅲ-6 (2)病院内のソーシャルワーカーとの連携経験

病院内のソーシャルワーカーとのDV問題についての連携の有無については,ソーシャ

ルワーカーがいると回答した人249名車, 45名(18.0%)が無回答, 35名(14.1%)が連

携を取った事があると回答し, 169名(67.9%)は連携を取った事がないと回答していた｡

45名. 17.0%

位連携を取った事がある

□連投を取った事がない

}無回答

図16　ソーシャルワーカーとの連携の有無

Ⅳ　DV被害者遭遇経験

Ⅳ-1.病院でのDV被害者(疑い含む) -の遭遇経験

病院でのDV被害者(疑い含む) -の遭遇経験がある看護職者は,全体の半数以上(51.5%)

を占めており, 2003年度に実施した鹿児島市内の4総合病院に勤務する一般看護職員から

得られたデータ(28.1%)よりもはるかに高値を示しているCこれは,今回の調査対象者を

看護師長としたことだけではなく, DV被害者支援施設やそのDV問題が社会に徐々に浸透

しているためだと考える｡
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回MSWがいる
ロMSWはいない

2名，0.8% I・わからない

図15 所属機関へのMSWの有無

m-6 (2) 病院内のソーシャルワ}カ}との連携経験

病院内のソーシャルワーカーとのDV問題についての連携の有無については，ソーシヤ

ルワーカーがいると回答した人 249名中， 45名 (18.0%)が無回答， 35名 (14.1%)が連

携を取った事があると回答し， 169名 (67.9%)は連携を取った事がないと回答していた。

45名.17.0目

35名13.3%

図16 ソーシャルワーカーとの連携の有無

lV DV被害者遭遇経験

lV-1.病院での DV被害者(疑い含む)への遭遇経験

病院での DV被害者(疑い含む)への遭遇経験がある看護職者は，全体の半数以上(51.5%)

を占めており， 2003年度に実施した鹿児島市内の 4総合病院に勤務する一般看護職員から

得られたデ}タ (28.1%)よりもはるかに高値を示している。これは，今回の調査対象者を

看護師長としたことだけではなく， DV被害者支援施設やその DV問題が社会に徐々に浸透

しているためだと考える。
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四枚専看過通津験あり

図17　DV故事者遭遇経験

Ⅳ一望( 1)病院でのDV被害者(疑い含む) -の遭遇経験がある人の被害者初遭遇時期

病院でのDV被害者(疑い含む) -の遭遇経験がある看護師136名中, 1年未満から5

-6年前と回答した人が111名と全体の81.6%を占めていた｡ 6年以上前と回答した人は,

23名(16.9%)と比較的少なく, 2001年DV防止法制定後に, DV被害者を発見するケー

スが増えている事がわかる｡ DV防止法の整備により,様々な取り組みが国を挙げて実施さ
I

れ始めた事と,新聞等でDV問題が取り上げられる事で,人々の関心が高まった事がその

主な理由であると考える｡

図18　被青春所遭遇時期

□1年未満

q 1-2年前

雷3-4年前

日5-6年前

田6-7年前

tq 8-9年前

句10年以上前

『無回答

Ⅳ一望(2) DV被賓着く疑い含む)薄遇経験者の被尊者初遭遇時に勤務していた診療科

(複数回答可)

今回の調査対象を大学病院または総合病院の看護師長としたため,その所属する診療科

も多岐に亘っていた｡その中でも圧倒的に多かったのが, r救命救急35名｣であり,次に

｢内科23名｣ ｢産婦人科20名｣と続いていた｡

151-

図被害者遭遇経験あり

口被害者遭遇経験なし

図17 DV被害者遭遇経験

IV-2 (1)病院でのDV被害者(疑い含む)への遭遇経験がある人の被害者初遭遇時期

病院での DV被害者(疑い含む)への遭遇経験がある看護師 136名中， 1年未満から 5

'"""6年前と回答した人が 111名と全体の 81.6%を占めていた。 6年以上前と回答した人は，

23名 (16.9%)と比較的少なく， 2001年DV防止法制定後に， DV被害者を発見するケー

スが増えている事がわかる。 DV防止法の整備により，様々な取り組みが国を挙げて実施さ

れ始めた事と，新聞等で DV問題が取り上げられる事で，人々の関心が高まった事がその

主な理由であると考える。

7名，5.1%

5名， 3.7

18名， 13.2%

11名.8.1見 2名，1.5覧
ロ1年未満

34名， 25.0弛 |圃1-2年前・3-4年前

日5-6年前

回6-7年前

回8-9年前

32名， 23.5% 1回10年以上前

園無回答

図18 被害者所遭遇時期

IV-2 (2) DV被害者(疑い含む)遭遇経験者の被害者初遭遇時に勤務していた診療科

(複数回答可)

今回の調査対象を大学病院または総合病院の看護師長としたため，その所属する診療科

も多岐に亘っていた。その中で、も圧倒的に多かったのが， r救命救急 35名j であり，次に

「内科23名Jr産婦人科20名j と続いていた。
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救命救急

内科

産婦人科

整形外科

外科

外来

小児科
▲精神科

形成外科

中村･手術室

眼科

耳鼻科

その他

0　　　5　　10　　15　　　20　　　25　　　30　　　35

図19　DV被害者初遭遇時期に勤務していた病棟　(名)

Ⅳ一望(3) DV被害者(疑い含む)遭遇時に,被害者の相談にのった事があるか

被害者遭遇経験がある人136名中｢被害者との相談経験が無い人｣は60名(44.1%), r被

害者との相談経験が有る人｣は55名(44.0%), ｢被害者の家族や友人など間接的に相談経

験がある人｣ 19名(14.0%), ｢その他｣ 2名(1.5%)という結果であった｡

}故事者相故にのった

Ea間接的に相敵にのった

ロ故事者相故にのった串はない

口その他

2名r 115%＼

≦喜II-:-;I--I-I-;-壁--==-義~二~

図20　DV被音者との相故経験

Ⅳ-2 (4) DV被害者の相談を受けた内容(複数回答可)

被害者から相談を受けた人は　被害者から受けた相談内容として最も多かったのは,殴

る,蹴るといった｢身体的暴力｣ 63名であり,次に｢精神的暴力｣ 25名であった｡その他

｢社会的暴力｣ 8名, ｢性暴力｣ 5名, ｢子どもへの暴力｣ 5名, ｢家族への暴力｣ 7名と,棉

談内容は多岐に亘っていた｡
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救命救急

内科

産婦人科劃

小児科骨

精神科官F

形成外科島幽幽

中材・手術室醇翻 2

眼科瞬112

耳鼻科摺 1

6 

13 

11 

16 

その他陰極弱語習世間??…19

脳級135

2 

20 

o 5 10 15 20 25 30 35 

図19 DV被害者初遭遇時期に勤務していた病練 (名)

lV-2 (3) DV被害者:(疑い含む)遭遇時に，被害者の相談にのった事があるか

被害者遭遇経験がある人 136名中「被害者との相談経験が無い人Jは60名 (44.1%)，r被

害者との相談経験が有る人Jは55名 (44.0%)，r被害者の家族や友人など間接的に相談経

験がある人J19名 (14.0%)，rその他J2名(1.5%) という結果で、あった。

圃被害者相践にのった

固間接的に相談にのった

日被害者相践にのった事はない

ロその他

図20DV被害者との相設経験

lV-2 (4) DV被害者の相談を受けた内容(複数回答可)

被害者から相談を受けた人は 被害者から受けた相談内容として最も多かったのは，殴

る，蹴るといった「身体的暴力J63名であり，次に「精神的暴力J25名で、あった。その他

「社会的暴力J8名 r性暴力J5名， r子どもへの暴力J5名家族への暴力J7名と，相

談内容は多岐に亘っていた口
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身体的暴力

精神的暴力

社会的暴力

性暴力

子どもへの暴力

家族への暴力

その他

0　　　　20　　　　40　　　　60　　　　80 (名)

図21ーDV被書者から受けた.相談内容

Ⅳ一望(5)相談者からの具体的な訴え(複数回答可)

相談者からの訴えの内容として最も多かったのは, ｢暴力から逃れたい｣ 31私　rどうし

たらいいかわからない｣ 28名というものであった｡その他｢自分を助けて欲しい｣ 20名

といったものがあり,･被害者自身,追い詰められた状況にあり,何らかの早急な援助の手
い･を差し伸べる必要がある事がわかった｡

暴力から逃れたい

4どうしたらいいかわからない

自分を助けて欲しい

離婚したい

子どもや家族を助けたい

関連機関を紹介してほしい

加青春をどうにかしたい

その他

llll~~~l~~l 

･ー~-減塩拙惣盤淡泊触感滋 

I/-3 � �� �� ��

鞘拭協演転ー一灯~ 十十 i,'1 � �� �#�� 

到 � ��罐�$ﾂ��"� 

頭 �1t◆畠 

__一■3L Ij 

-TLさ;i,.=..:.:i:照.恥 

･一一一r-./../.ノl/.-/./L/ 

0　　5　10 . 15　　20　　25　　30　　35
◆　ゴ

図22　相談者から由具体~的訴え内容
(名)

Ⅳ一望く6)被事者-の対応(複数回答可)

被害者-の対応として最も多かったのは, ｢相談面接の実施｣ 34名であった｡それ以外の

回答として多かったものは｢行政サービスにつないだ｣ 16名, ｢他の支援機関につないだ｣,

｢警察につないだ｣が各14名であった｡ ｢対応できなかった｣･と回答した人も17名おり,

例え被害者を発見してもその支援方鋲がわからず,いざ被害者に遭遇したとしてもその対

応には困難が伴う事が予想される｡
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身体的暴力

精神的暴力

社会的暴力

性暴力

子どもへの暴力

家族への暴力

その他

8 

5 

7 

量踊溢揖縄磁極識偲議趨議書慈聖書匝 63 

25守、勺手

o 20 40 60 80 (名)

図21 DV被害者から受けた相談内容

N-2 (5)相談者からの具体的な訴え(複数回答可)

相談者からの訴えの内容として最も多かったのは r暴力から逃れたいJ31名， rどうし

たらいいかわからないJ28名というもので、あった。その他， r自分を助けて欲しいJ20名

といったものがあり z 被害者自身，追い詰められた状況にあり，何らかの早急な援助の手

‘を差し伸べる必要がある事がわかったo

‘おしたら酬暴い力いをかか助わらI刊逃かれ欲らたなししいいゅ蝿伊伊E欄岨Eー掴叩E留F滞や守闇」酬~園…蜘田秒1ヤ制5間ミ噛十宵2創均十-ヤ|一帯一一円十可T2V吋0叩可吋制郡281伊 31

離婚したい !B‘ 4、.・-.勉v怒 d、九 eペ~誕ヘ-命H‘.山う ‘12 

子どもや家族を助けたい

関連機関を紹介してほしい

加害者をどうにかしたい

その他齢 ，J/ ill 置/庁 0/ ，;7 0/ 。5 10 ， 15 20 25 30 35 
， 

図22 相談者からの具体的訴え内容
(名)

N-2 (6)被害者への対応(複数回答可)

被害者への対応として最も多かったのは， r相談面接の実施J34名で、あった。それ以外の

回答として多かったものは「行政サービスにつないだ、J16名， r他の支援機関につないだJ，

「警察につないだJが各 14名であったo r対応できなかったJと回答した人も 17名おり，

例え被害者を発見しでもその支援方法がわからずF いざ被害者に遭遇したとしてもその対

応には困難が伴う事が予想される。
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相敵面接の実施

対応できなかった

行政サービスにつないだ

警察につないだ

他の支援機関につないだ

他の医療機関につないだ

.シェルターにつないだ

対応しなかった

司法につないだ

被害者宅を訊問した

その他

5　　　　10　　　15

図23　枚尊者への対応

20　　　　25 30　　　　35

(名)

Ⅳ-2 (7)被害者-の対応で困った事があったか(複数回答可)

被害者の対応で困ったことについては,被害者との遭遇時に,相談にのった事のある人

75名中65名が｢困った事があった｣と回答しているoその中でも最も多かったのが. ｢職

員の知識･スキル不足｣ 33名,次に多かったのが｢支援ネットワーク･連携システム不足｣

と｢被害者-の対応｣の27名であった｡

敬良の知抜tスキル不足

故事者への対応

支援ネットワーク･連携システム不足

職境内で対応できる人材が不足

加尊者への対応

受け皿の不備･不足

専門家･支蛙専門機関の不足

家族への対応

故蟻のサポートシステムが不十分

勤務多忙のため支援が十分に出来ない

被春着の安全が守れない

法律上の限界や間横

板春着のプライバシーが守られない

祇春着の財政的簡塩

敬員の安全が守れない

祉春着のバーンアウトや無力感

時間不足

援助プロセスでの故事者への感情移入

こどもへの対応

その他

5　　　　10　　　　15 20　　　　25　　　　30　　　　35

囲24　枚音者対応時直面した間鹿
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相臨面接の実施際

対応できなかった勝

行政サービスにつないだ僻

響察につないだ僻

他の支揺機関につないだ

他の医僚機関につないだ

.シェル1rーにつないだ

対応しなかった

司法につないだ

被害者宅を訪問した

その他。 5 10 15 20 

図23 被害者への対応

lV -2 (7)被害者への対応で困った事があったか(複数回答可)

25 30 35 
(名)

被害者の対応で困ったことについては，被害者との遭遇時に，相談にのった事のある人

75名中 65名が「因った事があったJと回答している。その中でも最も多かったのが職

員の知識・スキル不足J33名，次に多かったのが「支援ネットワーク・連携システム不足J

と「被害者への対応Jの27名であった。

隠員の知韓・スキル不足

被害者への対応

支揖ネットワーク・速機システム不足

聡場肉で対応できる人材が不足

加害者への対応

受け皿の不備・不足

専門濠・支握専門櫨聞の不足

家族への対応

聡場のサポートシステムが不十分

勤務多忙のためま慢が十分に出来なL

彼害者の安全が守れなL

法鎌上の限界や問題

被害者のプライバシーが守られない

被害者の財政的問題

職員の安全が守れない

被害者のパーンアウトや無力感

時間不足

健助プロセスでの被審者への感情移入

こどもへの対応

その他。 5 

27 

10 15 20 25 30 35 

国24 被害者対応時直面した問題
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v I)V問題に関する研修-の参加経験について

Ⅴ-1. DV問題に関する研修に参加した経験

DV問題に関する研修会-の参加経験がある看護師長は29名(ll,0%),参加経験のない

看護師長は234名(88.6%),無回答者1名(0.4%)であった｡これより,看護師長の多

くは,研修参加経験を持っていないことがわかった｡

田DV研修会参加律儀あり

口DV研修会参加韓験なし

■無回答

図25　DV研修参加経験

Ⅴ-2(1)DV問題に関する研修に参加した理由

DV問題に関する研修会-の参加経験がある看護師長29名に,研修会の参加理由を聞い

たoその結果,自分の意思で参加した人が最も多く14名(48･3%)を占め,職場研修の一

貫として参加した人が12名(41.4%)という結果であった｡

3名, 10.3%

四日分の意思

口戦場研修の一貫として

唱その他

図26　研修会参加理由
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V DV問題に関する研修への参加経験について

V-1. DV問題に関する研修に参加した経験

DV問題に関する研修会への参加経験がある看護師長は 29名 (11.0%)，参加経験のない

看護師長は 234名 (88.60/0)，無回答者 1名 (0.4%)で、あったD これより，看護師長の多

くは，研修参加経験を持っていないことがわかったo

1名， 0.4%

!四W研修会参加経験あり

|ロDV研修会参加経験なし

:.無回答

29名， 11.0% 

図25 DV研修参加経験

V-2(1)DV問題に関する研修に参加した理由

DV問題に関する研修会への参加経験がある看護師長 29名に，研修会の参加理由を聞い

た。その結果，自分の意思で参加した人が最も多く 14名 (48.30/0) を占め，職場研修の一

貫として参加した人が 12名 (41.4%)という結果で、あったo

3名， 10.3見

図自分の意思

ロ職場研修の一貫として

国その他

図26 研修会参加理由
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Ⅴ-2(2)参加した研修のプログラム形式について(複数回答可)

DV問題に関する研修会-の参加経験がある看護師長29名に,研修プログラム形式を聞

いたo形式としては,講演会形式が最も多く20名であり,次が講義･講座形式8名であっ

た｡皆で知識を深めていく形式であるワークショップ形式を挙げた人は,わずか1名であ

った｡

講演会

講義講座

ワークショップ

その他

0　　　　5　　　10　　　15　　　　20 (名)

図27　研修プログラム形式

Ⅴ -2(3)研修参加延べ回数

研修参加の延べ回数については, ｢1回｣と回答した人が最も多く, 44･8%であった｡ ｢2

回｣参加した人は34.5%, ｢3回｣参加した人は13.8%であった｡研修参加者のこれまでの

研修参加回数は, 1-2回が7割以上を占め,研修に参加した経験があってもその回数は少

ない事がわかった｡しかし,中には5回と回答した人が1名おり,自分でDV問題に興味

を持つかどうかが,関係していると言えるo

5回

3回

2回

1回

無回答

.壷親1 こ讃. 白���10 

脚開墾弊療 
I 

十 �-弼*'.13 

盲 �� 
I 

0　　　　　　　5　　　　　　10　　　　　　15

図28　研修参加述べ回数
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(名)

V -2(2)参加した研修のプログラム形式について(複数回答可)

DV問題に関する研修会への参加経験がある看護師長 29名に，研修フ。ログラム形式を聞

いた。形式としては，講演会形式が最も多く 20名であり，次が講義・講座形式8名で、あっ

た。皆で知識を深めていく形式であるワークショップ形式を挙げた人は，わずか 1名であ

った。

20 

ワークショッ

。 5 10 20 (名)

図27 研修プログラム形式

V -2(3)研修参加延べ回数

研修参加の延べ回数については rl回Jと回答した人が最も多く， 44.8%であった口包

囲J参加した人は 34.5%，r3回J参加した人は 13.8%であった。研修参加者のこれまでの

研修参加回数は， 1---2回が 7割以上を占め，研修に参加した経験があってもその回数は少

ない事がわかった。しかし，中には 5回と回答した人が l名おり，自分で DV問題に興味

を持っかどうかが，関係していると言える。

5回

3回

2回

1回

無回答

。 5 10 

図28 研修参加述べ回数
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Ⅴ-2(4)研修に参加した事で,仕事をする上で何か役立ったか

研修会-の参加経験がある看護職者29名に,研修会が仕事をする上で役にたったかどう

かを聞いたDその結果, rやや役にたった｣と回答した人が最も多く19名であった｡しか

し, ｢あまり役に立たなかった｣と回答した人も6名おり,研修内容やプログラム形式を臨

床に役立つようなものに見直していく事が早急に求められる｡

あまり役にたたなかった

やや役に立った

大変役に立った

無回答撃1,-:-.TA'. ,tT.-
0　　　　　5　　　　10　　　15　　　　20

図29　研修内容が仕事で役立ったか　　(名)

Ⅴ-2(5)仕事をする上で役立った,または役立たなかった理由(自由記述)

●大変役に立った理由として

｢知らない知識だった｣

｢社会的問題を含んだケースが増加しつつある｡ DVは直接見えない事が多く,またプラ

イバシーの保護の問題があり,慎重に取り扱う必要性があり困難を要する｡｣

｢自分の所属で勉強会をもち,スタッフの教育とした｡特に医師の言葉による暴力に対し

て,解決できないものとして不平を言っていた職員の認識を変える事につながった｡｣

●やや役に立った理由として

｢おそれず対応出来るようになった｣

｢知識として知る事ができた｡観察する方法など｣

｢施設の人とのコミュニケーションが出来た｡連絡方法や事例照会があり,連絡のタイミ

ング,必要なケースがより具体的にわかった｡｣

｢DVを意識するようになった｡｣

｢病院外の受け入れ先の連絡先が明確になった｡｣

｢連携を取るように努力している｡｣

●あまり役に立たなかった理由として

｢都会の事例が多く,学校とのネットワークも充実しており,東北は遅れているとの事で,

地元の情報を得られなかった｣

-57-

V-2(4)研修に参加した事で書仕事をする上で何か役立ったか

研修会への参加経験がある看護職者 29名に，研修会が仕事をする上で、役にたったかどう

かを聞いたa その結果， rやや役にたったj と回答した人が最も多く 19名で、あった。しか

しあまり役に立たなかったj と回答した人も 6名おり，研修内容やプログラム形式を臨

床に役立つようなものに見直していく事が早急に求められる。

あまり役にたたなかった

やや役に立った

大変役に立った

無回答

。 5 10 15 20 

図29 研修内容が仕事で役立ったか (名)

V-2(5)仕事をする上で役立った，または役立たなかった理由(自由記述)

・大変役に立った理由として

「知らない知識だったJ

「社会的問題を含んだケースが増加しつつある。 DVは直接見えない事が多く，またプラ

イパシーの保護の問題があり，慎重に取り扱う必要性があり困難を要する。J

「自分の所属で勉強会をもち，スタッフの教育とした。特に医師の言葉による暴力に対し

て，解決できないものとして不平を言っていた職員の認識を変える事につながった。j

・やや役に立った理由として

「おそれず対応出来るようになった」

「知識として知る事ができた。観察する方法などJ

「施設の人とのコミュニケーションが出来た。連絡方法や事例照会があり，連絡のタイミ

ング，必要なケースがより具体的にわかった。J

rDVを意識するようになった。J

「病院外の受け入れ先の連絡先が明確になった。J

「連携を取るように努力している。J

・あまり役に立たなかった理由として

「都会の事例が多く，学校とのネットワークも充実しており，東北は遅れているとの事で，

地元の情報を得られなかったJ
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Ⅴ-2(6)研修参加で得られたものを,勤務する病院又は病棟で何か一つでも取り入れ

たか

研修会参加経験者29名中25名より回答が得られ, 4名は無回答であったo研修会で得

られたものを実際の職場で｢取り入れた｣と回答した人が8名であったのに対し, ｢取り入

れていない｣人が17名と,取り入れた人の倍以上を占めていた｡研修参加者は,研修受講

により,様々なものを学ぶものの,その具体的内容を実際の現場に取り入れる事の難しさ

を表していると言える｡

田取り入れた

□取り入れていない

虹無回答

図30　勤務場所への研修内容取り入れの有無

Ⅴ-2(7)勤務する病院又は病棟で取り入れた研修参加で得られた具体的内容

自由記述には,下記のようなものがあった｡

｢今後東北にも同様の問題が起こりうるとの事で,スタッフ-の情報を伝達し,キーパー

ソンを明らかにするように義務付けた｡｣

｢問題を明らかにし,表現できるようになった｣

｢復命講義を行い,病棟スタッフの意識の向上を図った｣

｢外来と病棟との情報シートの活用｣

｢学んだことを他のスタッフに伝え,共有し知識を深めた｣

｢連絡先の明示｣

｢連携を取るように努力している｣

｢医師の暴言に対して直接当人と教授,リスクマネージャーを通じて指摘し,医局内への

啓発を依頼した｣

Ⅴ-3 (1) DV問題に関する研修に参加したことがない理由(複数回答可)

DV研修に参加した事がない看護師長234名にその理由を聞いたoその結鼠229名から

回答を得る事が出来た｡研修に参加した事が無い理由として最も多かった回答は, ｢研修が

身近な場所で開催されない｣ 168名であった｡無回答者が5名いたが,その他の自由回答で

は,次の様な意見を得る事ができた｡
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V-2(6)研修参加で得られたものを，勤務する病院又は病糠で何か一つでも取り入れ

たか

研修会参加経験者 29名中 25名より回答が得られ， 4名は無回答で、あった。研修会で得

られたものを実際の職場で「取り入れたJと回答した人が 8名で、あったのに対し， r取り入

れていなしリ人が 17名と，取り入れた人の倍以上を占めていた。研修参加者は，研修受講

により，様々なものを学ぶものの，その具体的内容を実際の現場に取り入れる事の難しさ

を表していると言える。

4名， 13.8% 8名， 27.6%

17名158.6%

図取り入れた

口取り入れていない

回無回答

図30 勤務場所への研修内容取り入れの有無

V-2(7)勤務する病院又は病棟で取り入れた研修参加で得られた具体的内容

自由記述には，下記のようなものがあった。

「今後東北にも同様の問題が起こりうるとの事で，スタッフへの情報を伝達し，キ}パー

ソンを明らかにするように義務付けた。J

「問題を明らかにし，表現できるようになったJ

「復命講義を行い，病棟スタップの意識の向上を図った」

「外来と病棟との情報シ}トの活用J

「学んだことを他のスタップに伝えs 共有し知識を深めたJ

「連絡先の明示」

「連携を取るように努力しているJ

「医師の暴言に対して直接当人と教授， リスクマネ}ジャーを通じて指摘し，医局内への

啓発を依頼した」

V-3 (1) DV問題に関する研修に参加したことがない理由(複数回答可)

DV研修に参加した事がない看護師長 234名にその理由を開いた。その結果， 229名から

回答を得る事が出来た。研修に参加した事が無い理由として最も多かった回答は， r研修が

身近な場所で開催されなしリ 168名で、あった。無回答者が 5名いたが，その他の自由回答で

は，次の様な意見を得る事ができたD
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｢病院として支援体制が出来ていない｣

｢現場では要求されるものが多く,そこまで手がまわらない｣

｢自分に必要とする研修会を優先と考えた｣

｢参加する必要性を感じていない｣

｢身近にDVにあった人がいないので,実感がわかない｡もし身近にあったらこわいと

は患います｡｣

rDV被害者に遭遇したことがないため,研修参加は考えなかった｣

｢DVについて経験もなく,あまり深く考えたことがありませんでした(興味が無いわけで

はありません｡)｣

｢他の領域で研修･セミナー参加し,その習得が重要となっているため｣

｢研修会の情報が少ない｣

｢現段階ではあまり必要性を感じて早ない上　　‥
tJ1  }

｢興味が無いわけではないが,現在の藤場,周囲至はその様な事例を経験していないため｣

｢興味はあるが, DVが身近にはなく優先順位は低かJjた｣

｢情報をとるゆとりがない｣

｢実際, DVの患者さんと関わっていないため,重要と思っていない｣

｢開催されている事自体を知らない｣

｢勉強することが多い｡他の研修会(祷療-など)に参加する｡｣

｢研修会があることを知らなかった｣

｢問題に関わる時間的ゆとりがない｣

｢MSWや倫理を専門とする人材に相談すると良い｣

｢DVが身近にないため,実感としてわかない｣

研修が身近な場所で開催されない

研修会に参加する時間がない

日程が合わない

DV問題に興味がない

DV問題は自分とは関係ない

研修会の参加費が高い

その他

50　　100　　150　･ 200

(名)

図31 DV問題に関する研修会に参加しなかった理由
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「病院として支援体制が出来ていなしリ

「現場では要求されるものが多く，そこまで手がまわらない」

「自分に必要とする研修会を優先と考えたJ

「参加する必要性を感じていなしリ

「身近に DVにあった人がいないので，実感がわかない。もし身近にあったらこわいと

は思います。」

rDV被害者に遭遇したことがないためF 研修参加は考えなかったj

rnvについて経験もなく，あまり深く考えたことがありませんでした(興味が無いわけで、

はありません。)J

「他の領域で研修・セミナー参加し，その習得が重要となっているためJ

f研修会の情報が少なbリ

「現段階ではあまり必要性を感じていないj も

「興味が無いわけで、はないが，現在の職場，周囲だはその様な事例を経験していないためJ

「興味はあるが， DVが身近にはなく優先順位は低かったJ

「情報をとるゆとりがないj

「実際， DVの患者さんと関わっていないため，重要と思っていないj

f開催されている事自体を知らないj

「勉強することが多い。他の研修会(祷癒…なのに参加する。J

f研修会があることを知らなかったj

「問題に関わる時間的ゆとりがないj

rMSWや倫理を専門とする人材に相談すると良いJ

rDVが身近にないため，実感としてわかないJ

研惨が身近な場所で開催されない騒

研修会に参加する時間がない

日程が合わないい

44 

41 

DV問題に興味がない勝色紙叫 137 

DV問題は自分とは関係ない伊 8

研惨会の参加費が高いfI2 

その他。 50 100 150 

図31 DV問題に関する研惨会に参加しなかった理由

-59蝿

168 

200 

(名)



Ⅴ-8 (2)今後の研修会参加希望

今後の研究会開催参加希望について, 234名中223名より回答をえる事が出来た｡今後

研修会が開催されれば, ｢参加したい｣と考えている人は109名(46.6%), ｢参加したくな

い｣と考えている人は7名(3.0%), ｢わからない｣と考えている人は107名(45.7%)で

あったo無回答者も11名(4.7%)に上っており,積極的に研修会参加を希望している人は,

全体の半数以下という結果であったo

ロしたい

nしたくない

ロわからない

目名. 4.7%
し旦垂些萱

図32　今後の研修会への参加意志

Ⅴ-4　DV関係の研修会に参加するために必要な事(複数回答可)

DV関係の研修会に参加するために必要な事を全員に聞いた｡その結鼠238名から回答

を得る事が出来たoそのうち｢院内教育の一貫とする｣と回答した人が最も多く, 137名で

あった｡その他の自由回答では,次のような意見を得る事ができた｡

｢DV問題への知識･認識が低いため,研修会参加以前の普及が必要｣

｢研修開催を多くする｣

｢研修参加の意識づけ｣

｢県内で開催してほしい｡出来るだけ日帰りに出来る利便性のあるところ｡｣

｢身近に問題があり,必要性を感じること｣

｢院内の研修会を行なう｣

｢DVそのものに対して,職員全体の意識が低いのでは- (と思われる)｡そこを身近な問

題ととらえないと研修会に参加しやすい環境にしても参加することがないだろう｣

｢身近で開催する案内を多くする(情報不足のため)｣

｢研修ではないのですが, DVにあった患者さんと思われる人に対しての対処法をマニュア

ル化すると良いと思います｡｣

｢DVの方が病院に相談される事はまれだと思います｡国民がどこに相談していいのか解ら

ない状況や個人の問題として自己責任に任せられている認識を考える必要があります｡｣

｢興味があったり,必要としたら自分で参加する｣
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V-3 (2)今後の研修会参加希望

今後の研究会開催参加希望についてI 234名中 223名より回答をえる事が出来た。今後

研修会が開催されればI r参加したしリと考えている人は 109名 (46.6%)， r参加したくな

しリと考えている人は 7名 (3.0%)I rわからなしリと考えている人は 107名 (45.7%)で

あった。無回答者も 11名 (4.7%)に上っており，積極的に研修会参加を希望している人は，

全体の半数以下という結果で、あった白

|固参加したい

|ロ参加したくない|

同わからない | 

11名， 4.7覧
|回無回答 | 

図32 今後の研修会への参加意志

V-4 DV関係の研修会に参加するために必要な事(複数回答可)

DV関係の研修会に参加するために必要な事を全員に聞いた。その結果， 238名から回答

を得る事が出来た。そのうち「院内教育の一貫とするJと回答した人が最も多く， 137名で

あった。その他の自由回答では，次のような意見を得る事ができた。

rnv問題への知識・認識が低いため，研修会参加以前の普及が必要j

f研修開催を多くするJ

「研修参加の意識づけJ

「県内で開催してほしい。出来るだけ日帰りに出来る利便性のあるところ。J

「身近に問題があり，必要性を感じることJ

「院内の研修会を行なう J

rnvそのものに対して，職員全体の意識が低いのでは…(と思われる)。そこを身近な問

題ととらえないと研修会に参加しやすい環境にしても参加することがないだろうJ

「身近で開催する案内を多くする(情報不足のため)J 

「研修ではないのですがI DVにあった患者さんと思われる人に対しての対処法をマニュア

ル化すると良いと思います。J

rnvの方が病院に相談される事はまれだと思います。国民がどこに相談していいのか解ら

ない状況や個人の問題として自己責任に任せられている認識を考える必要があります。」

「興味があったり，必要としたら自分で参加するJ
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｢自主参加で｣

｢DVに興味が持てないと参加しないと思う｣

｢自分の意識｣

｢施設の基本方針の中に盛り込み,意識を高めることが必要｣

｢県の看護協会等のトピックス的な研修会として企画してもらう｣

｢興味のある人,必要と思う人に研修の情報が伝わること｣

｢必要性が感じられるような案内｣

｢身近で開催する｣

｢動機付けをしっかり行なう｣

｢DV対策事例により,身近な問題としてとらえられるようになること｣

｢研修会そのものをもっとアピールして欲しい｣

｢病院内からみた社会対応の限界,私的時間｣

｢研修会を紹介する機会を増やし,研修に参加できる人を増やす｣

｢自由参加だとほんの一部分しか参加されませんo皆がもっと興味をもって自分の事とし

て考えられるように啓蒙活動から始めるようにしたほうが良いと思います｣

｢DVと医療現場でのつながりをもっと大きく取り上げて,皆の関心を引く事をまずしてか

らだと思います｡私自身にとってもあまり身近な問題としてとらえていないので-｣

｢必要とされる人に対してまず,研修会を時間外で実施組織として必要と判断した場合

は年齢別に時間内に院内研修の一環として院外で行なう｣

｢広報しないと知らないことが多い｣

｢もっとアピールが必要である(興味を持てるように)｣

｢他の研修に比べて,情報の提供がほとんどない｣

｢時間外(勤務)｣

｢参加できる範囲内での研修があれば良いと思う｣

｢病気治療･経過でDVにはあまりかかわりない｣

Ⅵ研修会で学びたいと考えている人がDVに関する研修で希望する事

Ⅵ-1研修会で必要だと考える内容(複数回答可)

研修会の内容で必要だと考えるものについて, 264名中257名から回答をえる事が出来

た｡詳細については,図33を参照の事｡最も多かった回答は｢被害者本人-の対応｣ 220

名,次が｢加害者-の対応｣ 155名, ｢関係機関･職種との連携｣ 154名という結果であっ

た｡その他の自由回答では,次のような意見を得る事ができた｡

｢どこが責任をもってDV問題を支援,解決していくのか明確とする｣

｢DV加害者に対して警察や法律がどこまでしてくれるのか又は限度｣
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「自主参加でJ

rDVに興味が持てないと参加しないと思う」

「自分の意識」

「施設の基本方針の中に盛り込み，意識を高めることが必要j

「県の看護協会等のトピックス的な研修会として企画してもらうj

「興味のある人，必要と思う人に研修の情報が伝わることJ

f必要性が感じられるような案内J

「身近で、開催する」

「動機付けをしっかり行なう J

rDV対策事例により，身近な問題としてとらえられるようになることj

「研修会そのものをもっとアピールして欲ししリ

「病院内からみた社会対応の限界，私的時間J

「研修会を紹介する機会を増やし，研修に参加できる人を増やすJ

「自由参加だとほんの一部分しか参加されません。皆がもっと興味をもって自分の事とし

て考えられるように啓蒙活動から始めるようにしたほうが良いと思います」

rDVと医療現場でのつながりをもっと大きく取り上げて，皆の関心を引く事をまずしてか

らだと思います。私自身にとってもあまり身近な問題としてとらえていないので・づ

「必要とされる人に対してまず，研修会を時間外で実施。組織として必要と判断した場合

は年齢別に時間内に院内研修の一環として院外で行なう」

「広報しないと知らないことが多しリ

「もっとアピーノレが必要である(興味を持てるように)J

「他の研修に比べて，情報の提供がほとんどないJ

「時間外(勤務)J 

「参加できる範囲内での研修があれば良いと思うJ

「病気治療・経過で DVにはあまりかかわりなしリ

VI研修会で学びたいと考えている人がDVに関する研修で希望する事

VI-l 研修会で必要だと考える内容(複数回答可)

研修会の内容で必要だと考えるものについて， 264名中 257名から回答をえる事が出来

た。詳細については，図 33を参照の事。最も多かった回答は「被害者本人への対応J220 

名，次が「加害者への対応J155名関係機関・職種との連携J154名という結果で、あっ

た白その他の自由回答では，次のような意見を得る事ができた。

「どこが責任をもって DV問題を支援，解決していくのか明確とする」

rDV加害者に対して警察や法律がどこまでしてくれるのか又は限度」
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故音着本人への対応

加著者への材蕗

チビ小の材拓の仕方

故事音容法への対応の仕方

DV抵塩早期先見の方法

危牡介入の方法

幽俵tB班･札唖との並扶

DV税収先生のメカニズム

DV防止法金地

支捷技術全件(=ついて港外のJL斬f純

良内の七折相性

DVが及ぼす彰甘

研せ参加者との変か什牡交換

組推立替･比丘の′(ックアップ伴tgの件LJ方

蚊尊者の自立支粗の方法

フアシリ千一ション技術

アサーティブコ払=ケ-シヨン

支佳肴白身のメンタル^ル久への封序

文蛙者に封するスーパーバイズ

その他

50　　　　　100　　　　　150　　　　　200　　　　　250

(名)

図34　研修会で必要だと考える内容

Ⅵ-2　研修会開催で希望する事(複数回答可)

研修会開催で希望する事として, 264名中248名から回答を得る事が出来た｡詳細につ

いては,図34を参照の事｡最も多かった回答は｢身近な場所または院内で開催する｣ 158

名,次が｢専門機関と合同で研修会を開催する｣ 127名という結果であった｡その他の自由

回答では,次のような意見を得る事ができた｡

｢研修会参加への意義をアピールする｣

｢支援機関や各施設での取り組み｣

｢マスメディアでもっと大きく取り上げ関心をもってもらう｣

研修会の回数を増やす

身近な場所または院内で陳催する

研修会参加費無料で集施する

様々な医療機蘭が合同で集施する

研修会参加を公的時間内で集施する

専門機関と合同で研修会を嚢施する

スキルトレーニングや参加型研修を実施する

その他

0　　20　　40　　60　　80　100　120　140　160

(名)

図35　研修会開催で希望する事
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被審者本人への対応

加樹への明

子どもへの針応の仕方

銀事者lliiへの射s;t;の仕方
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図34研修会で必要だと考える肉容

VI-2 研修会開催で希望する事(複数回答可)

155 

154 

200 

220 

--v 

250 

(名)

研修会開催で希望する事として， 264名中 248名から回答を得る事が出来た。詳細につ

いては，図 34を参照の事。最も多かった回答は「身近な場所または院内で開催するJ158 

名，次が「専問機関と合同で研修会を開催するJ127名という結果で、あった。その他の自由

回答では，次のような意見を得る事ができた。

「研修会参加への意義をアピー/レするJ

「支援機関や各施設での取り組みj

「マスメディアでもっと大きく取り上げ関心をもってもらうJ

研修会の回数を増やす

身近な場所または院肉で開催する

研修会書加費無料で実施する

様々 な医療機関が合同で実施する

研修会参加を公的時間肉で実施する

専門機関と合同で研修会を実施する

スキルトレーニングや参加型研修を実施する国

その他目。20 40 60 80 100 120 140 160 

(名)

図35研修会開催で希望する事
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Ⅶ, DV問題に対する看護者の役割について

Ⅶ-1,医療機関でDV対策が取られるために,看護の役割はどの様なものがあると考

えますか? :回答率65.2% (n-172 )

医療機関でDV対策が取られるための看護の役割として, ｢支援機関等との連携や報告･

通報｣をあげた人が多かった｡その他, ｢身体的･精神的支援やDV問題の早期発見と対応｣

｢患者-の支援｣といったこれまでも看護師が業務の中で実施してきたものだけではなく,

｢被害者や家族,加害者-の対応｣ ｢環境づくり｣といった,被害者だけではなくその周囲

にまで働きかける事の大切さをあげていた｡

表4　医療機関でDV対策が取られるための看護の役割

カテゴリー 記述内容( :記述数)

患者･支援

者･支援機関

等と連携を

図る

･関連機関,支援機関,関係職種との連携: 15

･患者,事務との連携

･他機関との連携を行い,患者に対する支援

･被害者本人との関わりが大切であり,関係機関,職種との連携をとりながら

行なっていくことが必要

･必要に応じて関係機関-つなぐ: 2

･警察やシェルター等との連携

･業務の中で立ち入った内容を知りうる立場にあるので,専門機関-の足がか

りとなるよう連携を持つ

･DVによる症状であることを判断し,程度により対応機関やMSWなどに連

携を取る

･対応の方法のスキルを習得し,関係機関-速やかに連携する: 2

･受診時や入院時にソーシャルワーカー等と連携を取る.入院中の対応や今後

の事等について対策を講ずる

･おかしいと思った時の家族間のかかわり(関係)について情報収集し,対応

策をチームで考える.看護としては情報収集の段階から,他職員と連携し関

わることが重要だと思います

･被害者の発見,支援策の提示,他機関との連携

･DV問題は,長期的な関わりと,相手がいる事なので,外来や入院中で出来

る事は,状況の把握と他機関の連携がスムーズに出来て,地域に戻れること

･救急外来で対応する可能性が高いと思われる関係機関との連携について対応

できるようにしておく

･主治医や診療医との連携

･他職種とのコーディネート
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Vll. DV問題に対する看護者の役割について

Vll-1.医療機関でDV対策が取られるために，看護の役割はどの様なものがあると考

えますか?:回答率 65.2% (n = 172 ) 

医療機関でDV対策が取られるための看護の役割として， r支援機関等との連携や報告・

通報」をあげた人が多かった。その他)r身体的・精神的支援やDV問題の早期発見と対応J

「患者への支援Jといったこれまで、も看護師が業務の中で実施してきたものだけではなく，

「被害者や家族，加害者への対応Jr環境づくりJといった，被害者だけではなくその周囲

にまで働きかける事の大切さをあげていた。

表 4 医療機関で DV対策が取られるための看護の役割

カテゴリー| 記述内容(:記述数)

患者・支援|・関連機関，支援機関，関係職種との連携:15 

者・支援機関 1 ・患者，事務との連携

等と連携を|・他機関との連携を行い，患者に対する支援

図る |・被害者本人との関わりが大切であり，関係機関，職種との連携をとりながら

行なっていくことが必要

・必要に応じて関係機関へつなぐ :2

.警察やシェノレター等との連携

-業務の中で立ち入った内容を知りうる立場にあるので，専門機関への足がか

りとなるよう連携を持つ

'DVによる症状であることを判断し，程度により対応機関やMSWなどに連

携を取る

・対応の方法のスキノレを習得し，関係機関へ速やかに連携する :2

-受診時や入院時にソーシヤノレワーカ一等と連携を取る.入院中の対応や今後

の事等について対策を講ずる

・おかしいと思った時の家族問のかかわり(関係)について情報収集し，対応

策をチームで考える.看護としては情報収集の段階から，他職員と連携し関

わることが重要だと思います

・被害者の発見，支援策の提示，他機関との連携

・DV問題は，長期的な関わりと，相手がいる事なので，外来や入院中で出来

る事は，状況の把握と他機関の連携がスムーズに出来て，地域に戻れること

・救急外来で対応する可能性が高いと思われる関係機関との連携について対応

できるようにしておく

・主治医や診療医との連携

.他職種とのコーディネート
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･DVではないか-と気づくこと,カウンセリング能力もしく札カウンセラ 

-へのコンタクトが取れる,受け皿がないか,行政システムを理解した上で 

関連施設とのコンタクトを取れる 

支援機関等 啜Eh/�Jﾘﾊ�+X+ﾘ.rﾈ-ﾈ+ﾘ+ｸ,ﾈ�)Eﾉ�ｸ*ｨｺﾘ*ﾘｫH+h.x.ｨ+ﾘ.y�ﾈ.(*�,兩�ﾙ�+x.亳��

に報告.通報 冖�*ｨ*�.�,hﾖﾈ*h.��

する 唸�)Eﾉ�ｸ*ｨｵ�.ﾘ.ｨ+ﾘ鳧,痛_�ﾙ���c9(Rﾒ�+x.�+�,b�

･DVを発見した場合,専門機関-の通報(必要と考えています) 

･通報機能の説明と徹底 

コミュニケ 唸5(7�8X6ｨ5��ｸ5h8x92�

-シヨンを 唸ｫ8�"ﾈ彿��,h.h*ﾘ5(7�8X6ｨ5��ｸ5h8x98/�,h.なｵ�.ﾘ+X*(鳧,�,ﾘ6��ｸ5�,ﾂ�

はかる 兩ｸ*�.y�ｨ*�*��陌�/�+x.��

･関係者とのコミュニケーション 

･精神的,身体的相互において話しやすい状態である象子供及びDV対象者 

以外の家族とコミュニケーションをとる 

･入院時.受診時DV被害が疑われる場合には,話をしてみる 

･看護が出来る事として札決定的な事はないと思いますが,話を聞かせても 

らい,思いを表出していただけるような働きがけ 

身体的.精神 唸8�985�8ｲﾘ8ｸ5ぺ,ﾉ�陌罐B�

的支援 唸8�985�8ｹ4�,�5H7ﾈ�ｸ6y<�,價ﾘﾊ�+ﾈﾎ8,ﾉN(�(Rﾘ,ﾉ�陌�,h輾鹵�

･被害者本人,家族-の精神的,身体的ケア 

･精神的ケア援助,精神的支援:7 

･本人の心と身体を守る 

･対象者とその家族の精神的支援が出来る 

･身件的外傷や心的外傷に対するケア 

･心理的側面-の関わり入院された場合,身近にいるナースが心身両面で自立 

の促進(できるように支援する).回復過程が促進できるように支援する 

･被害者本人に精神面等において支援してゆく,中間に入り連携をとる 

･精神的苦痛の緩和 

･DVに関する知識が十分でないため,看護の役割を答えることは出来ないが, 

今いえる事は精神的なケアが出来るのではないかということである 

･MSW,Drとの連携を取りながら,患者の精神的援助をする 

･心身の傷を癒せるように努める事 

･(DVを発見した場合)精神的援助など必要と考えています 

･身近に事例が無く,看護職の役割を考える機会が無いが,被害者も加害者も 

心に大きな問題があると考え,接していかなくてはならないと思う 

状態の把握 啜Eh,ﾈﾋｸ�9F8環�
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'DVではないか…と気づくこと，カウンセリング能力もしくは，カウンセラ

}へのコンタクトが取れる，受け皿がないか，行政システムを理解した上で

関連施設とのコンタクトを取れる

支援機関等|・ DVを発見したら，またその可能性が強く感じられたら速やかに報告する義

に報告・通報! 務があると考える

する |・可能性が疑われた時に，報告(第 3者へ)すること

'DVを発見した場合，専問機関への通報(必要と考えています)

.通報機能の説明と徹底

コミュニケ|・コミュニケーション

ーションを I・患者，家族とよくコミュニケーションをとり，疑わしい時にはナースの

はかる | 方から声かけ対応をする

身体的・精神

的支援

-関係者とのコミュニケーション

・精神的，身体的相互において話しやすい状態である事.子供及びDV対象者

以外の家族とコミュニケーションをとる

・入院時・受診時DV被害が疑われる場合には，話をしてみる

・看護が出来る事としては，決定的な事はないと思いますが，話を聞かせても

らい，思いを表出していただけるような働きがけ

・メンタルヘルスへの対応 :4

-メンタル的なサポート，特に発見直後の被害者への対応と指示

・被害者本人，家族への精神的，身体的ケア

・精神的ケア援助，精神的支援:7 

・本人の心と身体を守る

-対象者とその家族の精神的支援が出来る

.身体的外傷や心的外傷に対するケア

・心理的側面への関わり入院された場合，身近にいるナースが心身両面で自立

の促進(できるように支援する).回復過程が促進できるように支援する

・被害者本人に精神面等において支援してゆく，中間に入り連携をとる

・精神的苦痛の緩和

.DVに関する知識が十分でないため，看護の役割を答えることは出来ないが，

今いえる事は精神的なケアが出来るのではないかということである

* MSW， Drとの連携を取りながら，患者の精神的援助をする

・心身の傷を癒せるように努める事

・(DVを発見した場合)精神的援助など必要と考えています

・身近に事例が無く，看護職の役割を考える機会が無いが，被害者も加害者も

心に大きな問題があると考え，接していかなくてはならないと思う

状態の把握 |・ DVの現状把握
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･被害者の実態の把握 

･事例を把握し,対策の必要性について上申していく 

･自分の病院におけるDV問題の調査(現状把握) 

問題の早期 啜Ein)��,ﾉ��ｯｩJﾘﾊ謄�R�

発見 啜Eh,ﾉ��ｯｩJﾘﾊ�,i,ｩ_��

･身体的症状からDVを早期発見し,相談する 

･受診する患者を早期発見すること 

･問題早期発見と対応 

･外来受診時の早期発見 

･早期発見の為,観察技術を高めて被害者が心をオープンにできるよう関わる 

こと,その後の支援者として関わる 

･早期発見し,発見したら報告できるシステムがないと行動につながらない. 

早期に発見することが看護職の役割でしょうか, 

･早期発見DVを受けた人の身体的だけではなく精神的ダメージがどの様な 

ものがあるか理解して,発見出来るようになるとよい 

･早期発見と対応など啓蒙活動の実施 

問題の発見 唸6�488ｨ5�4�,ﾉJﾘﾊ�,iuﾉf��鞜B�

と予防 唸ｷ霍ﾘ､��9�,X,ﾊ$Eh,X*�.�9Jﾘﾊ嫡EiJﾘﾊ著�8�/�ﾘ(-�.��

知識を獲得 啜Eh,ﾉyﾘ��,i�陌�,�,(*(,Hｧx�+x.��

する 啜Eh,���+x.�&ﾘ�/��ｸ-�.�+�,c｣2�

･被害者本人-の対応の仕方を学び,正確な対応 

･研修等を受け,支援の方法等知識を得て患者に提供する 

･被害者本人の認識不足に対しての指導 

･DVに関する知識,(DVに関する)情報の頚得:2 

･DV問題について,まず知識を得ることからはじまると思います, 

･発見時の対処法について習得しておくことや法的知識について習得しておく 

･法的責務,理解のための教育 

･きちんとアドバイスができるように事前学習とネットワークづくり 

･精神面,身体面の両方をケア出来る知識や技術を習得し患者に提供していく 

･連携システムや法令を学び,DV患者が来院した時,すぐ他部門と連絡が出 

莱,対応する 

･DV早期発見のための知識 

･法律を知る.法律を知り活用する. 

･患者-の介入の方法,技術をマスターする 

･身近な事例をもとに学習会を積極的におこなっていく 

･知識を持つ事.対応の仕方を学ぶこと,技術として 
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-被害者の実態の把握

・事例を把握し，対策の必要性について上申していく

・自分の病院における DV問題の調査(現状把握)

問題の早期|・ DV問題の早期発見:15 

発見 |・ DVの早期発見と通報

・身体的症状から DVを早期発見し，相談する

.受診する患者を早期発見すること

-問題早期発見と対応

-外来受診時の早期発見

・早期発見の為，観察技術を高めて被害者が心をオープンにできるよう関わる

こと，その後の支援者として関わる

・早期発見し，発見したら報告できるシステムがないと行動につながらない.

早期に発見することが看護職の役割でしょうか.

・早期発見.DVを受けた人の身体的だけではなく精神的ダメージがどの様な

ものがあるか理解して，発見出来るようになるとよい

・早期発見と対応など啓蒙活動の実施

問題の発見|・ハイリスクの発見と予防対策

と予防 I -救急外来等での rDVであるj発見， (DV発見)意識を高める

知識を獲得|・ DVの理解と対応について学習する

する |・ DVに対する知識を深めるとと:3 

・被害者本人への対応の仕方を学び，正確な対応

・研修等を受け，支援の方法等知識を得て患者に提供する

.被害者本人の認識不足に対しての指導

• DVに関する知識， (DVに関する)情報の獲得 :2

・ DV問題について，まず知識を得ることからはじまると思います.

・発見時の対処法について習得しておくことや法的知識について習得しておく

・法的責務，理解のための教育

・きちんとアドバイスができるように事前学習とネットワークづくり

・精神面，身体面の両方をケア出来る知識や技術を習得し患者に提供していく

・連携システムや法令を学び， DV患者が来院した時，すぐ他部門と連絡が出

来，対応する

-DV早期発見のための知識

-法律を知る.法律を知り活用する.

・患者への介入の方法，技術をマスターする

.身近な事例をもとに学習会を積極的におこなっていく

・知識を持つ事.対応の仕方を学ぶこと，技術として
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･DV問題を知る.DV対策とはどんなものか知る 

･DVについて知識を深め,制度や対応策の基本的考え方を的確に把握し,対 

象者の対応,相談支援 

t法的に被害者をどの様に保護出来るかを知って対応する必要有り. 

･DVに対する情報(特に子どもなど)を一番キャッチしやすい職種なので, 

まず各自知識アップに努める必要がある. 

･看護協会等の研修会で取り上げて学習していく事が大事. 

･最近の知識を習得する.組織の確立(安全に対応できる様に) 

･関係機関との連絡方法を知り,すみやかに対応出来ること 

･DV問題に対する正しい理解をする 

･被害者の対応が出来るような人間育成 

･どのようなDVが存在しているかを知る.診療や看護ケア場面で早期発見 

する観察力を養う. 

･研修参加とその伝達.対策の策定に参加し,積極的な意見を述べる 

･DV問題に関する認識の普及 

･院内で研修会などを開催し,共通の認識を持つことから始める必要がある 

情報の提供 唸�饑�/�ｹ�辷�,ﾈｴ�ｭh,�,x,ﾂ謄b�

と獲得 唳Nﾘ･�,ﾈ���H,�,(*(,H,ﾈ�饑�/�ｹ��

･情報をえること:2 

･被害を受けていると思われるときの情報収集,情報の共有 

･患者と常に按しているのは看護職なので,情報の早期収集と報告,調整 

･早期情報収集,家族とのコミュニケーション,院内-の発信 

･DVに対しての知識,情報の提供,他機関とのバイパス 

･どの様なサポート体制があるか等の情報の提供と介入. 

安心と安全 唳����4�,�.�?y�ﾉ4�,�.���D�,ﾉ�8*ｨ.�,H.�.h*H,�+X,�.x,�*�.ｨ,�,�.x,�*"�

を図る 唳Nﾘ･��(,ﾈ���3｣2�

･患者と家族の身の安全の確保 

守りと予防 啜Eh/��8*�,H*(.��ﾈ,��鞜H,ﾈ郊,ﾈ詹&�/���k�+RﾉNﾘ･��(/�荿.��

･被害者の生きる権利を守る,予防 

･再発予防 

被害者や家 唳Nﾘ･��"ﾘ,ﾈ���

族,加害者- 啌姐霍ﾙV���,�,ﾈ,R儂ﾘ･��"ﾘ,ﾈ樣?ﾈ."姐霍ﾙV���,�,ﾈ,YNﾘ･��"ﾘ,ﾂ��陌饑ｲ�

の対応 囘�,�,(*(,Bﾈ-ﾈ+ﾘ+ｸ,ﾈ彿��ﾘ,ﾉ�陌��

･当院では小児のDVに対して積極的な対応をとっています.救急外来での間 

診にDVを考える場合の用紙を作成し.情報を収集して予防策をとっている 

･被害者や加害者,家族-の対応を知る 
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.nv問題を知る.nv対策とはどんなものか知る

.nvについて知識を深め，制度や対応策の基本的考え方を的確に把握し，対

象者の対応，相談支援

・法的に被害者をどの様に保護出来るかを知って対応する必要有り.

.nvに対する情報(特に子どもなど)を一番キャッチしやすい職種なので，

まず各自知識アップに努める必要がある.

・看護協会等の研修会で取り上げて学習していく事が大事.

・最近の知識を習得する.組織の確立(安全に対応できる様に)

・関係機関との連絡方法を知り，すみやかに対応出来ること

.nv問題に対する正しい理解をする

-被害者の対応が出来るような人間育成

・どのようなnvが存在しているかを知る.診療や看護ケア場面で早期発見

する観察力を養う.

・研修参加とその伝達.対策の策定に参加し，積極的な意見を述べる

.nv問題に関する認識の普及

・院内で研修会などを開催し，共通の認識を持つことから始める必要がある

情報の提供|・情報提供(支援の機関などの): 6 

と獲得 |・被害の実態についての情報提供

・情報をえること:2 

・被害を受けていると思われるときの情報収集，情報の共有

・息者と常に接しているのは看護職なので，情報の早期収集と報告，調整

・早期情報収集，家族とのコミュニケーション，院内への発信

・DVに対しての知識，情報の提供，他機関とのバイパス

・どの様なサポ}ト体制があるか等の情報の提供と介入.

安心と安全|・精神的にも肉体的にも安念の心がもてるようにしならなければならない

を図る I ・被害者の安全:3 

・患者と家族の身の安全の確保

守りと予防 |・ DVを受けている人に対策の為の手段を説明し，被害者を守る

・被害者の生きる権利を守る，予防

・再発予防

被害者や家|・被害者への援助

族，加害者へ|・(救急病院なので)被害者への介入や(救急病院なので被害者への)対応方

の対応 l 法について，またその家族への対応

・当院では小児の DVに対して積極的な対応をとっていますe 救急外来での問

診に DVを考える場合の用紙を作成し，情報を収集して予防策をとっている

・被害者や加害者，家族への対応を知る
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･被害者,加事者-の関わり 

･人間関係専門的関わりや社会的支援専門的関わり,自立-の支援等専門的関 

わりが必要.個々の役割と運用については明確にしていく必要がある 

･DV疑いを見極める視点,被害者本人や家族-の対応 

･被害者の訴えを受け止めること 

連絡と調整 唳�h��鳧,ﾈ櫁��7h8�486�5h�ｸ/�荿.帝�(+X.(+x*(ｬ(ｺｸ,i[X鈷ｴ8ﾞﾈ.ｒﾉ]ｸﾉ"�

を行なう ���,ﾉ��xﾒ�+)�篳+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾉ�ｩnXｴ�ｭbﾘ,ﾉ��xﾒ�+)���

･MSWや専門機関-の連絡 

･観察と報告,専門家-の連絡 

･身体的外傷の原因をさぐり,警察や福祉事務所と連絡をとる 

･関係者間の調整機能,DV廃生時の危機介入,DVを疑う時の当事者-の対 

応.当事者間の調整.問題を表出させる技術 

･当院は入院患者様に対しての看護を行なっている病院です,直接的な関わり 

は,DV被害者が入院した時に看護をするのと患者と家族間調整が主になる 

と考えられます 

･各部門の調整 

･治療を受けるための調整と社会復帰対策 

支援の実施 唸齷zx辷腕�

･患者支援(具体的には思いつかない) 

･被害者の支援(話をきくこと),一緒に対策を考える 

･被害者が安心して打ち明けることができる体制づくり 

･しっかりと対象者を支援できるチームの一員となること 

･被害者の保護,支援ネットワーク作り 

･退院に向けての支援 

･被事者の声を聞き支援する,疾病等の治療後,再び帰る場所での再発防止を 

関係機関と連携を取って支援する 

･支援の整備 

システム作 啜Ein)��*ｩ�h+h+ﾘ.x*ｸ+�/�,i_�ﾙ�+x.�5h5�6X8�/�ﾞﾈ.に_�ﾙ�/�+x.��

りを行なう 唸ﾚ(,�,H*(.倬h/�巉,X.�ﾋ�*h.豫(ｺｸ,X*�.倬bﾉW9k�,磯h/�ｻ8支+X,H.�.x*h.�5b�

ステムを作る 

･発見したとき速やかに対応するシステム作り 

･DVの被害を受けている患者さんに対して,タイムリーに対応できる様な院 

内のシステム作りを呼びかける 

･現状について報告奨励を提出するシステムを円滑に行なえるようにする 

環境づくり 唸ｫ8�(*ｩ�(+8.ｨ.豫(ｺｲ�

･患者を守れる環境を作る,危機介入の方法を理解し対応する 
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-被害者，加害者八の関わり

・人間関係専門的関わりや社会的支援専門的関わり，自立への支援等専門的関

わりが必要.個々の役割と運用については明確にしていく必要がある

.DV疑いを見極める視点，被害者本人や家族への対応

-被害者の訴えを受け止めること

連絡と調整|・診察時の介助(プライバシーを守る.話しやすい環境と雰閤気作り)，保健

を行なう | 師への連絡・調整，その他の専門機関への連絡・調整

.MSWや専門機関への連絡

・観察と報告，専門家への連絡

・身体的外傷の原因をさぐり，警察や福祉事務所と連絡をとる

-関係者間の調整機能， DV発生時の危機介入， DVを疑う時の当事者への対

応.当事者間の調整.問題を表出させる技術

・当院は入院患者様に対しての看護を行なっている病院です.直接的な関わり

は， DV被害者が入院した時に看護をするのと患者と家族問調整が主になる

と考えられます

・各部門の調整

・治療を受けるための調整と社会復帰対策

支援の実施 I ・自立支援

システム作

りを行なう

・患者支援(具体的には思いつかない)

・被害者の支援(話をきくこと))一緒に対策を考える

・被害者が安心して打ち明けることができる体制づくり

・しっかりと対象者を支援できるチームの一員となること

・被害者の保護，支援ネットワーク作り

・退院に向けての支援

-被害者の芦を聞き支援する，疾病等の治療後，再び帰る場所での再発防止を

関係機関と連携を取って支援する

・支援の整備

・DV問題が生じたらきちんと報告するシステムを作り，報告をする

・困っている事を何でも言える環境である事，不明な事を教育してもらえるシ

ステムを作る

・発見したとき速やかに対応するシステム作り

• DVの被害を受けている患者さんに対して，タイムリーに対応できる様な院

内のシステム作りを呼びかける

-現状について報告奨励を提出するシステムを円滑に行なえるようにする

環境づくり |・患者が話される環境

・患者を守れる環境を作る，危機介入の方法を理解し対応する
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･DVの現状理解し,患者に精神的安楽な環境を提供する 

･常に相談を受けやすい状況を作る,職場内に相談者や相談室が常設される 

･安定した環境で見守る 

窓口を設置 唳�ｩ&ｸ�,ﾉ�ﾙ'R�

する 唳��*h.(+x*)�ｸﾏｸ,�,�.�+�,b�

･被害者本人家族のDV問題に対する気軽に相談できる窓口開設-の働きがけ 

体制の整備 啜ﾕ5x,hｺi|ﾙ�ﾉ�x/�,(*ﾘ.��

･話を聞けるような体制作り,いつでも,どの様なときでもすぐ対応できるよ 

うな人的配置 

･医療機関では,チームで動くことが必要なので看護師もチームの一員となり 

活動すること 

･医療機関内で対策チームを作り,そのメンバーとなって活動.特に患者の直 

按的ケアを担当する 

紹介する 唸ｭhﾅxｴ�ｭh,ﾈ��樞�

･相談窓口を教えること 

･組織化はされているが,被害者-の対応,被害者-の支えになる事 

専門的なことは専門の機関を紹介する 

傍聴する 唳��*h/�eI*�+x.帝E�-ﾘ/�{ｹ*�+x.��

･相手の話を十分聞く 

･DVについての理解,傾聴 

･被害者が真実を話せること,本人が何を望むかを聞く事 

相談機能 唳Nﾘ･��(,���+X,Bﾄﾕ5x,�,x/���櫁+Rﾉ�ｩ&ｸ,�,ﾈ.��

･MSW-の相談 

･被害者の相談相手 

･来院患者の状況を綿密に観察できる,来院患者の発言.相談にのる. 

被害者に直接按することが出来る 

･まず｢あやしい｣と感じたら相談するということ 

･患者の打撲等の発見患者とのコミュニケーションの中でDVの疑いがあれ 

ば相談にのり,適切な関係機関,職種-相談する 

･相談業務,コーディネート業務 

･患者との一部相談 

･相談機能 

プライバシー 唸7h8�486�5h�ｸ,ﾉ]ｸﾎﾃ｣"�

の厳守 唳N冕xﾋX繒ﾈｫ8�(,ﾈ4�6�7ﾈ4ｨ5h�ｸ,X*�.�+�,b�

･加害者から守る,個人情報保護法の厳守 

その他 唸.ﾘ*�.x,�*#｣R�
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.nvの現状理解し，患者に精神的安楽な潔境を提供する

-常に相談を受けやすい状況を作る，職場内に相談者や相談室が常設される

-安定した環境で見守る

窓口を設置 -相談室の設置

する -訴えやすい窓口になること

-被害者本人家族の DV問題に対する気軽に相談できる窓口開設への働きがけ

体制の整備 .MSWと協力体制をつくる

-話を開けるような体制作り，いつでも，どの様なときでもすぐ対応できるよ

うな人的配置

-医療機関では，チームで動くことが必要なので看護師もチ}ムの一員となり

活動すること

-医療機関内で対策チームを作り，そのメンバーとなって活動.特に患者の直

接的ケアを担当する

紹介する -関係機関の紹介

-相談窓口を教えること

-組織化はされているが，被害者への対応，被害者への支えになる事

専門的なことは専門の機関を紹介する

傾聴する -訴えを傾聴する.悩みを傾聴する

-相手の話を十分間く

.DVについての理解，傾聴

-被害者が真実を話せること 本人が何を望むかを聞く事

相談機能 -被害者に対して， MSWなどを紹介し，相談にのる

"MSWへの相談

-被害者の相談相手

-来院患者の状況を綿密に観察できる，来院愚者の発言・相談にのる

被害者に直接接することが出来る

-まず「あやしいJと感じたら相談するということ

-愚者の打撲等の発見.患者とのコミュニケーションの中でnvの疑いがあれ

ば相談にのり，適切な関係機関，職種へ相談する

-相談業務，コーディネ}ト業務

-息者との一部相談

-相談機能

プライバシー -プライパシ}の保護 :2

の厳守 -秘密厳守，患者のアドボカシ}であること

-加害者から守る，個人情報保護法の厳守

;その他 -わからない :5
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･当事者間のデリケートな問題であるためにその後のfo11owまでに対応が 

可能ではないので実質どこまで関りを持っていくべきか悩みます 

･DVに関する認識はまだまだ低いと感じます..私個人として二医療機関の中 

でどの様な取り組みが出来るのか?まだまだ初期の段階の様な気がします 

･現在特に考えていない 

･看護職にとってまだ身近に感じられない 

･患者との対応チームで実践.職員間(医師)での言葉の暴力について看護職 

全体が困っている,情報の伝達役をし,改善を求める 

･知っているのに見過ごしてしまう 

無回答 冖8��9｣｣�"�
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-当事者間のデリケートな問題であるためにその後の followまでに対応が

可能ではないので実質どこまで関りを持っていくべきか悩みます

• DVに関する認識はまだまだ低いと感じます.私個人として，医療機関の中

でどの様な取り組みが出来るのか?まだまだ初期の段階の様な気がします

.現在特に考えていない

・看護職にとってまだ身近に感じられない

・患者との対応チームで実践.職員間(医師)での言葉の暴力について看護職

全体が困っている.情報の伝達役をし，改善を求める

・知っているのに見過ごしてしまう

無回答 |無回答:92 
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Ⅶ-2. DV被害者に対して,看護職が出来る事はどの様な事があると考えますか?

:回答率65.9% (a-174)

DV被害者に対して看護職が出来る事として調査対象者の多くは,被害者への｢ケア･

サポートの実施｣や｢受容･傾聴･共感｣といった精神面に対しての支援, ｢情報の提供ま

たは関係機関-の紹介｣, ｢情報収集と連携｣, ｢支援者や支援機関との連絡･調整｣といっ

た被害者を専門支援機関につなげる役割をあげていた｡その他｢本人･家族への直接的支

援｣といった家族を含めた支援の必要性を述べていた｡

表5　DV被害者に対して,看護職が出来る事

カテゴリー 記述内容( :記述数)

ケア･サポー

トの実施

･話をよく聞き,精神的･身体的に安楽に過ごせるよう援助する

･精神的安静

･精神的(心)ケア:8

･カウンセリング:2

･被害者の精神的支援,援助: 7

･心身の傷を癒せるように努める事

･精神的フォロー,サポート:10

･ (被害者の)メンタル-ルスケア:2

･精神的苦痛の緩和

･カタルシス

･カウンセリング的役割を担う

･24時間患者と関わり易いため,心のケアは出来るようにしたい

･自尊心の保護が必要

･精神面での不安,心身の苦痛の軽減,精神面における自立の促進

･関係機関との連絡をとり,精神面のフォローをする:2

･通報する勇気のための精神的支援

･精神的支援,相談を受けること:2

･本人-の精神的支え

･心の痛みの看護

･つらい気持ちの表出

･身体的被害に対する対症治療

･被害者本人-の対応(メンタル-ルスの部分)

･心理的配慮

･貴女を守る立場であり安心感を与え,精神的にサポートする

･不安･恐怖の軽減

･精神･身体のケアだと思うが,十分なプライバシーの保護が必要
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VH-2. DV被害者に対して，看護職が出来る事はどの様な事があると考えますか?

:回答率65.9%(n =174) 

DV被害者に対して看護職が出来る事として調査対象者の多くは，被害者への「ケア・

サボ}トの実施Jや f受容・傾聴・共感Jといった精神面に対しての支援t r情報の提供ま

たは関係機関への紹介J，r情報収集と連携Jt r支援者や支援機関との連絡・調整Jといっ

た被害者を専門支援機関につなげる役割をあげていた。その他「本人・家族への直接的支

援Jといった家族を含めた支援の必要性を述べていた。

カテゴリ}

表 5 DV被害者に対して，看護職が出来る事

記述内容(:記述数)

ケア・サボ--1・話をよく聞き，精神的・身体的に安楽に過ごせるよう援助する

トの実施 |・精神的安静

-精神的(心)ケア :8

.カウンセリング :2

・被害者の精神的支援，援助 :7

・心身の傷を癒せるように努める事

・精神的フォロー，サポート:10 

・(被害者の)メンタルヘルスケア :2

.精神的苦痛の緩和

-カタ/レシス

・カウンセリング的役割を担う

• 24時間患者と関わり易いため，心のケアは出来るようにしたい

.自尊心の保護が必要

・精神面での不安，心身の苦痛の軽減，精神面における自立の促進

・関係機関との連絡をとり，精神面のフォローをする:2 

・通報する勇気のための精神的支援

-精神的支援，相談を受けること :2

.本人への精神的支え

.心の痛みの看護

・つらい気持ちの表出

・身体的被害に対する対症治療

・被害者本人への対応(メンタノレヘノレスの部分)

.心理的配慮、

・貴女を守る立場であり安心感を与え，精神的にサボ}トする

.不安・恐怖の軽減

・精神・身体のケアだと思うが，十分なプライバシーの保護が必要
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･身体的ケア,援助:4 

･身体的フォロー:2 

･精神的,身体的,社会的サポートが出来る 

･身体的外傷の処置,ケア,観察 

･精神的,身体的な保護 

支援者や支 唳�ｩnXｴ�ｭh,h,ﾉ��xﾒ�+)���

接機関との 唸ｭhﾅxｴ�ｭh,h,ﾉ��xﾒﾉ+)�罐2�

連絡.調整 唳��xﾙ+)�罐"�

･退院後に行く場所をMSWや警察関連機関,(退院後の)対策をMSWや警察 

関連機関と検討 

･精神的安定を得るためbrと連携して対応すること 

･DV被害者を支援する関係機関 

･必要な機関等と適切な支援機関に連絡をとる事は出来る 

･関係機関,医療従事者,受け入れ施設との調整 

･退院調整(関係機関) 

･必要な部署-の連絡 

･警察-の通報(Drから) 

･被害者を通報できる 

･一時通報 

･話を充分に聞き(通報が必要か否かは不明でも)通報をする 

情報収集と 唸�饑�/���+Rﾈﾚ�ﾎ8,ﾈ辷�,�,(,�+�.謄2�

連携 唳�(/�[x*ｲﾉTｹwh,斡�ｭb霄i|ﾘ�(/���櫁+x.��

･専門機関との連携 

･被害者となり医療機関にくる前に早期発見し,予防できるよう地域との連携 

･他部門と連携していくこと 

･本人の了解を得て問題解決のための関係機関との連携をはかること 

･関係機関,支援関連施設との連携:4 

･他の医療職,行政,民間団体との架け橋 

･関連機関,関連職種との連携 

･話を聞き,他の支援機関につなぐ 

･MSWとの連携 

･関係部署との連携を知る 

･話せるようになるまで見守り,ソーシャルワーカー等との連携 

･地域との連携 

･支援ネットワークとの連携,紹介:2 

･現在は心理療法士やSW,医師と連携し,情報交換を行なっています 
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-身体的ケア，援助 :4

.身体的フォロー :2

・精神的，身体的，社会的サポートが出来る

・身体的外傷の処置，ケア，観察

・精神的，身体的な保護

支援者や支|・専門機関との連絡・調整

援機関との|・関係機関との連絡，調整:3 

連絡・調整 |・連絡調整 :2

情報収集と

連携

・退院後に行く場所をMSWや警察関連機関， (退院後の)対策を MSWや警察

関連機関と検討

・精神的安定を得るため Drと連携して対応すること

• DV被害者を支援する関係機関

・必要な機関等と適切な支援機関に連絡をとる事は出来る

・関係機関，医療従事者，受け入れ施設との調整

・退院調整(関係機関)

・必要な部署への連絡

・警察への通報 (Drから)

.被害者を通報できる

.一時通報

・話を充分に聞き(通報が必要か否かは不明でも)通報をする

・情報を収集し，今後の支援につなげる :3

・話を聞き，必要な機関・協力者を紹介する

-専門機関との連携

・被害者となり医療機関にくる前に早期発見し，予防できるよう地域との連携

.他部門と連携していくこと

・本人の了解を得て問題解決のための関係機関との連携をはかること

・関係機関，支援関連施設との連携 :4

・他の医療職，行政，民間団体との架け橋

・関連機関，関連職種との連携

・話を聞き，他の支援機関につなぐ

.MSWとの連携

・関係部署との連携を知る

・話せるようになるまで見守り，ソーシヤルワーカー等との連携

.地域との連携

・支援ネットワークとの逮携，紹介 :2

・現在は心理療法士やSW，医師と連携し，情報交換を行なっています
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･患者を取り巻く衆境で解決しなければならない問題を分析し,解決･支援出来

るよう関係機関と連携をとる

･サポート体制等を伝える事が出来るように情報を集めておき,連携が取れる様

にする

･適切な医療機関や適切な行政サービスにつなぐ

･関係機関,職種と連携し支援していく

･疾病等の治療乱再び帰る場所での再発防止を関係機関と連携を取って支援

･関係機関とのパイプ役

･専門的な支援組織と連携を取って,被害者の具体的なサポートの導入を行なう

･具体的な行政サービスや支援(体制)機関と連携を取る

･被害者本人や子ども-の知応の仕泉危機介入の方法等を学習した上で,他職

種や関係機関との連携を図る

･患者様から得られた情報の提供

情報の提供

または関係

機関-の紹

介

･情報提供:3

･支援機関の情報提供

･専門家I支援専門機関の紹介をする: 2

･相談窓口の紹介:2

･話を聞き,援助できる

･専門分野へ紹介する

･社会資源や専門機関の紹介など

･自立に向けて専門家の紹介

･関係機関の紹介: 4

･必要機関への紹介

･支援機関の紹介

･傾聴し,公的機関の活用方法の説明をする

･被害者の自立-向けた支援等の情報提供

･退院後の生活に関する情報提供

･カウンセラーや専門家への紹介

･話を聞いたり,支援等の情報の提供

･治療後のバックアップ体制についての情報提供

･情報提供や話を聞く

･関係機関への情報提供

･支援センター等被害者支援窓口の紹介

･適切な職種や機関を紹介すること

･被害者にDVに関する社会資源の情報提供

･支援ネットワーク等への紹介
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-愚者を取り巻く環境で解決しなければならない問題を分析し，解決・支援出来

るよう関係機関と連携をとる

-サポート体制等を伝える事が出来るように情報を集めておき，連携が取れる様

にする

-適切な医療機関や適切な行政サービスにつなぐ

-関係機関，職種と連携し支援していく

-疾病等の治療後，再び帰る場所での再発防止を関係機関と連携を取って支援

-関係機関とのパイプ役

-専門的な支援組織と連携を取って，被害者の具体的なサボ}トの導入を行なう

-具体的な行政サ}ピスや支援(体制)機関と連携を取る

-被害者本人や子どもへの対応の仕方，危機介入の方法等を学習した上で，他職

種や関係機関との連携を図る

-患者様から得られた情報の提供

情報の提供 -情報提供 :3

または関係 -支援機関の情報提供

機関への紹 -専門家，支接専門機関の紹介をする :2

介 -相談窓口の紹介 :2

-話を聞き，援助できる

-専門分野へ紹介する

-社会資源や専門機関の紹介など

-自立に向けて専門家の紹介

-関係機関の紹介 :4

-必要機関への紹介

-支援機関の紹介

-傾聴し，公的機関の活用方法の説明をする

-被害者の自立へ向けた支援等の情報提供

-退院後の生活に関する情報提供

-カウンセラーや専門家への紹介

-話を聞いたり，支緩等の情報の提供

-治療後のバックアップ体制についての情報提供

-情報提供や話を聞く

-関係機関への情報提供

-支援センタ}等被害者支援窓口の紹介

-適切な職種や機関を紹介すること

-被害者に DVに関する社会資源の情報提供

-支援ネットワーク等への紹介
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･被害者が必要としている機関や支援の紹介 

･保護できる場所があることを本人に伝える 

･支援システムの紹介 

･専門機関があることの説明 

･相談窓口の案内 

･市等の公共機関,相談窓口を教える 

安全.安楽. 唳?ﾈ��(h,ﾈ���8+X+ﾘｬ(ｺｹ+)���

安心な環境 唸*(,(,X.�(*�*�+�-�.��ｨ�8,ﾈｦﾙ]ｲ�

･入院中の安全の確保 

･保護 

･被害者が安心できる環境づくり 

･話を聞き,安らげる場を擾供 

･安全な環境の提供 

･被害者の安全 

･安心 

･被害者の安全,安楽を確保する 

･安全で安心できる環境の提供 

･療養を受けながら,身体の安全の保障を最大限に提供する, 

･患者と家族の身の安全の確保 

･安心してサポート体制を受けられるように支援していく 

･患者の安全確保 

･被害者を守ることができると思います 

･全職員が被害者を守るという姿勢を持つ 

窓口 唳�ｩ&ｹ�ｸﾏｸ/��ﾙ'R�

･関係機関との連携窓口 

話せる環境 唳�(+X.(+x*)[X鈷ｴ8ﾞﾈ.��

づくり 唳������y�ﾉ4��ｨﾍﾘ,�*�*(,I�(+X.(+x*(�9�H,X*�.倬b�

･被害者が真実を話せること 

･被害者自身にDVである事を認識できるよう関わる.その上でDV防止法に準 

じて対応する○被害者と話し合いのもとに(閑わる) 

･本人加害者(-夫)の家族との話し合いの場のセッティング 

･辛かつた体験が自分の口から話せるような環境づくり 

･ゆっくりと聞いてあげられる態度や時間を作る 

･入院中に出来るだけ2人だけの時間.空間を奪わないように心がける(被害者 

がどうしたいかに応ずる) 

話し合い 唸ﾅ�*�+Rﾈ�8*�?ﾈ.ｨ+ﾘ*�,h,Rﾉ��ｸ,X�x�.倬h.(辷�_ｹd�9刎(+Xﾘx*B�
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-被害者が必要としている機関や支援の紹介

-保護できる場所があることを本人に伝える

-支援システムの紹介

-専問機関があることの説明

-相談窓口の案内

-市等の公共機関，相談窓口を教える

安全・安楽・ -入院中の安心した環境調整

安心な環境 -いつでも「かけこめる場所」の確保

-入院中の安全の確保

-保護

-被害者が安心で、きる環境づくり

-話を聞き，安らげる場を提供

-安全な環境の提供

-被害者の安全

-安心

-被害者の安全，安楽を確保する

-安全で安心できる環境の提供

-療養を受けながら，身体の安全の保障を最大限に提供する.

-患者と家族の身の安全の確保

-安心してサポート体制を受けられるように支援していく

-患者の安全確保

-被害者を守ることができると思います

-全職員が被害者を守るという姿勢を持つ

窓口 -相談窓口を設置

-関係機関との連携窓口

話せる環境 -話しやすい雰囲気作り

づくり -精神的，身体的相互において話しやすい状態である事

-被害者が真実を話せること

-被害者自身に DVである事を認識できるよう関わる.その上で DV防止法に準

じて対応する。被害者と話し合いのもとに(関わる)

-本人，加害者(=夫)の家族との話し合いの場のセッティング

-辛かった体験が自分の口から話せるような環境づくり

-ゆっくりと開いてあげられる態度や時間を作る

-入院中に出来るだけ 2人だけの時間・空間を奪わないように心がける(被害者

がどうしたいかに応ずる)

話し合い -傾聴し，受け入れたあとで，双方で出来る事や支援方法等話し合う
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･話を聞き,家族との話し合いを行なう 

･訴えに傾聴し,原因は何か話し合う 

･援助を求めるかどうか,意志の確認 

受容.傾聴. 啜EiNﾘ･�/�yﾘ��+Rﾈ-ﾈ+茨8*�?ﾈ.ｨ.�+�,b�

共感 唳eI*�,ﾉ�I7�/�麌+s｣"�

･傾聴,共感の姿勢で対応する 

･訴えをよく聞く事 

･話を聞いてあげられる状況に自分を置くこと 

･本人が何を望むかを聞く事 

･(話を)傾聴する:ll 

･(本人の)話をきく:9 

･すべての痛みに共感でき,相手が話せるまで待つこと 

･被害者に対しては,見守り,傍聴の態度で按する 

･それ(辛かつた体験)を傾聴し,辛さが理解できる 

･被害者の気持ちを傾聴し精神的なサポートが出来るようにする 

･相談にのる 

･受容,傾聴,辛さを共感することが可能 

･本人の要望に耳を傾け,対応する(支える姿勢をみせる) 

本人.家族- 唳����4倡�r�

の直接的支 唸彿��.)gｹ�ﾂﾘ,ﾈ辷腕�

揺 唳Nﾘ･��)gｹ�ﾂﾈ彿��ﾘ,ﾉ�陌��

･支援していくシステムづくりが大事ではないか 

･対象に合わせた支援,対応,アドバイスが出来る事 

･できる限りの支援をする 

･自立支援など 

･社会的な自立-の支援 

･支援する 

･退院に向けての支援 

･自立支援の方法を一緒に考え,悩みを共有する 

･気持ちを聞いてあげ,本人が一番信頼できる人にその事を話し,共に解決策を 

考える.家族間のかかわりについてはあまり入り込めないため専門家-依頼す 

る方法を共に考える 

･患者サイドに寄り添うこと 

･被害者の声を聞き支援する 

･チームの一員として支援すること 

･家族指導やフォロー:2 
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-話を聞き，家族との話し合いを行なう

・訴えに傾聴い原因は何か話し合う

-援助を求めるかどうか，意志の確認

受容・傾聴・ 1 ・DV被害を理解し，まず受け入れること

共感 |・傾聴の態度を示す :2

-傾聴，共感の姿勢で対応する

.訴えをよく聞く事

・話を聞いてあげられる状況に自分を置くこと

.本人が何を望むかを聞く事

. (話を)傾聴する:11 

・(本人の)話をきく :9

・すべての痛みに共感でき，相手が話せるまで待つこと

・被害者に対しては，見守り，傾聴の態度で接する

・それ(辛かった体験)を傾聴し，辛さが理解できる

・被害者の気持ちを傾聴し精神的なサポートが出来るようにする

.相談にのる

・受容，傾聴，辛さを共感することが可能

・本人の要望に耳を傾け，対応する(支える姿勢をみせる)

本人・家族へ|・精神的支援

の直接的支|・家族や本人への支援

援 |・被害者本人，家族への対応

・支援していくシステムづくりが大事ではないか

・対象に合わせた支援，対応，アドバイスが出来る事

.できる限りの支援をする

・自立支援など

・社会的な自立への支援

.支援する

・退院に向けての支援

・自立支援の方法を一緒に考え，悩みを共有する

・気持ちを聞いてあげ，本人が一番信頼できる人にその事を話し，共に解決策を

考える.家族問のかかわりについてはあまり入り込めないため専門家へ依頼す

る方法を共に考える

-患者サイドに寄り添うこと

.被害者の声を聞き支援する

・チームの一員として支援すること

.家族指導やフォロー :2
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･被薯者の了承を得て,加害者や,家族-の対応 

･被害者の保護,支援,自立-の援助 

･家族-対応方法 

･意思決定の支援 

･被害者の生活支援をする 

･被害者の意志決定,支援 

･疑問に思う症例について細やかな配慮が必要 

･再発予防 

信頼関係 唳�ﾘ��,��I7�/�麌+r�

･被害者の状況把握と内面の問題をどれだけ引き出せるか信頼関係を上手く作り 

出す事だと思います 

･信頼関係 

状況把握 啜EiNﾘ･��(,ﾉF8環�

･病院に訪れた被害者の症状がDVによるものかもしれないと気づくこと 

･子どもに様子を聞くなども行なう 

･定期的に訪問する 

･電話をする 

･被害者の状況を知る 

･相談面接(実態の把握) 

相談にのる 唳�ｩ&ｸｼik��

･コーディネート役割 

･家族や被害者と相談をする 

･専任のNS(師長でも可)をつけ,相談相手となる 

･相談にのる 

･相談にのり,解決に向けてコーディネーター役となる 

･相談,支援,教育 

･可能な範囲で相談にのり,報告(医師) 

･相談機能の助言 

･早期に専門に相談することを勧める 

･被害者に対して,相談窓口を教え,早急に相談するように説明する 

コミュニケ 唸��ｹ�Ei���ｸ�(決､�,ﾈ彿��,h5(7�8X6ｨ5��ｸ5h8x98/�,h.��

-シヨン 唸晴+X,X.���*h/��(+X,H.�.x*H馼*ｨ,X*ｸ.�.h*H*ｸ,�*�*�ﾈ.�/�+X+ﾘ.�+x.�+�,b�

･アサーチイブコミュニケーションを通し,被害者が自分の事を話せる様な介入 

･対象者との会話 

実践的関わ 唸+ﾘ,h*h,靆H�8檠9�,Xｧx/�+韜h/�����+x.��

り 唸齷zx迚�ｨ,ﾉ_ｹd�,�,(*(,I6�*h.�+�,b�
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信頼関係

状況把握

-被害者の了承を得て，加害者や，家族への対応

・被害者の保護，支援，自立への援助

・家族へ対応方法

・意思決定の支援

・被害者の生活支援をする

・被害者の意志決定，支援

・疑問に思う症例について細やかな配慮が必要

.再発予防

・誠実な態度を示す

・被害者の状況把握と内面の問題をどれだけ引き出せるか信頼関係を上手く作り

出す事だと思います

-信頼関係

・DV被害者の把握

・病院に訪れた被害者の症状が DVによるものかもしれないと気づくこと

.子どもに様子を聞くなども行なう

・定期的に訪問する

.電話をする

・被害者の状況を知る

-相談面接 (実態の把握)

相談にのる |・相談業務

-コーディネート役割

-家族や被害者と相談をする

・専任の Ns(師長でも可)をつけ，相談相手となる

・相談にのる

・相談にのり，解決に向けてコーディネータ一役となる

・相談，支援，教育

・可能な範閣で相談にのり，報告(医師)

・相談機能の助言

・早期に専門に相談することを勧める

・被害者に対して，相談窓口を教え，早急に相談するように説明する

コミュニケ|・子供)DV対象者以外の家族とコミュニケーションをとる

ーション イ・少しでも訴えを話してもらう事ができるようきっかけ作りをしたりすること

・アサーティブコミュニケーションを通し，被害者が自分の事を話せる様な介入

.対象者との会話

実践的関わ|・たとえば研修会等で学んだ事を実践する

り 1・自立支援の方法について伝えること
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･相談にのつてくれる機関の紹介 

･救済のための社会的ツールの紹介 

･行政に正しい情報をおくる 

･支援者等の紹介や自立支援に向けた取り組み 

･問題意識を持つ 

･比較的発見が早い(例えば隆我をして外来に来た時点で気づける)ので,早期 

対応が出来そうだと思います 

･出来る対策を実行する 

･専門的知識(を整えていく必要がある)や社会的支援体制を整えていく必要が 

ある 

.ニーズがどこにあり(情報収集)それを解決するための人的パワーを必要とす 

る場合の適任者の選定 

･加害者以外の家族からの協力が得られるよう働きかける 

教育的関わ 唸ｭi��ｴ�ｭh/���k�+x.��

り 唸ｭhﾅxｴ�ｭh.)�陌�,ﾉ&ﾘ�,ﾉ6�$"�

看護師とし �ｨｭhﾅxｴ�ｭh/�&ﾘ.��

ての役割 定8�985�8ｸ7x8ｸ5瑛ｨ,�*�*(,H.�Nﾘ･��)gｹ�ﾈ.)Nﾘ･��(,ﾈ彿��ﾘ,ﾉ�陌�/�?ｨﾚ�,ﾈﾊH�2�

会などで学んでいく 

･支援体制の方法を理解する 

･理解する 

･患者に対するメンタル-ルスの方法を知り,介入する 

･コーチング 

･看護職が介入することで被害者と加害者の間に入って対応しきれない問題にな 

る恐れがある事から看護職員には十分指執教育をしていく必要がある 

･対応策を講ずるコーディネーター的な役割 

･被害者も加審者も看護する 

･看護職がDV被害者にどう支援できるか明らかにする必要がある 

･被害者のその時の状況により,勤務調整をする 

観察と早期 唳�9�x,ﾈｬ��,h腰�ﾘ,ﾉJﾘﾊ��

発見 啌Еb���ｯｩJﾘﾊ謄R�

･早期発見(身体面の観察で) 

見守り 唸ﾊ偃x.��

･とにかく見守る 

加害者から 唸��･��(*�.x,ﾈｧYz2�

の隔離 唸ｮｸﾊ��O�,ﾈ+ﾘ-�,ﾈ辷腕�

･加害者から守る 
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-相談にのってくれる機関の紹介

-救済のための社会的ツールの紹介

-行政に正しい情報をおくる

-支援者等の紹介や自立支援に向けた取り組み

-問題意識を持つ

-比較的発見が早い(例えば怪我をして外来に来た時点で気づける)ので，早期

対応が出来そうだと思います

-出来る対策を実行する

-専門的知識(を整えていく必要がある)や社会的支援体制を整えていく必要が

ある

-ニーズがどこにあり(情報収集)それを解決するための人的パワーを必要とす

る場合の適任者の選定

-加害者以外の家族からの協力が得られるよう働きかける

教育的関わ -関連機関を説明する

り -関係機関や対応の知識の伝達

看護師とし -関係機関を知る

ての役割 -メンタルヘルス面においても被害者本人や被害者の家族への対応を日頃の研修

会などで学んでいく

-支援体制の方法を理解する

-理解する

-忠者に対するメンタノレヘルスの方法を知り，介入する

-コ}チング

-看護職が介入することで被害者と加害者の間に入って対応しきれない問題にな

る恐れがある事から看護職員には十分指導，教育をしていく必要がある

-対応策を講ずるコーディネ}ター的な役割

-被害者も加害者も看護する

-看護職が DV被害者にどう支援できるか明らかにする必要がある

-被害者のその時の状況により，勤務調整をする

観察と早期 -全身の観察と異常の発見

発見 • (DV)早期発見 :5

-早期発見(身体面の観察で)

見守り -見守り

-とにかく見守る

加害者から -加害者からの隔離

の隔離 -危険回避のための支援

-加害者から守る
一一一一一
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･個人情報保護し,入院していることを夫に知られないようにする 

亘の他 唸.ﾘ*�.x,�*#ｳBﾒ�

･どこまで介入できるのか又どこまで介入すればよいのかわからない 

･何か出来る不安です(カにはなりたいのですが) 

･DVに関する認識はまだまだ低いと感じます,'私個人として,医療機関の中で∴ 

.どの様な取り組みが出来るのか?まだまだ初期の段階甲様な気がします 

無回答 唳k8��9｣｣���

ー77-

-個人情報保護し，入院していることを夫に知られないようにする

その他 -わからなし¥: 4 

-どこまで介入できるのか又どこまで介入すればよいのかわからない

-何か出来る不安です(カにはなりたいのですが)

-DVに関する認識はまだまだ低いと感じます.私個人として，医療機関の中で，

どの様な取り組みが出来るのか?まだまだ初期の段階の様な気がします

無回答 -無回答:90 
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事例問題

Ⅷ.以下の事例の文章を読んで,質問にお答え下さい｡

軸･･ Kさん40鼠専業主軌夫と2人の子どもの立入家族であるこ今年で結婚15年目o

夫は45歳の会社員で近所や職場では,まじめで優しい性格と評判である.しかし,実時結婚

当初与り夫から妻-の暴力が日常的に掛､ているo妻が少しでも口答えをすると,すぐに暴力

を振い,最近は暴力も激しさを増している｡妻が夫の暴力を相談しても,妻の両親や友人は,

だれもKさんの夫の暴力を信じられないという反応で, Kさん自身,孤立感が強いo昨晩は夫

が酒に酔い,刃物まで持ち出して暴れたため,着の身着のままで,子ども達をつれて警察に保

護を求めて駆け込んだo夫から全身を殴られ,顔が腫れ上がっているo頭の痛みと吐き気を訴

えたため,病院を受診する事になった0 2人の子供達も,ただならぬ雰囲気に怯えている｡

仮にあなたが, Kさんの診療の介助を看護師として担当したと仮定してください｡
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事例問題

VJI[.以下の事例の文章を読んで，質問にお答え下さい。

園 Kさん 40歳，専業主婦。夫と 2人の子どもの 4人家族である?今年で結婚 15年目。

夫は 45歳の会社員で近所や職場では，まじめで優しい性格と評判宅ある。しかし，実は結婚

当初より夫から妻への暴力が日常的に続いている。妻が少しでも口答えをすると，すぐに暴力

を振い，最近は暴力も激しさを精している。妻が夫の暴力を相談しでも，妻の両親や友入は，

だれも Kさんの夫の暴力を信じられないという反応で， Kさん自身，孤立感が強い。昨晩は夫

が酒に酔い，刃物まで持ち出して暴れたため，着の身着のままで，子ども達をつれて警察に保

護を求めて駆け込んだ。夫から全身を殴られ，顔が腫れ上がっている白頭の痛みと吐き気を訴

えたため，病院を受診する事になった。 2人の子供達も，ただならぬ雰囲気に怯えている。

仮にあなたが， Kさんの診療の介助を看護師として担当したと仮定してください。
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Ⅷ-1. K氏は,頭痛と吐気を訴える以外,何も話そうとしません｡初めてKさんに対

応したあなたをもまず,どの様な対応をしますか? :回答率90.9% (n-240)

最も多かった回答は,何も話そうとしない｢被害者に話をきく｣といったものであった｡

その内容としては受傷原因だけではなく,痛みの程度についても確認すると記載している

人が多かった｡また確認する際には,静かな環境で聞く事や傾聴の姿勢を持つといった被

害者-の配慮も述べられていた｡その他｢医療的なケアを行なう｣といった医療機関特有

の支援や｢被害者を見守り寄り添う｣といった具体的看護支援をあげた回答者も多かった｡

表6　DV被害者薄遇時の初期対応

カテゴリー 記述内容( :記述数)

被害者を見

守り,寄り添

う

･話をしたくない時は,無理に聞こうとせず,時間をかけ,見守る事も必要

･少し側にいて安心させることばがけをして,詳しいことは,今は聞かない

･診察の場ではとりあえずそっと見守る姿勢をとる

･症状が落着くまで見守る

･症状を聞き,そばに付き添い,見守る:3

･Eさん'の気持ちになり,背中をさすりながら,何か言ってくれるのを待つ

･無理に問い正す様な対応はせず,自ら話してくれるのを待つ

･待つ姿勢で按する

･こちらから事件のことには触れず,自ら話すようなら,傾聴する

･全身の観察をし,傷-の対処をしながら,精神的に落ち着くまで待つ

･症状の発生日時,痛み,吐気の状況,表情の変化,言動の強弱を観察し,静か

に見守る

･質問して聞きだそうとする対応ではなく,寄り添い話してくれるのを待つ

･必要以上には知ろうとせず,見守る

･何も言わず, Kさんから話をしてくるのを待つ

･相手が話すまでこちらから聞かない

･そばにいて, Ⅹさんが話しだすまで待つ:3

I ｢辛かったですね,大変でしたね｣の言葉をかけて側にいる

･多くは聞かず,支援的,保護的な態度で按する

･スキンシップを行い,本人が話をする気分になるまで待つ

･バイタル,症状の観察を行いながら,優しくタッチングしながら寄り添う

･全身の観察(をしながら),もう大丈夫,とにかくゆっくり休みましょうと無

理に聞き出そうとはしません

･Kさん及び2人の子どもの安全は確保できていることを話し,本人が話をする

まで待つ

･身体的苦痛を取り除き,しばらくは何もきかない. Kさんが話し出すのを待つ
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VBI-l. K氏は，頭痛と吐気を訴える以外，何も話そうとしません。初めてKさんに対

応したあなたは2 まず，どの様な対応をしますか?:回答率 90.9%(n =240) 

最も多かった回答は，何も話そうとしない「被害者に話をきく Jといったもので、あったo

その内容としては受傷原因だけではなく，痛みの程度についても確認すると記載している

人が多かった。また確認する際には，静かな環境で聞く事や傾聴の姿勢を持つといった被

害者への配慮も述べられていた。その他「医療的なケアを行なう j といった医療機関特有

の支援や「被害者を見守り寄り添うJといった具体的看護支援をあげた回答者も多かった口

表 6 DV被害者遭遇時の初期対応

カテゴリー| 記述内容(:記述数)

被害者を見|・話をしたくない時は，無理に聞こうとせず，時間をかけ，見守る事も必要

守り，寄り添|・少し側にいて安心させることばがけをして，詳しいことは，今は聞かない

う |・診察の場ではとりあえずそっと見守る姿勢をとる

・症状が落着くまで見守る

・症状を聞き，そばに付き添い，見守る :3

・Kさん.の気持ちになり，背中をさすりながら，何か言ってくれるのを待つ

・無理に問い正す様な対応はせず，自ら話してくれるのを待つ

・待つ姿勢で接する

・こちらから事件のことには触れず，自ら話すようなら，傾聴する

・全身の観察をし，傷への対処をしながら，精神的に落ち着くまで待つ

・症状の発生日時，痛み，吐気の状況，表情の変化，言動の強弱を観察し，静か

に見守る

-質問して聞きだそうとする対応ではなく，寄り添い話してくれるのを待つ

・必要以上には知ろうとせず，見守る

・何も言わず， Kさんから話をしてくるのを待つ

.相手が話すまでこちらから聞かない

・そばにいて Kさんが話しだすまで待つ :3

・「辛かったですね，大変で、したねJの言葉をかけて側にいる

・多くは聞かず，支援的，保護的な態度で接する

・スキンシップを行い，本人が話をする気分になるまで待つ

・パイタノレ，症状の観察を行いながら，優しくタッチング、しながら寄り添う

・全身の観察(をしながら))もう大丈夫，とにかくゆっくり休みましようと無

理に聞き出そうとはしません

'Kさん及び2人の子どもの安全は確保できていることを話し，本人が話をする

まで待つ

・身体的苦痛を取り除き，しばらくは何もきかない.Kさんが話し出すのを待つ
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･そばについて大変だったことをねぎらい,Kさんが何か話しだすまで待つ 

･身体の苦痛が緩和できる様な対応を行ない,あえて,情報を引き出そうとせず, 

静かに見守る 

･入院までのショックが残っていると思われるので,症状に対する質問以外は, 

本人が落ちついて話し出すまで様子を見ていくと思います 

･症状に対するケアは実施するが,必要以上に質問する事はなく,そばに寄り 

添う 

･側で肩をさすったりして見守る 

･できるだけそばについて,自分から話をしてくれるのを待つ 

･無理に経緯を聞き出そうとせず,まず応急処置を行い,見守りの態度で按する 

･Kさんの側にいて,まずは身体的なことに対して声かけするが,夫の暴力に対 

しては,今回はあまり話しかけない 

･訴えることに対してのみの対応 

･話しかけるのではなく,自発的に話されるまで待つ 

･今の自分の状況が自ら話せるよう,ゆっくり対応する 

被害者のそ 唳��*h/�.h*ﾙ[x*ｲﾈ�x�.�+�*�+ｸ,�,�,(*(,H*(.��

ばにいる i 唳�8*�,凅�+�(X*�.兀H夊,俎8*ｲﾈ+X,�.x*ﾙWH*ｹ5�*B�

･無理に話を聞こうとせず,付き添う 

･側につきそっていてあげる:2 

･個室に入れ(別室に)Kさんの横にすわり,しばらくそつと横に付き添う 

･まず,この場所が安全なところであることを伝え,そして,何か(暖かい)飲 

み物を与え,そばにいた方が安心できるのならば,一緒にいる 

･だまつて付き添う.本人が話せる状況になるまで,情報収集はしない.観察の 

みとする 

･気持ちが落ち着くまで,そつとしておき,なるべく側にいる 

･診察の介助をしながら,｢安全な場所で生活しているか｣確認し,寄り添う 

･黙ってそばにいて,安全な場所である事をわかってもらう 

･無理に話を聞くのではなく,症状の観察をしながら横に付き添います 

･そばにいる時間をもつ 

･しばらく側に座って,身体的症状からうかがう 

被害者に無 唳�xｷ蔭x�8,��陌�+R驢(+ｸ*H,h+X,�*(+�,h,ﾒﾉk9yﾘ,�*ｸ*�,�*"�

理に聞こう 啝(,(.x*�,(+ﾘ,ｺ8,i�ｨ/�ｧﾈ*��(+X+ﾘ*ﾘ,�,�+ﾘ鳧,ﾙ[x*ﾘ+�,h/�6�*bﾉk9yﾘ,兌r�

としない �*ｸ�+ｸ*H,h+X,�*"�

･話そうとしないようなら無理して聞くことをしない 

･頭痛と吐気の症状の対応をして,無理に聞きださずl時期を待つ 

･外来での興味泰位な聞き方,対応の仕方はしない 
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-そばについて大変だったことをねぎらい， Kさんが何か話しだすまで待つ

・身体の苦痛が緩和できる様な対応を行ない，あえて，情報を引き出そうとせず，

静かに見守る

・入院までのショッタが残っていると恩われるので，症状に対する質問以外は，

本人が落ちついて話し出すまで様子を見ていくと思います

・症状に対するケアは実施するが，必要以上に質問する事はなく，そばに寄り

添う

・仮!lで肩をさすったりして見守る

・できるだけそばについて，自分から話をしてくれるのを待つ

・無理に経緯を聞き出そうとせず，まず応急処置を行い，見守りの態度で接する

.Kさんの側にいて，まずは身体的なことに対して声かけするが，夫の暴力に対

しては，今回はあまり話しかけない

・訴えることに対してのみの対応

・話しかけるのではなく，自発的に話されるまで待つ

・今の自分の状況が自ら話せるよう，ゆっくり対応する

被害者のそ|・訴えをよく聞き，出来るだけそばについている

ばにいる |・静かに落ち着ける部屋に行き，しばらく付き添う

-無理に話を聞こうとせず，付き添う

・仮uにつきそっていてあげる :2

1 ・個室に入れ(別室に)Kさんの横にすわり， しばらくそっと横に付き添う

・まず，この場所が安全なところであることを伝え，そして，何か(暖かい)飲

み物を与え，そばにいた方が安心できるのならば，一緒にいる

・だまって付き添う.本人が話せる状況になるまで，情報収集はしない.観察の

みとする

・気持ちが落ち着くまで，そっとしておき，なるべく側にいる

-診察の介助をしながら， r安全な場所で生活しているかJ確認し，寄り添う

・黙ってそばにいて，安全な場所である事をわかってもらう

・無理に話を聞くのではなく，症状の観察をしながら横に付き添います

.そばにいる時聞をもっ

・しばらく側に座って，身体的症状からうかがう

被害者に無|・身体症状に対応し，話そうとしないことは，無理にきかない

理に聞こう|・「つらかったねj と声を掛け，話したくなった時は聞くことを伝え，無理に聞

としない | き出そうとしない

-話そうとしないようなら無理して聞くことをしない

・頭痛と吐気の症状の対応をして，無理に聞きださずs 時期を待つ

・外来での興味本位な聞き方，対応の仕方はしない
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･ゆっくり休養をとっていただき,あえてその話に(暴力等)触れない

･まず訴えている症状に対してキチンと診療を受けられるようにする,無理にき

かない

･まずは検査の必要性を説明し,受けてもらい安心して入院する事を勧め,無理

に話を聞きだそうとしない

･やさしく声かけをするが,無理に聞きだそうとしない

･無理に状況を聞きだすことはせず,身体の状況のみをきいて対応する

･無理に話を聞こうとせずに,病室に頻回に訪室し,まずは,信頼関係を築く事

が大切

･必要以上には質問しない

･無理に事情はきかないが,やさしく揺する

･無理に聞かない,辛かったであろう,気持ち-の言葉でのなげかけ

･無理に話をして,情報を得ることはしない.興味本位ととられる場合がある

･またあたたかい飲み物等を準備し,すぐに会話や質問をしない

被害者に話

をきく

･現病歴を聞き出す

･頭痛,堰気がどの程度かを聞き,話せる雰囲気なら少しずつ怪我の状況を聞い

ていく

･話をよく聞く:4

･誰か連絡して欲しい人がいるか確認し,いたら連絡する

･脳外科的な処置をするための準備をするとともに,腫れ上がっている顔につい

て話しを聞きだそうとする

･顔の腫れ,打撲の理由を聞く

･頭を打っていないか尋ねる

･うちみ,腫れ等があきらかである場合さも　その様子を聞きだす

･痛みについて聞き取る

I (特別な対応はせず)症状を聞く:2

･他に傷を負っているところはないか尋ね,症状が落ち着いてきた時にそれとな

く原因を聞いてみる:2

･DVが疑われる場合,まず,プライバシーが保てる場所(別室)などで,ゆっ

くり聞き出してみる:2

･まずKさんが話しやすい雰囲気をつくり,聞く姿勢で対応する

･顔が腫れている事に対して,問うてみる(夫を別室に残し, Kさんだけを診

察室に入れる) DVがあるのでないですか?と尋ねてみる

･良く話を聞き,協力約億度で接する

･Kさんと話が出来る場所をつくり,話を聴く

･話にくそうであれば,別室の静かなところで事情を聴く
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-ゆっくり休養をとっていただき，あえてその話に(暴力等)触れない

・まず訴えている症状に対してキチンと診療を受けられるようにする.無理にき

かない

・まずは検査の必要性を説明し，受けてもらい安心して入院する事を勧め，無理

に話を聞きだそうとしない

・やさしく声かけをするが，無理に聞きだそうとしない

・無理に状況を聞きだすことはせず，身体の状況のみをきいて対応する

・無理に話を聞こうとせずに，病室に頻固に訪室し，まずは，信頼関係を築く事

が大切

・必要以上には質問しない

・無理に事情はきかないが，やさしく接する

・無理に聞かない，辛かったであろう，気持ちへの言葉でのなげかけ

・無理に話をして，情報を得ることはしない.興味本位ととられる場合がある

・またあたたかい飲み物等を準備し，すぐに会話や質問をしない

被害者に話|・現病歴を聞き出す

をきく |・頭痛，幅気がどの程度かを聞き，話せる雰囲気なら少しずつ怪我の状況を関い

ていく

・話をよく聞く :4

・誰か連絡して欲しい人がいるか確認し，いたら連絡する

1 ・脳外科的な処置をするための準備をするとともに，腫れ上がっている顔につい

て話しを聞きだそうとする

・顔の腫れ，打撲の理由を聞く

.頭を打っていなし、か尋ねる

・うちみ，腫れ等があきらかである場合は，その様子を聞きだす

.痛みについて聞き取る

・(特別な対応はせず)症状を聞く :2

・他に傷を負っているところはないか尋ね，症状が落ち着いてきた時にそれとな

く原因を聞いてみる :2

.nvが疑われる場合，まず，プライパシーが保てる場所(別室)などで，ゆっ

くり聞き出してみる:2 

・まずKさんが話しやすい雰囲気をつくり，聞く姿勢で対応する

・顔が腫れている事に対して，問うてみる(夫を別室に残し， Kさんだけを診

察室に入れる) DVがあるのでないですか?と尋ねてみる

・良く話を開き，協力的蕗度で接する

.Kさんと話が出来る場所をっくり，話を聴く

・話にくそうであれば，別室の静かなところで事情を聴く
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･ Kさんの状況をみて周囲にも配慮,そっとKさんに`大丈夫ですか,何か力に

なれる事はないですか?'と問う

･そばに付き添い,今何かして欲しいことはないか問う

･今回の受傷の原因は何か,じっくり話を聞く

･大変辛かったでしょう,と声をかける.原因についての追求はしないで,医師

との間に立った,訴えをよくきく

･色々話さなくていいこと,入院中は夫を近づけないよう病院として対策をとる

こと(名前を伏せる.病室を明らかにしない.仮名を病室に付ける.見回りを

頻回に行う.医療者が連携して対応するなど)を告げ,身体の異常については

すぐに告げるよう伝え,できる限り付き添って傾聴する

･訴えに対しての対応,傾聴,処置

･原因と思われる事を尋ね,本人の訴えに傾聴,共感

･Kさんが話をしたくなるまで待ち.話し出したらゆっくりと傾聴する:2

･ Kさんの思いを表出出来る様,ゆっくりと話をきき傾聴的態度でのぞむ

･傾聴の態度で按するうちに,少しずつ話して下さるような機会を待つ

･ Kさんに声をかけI話を聞き,これまでの経過やそれに対する思い.それをう

け,どうしたいのかインタビューする(傾聴)

･頭の痛みと吐き気の程度をきき,どうしたら楽になるかのみをきく(例えば,

薬をのむ等)

･何が心配か　身体のこと以外もさりげなく聞く

･頭痛と嶋気を軽減させる方法をとる症状が緩和した所で話をきく

･顔の腫れはどうされまましたか,頭の痛みはいつからどんな時にありますか,

吐き気はいつからですか,頭痛との関連を探ります

･バイタル測定時,上肢の方も観察するので,傷があればどうされましたかと尋

ねると思います

･話しやすい雰囲気作り,じっくりと話を聞く姿勢を見せる

･誰にだったら話できそうか聞いてみるのも一つの方法

･場面設定により.話がきそうであれば2人きりになり,じっくりと話を聞いて

みる

･聞ける範歯で経過を聞く(どうされましたか?などと-I)

･事実の経過を傾聴し,支援者･相談者で頼れる人が誰なのか聞きだす

･本人に,このような状態は初めてなのか,普段から頻回にあるか聞く

･今一番幸い心の中を話してもらう方法を考える

･外来で帰るとしたら, ｢もし-でないか｣を仮定していることを率直に話して

みる

･しばらく落ち着くのを待ち,話を聴く
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-Kさんの状況をみて周囲にも配慮，そっと Kさんに‘大丈夫ですか，何か力に

なれる事はないですか?'と問う

・そばに付き添い，今何かして欲しいことはないか問う

・今回の受傷の原因は何か， じっくり話を聞く

・大変辛かったでしょう，と声をかける.原因についての追求はしないで，医師

との聞に立った，訴えをよくきく

・色々話さなくていいこと，入院中は夫を近づけないよう病院として対策をとる

こと(名前を伏せる.病室を明らかにしない.仮名を病室に付ける.見回りを

頻回に行う.医療者が連携して対応するなど)を告げ，身体の異常については

すぐに告げるよう伝え，できる限り付き添って傾聴、する

・訴えに対しての対応，傾聴，処置

・原因と恩われる事を尋ね，本人の訴えに傾聴，共感

.Kさんが話をしたくなるまで待ち，話し出したらゆっくりと傾聴する :2

・Kさんの思いを表出出来る様，ゆっくりと話をきき，傾聴的態度でのぞむ

・傾聴の態度で接するうちに，少しずつ話して下さるような機会を待つ

.Kさんに声をかけ，話を聞き，これまでの経過やそれに対する思い，それをう

け，どうしたいのかインタビューする(傾聴)

・頭の痛みと吐き気の程度をきき，どうしたら楽になるかのみをきく(例えば，

薬をのむ等)

・{可が心配か 身体のこと以外もさりげなく聞く

-頭痛と幅気を軽減させる方法をとる症状が緩和した所で話をきく

・顔の腫れはどうされまましたか，頭の痛みはいつからどんな時にありますか，

吐き気はいつからですか，頭痛との関連を探ります

・パイタ/レ測定時，上肢の方も観察するので，傷があればどうされましたかと尋

ねると思います

・話しやすい雰囲気作り，じっくりと話を聞く姿勢を見せる

.誰にだ、ったら話できそうか聞いてみるのも一つの方法

・場面設定により，話がきそうであれば2人きりになり，じっくりと話を聞いて

みる

・聞ける範囲で経過を聞く(どうされましたか?などと…)

・事実の経過を傾聴し，支接者・相談者で頼れる人が誰なのか聞きだす

・本人に，このような状態は初めてなのか，普段から頻回にあるか聞く

.今一番辛い心の中を話してもらう方法を考える

・外来で帰るとしたら， rもし・ υ でないかj を仮定していることを率直に話して

みる

・しばらく落ち着くのを待ち，話を聴く
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･ Kさんと話すことが出来る様ならば,別室で話を聞く

･ Kさんの気持ちを確認する

･今日一日をまずはどうしたいのか.私たちに何か出来ることはないか.誰を呼

んだらいいか

･何か手伝える事がないか,どうすれば安心して生活できるか,時間をかけて気

持ちをきいていく

･頭の痛みと吐き気のつらさをまず共感し,幸い事があったが,ゆっくり話をき

ける場所で聴く(どのような事で顔が腫れ上がったかも話の中で含め)

･静かに話せる場所で話を聞き,本人が話しをしやすいようにし,話せることだ

け聞く

･無理にその時に言葉を求めようとせず,医師に相談し,入院の対応をし,その

後,ゆっくりと話を聞く

･症状の援助,少し落ちつかれた所で話を聞く

･夫が一緒にいる場合,別室に案内し話を聞く

･だんだんうちとけてきたら,自分の友人にもDVがいる事も話し,それから

徐々にKさんの話を聞く

･顔の腫れ等,客観的身体症状について質問して会話する

･痛み,吐き気を聞いて次にどうしてなったのか心当たりがないか質問していき

答える反応を見,何も話さない時は子どもの事から聞いてもしてみる

･バイタルサインをとりながら, ｢痛みはありませんか?｣ ｢他に具合の悪いとこ

ろはありませんか?｣と聞く

･初対面で話すことは困難だとは思うが,別室にてその症状がおこっている原因

をKさん自身に覚えがあるか聞いてみる

･話を聞くために場を設け,時間のゆるす限り話を聞く

･身体的苦痛を緩和する処置をし, (その後)整容し落ちついてからコミュニケ

ーションをはかる

･顔が腫れ上がっていれば,他人から暴力をうけた様子なのでゆっくり時間をか

けて話を聞く,実母の連絡先を聞き,連絡する

･病院は安全であることを説明し,話をしたくなければ話を聞かせてほしいこと,

専門の方が必要であれば,対応する(連絡する)

･症状に対してのケアを行ない, Kさんの話を聞く姿勢をもつ

･無理に話を聞こうとせず,本人が話したら受容的に聞き,誰に連絡をしたら良

いか本人に聞き,連絡をとる

被害者に声

かけをする

･まず痛みの綬和と吐き気の対応をする,そのあとで本人に同調し｢大丈夫だっ

たね｣ ｢よく今までがんばりましたね｣と声をかける

･手を握り,静かに｢大丈夫ですよ｣と声をかける

-$3-

-Kさんと話すことが出来る様ならば，別室で話を聞く

.Kさんの気持ちを確認する

・今日一日をまずはどうしたいのか.私たちに何か出来ることはないか.誰を呼

んだらいいか

・何か手伝える事がないか，どうすれば安心して生活できるか，時聞をかけて気

持ちをきいていく

-頭の痛みと吐き気のつらさをまず共感し，辛い事があったが，ゆっくり話をき

ける場所で聴く (どのような事で顔が腫れ上がったかも話の中で含め)

-静かに話せる場所で話を聞き，本人が話しをしやすいようにし，話せることだ

け聞く

・無理にその時に言葉を求めようとせず，医師に相談し，入院の対応をし，その

後，ゆっくりと話を聞く

-症状の援助，少し落ちつかれた所で話を聞く

・夫が一緒にいる場合，別室に案内し話を聞く

・だんだんうちとけてきたら，自分の友人にもD Vがいる事も話し，それから

徐々にKさんの話を聞く

・顔の腫れ等，客観的身体症状について質問して会話する

・痛み，吐き気を聞いて次にどうしてなったのか心当たりがないか質問していき

答える反応を見，何も話さない時は子どもの事から聞いてもしてみる

・パイタノレサインをとりながら， r痛みはありませんか?J r他に具合の悪いとこ

ろはありませんか?J と聞く

・初対面で話すことは困難だとは思うが，別室にてその症状がおこっている原因

をKさん自身に覚えがあるか開いてみる

・話を聞くために場を設け，時間のゆるす限り話を聞く

・身体的苦痛を緩和する処置をし， (その後)整容し落ちついてからコミュニケ

ーションをはかる

・顔が腫れ上がっていれば，他人から暴力をうけた様子なのでゆっくり時間をか

けて話を開く，実母の連絡先を開き，連絡する

・病院は安全であることを説明し，話をしたくなければ話を聞かせてほしいこと，

専門の方が必要であれば，対応する(連絡する)

・症状に対してのケアを行ない， Kさんの話を聞く姿勢をもっ

・無理に話を聞こうとせず，本人が話したら受容的に聞き，誰に連絡をしたら良

いか本人に聞き，連絡をとる

被害者に声|・まず痛みの緩和と吐き気の対応をする，そのあとで本人に同調し「大丈夫だっ

かけをする ! たねJrよく今までがんばりましたねJと声をかける

・手を握り，静かに「大丈夫ですよj と声をかける
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･無理に聞き出さない.介助しながら,何となく聞き出すタイミングをみて,声 

をかけてみる 

･Kさん他に幸いところはありますか? 

･夫の下に帰らないですむ方法,子どもと一緒にいられる方法を検討しますと声 

を掛ける 

･つらかつたですねと言葉をかける 

･時間の許す限り声を掛け,気持ちがほぐれる様に努力したい 

･現在訴えに対する対症療法に対する授乳不安を除去するためにやさしく声か 

けをする 

･落ち着いた場所に移動し安心するよう声をかける 

･最初は静観.少し時間が経つと,｢困ることはないですか?J｢幸いことはない 

ですか?｣と問いかけてみる,自発的に問題を話し出したら,関係機関に働き 

かけるよう勧める 

･本人の緊張や恐怖心をとり除くような支援,言葉がけ 

･症状を共に｢痛みますね｣｢吐き気があり苦しいですね｣等声かけする 

･精神的な症状には,専門医の診察を受けるよう促す 

･ここは病院です.大丈夫ですよ,話すことはありませんか 

･つらい気持ちをもたれているとは思うが,2人の子ども達の気持ちも考え,今 

日これからどうされたらよいか一緒に考えさせてもらいますと話を切り出す 

･視線を合わせ,体調の不具合の訴えを聴き,つらさを理解しようとしている姿 

勢を見せ,言葉がけする 

･まず,病院内にいる限り,安全を確保することを話し,また,話が出来る範囲 

で話をしてもらうように促す 

被害者に確 唸�8踪,忍iNﾘ･��(,X*�.�+�,h/�駟��,�6�*bﾉ9h��,�*�*�.忍iNﾘ･��(,���+x.��

認する ��陌�/�ｦﾙDh+X,H*(*ﾒ�

･一般外来では十分に話をきくことが出来ないので,当院としてどう対応するの 

か確認していく 

･状態が許せば,Kさんから今後どの様な生活を望んでいるか,第3着としてこ 

の事実を両親に話しても良いか,Kさんは夫を訴えたいと思っているか(被害 

届をどうするか) 

･症状に対すること以外,話さなければ,しばらく時間を置き,助けが必要であ 

るかどうかの確認を行う 

被害者-の 唸��,x.�,ﾈ馼.)?ｨ�ﾙ4�,��(*�.y?ﾈ.に�(+X�+�.�.h*H,�*ｸ,�*�*�/�ﾞﾈ.��

直接的関わ 唸ﾉ��*ｨ*ｸ+�/�,h*H*�.x.ｨ.�.h*H,���k�,h櫁��

り 唳�(+ｸ*H,h*(*Hｴ�檍/��(,"�

･1対1での面会 
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-無理に聞き出さない.介助しながら，何となく聞き出すタイミングをみて，声

をかけてみる

.Kさん他に辛いところはありますか?

-夫の下に帰らないですむ方法，子どもと一緒にいられる方法を検討しますと声

を掛ける

-つらかったですねと言葉をかける

-時間の許す限り声を掛け，気持ちがほぐれる様に努力したい

-現在訴えに対する対症療法に対する援助，不安を除去するためにやさしく声か

けをする

-落ち着いた場所に移動し安心するよう声をかける

-最初は静観.少し時間が経っと， r困ることはないですか?J r辛いことはない

ですか?Jと問いかけてみる，自発的に問題を話し出したら，関係機関に働き

かけるよう勧める

-本人の緊張や恐怖心をとり除くような支援，言葉がけ

-症状を共に「痛みますねJr吐き気があり苦しいですねJ等声かけする

-精神的な症状には，専門医の診察を受けるよう促す

-ここは病院です.大丈夫ですよ，話すことはありませんか

-つらい気持ちをもたれているとは思うが， 2人の子ども遠の気持ちも考え，今

日これからどうされたらよいか一緒に考えさせてもらいますと話を切り出す

-視線を合わせ，体調の不具合の訴えを聴き，つらさを理解しようとしている姿

勢を見せ，言葉がけする

-まず，病院内にいる限り，安全を確保することを話し，また，話が出来る範囲

で話をしてもらうように促す

被害者に確 -医師に DV被害者であることを事前に伝え，当院における DV被害者に対する

認する 対応を確認していく

-一般外来では十分に話をきくことが出来ないので，当院としてどう対応するの

か確認していく

-状態が許せば， Kさんから今後どの様な生活を望んでいるか，第 3者としてこ

の事実を両親に話しても良いか， Kさんは夫を訴えたいと思っているか(被害

屈をどうするか)

-症状に対すること以外，話さなければ，しばらく時間を置き，助けが必要であ

るかどうかの確認を行う

被害者への -子どもの事や日常的な会話から入り，話し出せるようなきっかけを作る

直接的関わ -検査がきちんとうけられるように説明と介助

り -話そうという機会を待つ

・ 1対 1での面会
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･ Kさんの傍にいて, Kさんからの言葉があったらそれに応える

被害者に話

す

･まずは身体の体調を整えることを話す

･いくらでも力になるということを話す

被害者に伝

える

･自己紹介をして,今困っている事が何か,話して欲しいと伝える

･心配な事があればいつでも云ってほしい,話したくなければいいですよと

･Dr診察後異常がなかったら個室で話を聞き,何も話そうとしなかったら,症

状出現時,受診するようにすすめる

･無理に話を聞きだそうとせず,まずはゆっくり休むことを説明する

･症状が安定し,落着いた頃をみはからって,顔が腫れている事はどうしたのか

と尋ね,話したくなければ,話せる状態になった時はなしても良い事を伝える

･安心できる場所である車(子どもを含めて)安心してよい事を説明する: 2

･相談する事があったらいつでも連絡してほしい事,相談場所の連絡先を教える

･困ったことがあったら,言って下さいね.回ってきますのでと伝える

･ ｢幸いですね.もし話をしたくなかったらおっしゃって下さい･｣と申す

･話の内容は,他にはもれていない事を話し,安心感を持ってもらう

･安心感を少しでも与えられるよう私たちが守りますというような態度で按する

･話をきく姿勢を持って関わり,支援できることを伝える

･言ってもらえないときは,様子を観察し,この場所は安心できる所だというこ

とを伝える

･相手が話し始めた時,聞く体勢を取り,子ども達が安全な場所で過ごせている

事を伝え, ｢つらかったですね.大変でしたね.｣と受け止めの言葉を発する

･頭痛と吐き気に対する看護を行い,症状緩和に努め,不安や恐怖があるような

ら手助け出来ることを伝える

･ ｢何かしてほしい事はないか｣ ｢手伝えることはないか｣問いかけ,話したい事

があれば何でも聴く用意があることを伝える

･可能なら,個室で周りの声も聞かれないような環境で,身体的な処置を先に行

ない,また,話したくなければ,話さなくてもよい,話しても他には漏らさな

い旨,説明する

･Kさんの味方であるということをわかってもらうようにする

･専門家,カウンセラーの存在を伝える

被害者との

共感

･共感していることを判ってもらう

I Eさんを責めず,共感的態度で按する

･ Kさん-の辛かった気持ち,痛かった事実に共感: 3

受容的簡度

での関わり

･受容的態度で按する: 2

･大変だったねといたわる

･自分から話しやすいようなコミュニケーション(アサ-ティプな)受容態度
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'Kさんの傍にいて， Kさんからの言葉があったらそれに応える

被害者に話 -まずは身体の体調を整えることを話す

す -いくらでも力になるということを話す

被害者に伝 -自己紹介をして，今困っている事が何か，話して欲しいと伝える

える -心配な事があればいつでも云ってほしい，話したくなければいいですよと

• Dr診察後異常がなかったら個室で話を聞き，何も話そうとしなかったら，症

状出現時，受診するようにすすめる

-無理に話を開きだそうとせず，まずはゆっくり休むことを説明する

-症状が安定し，落着いた頃をみはからって，顔が腫れている事はどうしたのか

と尋ね，話したくなければ，話せる状態になった時はなしでも良い事を伝える

-安心できる場所である事(子どもを含めて)安心してよい事を説明する :2

-相談する事があったらいつでも連絡してほしい事，相談場所の連絡先を教える

-因ったことがあったら，言って下さいね.回ってきますのでと伝える

• r辛いですね.もし話をしたくなかったらおっしゃって下さい.Jと申す

-話の内容は，他にはもれていない事を話し，安心感を持ってもらう

-安心感を少しでも与えられるよう私たちが守りますというような態度で接する

-話をきく姿勢を持って関わり，支援できることを伝える

-言ってもらえないときは，様子を観察し，この場所は安心できる所だというこ

とを伝える

-相手が話し始めた時，聞く体勢を取り，子ども達が安全な場所で過ごせている

事をイ云え， rつらかったですね.大変で、したね.Jと受け止めの言葉を発する

-頭痛と吐き気に対する看護を行い，症状緩和に努め，不安や恐怖があるような

ら手助け出来ることを伝える

• r何かしてほしい事はないかJr手伝えることはないか」問いかけ，話したい事

があれば何でも聴く用意があることを伝える

-可能なら，個室で周りの声も聞かれないような環境で，身体的な処置を先に行

ない，また，話したくなければ，話さなくてもよい，話しても他には漏らさな

い旨，説明する

'Kさんの味方であるということをわかってもらうようにする

-専門家，カウンセラーの存在を伝える

被害者との -共感していることを判ってもらう

共感 .Kさんを責めず，共感的態度で接する

'Kさんへの辛かった気持ち，痛かった事実に共感:3 

受容的態度 -受容的態度で接する :2

での関わり -大変だったねといたわる

-自分から話しやすいようなコミュニケーション(アサーティブな)受容態度
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･症状に対する検査.処置を不安なく受ける事が出来る様対応する.その中で, 

少しずつでも暴力の話が出れば,本人の気持ちをみながら,相談にのる 

･そして,何もはなそうとしないKさんと黙って見つめる 

･貴女のつらさを受け止めますよという,ノンバーバルコミュニケーションを活 

用する 

スキンシツ 唳V���,凅�+ﾘ+�,h,X���8,X*ｸ.�.h*Bﾈｻ�Wﾉ�8/�,h.�,ﾈ+ﾈ*ｸ�(+x.�.h*I:ﾘ*ｸ*ｨ*�.��

プをはかる 唸��,x.�,hｺH,痛�ﾈｫ8�(,ﾉmｨ,�-8.ｨ,�*(.h*H7�6(6�,亶�-ﾈ+鎚4ｨ�ｸ6X98/�+Rﾉ:｢�

部と顔をクーリングし,嶋吐のためのビニール袋,ティッシュなどを傍に置き, 

事を握るか背中をさするかして,安全な場所だから安心していい事を伝える 

･隣に座り,事を握る 

･Kさんとスキンシップをとる.なるべく他者の介入を避ける 

･その乳少しずつコミュニケーションを図り,気持ちを引き出す努力をする 

･しばらく聞くのをやめつらいね-と声をかける位にし,手を握る,さするなど 

相手から話させようとせず,ゆっくりした時間を与える 

･無理に会話を求めず,Kさんの側に静かに寄り添い,出来れば静かに身体をさ 

するなど,タッチングする 

･相手を理解する態度でボディタッチなど,安心させる態度で傾聴,共感の姿勢 

で話して心を開く工夫をする 

･Kさんと目線を同じにして,｢今とつてもつらくて苦しそうですね｣■｢病院に来 

たから大丈夫ですよ｣と言って,背中をさすってあげる 

･そばに付き添い,背中をさするなどのスキンシップを図る 

･Kさんとおびえている子ども達に対しても,タッチングしながら話しかける 

被害者に安 唸��,x.�,c9�ﾈ,X*(.倬h/�O�*�+�.ｨ*�9|8�(*ｨｽ�*ﾘ,�*(.倬h/�6�*h���8,��ｨ��

心感を与え �,X*�.�,h*(*H���8ｫH/�*�+ﾘ*h-ﾈ+r�

る 啌Еh,ﾉNﾘ･��(,h*(*H+�,h/�&ﾘ,�,H*(.��ｨﾘr�)�Y¥�,X+X+ﾘ,ｲ��X�IWh,X+x*日2�

というありきたりの言葉をかけ,手は身体に触れ,この場所は安全な領域であ 

り,大丈夫という気持ちを表現する 

･Kさんと2人だけになり,気持ちをまず落ち着かせる 

被害者との 唸��,x.�,ﾈ馼.)?ｨ�ﾙ4�,��(*�.y?ﾈ.���(+X�+�.�.h*H,�*ｸ,�*�*�/�ﾞﾈ.��

直接的関わ 唸ﾉ��*ｨ*ｸ+�/�,h*H*�.x.ｨ.�.h*H,���k�,h櫁��

り 唳�(+ｸ*H,h*(*Hｴ�檍/��(,"�

･1対1での面会 

･Kさんの傍にいて,Kさんからの言葉があったらそれに応える 

被害者の休 唳[x*ｸ�+ｸ*H,h+X,�*(,Rﾈ.H,�*ﾘ.�.(+x-�.�.h*H,閏X鈷ｴ8/�,(*ﾘ.�.h*I�8ｧﾈ*�.��

息を図る 唸.H,�*ﾘ.姐�-ﾈ+鎚ﾊ偃x.��

･静かに時間の許すかぎりやすませてあげ,いろいろ問いかけない 
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-症状に対する検査・処置を不安なく受ける事が出来る様対応する.その中で，

少しずつでも暴力の話が出れば，本人の気持ちをみながら，相談にのる

-そして，何もはなそうとしないKさんと黙って見つめる

-貴女のつらさを受け止めますよという，ノンパーパノレコミュニケーションを活

用する

スキンシッ -病院に来たことで安心できるよう，恐怖心をとりのぞき接するよう働きがける

フ。をはかる -子どもと共に，他患者の目にふれないようベッドに休ませ，カーテンをし，頭

部と顔をク}リングし，幅吐のためのビニール袋，ティッシュなどを傍に置き，

手を握るか背中をさするかして，安全な場所だから安心していい事を伝える

-隣に座り，手を握る

'Kさんとスキンシップをとる.なるべく他者の介入を避ける

-その後，少しずつコミュニケーションを図り，気持ちを引き出す努力をする

-しばらく開くのをやめつらいね…と声をかける位にし，手を握る，さするなど

相手から話させようとせず，ゆっくりした時聞を与える

-無理に会話を求めず， Kさんの側に静かに寄り添い，出来れば静かに身体をさ

するなど，タッチングする

-相手を理解する態度でボディタッチなど，安心させる態度で傾聴，共感の姿勢

で話して心を開く工夫をする

'Kさんと目線を同じにしてI r今とってもつらくて苦しそうですねJr病院に来

たから大丈夫ですよJと言って，背中をさすってあげる

-そばに付き添い，背中をさするなどのスキンシップを図る

'Kさんとおびえている子ども達に対しでも，タッチンク令しながら話しかける

被害者に安 -子どもと 3人でいる事を避け，だれか医療者が近くにいる事を伝え安全な場所

心感を与え であるという安心感をあたえます

る • (DVの被害者ということを知っている場合)r大変でしたね.大丈夫ですか?J

というありきたりの言葉をかけ，手は身体に触れ，この場所は安全な領域であ

り，大丈夫という気持ちを表現する

'Kさんと 2人だけになり，気持ちをまず落ち着かせる

被害者との -子どもの事や日常的な会話から入り，話し出せるようなきっかけを作る

直接的関わ -検査がきちんとうけられるように説明と介助

り -話そうという機会を待つ

• 1対1での面会

'Kさんの傍にいて， Kさんからの言葉があったらそれに応える

被害者の休 -聞き出そうとしないで、，ゆっくりやすめるような雰囲気をつくるよう心掛ける

息を図る -ゆっくり休ませ，見守る

-静かに時間の許すかぎりやすませてあげ，いろいろ問いかけない
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被害者に説 唸��,x.�$(,ﾈ���8*ｨｦﾙ]ｸ+8.ｨ,H*(.�*�,x*H*���k�+x.��

明をする 唳Eﾘ�ﾈﾈ*ｩk8*(*�9痛�i&h,儺ｹwh,伊�ぺ,ﾈ��,b伊��9貯yﾘ��+8.ｨ,H*(.�*��

の説明 

･ここは病院であり,安心できる場所であることを説明する.話す内容の秘密は 

守れることを説明する 

･患者-子どもの様子がわかるように説明する 

･ここは安心できる場所であることを伝え,治療を受けることの必要性を説明す 

る 

プライバシ 唸7h8�486�5h�ｸ,俟ﾉ{h+x.��

-を保護す 唳Wh,iz8+Rﾈ�ｨ�/�¥�*h,H*掩(/�[x*ｲﾈ7h8�486�5h�ｸ,ﾘ荿.�+�,h/�6�*h.��

る 唸7h8�486�5h�ｸ,ﾉ]ｸ,H.兀H夊,亶�/�,X.�.x*B�

環境を整え 唳�8*�,亶�-�.��ｨ�,ﾈｦﾙ]ｲ�

る 唸.H,�*ﾘ.姐�-�.�5�7��ｸ5�/�,(*ﾘ.��

･子ども達と離す 

･症状が緩和するように休んでもらう 

･場所の設定 

･診察がスムーズに行くよう,環境を整え,静かな環境を 

･場所をかえて2人だけで話せる環境を作る 

･他者とあまり接触しない,静かな環境を作る 

･他の患者さんと隔離し,落ち着いた場所で話を聞く 

･静かに話ができる環境を整える 

･夜間であるため,保温につとめる事と,お子さんと離れることのないよう,- 

緒にいれる環境,できれば,他の人との接触をさけられる様,配慮します 

･患者.本人の訴えることに対応し,安全な環境の提供 

･子どもを連れての入院であれば,家族-の連絡方法をきき,まずは子どもの居 

場所を確定し,安心して入院治療を受けられる環境を作る 

･安心してケアを受けられる環境の提供 

･出来るだけ刺激を与えない環境を作る 

･静かな場所で夫との接触がない様気配りをする 

･いろいろ質問したりはせず,自分から話せるような環境,落ち着く場所を確保 

する 

･症状の緩和をはかり,心身ともに安心できる環境を整える 

･核家族であり,夫が同伴かを確かめ,話がしやすいよう,個室を用意する 

･安心感を与えるように,環境を整える 

･話をしやすい環境を作る.個室-の誘導 

･話をし易い環境作り(プラ右ヾシーの保護) 
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被害者に説 -子ども達の安全が確保されているかどうか説明する

明をする -脳出血が無いか等，診断に必要な検査への援助と(検査等)理解されているか

の説明

-ここは病院であり，安心で、きる場所であることを説明する.話す内容の秘密は

守れることを説明する

-患者へ子どもの様子がわかるように説明する

-ここは安心で、きる場所であることを伝え，治療を受けることの必要性を説明す

る

プライパシ -プライパシーに考慮する

ーを保護す -夫と離し，場所を変えてお話を聞き，プライパシーは守ることを伝える

る -プライパシーの保てる部屋に休んで、もらう

環境を整え -静かに休める場所の確保

る -ゆっくり休めるスペースをつくる

-子ども達と離す

-症状が緩和するように休んでもらう

-場所の設定

-診察がスムーズに行くよう，環境を整え，静かな環境を

-場所をかえて 2人だけで話せる環境を作る

-他者とあまり接触しない，静かな環境を作る

-他の患者さんと隔離し，落ち着いた場所で話を聞く

-静かに話ができる環境を整える

-夜間であるため，保温につとめる事と，お子さんと離れることのないよう，一

緒にいれる環境，できれば，他の人との接触をさけられる様，配慮、します

-患者・本人の訴えることに対応し，安全な環境の提供

-子どもを連れての入院であれば，家族への連絡方法をきき，まずは子どもの居

場所を確定し，安心して入院治療を受けられる環境を作る

-安心してケアを受けられる環境の提供

-出来るだけ刺激を与えない環境を作る

-静かな場所で夫との接触がない様気配りをする

-いろいろ質問したりはせず，自分から話せるような環境，落ち着く場所を確保

する

-症状の緩和をばかり，心身ともに安心で、きる環境を整える

-核家族であり，夫が同伴かを確かめ，話がしやすいよう，個室を用意する

-安心感を与えるように，環境を整える

-話をしやすい環境を作る.個室への誘導

-話をし易い環境作り(プライパシーの保護)
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･顔面の腫脹については,どこでどのように腫脹したのか尋ねながら表情を観察, 

安心できる環境作り 

･孤立感をもっているのであれば,今は安全という安心感が持てるような声かけ, 

環境を作る 

･診察室の様子で話しにくそうなら,別室の準備をする 

･何か毛布等をかけ,あたたかい飲み物などを提供し,気持ちがおちつくような 

環境にしてもらう 

･Kさんの話を聞けるようにまず,身体的な具合から症状を確言臥診察は夫が入 

らないように,Kさんのみで話しが聞ける場所とする 

･他の患者さんと離れた空間を提供する 

･(夫としばらく会えない方法を考える) 

･子どもさんは安全である事.背中をさすったりしながら,個室等静かな部屋で 

経過を見る 

･Kさんに起こった出来事は,身体症状以外に恐怖と不安が強く,精神的なシヨ 

ツク状態にあると考えますので,傍に付き添い安心してもらえるような環境を 

作りたいと思います 

･プライバシーを守れるよう,他の患者,職員から離す 

･症状を聞きながら,ゆっくり話し相手となるよう,機会をとらえて話が出来る 

場を作る努力をする 

･患者の安全の確保と,精神は安寧が図れるように対応する 

･Kさんが話しやすい環境作りを行い,傍にいて話をして下さるのを待つ 

･やさしく対応し,話を傾聴できる場所の設定と時間調整を行う 

雰囲気を作 唳�(+X.(+x*)[X鈷ｴ8,8*ﾘ.��

る 唸鳧ｭH/�*�*�,Bﾄｸ+8/�*ｩ�(+X+�+y[X鈷ｴ8/�ﾞﾈ.��

･個室で時間をかけて落ちついて話しやすい雰囲気をつくる 

･アサーチイブコミュニケーションを通し,相手が自分の気持ちを話せるような 

雰囲気作りに配慮する 

十分な観察 唳�8*�,委ｹ+(,X.H,�*ﾘ.掩(+X*�*�:ｩ,�.(��ｴ8,ﾉ/i7に�Yf�,ﾈ�9�I9�/�ｬ��+x.��

を行なう 唳�y�ﾉ4傲x�8,ﾈｬ��ﾈｮx*ｨ鵰.ｨ,H*(.倬h,���+Rﾉ:ｩ,痛6hｴ8/�Kｨ,�,H*(.�,ﾈ,Rﾂ�

頭部外傷も考えられる(脳圧克進)-事故か事件を疑うため,他の部分に肉眼 

的所見はないか観察する 

･患者さんが話しやすい態度を心がけ,観察を十分に行い,異常の早期発見に努 

める 

･症状の観象暴力には身体症状の悪化の早期発見と(身体症状の)早期回復を 

図る 

･症状の観察:2 

･88-

-顔面の腫脹については，どこでどのように腫脹したのか尋ねながら表情を観察，

安心できる環境作り

-孤立感をもっているのであれば，今は安全という安心感が持てるような声かけ，

環境を作る

-診察室の様子で話しにくそうなら，別室の準備をする

-何か毛布等をかけ，あたたかい飲み物などを提供し，気持ちがおちつくような

環境にしてもらう

.Kさんの話を聞けるようにまず，身体的な具合から症状を確認，診察は夫が入

らないように， Kさんのみで話しが開ける場所とする

-他の患者さんと離れた空間を提供する

. (夫としばらく会えない方法を考える)

-子どもさんは安全で、ある事.背中をさすったりしながら，個室等静かな部屋で

経過を見る

.Kさんに起こった出来事は，身体症状以外に恐怖と不安が強く，精神的なシヨ

ック状態にあると考えますので，傍に付き添い安心してもらえるような環境を

作りたいと思います

-プライバシ}を守れるよう，他の息者，職員から離す

-症状を聞きながら，ゆっくり話し相手となるよう，機会をとらえて話が出来る

場を作る努力をする

-患者の安全の確保と，精神は安寧が図れるように対応する

.Kさんが話しやすい環境作りを行い，傍にいて話をして下さるのを待つ

-やさしく対応し，話を傾聴できる場所の設定と時間調整を行う

雰囲気を作 -話しやすい雰囲気づくり

る -時間をかけて， Kさんが話しだす雰囲気を作る

-個室で時間をかけて落ちついて話しやすい雰囲気をつくる

-アサーティブコミュニケーションを通し，相手が自分の気持ちを話せるような

雰囲気作りに配慮する

十分な観察 -静かな口調でゆっくり話しかけ，頭痛や幅気の程度，打撲の状態等を観察する

を行なう -身体的症状の観察，顔が腫れている事に対し，頭痛，吐気を伴っているので，

頭部外傷も考えられる(脳圧冗進)→事故か事件を疑うため，他の部分に肉眼

的所見はなし、か観察する

• J患者さんが話しやすい態度を心がけ，観察を十分に行い，異常の早期発見に努

める

-症状の観察，暴力には身体症状の悪化の早期発見と(身体症状の)早期回復を

図る

-症状の観察 :2
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･表情,態度の観察:2

･観察,受傷部分を全て見せてもらう

医療的ケア

を行なう

･身体面で必要な処置をする

･まずは,現在ある症状の軽減に努める

･バイタルサインの観察,頭部症状の観察をしながら,受診後の経過を話しても

らう

･対症看護:2

･根掘り葉掘り聞く事はせず,まずは優しく,症状に対する看護を行う

･現在の症状が出現したのはいつからなのかなど,今-香草いと感じている事の

ケアをする

･頭の痛みと吐気の訴えをうけとめる:2

･ (DV被害者･上記症状を知った上で)何も話せない状況であるので,まずは

現症状をケア.コミュニケーションがとれないと本人も心を開かないため

･痛みと吐き気に対するケア: 6

･現在の症状がおさまるような処置と対応: 2

･身体症状に対する処置を行なう

･バイタルを測定,観察:2

･頭の痛み,鴫気がどの程度のものか,それに対する診療介助

･身体的苦痛を和らげる処置

･頭の痛みと吐気に対する観察･処置,看護:2

･傷の状況をみて｢とても痛いでしょうね｣とバイタルサインを取る

･ (やさしく)傷などの対処をする

･頭の痛み,吐き気の症状に対し,診断が行われる様,診察･検査の介助を行う

･まずは現在の苦痛症状を取り除くことを先決のケアとする

･頭痛と吐気の症状が改善するまでは,こちらから詳しく立ち入ることは避け,

現在の症状に対応する

･症状について問診する

･多くを語らず,そばに寄り添い,セルフケアの援助に努め,頭痛と吐気に対す

るケアを行なう

･話したくなければきかない,身体的苦痛(頭痛,吐き気)を軽減すべく,援助

する

･精神的不穏が強いようならば,安心するよう声かけをし,必要ならば, Dr指

示にて鎮痛剤も考慮

･様子をみる(精神的に),身体的状態に対するケアを行なう

･あまり何があったか等は話しかけず,頭痛緩和･吐き気の対応を行なう

･症状の緩和のためのケアをしながら,人間関係づくりとして会話をする-
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-表情，態度の観察:2 

・観察，受傷部分を全て見せてもらう

医療的ケア|・身体面で必要な処置をする

を行なう -まずは，現在ある症状の軽減に努める

・パイタノレサインの観察，頭部症状の観察をしながら，受診後の経過を話しでも

らう

・対症看護 :2

・根掘り葉掘り聞く事はせず，まずは優しく，症状に対する看護を行う

-現在の症状が出現したのはいつからなのかなど，今一番辛いと感じている事の

ケアをする

-頭の痛みと吐気の訴えをうけとめる :2

・(DV被害者・上記症状を知った上で)何も話せない状況であるので，まずは

現症状をケア.コミュニケーションがとれないと本人も心を関かないため

・痛みと吐き気に対するケア :6

・現在の症状がおさまるような処置と対応 :2

.身体症状に対する処置を行なう

・パイタノレを測定，観察 :2

・頭の痛み，日匿気がどの程度のものか，それに対する診療介助

.身体的苦痛を和らげる処置

・頭の痛みと吐気に対する観察・処置，看護 :2

・傷の状況をみて「とても痛いでしょうねj とパイタルサインを取る

・(やさしく)傷などの対処をする

・頭の痛み，吐き気の症状に対し，診断が行われる様，診察・検査の介助を行う

.まずは現在の苦痛症状を取り除くことを先決のケアとする

・頭痛と吐気の症状が改善するまでは，こちらから詳しく立ち入ることは避け，

現在の症状に対応する

・症状について問診する

・多くを語らず，そばに寄り添い，セルフケアの援助に努め，頭痛と吐気に対す

るケアを行なう

・話したくなければきかない.身体的苦痛(頭痛，吐き気)を軽減すべく，援助

する

・精神的不穏が強いようならば，安心するよう芦かけをし，必要ならば， D r指

示にて鎮痛剤も考慮、

・様子をみる(精神的に)，身体的状態に対するケアを行なう

・あまり何があったか等は話しかけず，頭痛緩和・吐き気の対応を行なう

・症状の緩和のためのケアをしながら，人間関係づくりとして会話をする
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･側にいて,身体的苦痛を取り除く対応をまずする 

･症状に対するケア,精神面での配慮等 

･(情報収集後)Kさんの治療にうつつていく,心理的.精神的援助を引き続き 

することも大事かと思います 

･現状の症状の受け入れ,(現状の症状の)処置 

･Drの指示をわかり易く伝え,診察介助は丁寧に行う 

･腫れている痛いところの処置,緩和に努める 

･無理に何か話してもらおうとしないで,まずは,症状に対する対応で休んでい 

ただく 

情報収集を 啜G(/�雹nﾈ,�?ﾈ.ｨ+ﾘ�饑����

する 唸-ﾈ+��饑��ｬH,x,ﾈ.h*H,鞍��,X+�,ﾈ�8ｻX*ｩJﾙ�h+X+ﾘ,ﾈ*�&ﾘ.儺ｹwh*ｨ*�.�,h軛�

います 

･時間をかけて,Kさんの情報を把握し,DVに対する意識を共に考える 

･どうなさいましたかもうここは病院です,安心してください,他には何も自分 

で感じる病状などないですかKさん自動今どうしてほしいのか,おびえてい 

る姿を見て,情報収集する 

情報提供を 唳�y�ﾉ4�,引ｨﾊ�,Xｮx*ｨ鵰.ｨ,H*(.�+ﾘ-�巉*ｨ*�,�+ﾘ*�/���,ｸ,H-ﾘ,Bﾈ巉.�9ｨ*h.r�

する �.ｨ,�*(�ｨﾘx,ﾒﾈ,x+�,��ｩ&ｸ+X+ﾘ.y|x*(*�,ﾈ�饑�/�/�ｹ�+x.��

･専門家の紹介等も行う 

人間関係作 唸+ｸ,ﾉ(h,Y|x*)�ﾈｭHｭhﾅx*ｨ,(*ﾘ.ｨ.ｨ,驢(+X,H.�.x*h.�,ﾈ,X,ﾒﾘ,h輊*B�

り 唳�(+X.(+x*(ｭhﾅxﾞﾈ.��

医療チーム 唸8�985�8ｸ7x8ｸ5��,ﾈ�8踪5H7ﾈ�ｸ6rﾈ8ｨ4x5ﾘ986��ｸ5�*ｨ*(.ｨ,篷��ｯｨ,��?ﾂ�

の介入 啝$ｸ+8/�ﾈ巉*�*�+ｸ.ｸ+X*(+�,h*ｨ*�*�.�,�,ﾈ,X+x,ｺ8,i�ｨ/�*�*��8踪,�+ﾘ+��

事ではない様子を伝える.そして,警察に届ける事も必要なのではないかと意 

見する 

･救急Drのみの対応でいいのか,医師と相談する 

･医師と連携をとり,身体的処置,検査後,個室(静かな)を準備 

･医師と相談し,DV法が制定されていることをつげ,相談して行くことを勧め, 

コンタクトをとる 

･診察した医師に,DVの可能性があるようなら相談(院内で決まっているなら 

ば-.ここが問題)してはどうかと持ちかける 

･現在ある症状に対し受けとめ,少しでも症状が軽減する方向で援助する 

･少し時間をおき,再度話しかけてみて,Dr.師長などに報告をする 

･夫-の愚痴などを聞き,MSWの介入 

･ソーシャルワーカーに連絡する:2 

･ケースワーカーに相談する:3 
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-側にいて，身体的苦痛を取り除く対応をまずする

・症状に対するケア，精神面での配慮、等

・(情報収集後)Kさんの治療にうつっていく，心理的・精神的援助を引き続き

することも大事かと思います

・現状の症状の受け入れJ (現状の症状の)処置

.Drの指示をわかり易く伝え，診察介助は丁寧に行う

・腫れている痛いところの処置，緩和に努める

・無理に何か話してもらおうとしないで，まずは，症状に対する対応で休んでい

ただく

情報収集を I. D rを視野に入れた情報収集

する いまず情報収集，どのようポ経過でこの状況が発生したのか知る必要があると思

います

・時間をかけて， Kさんの情報を把握しt DVに対する意識を共に考える

・どうなさいましたかもうここは病院です，安心してください，他には何も自分

で感じる病状などないですかKさん自身，今どうしてほしいのか，おびえてい

る姿を見て，情報収集する

情報提供を|・身体的な所見で顔が腫れているため，何があったかを尋ねてみて，何も答えら

する | れない場合は，どこに相談したら良いかの情報を提供する

・専門家の紹介等も行う

人間関係作|・その中で良い人間関係がつくれれば話してもらえるのでは…と思う

り |・話しやすい関係作り

医療チーム|・メンタルヘルス科の医師サポート，リエゾンナースがいれば，早期に介入

の介入 |・ rKさん，何かおそろしいことがおありなのですねJと声をかけ，医師にただ

事ではない様子を伝える.そして，警察に届ける事も必要なのではないかと意

見する

・救急Drのみの対応でいいのか，医師と相談する

・医師と連携をとり，身体的処置，検査後，個室(静かな)を準備

・医師と相談し， DV法が制定されていることをつげ，相談して行くことを勧め，

コンタクトをとる

・診察した医師にJ DVの可能性があるようなら相談(院内で決まっているなら

ば・・・ここが問題)してはどうかと持ちかける

・現在ある症状に対し受けとめ，少しでも症状が軽減する方向で援助する

・少し時間をおき，再度話しかけてみてI Dr ・師長などに報告をする

-夫への愚痴などを聞き J MSWの介入

・ソーシャルワーカーに連絡する:2 

・ケ}スワーカーに相談する :3
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･MSW-相談したり,弁護士-相談して対応を考える 

･他のスタッフとも話し合って対応を決めていくと思います 

･出来るだけ今後の事も含めて,サポートしていく事を本人に伝え,MSW-も 

相談する 

･スタッフが入れ替わり対応しないよう,プライマリーNsを決める 

･症状-の対応(頭痛,吐気等),バックアップ体制の確保-の準備 

･自分で話を聞き出せない場合は,医師と相談し,適切な対応(カウンセリング) 

が出来る機関-紹介する 

･DV被害者がどこに相談すれば良いのか上司に相談する(ケースワーカーの介 

入他) 

･そつとしておく,自分から話をされるまで待つか,又は必要であれば警察-逮 

給をDrと相談する 

･DVについての紹介パンフレットを用いて,今どうしたらよいのかの相談を, 

主治医を含めて考える 

他職種の介 唸ﾇ井�*�.x�饑�/�;篳ﾇ井�,ﾈｺi|ﾘ,ﾉ/i7�/�&ﾘ.��

入.連携 1 唸ﾇ井�,仞ﾈ*��/�+�,ﾈ+�*�.rﾈﾇ井�,倬h��/��(+Rﾈ��檠4�,育�x*ｨ�8*�.x.ｨ.�+��

と(女性相談室)などの事情を与える 

･専門機関-の連絡 

･警察に保護を求めたのであれな,そちらから情報を得る 

･警察と相談し,関係機関の対応を受けられるように手配する 

家族.夫との 唸*育�+8/�/�ﾊ�,H.�.x*h.��ﾂ�5H7ﾈ�ｸ6x,X*ｸ.��ﾂ�,��ｩ&ｸ+x.��

関わり 唸,x,�+ﾘ*�i��,ﾉ_ｸ*�.x�饑�*ｩ;�.x.ｨ,�*(*亢8/�,(*�.��

･患者さんの安心できる方に病院に来てもらい,子ども達も含め保護を依頼する 

･夫-の対応 

子どもに対 唸��,x.�$(/����8+8+�.��

しての関わ 售)�ﾈ,ﾈ��,x.�$(,ﾒﾈﾌ)¥ｨ,Yv�*�.に�9^ｩ9�,刋�xﾘ+x.��

り 唸6�7(.�$"ﾘ,ﾈﾋ駢H*�*�/�+x.停�

･子ども達との会話の場をつくる 

･子ども達にも処置時以外は,母親と一緒にいられるようにする 

･子ども達-も保護的に接し,少しでもリラックスできるように働きかける 

･子ども達にも声を掛け,安心できるように関われる 

･子どもに対しても優しく声掛けし,安心してもらうように按する 

･子ども達-の対応:2 

･子ども達-の配慮:2 

･子ども達が安心して待てる場所を提供する 

･2人の子どもの衰全と安寧をはかる 
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'MSWへ相談したり，弁護士へ相談して対応を考える

-他のスタッフとも話し合って対応を決めていくと思います

・出来るだけ今後の事も含めて，サポートしていく事を本人に伝え， MSWへも

相談する

・スタップが入れ替わり対応しないよう，プライマリーNsを決める

・症状への対応(頭痛，吐気等)，パックアップ体制の確保への準備

-自分で話を聞き出せない場合は，医師と相談し，適切な対応(カウンセリング)

が出来る機関へ紹介する

.DV被害者がどこに相談すれば良いのか上司に相談する(ケースワーカーの介

入他)

・そっとしておく.自分から話をされるまで待っか，又は必要であれば警察へ連

絡をDrと相談する

・ DVについての紹介パンフレットを用いて，今どうしたらよいのかの相談を，

主治医を含めて考える

他職種の介|・警察から情報を得，警察の協力の程度を知る

入・連携 |・警察に駆け込んだのだから，警察に事情を話し，社会的な支援が受けられるこ

と(女性相談室)などの事情を与える

-専問機関への連絡

・警察に保護を求めたのであれな，そちらから情報を得る

-警察と相談し，関係機関の対応を受けられるように手配する

家族・夫との|・お子さんを見てもらえる人(サポートできる人)に相談する

関わり |・どなたか家族の方から情報が得られないか気をつける

・患者さんの安心できる方に病院に来てもらい，子ども達も含め保護を依頼する

.夫への対応

子どもに対|・子ども達を安心させる

しての関わ|・ 2人の子ども達は，個別で預かり，祖母等に連絡する

り |・子ども達への言葉かけをする.

・子ども達との会話の場をつくる

・子ども達にも処置時以外は，母親と一緒にいられるようにする

・子ども達へも保護的に接し，少しでもリラックスできるように働きかける

・子ども達にも声を掛け，安心できるように関われる

・子どもに対しでも優しく声掛けし，安心してもらうように接する

.子ども達への対応 :2

・子ども達への配慮 :2

・子ども達が安心して待てる場所を提供する

• 2人の子どもの安全と安寧をはかる
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･子供の事が心配だと思うので.入院中の子供のあずかり先などを考える 

･子ども達に対して保護的関わりをもち,Kさんを安心させる 

･子どもの事から話,話をききだしてみる. 

･安心できる空間を提供する 

･本人がなかなか話そうとしない場合,子ども達にも聞いてみる 

･子ども達の面倒を見てくれる人を探し,子どもの手配が終わったら,入院をす 

すめる 

･子ども達-は,安心してよいことを説明し,落ち着かせる 

･子どもさん-の対応も配慮する 

･症状が強いようであれば,横になっていただき,また,子どもを保護する 

･本人の診療等がすむまで子ども達は本人と離し,職員等が対応する 

･話をしやすい雰囲気作りをする,子ども達の様子を気にかける 

その他 唳9h+ﾘ.���.�,ﾉk8*)�陌��

･何も話そうとしない 

･顔が腫れ上がっている等の様子から,DVだと予想がつくかもしれない 

･何も話そうとしない⇒事実を共有するために 

･現状をまず受け入れる 

無回答. 唳k8��9｣｣#B�
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-子供の事が心配だと思うので，入院中の子供のあずかり先などを考える

・子ども達に対して保護的関わりをもち， Kさんを安心させる

・子どもの事から話，話をききだしてみる

.安心できる空間を提供する

・本人がなかなか話そうとしない場合，子ども達にも聞いてみる

・子ども達の面倒を見てくれる人を探し，子どもの手配が終わったら，入院をす

すめる

・子ども達へは，安心してよいことを説明し，落ち着かせる

・子どもさんへの対応も配慮する

・症状が強いようであれば，横になっていただき，また，子どもを保護する

・本人の診療等がすむまで子ども達は本人と離し，職員等が対応する

・話をしやすい雰囲気作りをする，子ども達の様子を気にかける

その他 |・当たり障りの無い対応

・何も話そうとしない

-顔が腫れ上がっている等の様子から， DVだと予想がつくかもしれない

.何も話そうとしない斗事実を共有するために

-現状をまず受け入れる

無回答 |・無回答:24 
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Ⅷ-2. Kさんは,受診の結果, 2-3日の入院が必要という診断が下りました｡この

様なケースに対して,入院中,具体的にどの様な対応が必要になるでしょう

か? :回答率89.8% (n-237)

最も多かった回答は｢子ども-の介入｣であった｡その他｢両親･家族-の介入｣をあ

げる者も多く,被害者だけでなく子ども達に対しての支援の必要性や,家族も視野に入れ

た対応の必要性をあげていた｡次に多かった回答は｢面会制限｣ ｢精神的ケアの実施｣ ｢環

境調整｣であり,心身ともに傷ついている被害者が落ち着いて心を癒せるよう,環境を整

えケアする必要性をあげていた｡

表7　　入院中必要な具体的ケア

カテゴリー 記述内容(:記述数)

連携をとる ･ソーシャルワーカーなどコ･メディカルとの連携をとる

･ pswと連携する(お互いの立場から支援のアプローチをする)

･MSW,精神科医師などと連携をとる

I (その後)ソーシャルワーカー,関係機関スタッフと連携を取り,必要な機関

で対応してもらえるように話をしていく

･MSWとの連携: 2　　- (子どもの保護について)

･子ども達-の心理的な対応についてMSW等と連携をする

･ソーシャルワーカーとの連携

･他機関と連携

･ sw,心理療法士,行政との連携が必要

･ソーシャルワーカーに他の支援施設へ連携をとってもらう

･子どもさんのこと,入院費のこと,夫が病院-こないだろうかという心配があ

る.安心して入院生活が送れ,治療に専念できるよう医療チームとの連携をと

り対応してゆく

･DV支援のための相談窓口があることを伝え,必要であれば連絡がとれること

を説明し,本人の意向を尊重したうえで,連携をはかる

･子どもの安全の確保の為,専門機関と連携をとる

･心理相談,ケースワーカー,児童相談

･Kさん-のコンサルトとして話を聞き,間笥状況を確認して対応できる窓口-

つなげる

･時間をかけ,ゆっくり対応し(複数の人間(職員)が対応するのではなく),

本人の承諾の上で,支援組織-つなぐ方法を検討する

･ MSWに連絡

･院内のケースワーカーに連絡する(本人と医師の了承のうえ)

･警察,子ども達の一時あずかりの為の児童相談所-の連絡
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四一2. Kさんは，受診の結果， 2--3日の入院が必要という診断が下りました。この

様なケースに対して，入院中，具体的にどの様な対応が必要になるでしょう

か?:回答率 89.8%(n =237) 

最も多かった回答は「子どもへの介入」で、あった。その他「両親・家族への介入」をあ

げる者も多く，被害者だけでなく子ども達に対しての支援の必要性や，家族も視野に入れ

た対応の必要性をあげていた。次に多かった回答は「面会制限Jr精神的ケアの実施Jr環

境調整Jであり，心身ともに傷ついている被害者が落ち着いて心を癒せるよう，環境を整

えケアする必要性をあげていた。

カテゴリ一

連携をとる

表 7 入院中必要な具体的ケア

記述内容(:記述数)

・ソーシヤノレワーカーなどコ・メディカノレとの連携をとる

'PSWと連携する(お互いの立場から支援のアプローチをする)

• MSW，精神科医師などと連携をとる

. (その後)ソーシヤノレワーカー，関係機関スタッフと連携を取り，必要な機関

で対応してもらえるように話をしていく

'MSWとの連携 :2 …(子どもの保護について)

・子ども達への心理的な対応について MSW等と連携をする

.ソーシヤノレワーカーとの連携

・他機関と連携

• SW，心理療法士，行政との連携が必要

・ソーシヤノレワーカーに他の支援施設へ連携をとってもらう

・子どもさんのこと，入院費のこと，夫が病院へこないだろうかという心配があ

る.安心して入院生活が送れ，治療に専念できるよう医療チームとの連携をと

り対応してゆく

.DV支援のための相談窓口があることを伝え，必要であれば連絡がとれること

を説明し，本人の意向を尊重したうえで，連携をはかる

・子どもの安全の確保の為，専門機関と連携をとる

・心理相談，ケースワーカー，児童相談

.Kさんへのコンサノレトとして話を聞き，問題状況を確認して対応できる窓口へ

つなげる

・時聞をかけ，ゆっくり対応し(複数の人間(職員)が対応するのではなく)， 

本人の承諾の上で，支援組織へつなぐ方法を検討する

'MSWに連絡

・院内のケースワーカーに連絡する(本人と医師の了承のうえ)

・警察，子ども遠の一時あずかりの為の児童相談所への連絡
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･Kさん入院中,夫が面会にくる可能性があるため,実母などに付き添ってもら

い,役所の福祉課や院内のMSWに連絡する

･必要な機関-の連絡

･警察署,役所-の連絡

･ Kさんの信頼できる人との連絡

･警察,主治医の連絡等に関わる

･入院について知らせても良いところを確認し,支援してもらえるかどうか連絡

をとる

･相談所-の通報

･ SW,県のDV担当-連絡する(本人の同意の上)

･ (生活や子どもの事など)家族,関係機関への連絡

･希望するまでの入院をさせ,同時に退院に向けてのケースワーカーとの連絡を

とる

･ケースワーカーに相談:2

･ MSWに声をかけ, ENT後の生活状態を整える

･子どもは一時的に保護できるところをMSWと相談する

･ケースワーカー-の棉談, DV相談窓口-の依頼

･退院後の生活について考える時間がある事を説明し,相談する事を伝える(支

援機関の情報提供等を含む)

･(加害者(夫)とKさん)別々に相談

･入院中,心配なことを表出させ,連絡調整をする

･入院中に関係機関と調整し,退院後の事を明確にしておき,同じ事をくりかえ

さないようにする

･ MSW-の棉談

･子ども達の保育等の相談

i (入院中)ケースワーカーさんに相談して今後の事を考える: 2

･ケースワーカーさん,または心理療法士に相談して今後の事を考える

･早期にソーシャルワーカーに連絡し.相談にのってもらう

･夫DVは,簡単には改善は見られないだろうと考えられ, DVのサポートの施

設や人等と相談する事をすすめる

･退院後の行く場所を相談する

･医師-　MSWと相談

･ Kさんと相談し,ケースワーカーと話をすることの了承を得て警察等,保

護施設-の入所について相談する

･連携機関に連絡をいれ,院内のMSWに相談する

･相談者の訪室,子どもについての相談
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-Kさん入院中，夫が面会にくる可能性があるため，実母などに付き添ってもら

い，役所の福祉課や院内の MSWに連絡する

-必要な機関への連絡

-警察署，役所への連絡

.Kさんの信頼できる人との連絡

-警察，主治医の連絡等に関わる

-入院について知らせても良いところを確認し，支接してもらえるかどうか連絡

をとる

-相談所への通報

• SW，県の DV担当へ連絡する(本人の同意の上)

.. (生活や子どもの事など)家族，関係機関への連絡

-希望するまでの入院をさせ，同時に退院に向けてのケースワーカーとの連絡を

とる

相談する -ケースワーカーに相談 :2

.MSWに声をかけ， ENT後の生活状態を整える

-子ども.は一時的に保護できるところを MSWと相談する

-ケースワーカーへの相談I DV相談窓口への依頼

-退院後の生活について考える時聞がある事を説明し，相談する事を伝える(支

援機関の情報提供等を含む)

‘ 
. (加害者(夫)と Kさん)別々に相談

-入院中，心配なことを表出させ，連絡調整をする

-入院中に関係機関と調整し，退院後の事を明確にしておき，同じ事をくりかえ

さないようにする

.MSWへの相談

-子ども遠の保育等の相談

.. (入院中)ケースワーカーさんに相談して今後の事を考える :2

-ケースワーカ}さん，または心理療法士に相談して今後の事を考える

-早期にソーシヤルワーカ}に連絡しB 相談にのってもらう

-夫 DVは，簡単には改善は見られないだろうと考えられI DVのサポートの施

設や人等と相談する事をすすめる

-退院後の行く場所を相談する

-医師.MSWと相談

.Kさんと相談し，ケースワーカーと話をすることの了承を得て警察等，保

護施設への入所について相談する

-連携機関に連絡をいれ，院内の MSWに相談する

-相談者の訪室，子どもについての相談
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･Drに対しての関係機関,相談を勧める 

･地域での支援組織-連絡し,今後の対応を相談する 

･Kさんを支援してくれる機関を探す(またはMSWに相談する) 

･組織等に相談し,対応策を考える 

･県人権啓発センターに通報,入院中に相談を受けること-をすすめる 

･施設-の相談 

･MCを通して,専門機関に相談をし,退院後の本人の生活面においてのフ 

オローをしてもらえるように働きかける 

･夫の面会時の対応について,他家族と協力を得る等実母つきそい等,ENT後 

の方向性をMSWと相談. 

面談.面接の 唳����に}X���9yﾘ齎,�.h.冤ｩ�ｨ/�ｪ�-�.��

実施 唸4ｨ4X985ｨ8��ｸ,ilｩ&ｲ�

･Ⅹさんの両親も含めた面談をする 

･できれば専門家(相談員)と患者さんとの面談をしていただいて,患者さ 

ん本人にDVについて正しく理解し,どうしていったちょいのか考えられ 

るように支援して欲しい 

･家族(本人の頼れる人)との面談等も行い理解を得ていく 

･家族であれば,夫も面会となるが,夫,本人,両親共に面談に入ってもらい, 

病状説明後は,緊急の連絡先を決めてもらう 

紹介 唸5��ｸ5�8��ｸ4ｨ�ｸ,ﾈ��樞�

･ケースワーカーを紹介し,地域,家族との調整を図る 

･リエゾン(NS)紹介 

･カウンセラーの紹介 

･子どもの安全が保障される機関の紹介(子どもの安全が保障される機関の)辛 

続き 

･症状がおちついてから,相談できる専門家の紹介 

･DVに関する施設等の紹介 

･入院中にDVの情報が聞けたら相談窓口を紹介する 

･保護施設の紹介 

組織的体 唸5��ｸ5�8��ｸ4ｨ�ｸ,h,ﾉ�ｩ&ｸ,ﾈｴ�檍/�ﾞﾈ.帝gｹ�ﾈ,ﾈｯ9eﾒ�,ﾉF8環鎚ｺi|ﾙ�ﾉ�x,ﾉF2�

刺.対策づく �.r�

り 唸�饑�*ｨ*�.ｨ,馮ｹ�ﾈ.h.�$�/�4ﾈ�ｸ7��ｸ5ﾈ98,�+x.�*丿ﾙDh+Rﾈ+ｸ,ﾉ_ｲﾘ,ﾉ��xﾘ,h+r�

ることを病棟で意識統一 

･ケースワーカーの対応 

･院内でずつと保護出来るわけではないので,早急に他機関と本人と,どうする 

べきか対象を頗る必要がある 

一95-

• Drに対しての関係機関，相談を勧める

・地域での支援組織へ連絡し，今後の対応を相談する

'Kさんを支援してくれる機関を探す(または MSWに相談する)

・組織等に相談し，対応策を考える

・県人権啓発センターに通報，入院中に相談を受けることをすすめる

.施設への相談

・MCを通して，専門機関に相談をし，退院後の本人の生活面においてのフ

ォローをしてもらえるように働きかける

・夫の面会時の対応について，他家族と協力を得る等実母つきそい等， ENT後

の方向性を MSWと相談

面談・面接の|・精神科，臨床心理士による面接を勧める

実施 |・カウンセラーと面談

'Kさんの両親も含めた面談をする

・できれば専門家(相談員)と患者さんとの面談をしていただいて，患者さ

ん本人に DVについて正しく理解し，どうしていったらよいのか考えられ

るように支援して欲しい

・家族(本人の頼れる人)との面談等も行い理解を得ていく

・家族であれば，夫も面会となるが，夫，本人，両親共に面談に入ってもらい，

病状説明後は，緊急の連絡先を決めてもらう

紹介 |・ケースワーカーの紹介

・ケースワーカーを紹介し，地域，家族との調整を図る

・リエゾン (Ns)紹介

・カウンセラーの紹介

・子どもの安全が保障される機関の紹介(子どもの安全が保障される機関の)手

続き

・症状がおちついてから，相談できる専門家の紹介

.DVに関する施設等の紹介

・入院中に DVの情報が聞けたら相談窓口を紹介する

.保護施設の紹介

組織的体|・ケースワーカーとの相談の機会を作る.本人の希望(の把握)，協力体制の把

制・対策づく| 握

り |・情報があれば本人より誰をキーパーソンにするか確認し，その方への連絡とす

ることを病棟で意識統一

・ケースワーカーの対応

・院内でずっと保護出来るわけではないので，早急に他機関と本人と，どうする

べきか対象を練る必要がある
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･SWさんを中心に,夫以外に子どもの面倒をみてくれる家族,施設をさがして 

いく 

･関係機関,家族(実家),本人の相談できる人との調整 

･社会的支援,MSW-情報を出す 

･サポートシステムの確立 

･夫が面会にきたときの対応策 

･今後のバックアップ体制 

∴訴えをよく聞き,退院後にも訪問したり,家族,夫に連絡がとれるよう,組織 

的な働きかけが必要 

･担当部署での対応も統一する 

･看護ケア担当者を限定する 

･支援システム-の報告,関係スタッフとのカンファレンス,統一した対応 

･Dr,Ns,ケースワーカー他でのカンファレンス 

･加害者,被害者の家族の対応,支援体制について,病棟全体.病院全体で統一 

した対応を考えておく 

･2-3日後には退院が考えられるため,当初からケースワーカー,ソーシャル 

ワーカーが関わる 

･夫の来院による暴力や,許可なく帰宅する怖れあり,病院としての対応法を定 

めておく必要あり(警察-の通報など考慮) 

･今後のKさんの対応(生活支援)で,窓口となるべき人物を決める 

退院後に向 唳�阡�ﾎ8,ﾉ�陌�,�,(*(,Hﾉ�:(+x.��

けた対応 ��ｹ�阡�ﾎ8,ﾉ�hｨ�,亊h+x.倡�y9��

･入院中に問題の解決がはかれれば良いが,短期間では無理なので,本人が何を 

望んでいるかを把握し.退院後のバックアップ体制を整える 

･退院施設の検討 

･指導 

･充分な調整 

･退院後の支援 

･夫との今後の生活について社会的支援が必要である 

･気持ちを表出させ.自宅,退院後のことについて話をする糸口をみつける 

職員の対応 啜ｸ+8/�ﾙ�8/�､ｨ*(,H*(+ﾘ+�*�.况ﾂﾈｬXﾎﾈ踪,ﾉ�I7�,ﾈ轌;��

･接する時間を多くとる.受持ちナース,又は師長ができるだけ対応,信頼関係 

が築ける関係をつくる 

･受持ち看護をつける 

･受持ちN8が∴きちんと問題を明確にし,担当N畠に伝える 
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-夫，あるいはその家族が勝手に入らない様に，体制作りをする

'SWさんを中心に，夫以外に子どもの面倒をみてくれる家族，施設をさがして

し、く

・関係機関，家族(実家)，本人の相談できる人との調整

・社会的支援I MSWへ情報を出す

.サポートシステムの確立

・夫が面会にきたときの対応策

.今後のバックアップ体制

・訴えをよく聞き，退院後にも訪問したり，家族，夫に連絡がとれるよう，組織

的な働きかけが必要

-担当部署での対応も統一する

.看護ケア担当者を限定する

・支援システムへの報告，関係スタップとのカンファレンス，統ーした対応

・Dr，Ns，ケースワーカ}他でのカンファレンス

・加害者，被害者の家族の対応，支援体制について，病棟全体・病院全体で統一

した対応を考えておく

.2""'3日後には退院が考えられるため，当初からケースワーカー，ソーシヤル

ワーカーが関わる

・夫の来院による暴力や，許可なく帰宅する怖れあり，病院としての対応法を定

めておく必要あり(警察への通報など考慮)

・今後の Kさんの対応(生活支援)で，窓口となるべき人物を決める

退院後に向|・退院後の対応について検討する

けた対応 |・退院後の生活に関する支援等

-入院中に問題の解決がはかれれば良いが，短期間では無理なので，本人が何を

望んでいるかを把握し，退院後のパックアップ体制を整える

-退院施設の検討

・指導

-充分な調整

・退院後の支援

・夫との今後の生活について社会的支援が必要である

・気持ちを表出させ，自宅，退院後のことについて話をする糸口をみつける

職員の対応 1 ・ Kさんへ心を開いていただける様，看護師の態度の指導

・接する時間を多くとる.受持ちナ}ス，又は師長ができるだけ対応，信頼関係

が築ける関係をつくる

・受持ち看護をつける

・受持ち Nsが，きちんと問題を明確にし，担当 Nsに伝える
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･スタッフの情報交換 

･言動の統一 

･院内のチームがあれば集め,今後の対策のプランをたてる 

･なるべく同じ看護師で対応して行く方がよいと思い時には勤務変更も必要 

･面会謝絶とし,出来るだけNsは決めた人とし,医師,NS他ケースワーカー 

との連携もとり,今後の方向性も落ちつけば話を切り出す. 

･いつもⅩさんを守ろうという姿勢 

･NSも座って向き合い,話を聞く時間をつくる 

･師長に聞いてもらった方が良い場合は,依頼する 

･Kさん-は,受持ちNSを決め関わる 

･プライマリーNSは,じっくりと話がきける,熟練Nsとする 

･今後の対策を主治医,関係機関と話し合う 

･両親に現状をわかってもらえるようDrより説明してもらえるよう促す 

守る姿勢 唸�9|8�)�H.�荿.倡���/�ﾊ�+�.��

･本人-面会し,お見舞いの希望する人を問う(お見舞いの制限),本人の話を 

聞いてあげる姿勢をみせる 

･Kさんの自らの決断を尊重する 

介入一 ■ 唸8�985�8ｸ7x8ｸ5��,ﾈ�8踪,ﾈ5H7ﾈ�ｸ6r曳ｹ�ﾈ,ﾈ6ｨ�ｸ5�/�ｦﾙDh+R鎚8ｨ4x5ﾘ986辻�

ス(の介入) 

･加害者である夫についてどう対応していくか,医師,カウンセリングできる専 

門の介入を行なう 

･警察の介入 

･Kさんが｢訴える｣意志表示があるのか確認し,訴える意志があれば警察の介 

人が必要 

･MSWの介入:2 

･心療内科(必要であれば),ソーシャルワーカーの介入 

･支援者(Dr)の職種についている人に来てもらい,Kさんの話をきいてもら 

う(Kさんが同意すれば看護師同伴で) 

･入院に必要な物品を準備する 

･家族-事情をわかってもらうようDrから説明してもらい,フォローする 

･Kさんの夫以外の身近な方にKさんに起こっている事実を正しく認識しても 

らう 

･冷静に現在の生活を振り返ってもらう時間を与える(相談したい事があれば伝 

えてくれる様に説明) 

･DVが予測できるので,信頼関係をとれるように丁寧に揺する 

･本人が真実を藷し,現状を打開していけるよう方向性を探す 
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守る姿勢

-スタッフの情報交換

.言動の統一

・院内のチームがあれば集め，今後の対策のプランをたてる

-なるべく同じ看護師で対応して行く方がよいと恩い時には勤務変更も必要

・面会謝絶とし，出来るだけ Nsは決めた人とし，医師， Ns他ケースワーカー

との連携もとり，今後の方向性も落ちつけば話を切り出す.

・いつも Kさんを守ろうという姿勢

• Nsも座って向き合い，話を聞く時間をつくる

・師長に聞いてもらった方が良い場合は，依頼する

'Kさんへは，受持ち Nsを決め関わる

・プライマリーNsは， じっくりと話がきける，熟練 Nsとする

・今後の対策を主治医，関係機関と話し合う

.両親に現状をわかってもらえるよう Drより説明してもらえるよう促す

.医療者側も守る姿勢を見せる

・本人へ面会し，お見舞いの希望する人を問う(お見舞いの制限)，本人の話を

聞いてあげる姿勢をみせる

-Kさんの自らの決断を尊重する

介入 ・メンタノレヘノレス科の医師のサポート(本人のニーズを確認し)， リエゾンナー

ス(の介入)

加害者である夫についてどう対応していくか，医師，カウンセリングできる専

門の介入を行なう

・警察の介入

'Kさんが「訴えるj意志表示があるのか確認し，訴える意志があれば警察の介

入が必要

'MSWの介入 :2

-心療内科(必要であれば)，ソーシヤノレワーカーの介入

・支援者 (Dr) の職種についている人に来てもらい， K さんの話をきいてもら

う (Kさんが同意すれば看護師同伴で)

・入院に必要な物品を準備する

-家族へ事情をわかってもらうよう Drから説明してもらい，フォローする

'Kさんの夫以外の身近な方に K さんに起こっている事実を正しく認識しても

らう

-冷静に現在の生活を振り返ってもらう時間を与える(相談したい事があれば伝

えてくれる様に説明)

• DVが予測できるので，信頼関係をとれるように丁寧に接する

・本人が真実を話し，現状を打開していけるよう方向性を探す
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･夫のDVをうけているのか,明確にする 

･入院前生活の把握(事実の把握) 

支援 唳gｹ�ﾂﾘ,ﾈ辷腕�

･退院後の方向性を支援 

･患者の本心を聞き,患者の意向に従い,患者を保護できる方法で支援をしてい 

きたい 

観察 唳�xｷ�,ﾈｬ��,ﾙmﾉ��Zｨ,俎8,�*B�

･情報収集の保護を重視し,他職種との連携を図り,安心して入院生活が送れる 

よう支援する 

･日常行動の観察 

他機関との 唸ﾇ井�ﾘ,ﾉ<ﾘ��

コンタクト 唸-ﾈ+�,ﾒﾈ4ｨ4X985ｨ8��ｲﾄﾕ5x,�5(985�4�6r������8*ｨ*(.ｨ,��8,ﾈ5�4�*ｨ��

来るのでそちらもコンタクト) 

傾聴.コミユ 唸ﾅ�*竏+x.�+�,h,�,(,h-�.駐｣2�

ニケ-シヨ 唳�(/�[x*ﾒ闇�*笂｣��

ン′ I 唳dｸ�枴�H/��ﾘ.(+Rﾄｸ+8/�,ﾉ�(/�[x*ﾒ�

･受容的態度で按する:3 

･時間をかけて話を聞く 

･コミュニケーション:3 

･Kさんと信頼関係を持ち,Kさんの気持ちを引き出せる様な,コミュニケ-シ 

ヨンを図る事が第- 

･コミュニケーションを良くしカウンセリング的対応 

･2-3日で良いコミュニケーションが取れれば,困っていると相談が出てくる 

のでさま 

･入院中の不安について尋ね,対応する(本人に支援を提供できる人-の連絡を 

行なうなど) 

･聞き役になる 

･話し相手になる 

･信頼関係を作るため,コミュニケーションをとり,Kさんから話がとれるよう 

な状況を作っていく 

･安心して感情表出が出来る韓境を作り,傾聴する:2 

･傾聴の姿勢を心がけ,精神的安定が得られるように働きかける 

･Kさんの精神的苦痛ははかりしれない.自ら少しでも言葉に出せるよう, 

日常的会話をしながら会話対応をする 

･1-2日は様子をみて,Ⅹ氏より相談がなければこちらから暴力を受けていた 

のではないかと質問してK氏の気持ちを聞きだす 
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-夫の DVをうけているのか，明確にする

・入院前生活の把握(事実の把握)

支援 |・本人への支援

・退院後の方向性を支援

・患者の本心を開き，患者の意向に従い，息者を保護できる方法で支援をしてい

きたい

観察 |・身体の観察は勿論十分に行なう

・情報収集の保護を重視し，他職種との連携を図り，安心して入院生活が送れる

よう支援する

・日常行動の観察

他機関との|・警察への届出

コンタクト

傾聴・コミュ

ニケーショ

ン

-まずは，カウンセラーt MSWにコンタクト(精神科医がいれば心のケアが出

来るのでそちらもコンタクト)

・傾聴(することにつとめる): 3 

・話を聞く(傾聴): 8 

・訪室回数を増やし Kさんの話を聞く

・受容的態度で接する :3

・時間をかけて話を聞く

-コミュニケーション :3

I • Kさんと信頼関係を持ち， Kさんの気持ちを引き出せる様な，コミュニケ}シ

ョンを図る事が第一

・コミュニケーションを良くしカウンセリング的対応

• 2""' 3日で良いコミュニケーションが取れれば，困っていると相談が出てくる

のでは

・入院中の不安について尋ね，対応する(本人に支援を提供できる人への連絡を

行なうなど)

-聞き役になる

・話し相手になる

・信頼関係を作るため，コミュニケーションをとり， Kさんから話がとれるよう

な状況を作っていく

・安心して感情表出が出来る環境を作り，傾聴する :2

-傾聴の姿勢を心がけ，精神的安定が得られるように働きかける

.Kさんの精神的苦痛ははかりしれない.自ら少しでも言葉に出せるよう，

日常的会話をしながら会話対応をする

• 1--2日は様子をみて， K氏より相談がなければこちらから暴力を受けていた

のではないかと質問して K氏の気持ちを聞きだす
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I Kさんの様子を観察し,傾聴的姿勢で按する

本人の意思

等を確認

･夫以外でキーパーソンになる人物を決め相談し,チビも達の事についてもどう

対処するか,話し合う

･本人の気持ちが大切

･面会者の配慮,訪室のタイミングや本人の意志,情緒の確認をする

･Kさんがどうしてほしいのかを聴きます.夫が来た時の対応や外部からの電話

など-の対応(絶対入院をだれにも内緒にしてほしいのか)

･子どもの面倒を見てもらえる援助者がいるかどうかの確認

･傷害として取り扱った方がいいのか, Kさんの意志の確認

･子どもの居場所をどうするか患者の思いを中心にし,協力者を決定

･ Kさんの気持ちを確認し,退院後の対応も考える

･入院中の子ども達のことについて本人と相談し,安心できる方に依頼する

･本人から話をしっかり聞く

･チビももー緒に病室で過ごせるような環境を作り,何をしてほしいかを聞く

･関係機関,被害者-の対応

･無理に聞こうとせず,ケアの中の会話からDVについて聞いていく.本人の意

志も尊重

･本人から暴力について話しを出されたら,ケースワーカーに相談をします.

しかし,本人より何も話されなかったら(本人の同意を得てから)何も対応し

ない,本人が同意すれば,入院中,夫の面談をひかえると思います

･本人の承諾がとれれば,出来るだけ適切な専門機関や行政サービスにつな

ぐ準備

･暴力から逃げたいと明確な意思表示があれば,相談室の方から,女性相談

施設に連絡してもらう

･まず,本人がどの様に訴えて来られるか,詳しく記録に残し,関係機関-相談

できないか,検討してみる

･病室の環境について,患者の希望を伺い,面会や病室の名前の表示について患

者と相談する

･誰に連絡をしたら良いか,本人に聞き,連絡をとる

･夫の面会を断るか,子どもをみてもらう人はいるかを聞き,相談にのる

･今後どの･ようにしたらよいかを聞き,解決に導く

･普通に接し, Kさんが話したいと思う事があれば聞く

･本人と話し合う時間をもち,今後患者はどの様な事を望んでいるのか,どうし

たいのかを確認する

･状態が許せば, Kさんから今後どの様な生活を望んでいるか

･話を聞く事ができれば, Kさんが今後どうしたいのか,方向付けが出来る
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-Kさんの様子を観察し，傾聴的姿勢で接する

本人の意思|・夫以外でキーパーソンになる人物を決め相談し，子ども遠の事についてもどう

等を確認 |対処するか，話し合う

・本人の気持ちが大切

・面会者の配慮，訪室のタイミングや本人の意志，情緒の確認をする

'Kさんがどうしてほしいのかを聴きます.夫が来た時の対応や外部からの電話

などへの対応(絶対入院をだれにも内緒にしてほしいのか)

・子どもの面倒を見てもらえる援助者がいるかどうかの確認

・傷害として取り扱った方がいいのか， Kさんの意志の確認

・子どもの居場所をどうするか患者の思いを中心にし，協力者を決定

.Kさんの気持ちを確認し，退院後の対応も考える

・入院中の子ども遠のことについて本人と相談し，安心できる方に依頼する

.本人から話をしっかり聞く

・子どもも一緒に病室で過ごせるような環境を作り，何をしてほしいかを聞く

・関係機関，被害者への対応

・無理に聞こうとせず，ケアの中の会話から DVについて聞いていく.本人の意

志も尊重

・本人から暴力について話しを出されたら，ケースワーカーに相談をします.

しかし，本人より何も話されなかったら(本人の同意を得てから)何も対応し

l ない.本人が同意すれば，入院中，夫の面談をひかえると恩います

・本人の承諾がとれれば，出来るだけ適切な専門機関や行政サーピスにつな

ぐ準備

・暴力から逃げたいと明確な意思表示があれば，相談室の方から，女性相談

施設に連絡してもらう

・まず，本人がどの様に訴えて来られるか，詳しく記録に残し，関係機関へ相談

できないか，検討してみる

・病室の環境について，患者の希望を伺い，面会や病室の名前の表示について愚

者と相談する

-誰に連絡をしたら良いか，本人に聞き，連絡をとる

・夫の面会を断るか，子どもをみてもらう人はいるかを聞き，相談にのる

・今後どのようにしたらよいかを聞き，解決に導く

・普通に接し， Kさんが話したいと思う事があれば聞く

・本人と話し合う時聞をもち，今後患者はどの様な事を望んでいるのか，どうし

たいのかを確認する

・状態が許せば， Kさんから今後どの様な生活を望んでいるか

・話を聞く事ができれば， Kさんが今後どうしたいのか，方向付けが出来る
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･場所の設定と本人のDVに対する考えについて知る 

･第8着としてこの事実を両親に話しても良いか,Kさんは夫を訴えたいと思つ 

ているか(被害届をどうするか)等の聞き取りを行い,Kさんの希望をまず取 

り入れる.しかし,何も訴えられない時でも,情報を届ける 

･入院に関して,個人情報保護されることを本人に説明し意思を確認する 

･入院に際して,連絡をとって欲しい人は誰か本人にきく.また,気がかりなこ 

とはないかなど 

･本人の要望を聞き,家人に連絡をとったりしてPtの一番信用できる人に来院 

してもらい,その人に子どもの事等任せられるなら本人の了解の元話し合う 

･DVであることの認知 

･夫と離れて,何を考えたのか確認 

情報提供 t 唸�饑�/�ｹ��

･DV支援に関する情報提供を行なう 

･DVに対しての情報提供 

･支援ネットワークなどを知らせる 

･行政の介入,Drに対する情報を提供する 

･子ども達の安全を伝える 

･相談窓口があることを説明し,支援を求めるよう話す 

･Kさんの支援の為の施設等の情報提供 

･Kさんは｢あきらめ｣や暴力が子ども-及ぶことや自分で例えば夫と離れ 

た場合の不安があるので,具件的な方法を示し,自分で動くことが出来る 

ことを知ってもらう 

･DVであることを確認したら,今後のとるべき手段について法律的に情報 

提供していく 

･事実鑑定.情報提供 

･治療を継続しながら入院中にMSWの介入の希望の有無を確認し,専門機関の 

情報が得られることを伝える 

･相談できる施設や活動など具体的に患者に提示してみる 

情報収集 唸彿��*�.x�饑����

･入院中に不安因子の情報収集 

･どなたが,キーパーソンになるのか相談の上,情報を得る 

･対応の情報もらう 

･Kさんの入院に必要な物を揃えるための人的資源を聞く 

本人が訴え 啜ｸ+8/�*ｨ齷Zｨ*�.y�(+x-ﾈ,X,ﾙ<�,刎)��,�,ﾘ�x�,�*(,h輊*B�

るまで待つ 唳k9yﾘ,刎(/�[x+�*H,h+�+にgｹ�ﾈ*ｩ�(+X+ﾘ.x�9vY4�,兌x*ﾒ�

･本人から話をされるまで待つ姿勢 
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情報提供

情報収集

-場所の設定と本人の DVに対する考えについて知る

・第 8者としてこの事実を両親に話しでも良いか， Kさんは夫を訴えたいと思っ

ているか(被害屈をどうするか)等の聞き取りを行い， Kさんの希望をまず取

り入れる.しかし，何も訴えられない時でも，情報を届ける

・入院に関して，個人情報保護されることを本人に説明し意思を確認する

・入院に際して，連絡をとって欲しい人は誰か本人にきく.また，気がかりなこ

とはなし、かなど

・本人の要望を聞き，家人に連絡をとったりして Ptの一番信用できる人に来院

してもらい，その人に子どもの事等任せられるなら本人の了解の元話し合う

.DVであることの認知

-夫と離れて，何を考えたのか確認

.情報提供

.DV支援に関する情報提供を行なう

• DVに対しての情報提供

-支援ネットワークなどを知らせる

・行政の介入 Drに対する情報を提供する

.子ども達の安全を伝える

・相談窓口があることを説明し，支援を求めるよう話す

.Kさんの支援の為の施設等の情報提供

.Kさんは「あきらめJや暴力が子どもへ及ぶことや自分で例えば夫と離れ

た場合の不安があるので，具体的な方法を示し，自分で動くことが出来る

ことを知ってもらう

-DVであることを確認したら，今後のとるべき手段について法律的に情報

提供していく

・事実鑑定，情報提供

-治療を継続しながら入院中に MSWの介入の希望の有無を確認し，専問機関の

情報が得られることを伝える

-相談できる施設や活動など具体的に患者に提示してみる

.家族から情報収集

・入院中に不安因子の情報収集

-どなたが，キ}パーソンになるのか相談の上，情報を得る

・対応の情報もらう

-Kさんの入院に必要な物を揃えるための人的資源を聞く

本人が訴え I• Kさんが自分から話すまでは特に話題には出来ないと思う

るまで待つ |・無理に話を聞こうとせず，本人が話したら受容的に聞く

-本人から話をされるまで待つ姿勢
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･言葉かけをゆっくり,心をほぐし相手からの話を聞き,相手自身から出す解決

策を導く

･やさしく見守る

･精神的に落ちつくまで見守る

精神的ケア

の実施

･心のケア(カウンセリング):4

･身体的なケアと共に精神面(PTSD)でのケアを

･精神的なフォロー:3

･精神的支援,援助:3

･メンタル-ルスケアが必要: 3

･カウンセリング

･家族(夫)面会についてどうするか,患者のカウンセリング

･精神的サポート

･患者様に対しては精神面の援助

･面会者のチェック,精神面の変動の観察

･訪室し雑談より,精神的安らぎ及び,専門の方の診断を受ける

･ Kさん自身-の精神的ケア

･安心して治療が出来るよう援助していく

･保護のため,入院という意味あいもあり,精神的ケアが重要

･ Ⅹさんの悩みを聞き入れやすい態度で接し,受身で話を聞いてあげる

･傷は治っても心理面の援助が必要

･本人のメンタルケアと子どもの面倒をみるなど,家族の支援体制に関する調整

･専門医によるカウンセリング(精神面)

･気分転換

･入院中の精神的援助～不安を表出できるよう援助する

I Ⅹさんが不安について表出できるように関わる

･家に残してきた子どもが気にかかると思われるので,その心情を察したケアを

行なう

･Ⅹさん自身-の精神的な配慮(自分の気持ちを訴えれば聴き,時間をとる)

･入院中に本人が心配で気になる事-の対応

･精神診療科受診(本人以外に家族も必要)

･安心感を与える

･ Kさんの心理的吐露を促し,共感を示すことで心の安定を少しでもはかる

･依頼して話を聞い七くれる対象として,精神科の医師-の受診をすすめ,つら

い気持ちや現実を受けとめてもらう

治療･ケアの

実施

･外傷の治療に専念する

･安定剤投与
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-言葉かけをゆっくり，心をほぐし相手からの話を聞き，相手自身から出す解決

策を導く

見守り -やさしく見守る

-精神的に落ちつくまで見守る

精神的ケア -心のケア(カウンセリング): 4 

の実施 -身体的なケアと共に精神面 (PTSD) でのケアを

-精神的なフォロー :3

-精神的支援，援助:3 

-メンタノレヘルスケアが必要:3 

-カウンセリング

-家族(夫)面会についてどうするか，患者のカウンセリング

-精神的サポート

-患者様に対しては精神面の援助

-面会者のチェック，精神面の変動の観察

-訪室し雑談より，精神的安らぎ及び，専門の方の診断を受ける

'Kさん自身への精神的ケア

-安心して治療が出来るよう援助していく

-保護のため，入院という意味あいもあり，精神的ケアが重要

.Kさんの悩みを聞き入れやすい態度で接し，受身で話を聞いてあげる

ー -傷は治っても心理面の援助が必要

-本人のメンタノレケアと子どもの面倒をみるなど，家族の支援体制に関する調整

-専門医によるカウンセリング(精神面)

-気分転換

-入院中の精神的援助~不安を表出できるよう援助する

.Kさんが不安について表出できるように関わる

-家に残してきた子どもが気にかかると思われるので，その心情を察したケアを

行なう

.Kさん自身への精神的な配慮(自分の気持ちを訴えれば聴き，時間をとる)

-入院中に本人が心配で気になる事への対応

-精神診療科受診(本人以外に家族も必要)

-安心感を与える

'Kさんの心理的吐露を促し，共感を示すことで心の安定を少しでもはかる

-依頼して話を聞いてくれる対象として，精神科の医師への受診をすすめ，つら

い気持ちゃ現実を受けとめてもらう

治療・ケアの -外傷の治療に専念する

実施 -安定剤投与

四 101-



･まずは症状の緩和 

･身体的症状-のケア:2 

･外傷の原因を確認 

･Kさんの身体的な訴えに対しては,適切な治療が必要である 

･(自覚)症状の観察:2 

･痔痛緩和や清潔-の援助 

･症状に対する対応(外傷のケア含む) 

･身体的,肉体的苦痛の緩和を図る 

･まず全身にみられる症状の軽減に努める 

･症状改善 

･安心して休めているか音軌食乳睡眠などに気をつけ,必要時睡眠剤を検討 

してもらう 

･身体的ケアを細やかに行ない,基本的ニーズが満たせるよう働きかける 

休息 ■ 唸.H,�*ﾘ.姐�-�+�,h/�+x+x-�.��

･精神軌肉体的な休養が必要.ゆっくり休養しましようという対応 

･ゆっくり休息を与える.怖くて眠れない日が続いたであろうと予測されるので, 

とにかく休ませてあげる 

･安静(精神的) 

･入院中,ゆっくり休めるようにする 

･ゆっくり休んでもらう事を自壊とし対策をとる 

プライバシ 唸7h8�486�5h�ｸ,ﾉ]ｸﾎﾃ｣2�

-保護 唳?ﾈ��+X+ﾘ+�,h/�&ﾘ.x.ｨ,�*(.h*H,烏ｩ{b�

･散歩等でプライバシー保護し,会話(聴き羊となる) 

･出来るだけ個室とし,病室前のネームは実名を出さない 

･面会は本人の希望する人のみに限定し,情報源えいに注意する 

･プライバシーの保護,睡眠できる衆境や治療などの検討 

話し合いと 唸��ﾈ�,佰ﾈ*�,X,ﾉ�(+Xﾘx*"�

その衆境の 唳�(*(.(+x*)[X鈷ｴ8/�ﾞﾈ.な齷Zｨ*�.xﾎｨ.ｨ.�.h*H,�+x.��

整備 唳.葦ｩ4�,囘ｸ�+Rﾉ�(更*)[X鈷ｴ8/�ﾞﾈ.��

･行動.言動注意 

安全の確保 啜ｸ+8/�,ﾈ���8,ﾈｦﾙ]ｳ｣"�

･ただ,本人を保護出来る 

･Kさんの身の安全(Kさんとその夫の事の真実を伝えること) 

･夫が来院した場合の患者及び他患者,職員の安全-の配慮 

･同室者がいた場合の安全確保 

･夫から患者の身を守る 
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-まずは症状の緩和

・身体的症状へのケア :2

.外傷の原因を確認

.Kさんの身体的な訴えに対しては，適切な治療が必要である

・(自覚)症状の観察 :2

・疹痛緩和や清潔への媛助

・症状に対する対応(外傷のケア含む)

・身体的，肉体的苦痛の緩和を図る

-まず全身にみられる症状の軽減に努める

.症状改善

・安心して休めているか言動，食事，睡眠などに気をつけ，必要時睡眠剤を検討

してもらう

・身体的ケアを細やかに行ない，基本的ニーズが満たせaるよう働きかける

休息 |・ゆっくり休むことをすすめる

プライパシ

}保護

・精神面，肉体的な休養が必要.ゆっくり休養しましようという対応

・ゆっく1J休息を与える.怖くて眠れない日が続いたであろうと予測されるので，

とにかく休ませてあげる

・安静(精神的)

・入院中，ゆっくり休めるようにする

・ゆっくり休んでもらう事を目標とし対策をとる

-プライパシーの保護 :3

・入院したことを知られないような配慮

・散歩等でプライパシー保護し，会話(聴き手となる)

・出来るだけ個室とし，病室前のネームは実名を出さない

・面会は本人の希望する人のみに限定し，情報漏えいに注意する

・プライパシーの保護，睡眠できる環境や治療などの検討

話し合いと|・解決に向けての話し合い

その環境の|・言いやすい雰囲気を作り，自分から語れるようにする

整備 |・定期的に訪室し，話易い雰囲気を作る

-行動・言動注意

安全の確保 I • Kさんの安全の確保 :2

・ただ，本人を保護出来る

.Kさんの身の安全 (Kさんとその夫の事の真実を伝えること)

・夫が来院した場合の患者及び他息者，職員の安全への配慮

.同室者がいた場合の安全確保

・夫から患者の身を守る
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･夫との面会を2人きりにしない

･未と面会がないように,入院をふせるなどの対応をする

･ ENT後の安全

･ 1人にしないで何気なくそばにいる,夫の来院時は特に(1人にしない)

･病室の配慮,電話｡面会の取次ぎ-の注意

両親･家族-

の介入

･Kさんの両親に話をし,理解を求める

･両親-の連絡

･ Ⅹさんの両親-伝える

･子どもの面倒を見てくれる人(両親) -の連絡

･両親に状況説明; 2

･家族-の関わり

･家族と話し合い,警察の介入を受け入れるかを相談する

･夫-の説明をするとき,夫以外のサポートをしてくれる人にも連絡をとり,読

明する

･Kさんの家族(両親) -,事実を伝え,理解を求める

･要の両親にもDVの事実を説明する

･xさんの家族に対して,協力を得る

･家族の協力者が得られるよう説明し,キーパーソンを確認する

･家族全員と1人ずつ別々話を聞いてみる

･ Eさんの両親や友人に状況を伝え,理解を促し, (Kさんの両親や友人に状況

を伝え) Kさんの力になる様に話合いを行う

･夫以外の家族にもサポートする事ができるように支援する

･症状が安定したら,両親にも状況を話せるようにする

･子ども達や(自分の)両親-の連絡と理解を得るための対処を行なう

･暴力の内容などの情報収集及び精神的支援,家族の理解協力を得る

･心的外傷に対して必要ならば治療も考慮する場合も有り,本人及びチビも達を

保護出来る肉親との連絡-

･保護者の確保

･家族-暴力の事実を知ってもらう

･本人の両親,未の両親, MSWとの話し合いの場,退院後の本人及び子ど

も達の保護機関の検討

･家族の状況を知る

子ども-の

介入

･訴え(話を)よく聞く,入院中の子どもの世話をどうするか

･チビも達の保護,精神的ケア,状況の把握

･子どもの安全の確保: 3　　　-両親-の依頼

･子どもを夫の所にもどさないよう考える
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-夫との面会を 2人きりにしない

・夫と面会がないように，入院をふせるなどの対応をする

• ENT後の安全

・1人にしないで何気なくそばにいる，夫の来院時は特に (1人にしない)

・病室の配慮，電話・面会の取次ぎへの注意

両親・家族へ I• Kさんの両親に話をし，理解を求める

の介入 |・両親への連絡

.Kさんの両親へ伝える

・子どもの面倒を見てくれる人(両親)への連絡

.両親に状況説明 :2

-家族への関わり

・家族と話し合い，警察の介入を受け入れるかを相談する

・夫への説明をずるとき，夫以外のサポートをしてくれる人にも連絡をとり，説

明する

.Kさんの家族(両親)へ，事実を伝え，理解を求める

.要の両親にも DVの事実を説明する

'Kさんの家族に対して，協力を得る

・家族の協力者が得られるよう説明し，キーパーソンを確認する

・家族全員と 1人ずつ別々話を聞いてみる

.Kさんの両親や友人に状況を伝え，理解を促し， (Kさんの両親や友人に状況

を伝え)Kさんの力になる様に話合いを行う

・夫以外の家族にもサポートする事ができるように支援する

・症状が安定したら，両親にも状況を話せるようにする

・子ども達や(自分の)両親への連絡と理解を得るための対処を行なう

・暴力の内容などの情報収集及び精神的支援，家族の理解協力を得る

・心的外傷に対して必要ならば治療も考慮する場合も有り，本人及び子ども達を

保護出来る肉親との連絡…

・保護者の確保

・家族へ暴力の事実を知ってもらう

・本人の両親，夫の両親， MSWとの話し合いの場，退院後の本人及び子ど

も達の保護機関の検討

-家族の状況を知る

子どもへの|・訴え(話を)よく聞く，入院中の子どもの世話をどうするか

介入 |・子ども達の保護，精神的ケア，状況の把握

・子どもの安全の確保 :3 …両親への依頼

・子どもを夫の所にもどさないよう考える
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･子どもの介護についての支援

･夫以外に安心して関われる周囲の人-の依頼(子ども)

･子ども達を保護してもらうことも必要

･子どもの世話について調整できるよう促す. (両親等に)

･本人が入院に同意すること,子どもの世話を夫以外の人に頼む

･本人だけでなく,子ども達も一緒に泊まれるように配慮

･子ども達-のケア, (子ども達の)あずかり場所の確保

･子ども達の居場所の確保: 2

･入院中の子どもの処遇をする(子どもに対しての不安を取り除く) : 2

･まず,子どもの処遇について対応する

･子ども達の保護:5

･子どもの安全及び誰が保護するか

･子ども達-の配慮

･子ども達の安全確保: 2

･子どもをどこで過ごさせるか検討する

･夫に居場所がわからないように対策をとり子どもの保護ができる所を探す

･子どもの保護をすることで,本人が安心していられるような環境を提供

･子どもの安全についで陳護施設等の手配

･ 2人の子ども達-の不安の軽減

･2人の子どもについて

･子ども(入院中の)への援助

･子供の事,保護先,精神的フォロー

･子どもさんとの連絡

･入院中の子どもの居場所の確保

･また子ども-のサポートについて相談し,安心して入院生活が送れるよう調整

する

･入院中の子どもの生活面での援助(保護してもらう施設等)

･ (社会資源の活用)子ども達の保護

･連絡先を本人に確認し,子ども達の対応をする

･子どもは祖父母等に預かってもらう(宜さんが心配しなくていいように)

･子ども-の対応

夫からの隔

離

･夫(加害者)の面会禁止:5

･夫との関わりを断つ

･夫の面会制限(必要ならば) :4

･夫の態度(安全で安心して療養に専念できるか),退院後の生活(再び同じこ

とがおきないような)
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夫からの隔

離

-子どもの介護についての支援

・夫以外に安心して関われる周囲の人への依頼(子ども)

.子ども達を保護してもらうことも必要

・子どもの世話について調整できるよう促す. (両親等に)

・本人が入院に同意すること，子どもの世話を夫以外の人に頼む

・本人だけでなく，子ども達も一緒に泊まれるように配慮、

・子ども達へのケアI (子ども達の)あずかり場所の確保

.子ども達の居場所の確保 :2

・入院中の子どもの処遇をする(子どもに対しての不安を取り除く): 2 

・まず，子どもの処遇について対応する

・子ども達の保護 :5

・子どもの安全及び誰が保護するか

.子ども達への配慮

・子ども達の安全確保 :2

-子どもをどこで過ごさせるか検討する

・夫に居場所がわからないように対策をとり子どもの保護ができる所を探す

・子どもの保護をすることで，本人が安心していられるような環境を提供

・子どもの安全について保護施設等の手配

• 2人の子ども達への不安の軽減

• 2人の子どもについて

・子ども(入院中の)への援助

・子供の事，保護先，精神的フォロー

・子どもさんとの連絡

・入院中の子どもの居場所の確保

・また子どもへのサポートについて相談し，安心して入院生活が送れるよう調整

する

・入院中の子どもの生活面での援助(保護してもらう施設等)

・(社会資源の活用)子ども遠の保護

・連絡先を本人に確認し，子ども達の対応をする

・子どもは祖父母等に預かつてもらう (Kさんが心配しなくていいように)

.子どもへの対応

・夫(加害者)の面会禁止 :5

.夫との関わりを断つ

・夫の面会制限(必要ならば): 4 

-夫の態度(安全で安心して療養に専念できるか)I 退院後の生活(再び同じこ

とがおきないような)
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･夫の面会をさけるような配慮をする(個人名がわからないような配慮,名 

前をふせる) 

･Kさんの退院にあたって加害者(夫)とKさん子どもの分離 

･夫の面会は遠慮してもらう- 

･夫の面会に注意する 

･夫からの隔離:2 

･夫との接触がない様にする 

･父の暴力からの保護を図る 

･面会人の制限,あるいは,夫がたずねても,入院していないことを徹底させる 

･夫の面会は避ける.もしくは,夫の面会時NSが付き添う 

･夫から避難させるため夫が病院にこられないように対策を考える 

･夫と2人きりにならないような配慮 

･夫との接触がないよう面会制限し,病室案内,電話での問い合わせの対応を統 

-する 

･被害者である夫からの保護し,本人が希望しなければ面会させない 

夫-の対応 唳Wh,ﾉlｨ檍,���+X,H,ﾉ�陌篷�陌鞜B瑛ｨ檠9�/�,x*H+x.�*駐｣"�

･夫が来院した時の対応(夫から隔離すべきかの判断) 

･夫の面会の制限をするかを話し合い,統一して対応する 

･夫-の関わり 

･夫-の説明 

･夫-の連絡を確保 

･夫-の対応:2 

･夫が面会に来るかもしれないので,対応に気をつける 

･夫にはKさんの症状について忠実に説明し,反応を見る 

･患者には頻回に訪室し安心感を与えると共に,面会は(子どもが秘密をまもれ 

るかどうかで違うが)制限し,夫には知らせない 

･夫を個別的に呼び,事情を聞いてみる-必要に応じ,教育的指導を行う 

･夫と専門家,主治医との面談も状況によって行って欲しい 

夫との話し 唳Wh,h,ﾉ�(+Xﾘx*"�

合い 唳Wh,h,ﾉlｩ&ｳ｣"ﾒ杏井�,h,ﾉ�(+Xﾘx*(/�ｭﾈ-�,B��

･夫の訴えを心理相談員と共に聞く 

･夫-は,受診結果のみ伝え,入院の必要なことを伝える 

･夫との面接 

環境調整 唸ﾌ(�,�,y�(+X.(+x*(ｬ(ｺｸ,�+x.��

･個室-保護 

･個室とし,静かにゆっくり休めるよう環境を整える 
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-夫の面会をさけるような阻慮をする(個人名がわからないような配慮，名

前をふせる)

'Kさんの退院にあたって加害者(夫)と Kさん子どもの分離

.夫の面会は遠慮してもらう

-夫の面会に注意する

-夫からの隔離 :2

・夫との接触がない様にする

.父の暴力からの保護を図る

・面会人の制限，あるいは，夫がたずねても，入院していないことを徹底させる

・夫の面会は避ける.もしくは，夫の面会時 Nsが付き添う

-夫から避難させるため夫が病院にこられないように対策を考える

.夫と 2人きりにならないような配慮

・夫との接触がないよう面会制限し，病室案内，電話での問い合わせの対応を統

ーする

-被害者である夫からの保護し，本人が希望しなければ面会させない

夫への対応 I ・夫の面会に対しての対応，対応策(面会等をどうするか): 2 

-夫が来院した時の対応(夫から隔離すべきかの判断)

・夫の面会の制限をするかを話し合い，統一して対応する

・夫への関わり

-夫への説明

・夫への連絡を確保

.夫への対応 :2

・夫が面会に来るかもしれないので，対応に気をつける

・夫にはKさんの症状について忠実に説明し，反応を見る

・患者には頻回に訪室し安心感を与えると共に，面会は(子どもが秘密をまもれ

るかどうかで違うが)制限し，夫には知らせない

・夫を個別的に呼び，事情を開いてみる →必要に応じ，教育的指導を行う

・夫と専門家，主治医との面談も状況によって行って欲しい

夫との話し|・夫との話し合い

合い |・夫との面談 :2 …(警察との話し合いを含めて)

環境調整

・夫の訴えを心理相談員と共に開く

・夫へは，受診結果のみ伝え，入院の必要なことを伝える

.夫との面接

・個室など話しやすい環境にする

.個室へ保護

-個室とし，静かにゆっくり休めるよう環境を整える
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･個室を準備,管理:3

･自殺企図等の危険が回避できる環境調整

･安全に入院できる環境

･症状から話をすすめ,原因等を話してくれるよう環境づくり

･面会人の制限をして個室管理とする

･退院後の生活をどうするのか?

･夫からの隔離,心身ともに安心できる環境の提供

･Kさんが安心できる環境を整えること(夫から守る)

･環境の整備(自宅)

･安心できるような部屋の確保

中ナースの目の届く近くのRoom-入室させる

･出来る限り入院環境を安定する

･出来るだけ静かな入院環境を整える

･DV支援機関とのコンタクトをとり加害者との接点を持たないよう環境調整を

して行く

･静かな療養環境

･患者を交えての話し合いの場を設ける

･話を聞き,患者が思いを表出できる環境をつくる

･出来るだけ安静にしていること.本人の話しやすい場所を提供する

･環境の配慮:2

･相談できる所を探す

･自分から話しやすい場面を作る様にする

･Kさんが心を開き,話をしてくれる様な雰囲気づくりに努める

･できれば個室に入室してもらい,心身ともに安定した療養が出来るように配慮

する

･そばにいてもらう

･他の入院患者にも影響を与えるような問題がないように

･ (生活)の確保の準備

･ Keyパーソンシステムの確立

･ Keyパーソンになり得るか確認

･面会制限:10

･面会禁止

･家族の面会をどうすべきか- (夫は避けるほうが良い)

t夫を含め,面会者についての対応

･面会制限が必要であれば, p tと話し合い,その様にする

･夫,家族,友人など面会については本人の意向に添うようにする
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面会制限

-個室を準備，管理:3 

・自殺企図等の危険が回避できる環境調整

.安全に入院できる環境

・症状から話をすすめ，原因等を話してくれるよう環境づくり

.面会人の制限をして個室管理とする

・退院後の生活をどうするのか?

・夫からの隔離，心身ともに安心で、きる環境の提供

.Kさんが安心できる環境を整えること(夫から守る)

・環境の整備(自宅)

-安心できるような部屋の確保

eナースの目の届く近くの Roo血へ入室させる

.出来る限り入院環境を安定する

・出来るだけ静かな入院環境を整える

'DV支援機関とのコンタクトをとり加害者との接点を持たないよう環境調整を

して行く

・静かな療養環境

・患者を交えての話し合いの場を設ける

・話を聞き，患者が思いを表出できる環境をつくる

・出来るだけ安静にしていること.本人の話しやすい場所を提供する

.環境の配慮 :2

.相談できる所を探す

.自分から話しやすい場面を作る様にする

.Kさんが心を開き，話をしてくれる様な雰囲気づくりに努める

・できれば個室に入室してもらい，心身ともに安定した療養が出来るように配慮

する

-そばにいてもらう

.他の入院患者にも影響を与えるような問題がないように

・(生活)の確保の準備

• Keyパーソンシステムの確立

-Keyパーソンになり得るか確認

.面会制限:10 

.面会禁止

・家族の面会をどうすべきか…(夫は避けるほうが良い)

・夫を含め，面会者についての対応

・面会制限が必要であれば， P tと話し合い，その様にする

・夫，家族，友人など面会については本人の意向に添うようにする
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･未の面会謝絶,胤精神的ストレスを与える可能性わある家族の面会制限 

ー入院中,あいたい人の制限をする(サポートパーソンを知る目的で十 

･面会の制限,または入院中である事をかくす 

･夫-の連絡を拒否されているなら,本人の意志を確認し,家族(本人の実 

家)-も連絡して欲しくない旨を伝える 

･面会者の制限,対応 

･入院の公開をせず,面会者の制限 

･入院中,面会制限を行い,患者を保護できる限り,保護する 

･面会の規制(夫,家族との):宰 

･本人が会いたくない人の面会制限,夫に対する警察など関係者の対応の情報を 

伝える 

･1対1での面会 

･入院中の面会の制限-の配慮,病室(個室)の選択 

その他 啜Eif育馘�,�.h.稲x.x.ｨ.�+�,b�

･わかりません:3 

･入院中の心配は,残された子ども達の事だと思うが,具体的方法としてはわか 

らない 

･入院を公開にする 

･夫-の連絡(琵さんに確認をとって) 

･保障がなければ,夫の面会を避けるのは危険(その後更にエスカレートする可 

能性大) 

･介入の仕方は良くわからない 

･事例に対応した事がないし,対応の仕方を勉強したこともないので,答えられ 

ない 

･どこの機関で支援していくか不明確 

･夫が面会に来られないようにしたいと思うが,具体的な方法がわからない 

･どこに相談したら良いかわからないのでその対応 

･当院でも家族背景の難しいケースが多々あり,.その都度困難を感じる 

無回答 唳k8��9｣ｳ#r�
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-夫の面会謝絶，他，精神的ストレスを与える可能性のある家族の面会制限

・入院中，あいたい人の制限をする(サポートパーソンを知る目的で)

'面会の制限，または入院中である事をかくす

-夫への連絡を拒否されているなら，本人の意志を確認し，家族(本人の実

家)へも連絡して欲しくない旨を伝える

-面会者の制限，対応

・入院の公開をせず，面会者の制限

・入院中，面会制限を行い，患者を保護できる限り，保護する

・面会の規制(夫，家族との): 2 

・本人が会いたくない人の面会制限，夫に対する警察など関係者の対応の情報を

伝える

・ 1対1での面会

・入院中の面会の制限への記慮，病室(個室)の選択

その他 1 ・DV防止法により守られること

-わかりません :3

・入院中の心自己は，残された子ども遠の事だと思うが，具体的方法としてはわか

らない

・入院を公開にする

・夫への連絡 (Kさんに確認をとって)

・保障がなければ，夫の面会を避けるのは危険(その後更にエスカレートする可

能性大)

-介入の仕方は良くわからない

・事例に対応した事がないし，対応の仕方を勉強したこともないので，答えられ

ない

・どこの機関で支援していくか不明確

・夫が面会に来られないようにしたいと思うが，具体的な方法がわからない

.どこに相談したら良いかわからないのでその対応

・当院でも家族背景の難しいケースが多々あり，その都度困難を感じる

無回答 |・無回答:27 
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Ⅷ一軍.･ Kさんの身体的外傷が回復し,近く退院する事にな.りま,したo Lかし,未との

問題は解決していません｡この様なケTスに対して,どの様な対応が必要になる

でしょうか? :回答率87.9% (a-232)

これらの回答では, ｢関係者･.関係機関に相談する｣ ｢関係者Q関係機関と連携する｣と

いった,看護師が専門機関に相談や連携争持つことで院内の支援に止まらず,退院後の被

害者支援まで広く考えていこうとしている事がわかった.その他｢本人の意思確認を行な

う｣という意見が多く見られ,被害者と支援者である看護師との話し合いの元で今後の方

針を汲めていこうと考えられていた｡

表8　問題未解決のDV被害者に対する退院間近の対応

カテゴリー 記述内容( :記述数)

関係者･関係

機関に連絡

する

･本人と相談し,専門機関-連絡する　　　　.

･夫,夫の家族,妻の家族-の連絡

･Kさんが最も信頼できる人と面談すると共に,ケースワーカーを通して,支援

機関に連絡してもらう

･警察や婦人相談所,保護施設などの連絡

･専門機関,支援施設-の連絡

･保健所,他の専門機関-連絡をする

･警察,保健所-退院の連絡を行う

･ (本人の希望にもよるが)支援機関,関連機関-連絡:盟

･ケースワーカー-の連絡

･必要な機関への連絡

･Nsとしては,専門員との連絡調整を行なうことと,考えられる被害-損傷や

心身に残るダメージについても伝えることが大事になる(実際に対応した事が

ないので,イメージで書きました)

･ソーシャルワーカーなどに連絡し,自宅に帰った場合と,他の方法がないか検

討する

･支援施設-の連絡, K氏の心身の安楽-の働きかけ,安全確保

･ケースワーカーを通し,地域との連絡を蜜にとってもらい, DV被害者支援機

関及びそれにかねる期間の支援をあおぐ

･連携機関に連絡をいれる

･MSWへ連絡をとり,利用出来る.社会的資源としては,何があるかを調べて

もらう

関係者･関係

機関に相談

する

･ソーシャルワーカーに相談する: 3

･入院時よりMSWに相談し,これからの事など対応を進めていく

･専門の医療機関,保健師に相談
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VI[-3. Kさんの身体的外傷が回復し，近く退院する事になりました。しかし，夫との

問題は解決していません。この様なケースに対して，どの様な対応が必要になる

でしょうか?:回答率87.9% (n =232) 

これらの回答では， r関係者・関係機関に相談するJr関係者・関係機関と連携するJと

いった，看護師が専問機関に相談や連携を持つことで院内の支援に止まらずs 退院後の被

害者支援まで広く考えていこうとしている事がわかった。その他「本人の意思確認を行な

うJという意見が多く見られ，被害者と支援者である看護師との話し合いの元で今後の方

針を決めていこうと考えられていた。

表 8 問題未解決のDV被害者に対する退院間近の対応

カテゴリー| 記述内容(:記述数)

関係者・関係|・本人と相談し，専門機関へ連絡する

機関に連絡|・夫，夫の家族，妻の家族への連絡

する I.Kさんが最も信頼できる人と面談すると共にp ケースワーカーを通して，支援

機関に連絡してもらう

・警察や婦人相談所，保護施設などの連絡

・専問機関，支援施設への連絡

・保健所，他の専門機関へ連絡をする

・警察，保健所へ退院の連絡を行う

・(本人の希望にもよるが)支援機関，関連機関へ連絡 :2

.ケ}スワ}カーへの連絡

・必要な機関への連絡

oNsとしては，専門員との連絡調整を行なうことと，考えられる被害→損傷や

心身に残るダメージについても伝えることが大事になる(実際に対応した事が

ないので，イメージで書きました)

・ソーシヤルワ}カーなどに連絡し，自宅に帰った場合と，他の方法がないか検

討する

・支援施設への連絡， K氏の心身の安楽への働きかけ，安全確保

・ケースワ}カーを通し，地域との連絡を蜜にとってもらい， DV被害者支援機

関及びそれにかわる期間の支援をあおぐ

・連携機関に連絡をいれる

.MSWへ連絡をとり，利用出来る.社会的資源としては，何があるかを調べて

もらう

関係者・関係|・ソ}シヤルワーカ}に相談する :3

機関に相談|・入院時より MSWに相談し，これからの事など対応を進めていく

する |・専門の医療機関，保健師に相談
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.MSWを通じて,今後のことを相談していく

･ケースワーカーに相談し,地域との連携を図る･例えば保健師依頼など

･MSWに相談:4

･市の社会福祉課,ケースワーカーと相談し,自宅以外の退院先を考える

. DVのケースを取り扱う所-の相談

･役所の福祉課に相談する事を話す

･響察や婦人相談所,保護施設などの相談

･専門分野-の紹介と院内MSW-の相談,心理士への相談

･両親-相談

･実家やKさんの兄弟-相談する

･夫との関係をケースワーカーと相談,必要があれば,患者様,子どもを保護で

きる体制づくりをする

･妻の両親,保健所の方と相談する

･法的対応が必要と考えます･また再発防止が最優先されると思いますので,夫

以外のキーパーソンと蜜に相談する必要があり

･夫と面談をするかを, SW･DTと共に妻に相談

日等来的には,場合により家裁-相談

･現在のところ当院では具体的なマニュアルやプロチャートはないが,本人

の了解を得てMSWに相談依頼する

･地域での対応について家族を含め相談しておく

･チビも(の影響)についても相談しておく:2

.MSWをとおして,関係機関-相談する

･支援センターなど-相談

I (2-3日でよいコミュニケーションが取れれば)進んでいけば,ケースワ

ーカー等と相談し,積極的に支援していきたい

･相談先などを配慮し,支援団体などと相談してみる

･響察-の相談等も話してみる

･ KさんのDVに対する理解をうる･それと同時に援助対策が活用出来る様にケ

ースワーカーとも相談し,それに関わる機関とも相談する

･専門機関-の紹介など含め,ケースワーカーと相談する

･退院近くになったら,ソ←シャルワーカーを紹介し,相談する

･ケースワーカーに相談

･ケースワーカー-相談し,窓口-つなげる

･ケースワーカーに相談し,今後の対応を検討

･本人の希望を確認し,病院のケースワーカー-相談

･組織等に相談し,対応策を考える
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'MSWを通じて，今後のことを相談していく

・ケースワーカーに相談し，地域との連携を図る.例えば保健師依頼など

-MSWに相談 :4

・市の社会福祉課，ケースワーカーと相談し，自宅以外の退院先を考える

'DVのケースを取り扱う所への相談

・役所の福祉課に相談する事を話す

・警察や婦人相談所，保護施設などの相談

・専門分野への紹介と院内 MSWへの相談，心理士への相談

・両親へ相談

・実家やKさんの兄弟へ相談する

・夫との関係をケースワーカーと相談，必要があれば，患者様，子どもを保護で

きる体制づくりをする

・妻の両親，保健所の方と相談する

・法的対応が必要と考えます.また再発防止が最優先されると思いますので，夫

以外のキーパーソンと蜜に相談する必要があり

・夫と面談をするかを， SW' Drと共に妻に相談

・将来的には，場合により家裁へ相談

・現在のところ当院で、は具体的なマニュアルやフロチャートはないが，本人

の了解を得て MSWに相談依頼する

・地域での対応について家族を含め相談しておく

・子ども(の影響)についても相談しておく :2

・MSWをとおして，関係機関へ相談する

.支援センターなどへ相談

・(2--3日でよいコミュニケーションが取れれば)進んで、いけば，ケースワ

ーカ一等と相談し，積極的に支援していきたい

・相談先などを配慮し，支援団体などと相談してみる

.警察への相談等も話してみる

'KさんのDVに対する理解をうる.それと同時に援助対策が活用出来る様にケ

ースワーカーとも相談し，それに関わる機関とも相談する

・専門機関への紹介など含め，ケースワーカーと相談する

・退院近くになったら，ソーシヤノレワーヵーを紹介し，相談する

.ケースワーカーに相談

・ケースワーカーへ相談し，窓口へつなげる

・ケースワーカーに相談し，今後の対応を検討

・本人の希望を確認し，病院のケースワーカーへ相談

・組織等に相談し，対応策を考える
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･地域での支援組織-連絡し,今後の対応を相談する 

･専門機関と相談(避難場所をさがす) 

･警察や保健所,専門機関に相談して,退院後も安全な状況が確保できるように 

･今後の対応の相談はどこでするか,上司と相談し,身体的外傷の治療だけでな 

く,支援が受けられるよう(解決に向かうよう)支援する 

･DV支援者の人-相談し,舟応策のアドバイスをもらう 

･院内のMSWに相談する.プラス,援助者を捜す(相談相手) 

･専門機関-の報告と,(専門機関-)今後の相談.院内での未整理の現状があ 

る場合,先にすすまない 

･婦人相談所もしくは,相談員に相談.必要により福祉窓口で相談.本人が今後 

どのような生活を考えでいるかにもよる 

･解決できる方法,自宅に帰れるか,どのようにしたらKさんを守れるかを家 

族も含め相談する機会を持つ 

関係者.関係 唳Yｸ輾ｯhｪ�,h,ﾉ��ﾆr�

機関と連携 唳&闔h,h,ﾉ��ﾆr�

する 啜Eh辷��,h,ﾉ��ﾆx/�ﾉ�:(+x.��

･公的機関,専門家と連携 

･他機関との連携,支援体制が必要 

･行政サービス,支援機関との連携を取り,安心して退院後の生活が出来るよう 

な支援を具体的に提示し,実現していく. 

･周囲の家族や専門機関との連携 

･地域の機関と連携をとり,対応する 

･市の役員との連携をとる 

･支援施設との連携 

･関係機関等との連携:6 

･関係職種との連携:2 

･家族の理解が得られていない場合,関係機関と連携し,訪問を行なってもらう 

･自宅に帰る意志があるのかを確認し,MSW等の連携をとり対応していく 

･関係機関,関係職種との連携と情報提供 

･支援機関と連携を取り,退院後の生活について,どのようにすればよいかなど 

対応する 

･社会的サポートとの連携をとり,安全な環境-の準備 

･夫とは別れる手続きをする.場合により警察に協力を求める 

支援者.支援 唳�阡�ﾎ8,ﾉ�hｨ�,亊h+X,Bﾉgｹ�ﾈ,ﾈ�8ﾏﾈ/�ｦﾙDh+RﾉTｹwh,��+h,H辷�ｴ�ｭh/���櫁+r�

窓口を紹介 �.宙辷�ｴ�ｭh,刋�xﾘ/�+x.鋳�

する 唳Wh,ﾈ.�,h,�,X,ﾘ,�*ﾒﾉ]ｸﾎﾈ+X,H��.�/�]ｸ,H.�.h*DEi�ｩ&ｸ+Rﾈ郢�ﾘ/���櫁+x.��
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-地域での支援組織へ連絡し，今後の対応を相談する

-専門機関と相談(避難場所をさがす)

-警察や保健所，専門機関に相談して，退院後も安全な状況が確保できるように

-今後の対応の相談はどこでするか，上司と相談し，身体的外傷の治療だけでな

く，支援が受けられるよう(解決に向かうよう)支援する

'DV支援者の人へ相談し，対応策のアドバイスをもらう

-院内のMSWに相談する.プラス，援助者を捜す(相談相手)

-専問機関への報告と， (専門機関へ)今後の相談.院内での未整理の現状があ

る場合，先にすすまない

-婦人相談所もしくは，相談員に相談.必要により福祉窓口で相談.本人が今後

どのような生活を考えているかにもよる

-解決できる方法，自宅に帰れるか，どのようにしたら K さんを守れるかを家

族も含め相談する機会を持つ

関係者・関係 -高IJ指揮官との連携

機関と連携 -地域との連携

する .DV支援所との連携を検討する

-公的機関，専門家と連携

-他機関との連携，支援体制が必要

-行政サ}ビス，支援機関との連携を取り，安心して退院後の生活が出来るよう

な支援を具体的に提示し3 実現していく.

-周囲の家族や専門機関との連携

-地域の機関と連携をとり，対応する

-市の役員との連携をとる

-支援施設との連携

-関係機関等との連携 :6

-関係職種との連携 :2

-家族の理解が得られていない場合，関係機関と連携し，訪問を行なってもらう

-自宅に帰る意志があるのかを確認し， MSW等の連携をとり対応していく

-関係機関，関係職種との連携と情報提供

-支援機関と連携を取り，退院後の生活について，どのようにすればよいかなど

対応する

-社会的サポートとの連携をとり，安全な環境への準備

-夫とは別れる手続きをする.場合により警察に協力を求める

支援者・支援 -退院後の生活に関して，本人の意向を確認し，必要に応じて支援機関を紹介す

窓口を紹介 る(支援機関に連絡をする)

する -夫のもとにではなし保護して安定を保てるよう DV相談し，施設を紹介する
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･本人がどうしたいのか,どうなりたいのか,具体的な話の中から援助出来る事

を考え,又協力者を紹介する

･両親に存在する問題を説明し,協力を求める.必要に応じ,援助を求める事が

できる施設などを紹介する

･支援センター紹介

･警察や婦人相談所,保護施設などの紹介

･自立のサポート,ネットワークサポートの紹介

･関係機関,関係職種の紹介･相談

･支援機関,支援窓口の紹介:2

･ DVを相談出来る機関を紹介する

･専門家の紹介

･臨床心理士に紹介

･ MSW-の紹介

･関係機関の紹介: 3

･相談の窓口を紹介したいと思います

･シェルター等に紹介し,夫からしばらく隔離する

･自助グループを紹介し,孤立感を軽くする

･相談できる機関の紹介や身を寄せられる施設の紹介

情報提供す

る.

･居住地周辺のDV対応機関を教示

･協力できる周囲の方-の協力依頼や社会のバックアップ体制がどこでどの

ように行なわれているかの情報提供

I DVは犯罪である事を伝え,専門家-の相談ができる様説明を行う

･社会的支援の手段について紹介する.危険回避のための方法,身を守る方法を

教える

･家族-暴力の事実を知ってもらう

･夫との問題解決ができない限り,また同じ事を繰り返してしまう･ DV防

止法,解決策,対応方法などRさん自身にも教え,知っていただく

･支援体制の説明(具体的に入院中に面接の場を提供)

･被害者家族-の対応の仕方を説明

･関係機関を説明する

･自宅療養,安静について説明する

･家族として,して欲しいことを説明する

I Kさんとの面接からシェルター利用等をすすめる. (Kさんに) DVについて

の理解をしていただき,今後の方向性を決める

･緊急時の非難体制を明確にしておく

･研修会･シェルターの案内など:2

･1111

-本人がどうしたいのか，どうなりたいのか，具体的な話の中から援助出来る事

を考え，又協力者を紹介する

・両親に存在する問題を説明し，協力を求める.必要に応じ，援助を求める事が

できる施設などを紹介する

・支援センター紹介

・警察や婦人相談所，保護施設などの紹介

・自立のサポート，ネットワークサポートの紹介

・関係機関，関係職種の紹介・相談

・支援機関，支援窓口の紹介 :2

• DVを相談出来る機関を紹介する

.専門家の紹介

・臨床心理士に紹介

'MSWへの紹介

・関係機関の紹介 :3

・相談の窓口を紹介したいと恩います

・シェル・タ一等に紹介し，夫からしばらく隔離する

・自助グループを紹介し，孤立感を軽くする

・相談できる機関の紹介や身を寄せられる施設の紹介

情報提供す|・居住地周辺のDV対応機関を教示

る・協力できる周閣の方への協力依頼や社会のパックアップ体制がどこでどの

ように行なわれているかの情報提供

'DVは犯罪である事を伝え，専門家への相談ができる様説明を行う

・社会的支援の手段について紹介する.危険回避のための方法，身を守る方法を

教える

・家族へ暴力の事実を知ってもらう

・夫との問題解決ができない限り，また同じ事を繰り返してしまう. DV防

止法，解決策，対応方法などKさん自身にも教え，知っていただく

・支援体制の説明(具体的に入院中に面接の場を提供)

・被害者家族への対応の仕方を説明

・関係機関を説明する

・自宅療養，安静について説明する

-家族として，して欲しいことを説明する

'Kさんとの面接からシェルター利用等をすすめる. (Kさんに) DVについて

の理解をしていただき，今後の方向性を決める

・緊急時の非難体制を明確にしておく

-研修会・シェノレターの案内など :2
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･(実情を話しても結果が出ない場合は,)妻の実家で冷却期間(1-3ケ月)を 

おく.話し合いがついたら自宅-戻る.ただし,(自宅-戻るも)暴力等の行 

為に及びそうな場合になったら,録音するなど,他者がみても理解できるよう 

な行動を意図にとるように心がける 

･患者様本人より,心を開いてくれれば相談できる機関を紹介するなどが出来る 

･市役所等のDV相談担当を紹介する 

情報を得る 唳�ｩnY4�,�5�5�6(7H*｢ﾉWh,dｸ+8/�.h.噂ｨ��,��饑�/�;�.��

･再発時避難場所としての支援センターの連絡先を聞いておく 

介入を促す t 唸ﾗ9�ﾘ,ﾈ樣?ﾂ�

･女性サポートセンター等の介入 

･MSW介入による本人と子どもの生活の場の提供 

･社会資源を利用し介入してもらえるようにする 

･MSW-の介入:2 

･社会的介入 

･必要時弁護士介入 

･地域め保健所をまきこんで介入していく 

･専門機関の介入を依頼し,夫との仲介,司法の介入.必要によっては,本人及 

び子ども達の保護に関して,今後も継続して支援してもらう 

･夫と隔離できるような支援専門機関を利用できるよう働きかける 

･市,公的機関の働きかけ 

･相談できる人が存在するのか把握 

･再発防止 

第8着の介 唸+ｸ.ｨ+ﾈ.ｨ,ﾈｯ9eﾘ,���+X4ﾈ�ｸ7��ｸ5ﾈ98,h,�.�*h.��c9(X*ｩTｹwh,h,�.�,h輊*B�

人を促す 唳�c9(X/�?ﾈ.ｨ+ﾙ�(+Xﾘx*"�

･第3着を間に入れ,話し合いを持ち,夫,主婦の考えを聞き調整を図る 

･第3着を交えての話し合い.(関係機関-の連絡) 

･第3着が入り,夫との話し合い 

･第3着(親.兄弟)の介入 

･退院後は時期をみて第3着を通じて対応していくのがいいのではないかと思う 

･第3着,妻の両親に入って話し合うチャンスを作る 

･第3着に中に入っていただき,今後のことについて十分.解政策を検討するこ 

とが必要と思われる 

支援体制を 唸辷��ﾉ�x,RﾉWbﾘ,ﾈｭh.ﾘ.�*ｨ.�,H.��ｩ&ｸ醜,ﾉ�hﾝﾒ�

整備する 唸辷��ﾉ�x,Rﾈﾜ�*ｨﾇ���+X,I�ｩ&ｸ,X*ｸ.��ｸﾏｲ�

･支援体制で,子どもの心-のサポート(学校との連携をとる人) 

･相談できる人の確保 
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. (実情を話しでも結果が出ない場合はt)妻の実家で冷却期間 (1--3ヶ月)を

おく.話し合いがついたら自宅へ戻る.ただしt (自宅へ戻るも)暴力等の行

為に及びそうな場合になったら，録音するなど，他者がみても理解できるよう

な行動を意図にとるように心がける

・愚者様本人より，心を開いてくれれば相談できる機関を紹介するなどが出来る

.市役所等のDV相談担当を紹介する

情報を得る |・専門的なスタップが，夫と Kさんより別々に情報を得る

・再発時避難場所としての支援センターの連絡先を聞いておく

介入を促す |・行政の介入

・女性サポートセンタ一等の介入

'MSW介入による本人と子どもの生活の場の提供

.社会資源を利用し介入してもらえるようにする

.MSWへの介入 :2

-社会的介入

・必要時弁護士介入

・地域め保健所をまきこんで介入していく

-専門機関の介入を依頼し，夫との仲介，司法の介入.必要によっては，本人及

び子ども遠の保護に関して，今後も継続して支援してもらう

・夫と隔離できるような支接専門機関を利用できるよう働きかける

l ・市，公的機関の働きかけ

-相談できる人が存在するのか把握

.再発防止

第 3者の介|・それぞれの希望に対しキーパーソンとなりえる第3者が必要となると思う

入を促す |・第 3者を入れた話し合い

・第 3者を聞に入れ，話し合いを持ち，夫，主婦の考えを聞き調整を図る

・第 8者を交えての話し合い. (関係機関への連絡)

・第 8者が入り，夫との話し合い

・第 3者(親・兄弟)の介入

・退院後は時期をみて第 3者を通じて対応していくのがいいのではないかと思う

・第3者，妻の両親に入って話し合うチャンスを作る

・第 3者に中に入っていただき，今後のことについて十分，解決策を検討するこ

とが必要と思われる

支援体制を 1 ・支援体制で，夫への関わりがもてる相談員の存在

整備する |・支援体制で，妻が継続して相談できる窓口

・支援体制で，子どもの心へのサポート(学校との連携をとる人)

.相談できる人の確保
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･地域の支援機関に連絡をとって対応してもらえるようにする(入院中に早めに 

連絡をとり,退院に際し,他の避難場所等の紹介等も受けておく) 

･行政に通報することの許可をKさんより得,見回りを行なってもらう様にする 

･妻の両親の支援,同じ県機関の支援を受けて,退院をめざす.整わなけれ 

ば,入院期間の延長も考える 

支援する 唳&闔bﾉY�8ｭhﾅx,ﾈ辷腕�

･退院後の支援 

･退院後の方向性を支援 

･専門機関を決め,支援する必要がある 

･保護施設-の一時入所などの支援等 

･本人の意志決定を支援する 

･夫と離れて自立できるような支援 

･地域の専門職の支援,サポート 

･行政,SWの介入を支援する 

･自立にむけた支援(方法を一緒に見つける) 

･家族の支援も重要である 

･経済的支援は被害者を支援する際一番に考えなければならないと考えます 

･夫との今後の生活について,第3着を交えての話し合いと社会的支援が必要で 

ある 

･本人-の教育も必要である 

･専門病院の受診 

検討する 唳�阡�ﾎ8,ﾉ�hｨ�,�,(*(,Bﾈｭhﾅxｴ�ｭh,i��xﾘ/�,h.�,x,ﾈ.h*H,版H*(*ﾘ*�/�ﾉ�:"�

する 

･退院先についても検討したい 

･当院においては,入院中より地域医療連携-コンサルト,ケースワーカーとの 

連携で今後の事を検討する 

･夫を近づけない,生活を考える 

･他家族-の協力依頼シェルター等を検討する 

･関係機関,支援体制,フォローが必要のため,退院前から患者～検討が必要(場 

合によっては,両親-の協力も必要か?) 

･必要なサポートについて具体的に話しを連める 

･本人の気持ちを具体的にする関わり 

･自宅に帰すのが安全かどうかの判断が必要 

援助を依頼 唸��檠4�5H7ﾈ�ｸ6x辷��ﾈ,ﾈ��源x｢�

する 唸ｻ�2ﾘ,ﾈ源x｢�

･公的機関で,長期にわたり支援ができるように,SWに依頼する 
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支援する

検討する

-地域の支援機関に連絡をとって対応してもらえるようにする(入院中に早めに

連絡をとり，退院に際し，他の避難場所等の紹介等も受けておく)

・行政に通報することの許可をKさんより得，見回りを行なってもらう様iとする

・妻の両親の支援，同じ県機関の支援を受けて，退院をめざす.整わなけれ

ば，入院期間の延長も考える

・地域，福祉関係の支援

-退院後の支援

・退院後の方向性を支援

・専問機関を決め，支援する必要がある

.保護施設への一時入所などの支援等

.本人の意志決定を支援する

・夫と離れて自立できるような支援

・地域の専門職の支援，サポート

・行政， swの介入を支援する

-自立にむけた支援(方法を一緒に見つける)

.家族の支援も重要である

-経済的支援は被害者を支援する際一番に考えなければならないと考えます

・夫との今後の生活について，第 3者を交えての話し合いと社会的支援が必要で

ある

・本人への教育も必要である

.専門病院の受診

・退院後の生活について，関係機関と連絡をとり，どのようにしていくかを検討

する

・退院先についても検討したい

・当院においては，入院中より地域医療連携へコンサノレト，ケースワーヵーとの

連携で今後の事を検討する

-夫を近づけない，生活を考える

・他家族への協力依頼シェノレター等を検討する

-関係機関，支援体制，フォローが必要のため，退院前から愚者~検討が必要(場

合によっては，両親への協力も必要か?)

・必要なサポートについて具体的に話しを進める

.本人の気持ちを具体的にする関わり

-自宅に帰すのが安全かどうかの判断が必要

援助を依頼|・社会的サポート支援への援助依頼

する |・警察への依頼

-公的機関で，長期にわたり支援ができるように， swに依頼する
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･自宅の生活安全を守るため警察の協力依頼 

･ケースワーカー,行政に依頼する 

･本人がもどるという場合には,Kさんのサポートをしてくれる九時に両親に 

働きかけ,サポートを依頼し,福祉にも訪問等を依頼する 

･支援機関-定期的に様子をみるよう依頼する 

･本人と話し合い,必要に応じMSWと退院後についての相談が出来る様にセツ 

テイングする 

･退院後の生活に対し,夫との関係の問題解決のサポートを依頼 

関係機関と 唸ｭhﾅxｴ�ｭbﾈ5��ｸ5�8��ｸ4ｨ�ｸ,i+)��+Rﾉ�阡�ﾎ8,ﾉ�hｨ�,ﾈ�ｨ�/�+)��,i:�+h,倡�,r�

の調を行な �.�,ﾈﾈ�,�,(*(,H.�+)���

う 唸ﾇ井�,ﾒﾈ��ﾝｸ,�6x8�7X8ｸ*ｨｴ�*ｸ,H*(,�*(,h樣?ﾈ,X*ｸ,�*(+ﾘ-��9*ﾉ�ｩiH,ﾒ�

都道府県のDV相談窓口を入院中に紹介し,退院調整をおこなう 

･夫を含め,関係機関と相談できるよう調整する 

･退院先の調整.MSWを通して,夫との関係を調整するようにする 

様々な機関 唸皦���2ﾄﾕ5x,�,x,h,ﾈｺi|ﾒ�

の協力を図 唸郢�ﾘ,ﾈ7H4�8ﾘ�ｲ�

る 唳�ｩnXｴ�ｭh,�*旭�*(+x.�+X*�,�*"�

･相談支援センターの協力を得る 

家族からの 唳{ﾉ�Rﾈ彿��,ﾈｺi|ﾒ�

協力を得る 唳]ｸﾎﾈ*ｩTｹwh,h,�.�,�.rﾉgｹ�ﾈ,ﾈ��徂,�,x,ﾈｺi|ﾘ/�;�,Bﾉ�阡�+X,H*(+ﾘ+�*ﾒ�

･身近にいる人の協力 

･妻の両親に理解.協力を得,退院後両親の元-引き取ってもらうことなど検討 

･妻の両親などにも協力を得るために話をする 

･両親-の連絡,両親の協力を得られるようにする 

･.夫の両親,兄弟-の協力.依頼 

･家族-の対応,支援者の協力 

･Kさんの両親等-の協力を依頼し,子ども達-の保護を御願いする 

･Kさんの両親の協力と理解を得る 

･当事者(本人.夫)だけではなく,妻の両親もしくは,末の両親に集まつ 

てもらう 

･Kさんの両親,Kさんの友人などにDVに対して理解してもらうよう働きかけ 

る 

･両親や友人等に訪問してもらう 

･在宅で妻を保護できるよう地域や専門支援員と連絡を取り.,(在宅で秦を保護 

できるよう)妻の両親の協力を求める.できたら解決のめどがつくまで夫と会 

わせない 
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-自宅の生活安全を守るため警察の協力依頼

・ケ}スワ}カー，行政に依頼する

・本人がもどるという場合には， Kさんのサポートをしてくれる人，特に両親に

働きかけ，サポ}トを依頼し，福祉にも訪問等を依頼する

・支援機関へ定期的に様子をみるよう依頼する

・本人と話し合い，必要に応じ MSWと退院後についての相談が出来る様にセッ

ティングする

・退院後の生活に対し，夫との関係の問題解決のサポートを依頼

関係機関と|・関係機関，ケースワーカーと調整し，退院後の生活の場所を調整と同じに子ど

の調を行な| もの件についても調整

う |・警察は，実際にトラブノレが起きていないと介入できないため，市町村又は

都道府県のDV相談窓口を入院中に紹介し，退院調整をおこなう

・夫を含め，関係機関と相談できるよう調整する

・退院先の調整. MSWを通して，夫との関係を調整するようにする

様々な機関|・主治医， MSWなどとの協力

の協力を図 I・施設のフォロー

る |・専門機関にお願いするしかない

・相談支援センターの協力を得る

家族からの|・両親，家族の協力

協力を得る |・保護が必要となるなら，本人の実家などの協力を得て，退院していただく

・身近にいる人の協力

・妻の両親に理解・協力を得，退院後両親の元へ引き取ってもらうことなど検討

.妻の両親などにも協力を得るために話をする

・両親への連絡，両親の協力を得られるようにする

・夫の両親，兄弟への協力・依頼

・家族への対応，支援者の協力

.Kさんの両親等への協力を依頼し，子ども達への保護を御願いする

.Kさんの両親の協力と理解を得る

・当事者(本人・夫)だけではなく，妻の両親もしくは，夫の両親に集まっ

てもらう

.Kさんの両親， Kさんの友人などに DVに対して理解してもらうよう働きかけ

る

・両親や友人等に訪問してもらう

・在宅で妻を保護できるよう地域や専門支援員と連絡を取り， (在宅で妻を保護

できるよう)妻の両親の協力を求める.できたら解決のめどがつくまで夫と会

わせない
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･すぐに自宅に退院することは危険,今以上,エスカレートする可能性有り.冗 

さんの両親に協力を求める必要有り 

･Kさんの両親を交えて家での状況について話し合い,対応の事を考える 

･夫の両親,妻の両親にも事実を話してもらう 

･Kさんの夫以外の親戚に状況を理解してもらい,守ってもらう 

･周囲の人々-の説得′ 

対応をする 唸辷��ﾉ�rﾘ,ﾉ�陌��

･夫以外の家族-の対応,警察-の報告等を行なう 

･社会的保護施設での対応 

･退院後の支援に対する対応. 

･ケースワーカーの方の様に,知識のある人に対応してもらう 

･PTSD,DV防止法の対応. 

･Kさんの身近な人に相談する人がないか尋ね,対応 

･家族(夫)-の対応の仕方 

･警察など-の対応 

･夫との対応について,関係機関との調整.第3着の介入が必要か-響. 

･退院後専門機関や行政サービスがすぐにとれるように対応しておく 

被害者.を施 唳^ｨ��ｺH,儻h*�.x晴+X,ﾘ,�+x-x*ｸ郢�ﾘ,�?ﾈ.ｨ.�,�,xﾗ8,�*H,i|x*(,ﾈ,Yvや粐�

設収容する I 唳]ｸﾎﾈ郢�ﾘ,�,x,假ｹvX+X,H.�.x*B�

･,社会資源を使って一時,母子を保護できる施設- 

･必要なら,退院を機に施設-の入所 

･妻,子どもを保護する施設-の退院を考慮する必要あり 

被害者を保 唳�x,ﾈ���8/�ｦﾙ]ｸ+x.�+ﾘ-�,�,ﾒﾄﾕ5x.(ﾗ9�ﾘ/�,ｨ+X,Bﾉ]ｸﾎﾈ+x.�,ﾈ*ｩ|x*"ﾂ�

讃する 唸ﾇ井�,ﾉ]ｹ�x*ｨ+x*雕�-�.x.ｨ.�.h*H,�+X,H*�*ﾒ�

･一時保護も考える 

･Kさんを安全な場所に保護する 

･安心してすごせる場所の提供 

･身の安全の保障 

･別居?子どもとKさんの保護が必要 

･本人の意志を確認し,女性相談所,.福祉事務所と連絡をとり.(MSWを含め) 

保護する 

･問題解決するまでは,自宅に帰さず,クッションをおく 

･行政,警察などと協力し,守っていかなければV.ヽけない.とりあえずは,別居 

させて,経済的援助の方法を考えていく 

･自宅に第3着(母親)などが入り,被害者を守る 

･今後,安心して生活できる状況が確保できるまで,夫のもとに帰さない 
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-すぐに自宅に退院することは危険.今以上，エスカレートする可能性有り .K

さんの両親に協力を求める必要有り

'Kさんの両親を交えて家で、の状況について話し合い，対応の事を考える

・夫の両親，妻の両親にも事実を話してもらう

'Kさんの夫以外の親戚に状況を理解してもらい，守ってもらう

-周囲の人々への説得

対応をする |・支援体制への対応

・夫以外の家族への対応，警察への報告等を行なう

.社会的保護施設での対応

・退院後の支援に対する対応

-ケースワーカーの方の様に，知識のある人に対応してもらう

・ PTSD， DV防止法の対応

.Kさんの身近な人に相談する人がないか尋ね，対応

・家族(夫)への対応の仕方

-警察などへの対応

・夫との対応について，関係機関との調整.第 3者の介入が必要か…等.

.退院後専門機関や行政サーピスがすぐにとれるように対応しておく

被害者・を施|・母子共に夫から少しはなすべき 施設に入れるなど行なうと良いのでは…

設収容する |・保護施設などに収容してもらう

|・社会資源を使って一時，母子を保護できる施設へ

・必要なら，退院を機に施設への入所

-妻，子どもを保護する施設への退院を考慮する必要あり

被害者を保|・身の安全を確保するためには， MSWや行政を通して，保護するのが良い.

議する |・警察の保護がすぐ求められるようにしておく

・一時保護も考える

'Kさんを安全な場所に保護する

.安心してすごせる場所の提供

.身の安全の保障

・別居?子どもと Kさんの保護が必要

-本人の意志を確認し，女性相談所，福祉事務所と連絡をとり (MSWを含め)

保護する

・問題解決するまでは，自宅に帰さず，クッションをおく

・行政，警察などと協力し，守っていかなければいけない.とりあえずは，別居

させて，経済的援助の方法を考えていく

-自宅に第 3者(母親)などが入り，被害者を守る

・今後，安心して生活できる状況が確保できるまで，夫のもとに帰さない
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･夫のもとには帰せない.2人の子どもと一緒に非難できるところを考える 

･DV被害者救済の会-の避難 

･支援ネットワーク,警察に知らせ,保護してもらう 

･シェルターに駆け込むことが大切 

･本人とも話し合い,家には帰らず,子どもとともに避難場所をさがす 

･DV支援機関より,施設の確認亀子ども達の対応等にも関わっていただき, 

自宅に安易に帰っていただかないようにする 

生活場所の 啜ｸ+8/�,ﾉ�阡�ﾎ8,ﾉ�hｨ��ｨ�,ﾈｦﾙ]ｲ�

確保をする 唳]ｸﾎﾈｴ�ｭh*ｨ-ﾘ,(*�.�-ﾈ,X,ﾈ�ｸ���彙ﾉti�ﾉ�笘/�ｦﾙ]ｸ+x.��

･自宅でなく退院できるところの確保 

･退院後落ち着く場所を確保する 

･院内でなく,院外で,夫.秦.子どもが安心して暮らせるような援助が必 

要 

･支援できる体制を入院期間から確保しておく 

･シェルターの活用 

･患者を守るための手段を考える(住む所等) 

周囲との調 唳&闔h*�.�*(,ﾙ�Y��,ﾈ7H4�8ﾘ�ｹ�ﾉ�x,�,r�

藍をする ■ 唸ｫ8�(齷�x*ｨﾗ9:�/�*�+�+x馼*ｩtI�h,hﾖﾈ*h-ﾈ+r�+ｸ,ﾈﾗ9:�/�*�+�+x訷�*�,ﾈ+ﾘ-��

に,周囲との調整が必要となる 

･緊急コール(本人しかわからない)のようなものも取り付け,DV行為に及ん 

だ時,第3着が駆けつけてくれるような方法を立てておく 

面談.面接を 唸�鈷,ﾉ�ﾈ�ほyﾘ��+X,H.�.x*H+ﾘ-�,ﾉlｩ�｢�

実施する 啜Eh辷�&9�ﾈ,ﾈ��樣9痛Tｹwh,h輊.ﾘ.ｨ.�+ﾘ-�ﾕ5r��>��,ﾉlｩ�ｨ/�wi��+r�

る.患者にもその旨を説明.説得する 

･ケースワーカーとの面談 

メンタルケ 唸4ｨ4X985ｨ8ｨ984��

アを実施す 唳Wbﾉ��ﾉ{ﾉ�X/�ｭﾈ-�+ﾘ4ｨ4X985ｨ8ｨ984��

る 唸8�985�8ｸ5�4��

･心のケア:2 

･精神的なフォローは,精神科受診で行なう 

･K氏の心理的ダメージが回復できること 

本人の意志 啜ｸ+8/�齷�x*｢ﾈﾚ�ﾎ8,x*H+X+ﾘ*(,ﾈ*鎚ｦﾙDh/�+x.帝Wh,h,ﾉ¥ｨｸ�/�ﾖﾈ*h,H*(.��｢�

確認を行な 俘x,ﾒﾈｭhﾅxｴ�ｭbﾘ,(,�*ﾂﾉWh,h,ﾉ�hｨ�,冦�.��ｨﾘx,ﾒﾈｾﾈ*��-�.��ｨ�,ﾉ�ｩ&ｲ�

う 唳Wh,ﾈ.�,h,亢�.�*兔ｨ,��ｨ�,儖�>�+x.儺ｹwh*ｨ*�.�*痛gｹ�ﾈ,i�ｩ&ｸ+x.儺ｹwh*�.��

･本人の意志を優先する､ 

･支援体制の案内,夫との関係についての候聴,本人の考えを確認する 
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-夫のもとには帰せない‘ 2人の子どもと一緒に非難できるところを考える

.OV被害者救済の会への避難

・支援ネットワーク，警察に知らせ，保護してもらう

.シェルターに駆け込むことが大切

・本人とも話し合い，家には帰らず，子どもとともに避難場所をさがす

.OV支援機関より，施設の確認等，子ども達の対応等にも関わっていただき，

自宅に安易に帰っていただかないようにする

生活場所の|・ Kさんの退院後の生活場所の確保

確保をする |・保護機関がみつかるまでの住居(実家，友人宅)を確保する

-自宅でなく退院できるところの確保

・退院後落ち着く場所を確保する

・院内でなく，院外で，夫・妻・子どもが安心して暮らせるような援助が必

要

-支援できる体制を入院期間から確保しておく

.シェ/レタ}の活用

-愚者を守るための手段を考える(住む所等)

周囲との調|・地域あるいは親族のフォロ一体制など

整をする |・息者自身が行動をおこす事が優先と考えます.その行動をおこす手助けのため

に，周囲との調整が必要となる

1 ・緊急コール(本人しかわからなし、)のようなものも取り付け， DV行為に及ん

だ時，第 3者が駆けつけてくれるような方法を立てておく

面談・面接を|・周囲の人々へ理解してもらうための面接

実施する |・ DV支援団体の紹介等，必要と恩われるため t MSW (院内)の面接を要請す

る.患者にもその旨を説明・説得する

・ケースワーカーとの面談

メンタノレケ|・カウンセリング

アを実施す|・夫，妻，両親を含めたカウンセリング

る | ・メンタノレケア

-心のケア :2

・精神的なフォローは，精神科受診で行なう

.K氏の心理的ダメージが回復できること

本人の意志|・ Kさん自身が，今後どうしたいのか，確認をする.夫との別居を考えている場

確認を行な| 合は，関係機関へつなぎ，夫との生活に戻る場合は，駆け込める場所の相談

う い夫のもとに帰るか別な場所に避難する必要があるか，本人と相談する必要あり

・本人の意志を優先する

-支援体制の案内，夫との関係についての傾聴，本人の考えを確認する
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･専門機関と調整と本人(Kさん)の意向を確認して検討する

･本人に公的機関-の相談をしたいかどうか確認

･法的機関-の届出含め,本人の意志の確認

･まず本人の意志確認

･退院前に他施設に収容した方がよいか,本人は夫と今後どう関わっていき

たいかとかを確認し,その結果によって関連施設に協力を求める必要あり

･本人の意志を確認する.家に帰るつもりがなければ相談にのり,施設へ入所で

きるようケースワーカーと相談する

･本人の了解が得られれば市役所に相談し,自宅に戻らない方法を選択する

｡本人から暴力について話しを出されたら,ケースワーカーに相談をしますしか

し,本人より何も話されなかったら(本人の同意を得てから)何も対応しない.

本人が同意すれば,入院中,夫の面談をひかえると思います

･医師を窓口に,警察-届け出るか患者に確認

･本人と話し合う時間をもち,今後患者はどの様な事を望んでいるのか,どうし

たいのかを確認する

･経済的にどうにかなるのなら,別れる話も(第8着に入ってもらって)進めろ

か, Kさん自身の覚悟｡考えにより,決定的な判断に走ることもやむを得ない

･退院後も夫のDVがないとは保障できないので,それを考慮し,夫の親族患者

の親族との関わり等を含め検討する.そして, Kさんの本音･-こういう患者さ

んはDVがあってもまた,夫の元-帰る人が多い. Kさんの本音を聞けるよう

に訴えを傾聴する

･本人がどうしたいと思っているのかじっくり話し合い,シェルターなど,保護

施設など紹介できる事を話す

･自宅退院ではなく,患者の意向を配慮し対応していく

･支援してもらうかどうかの確認

･DVは,本人の責任が大きい.本人が,問題を解決したいとか,しようと思わ

ない限り,介入するのはおせっかいなので,本人の意思確認(どうしたいか)

が重要

･ Kさんが一番信頼している人,家族の支援はあるのか.今後,家にかえるので

あれば,身の危険を感じたとき,どうしたらいいか,きちんと考えているのか

などを確認したいと思います

･患者自身の考えの確認.夫のところ-帰るのか,帰らないのか, MSW-も介

入依頼し,今後の生活の場を決める

･症状が回復すれば,退院となるのは普通,今後は関係機関で対応となるは

ず.実家に退院するなど,本人･家人と相談してもらい決定する.もちろ

ん,退院日決定前によく相談し,退院場所が決定してから退院日を決める
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-専門機関と調整と本人 (Kさん)の意向を確認して検討する

.本人に公的機関への相談をしたいかどうか確認

・法的機関への届出含め，本人の意志の確認

・まず本人の意志確認

・退院前に他施設に収容した方がよいか，本人は夫と今後どう関わっていき

たいかとかを確認し，その結果によって関連施設に協力を求める必要あり

・本人の意志を確認する.家に帰るつもりがなければ相談にのり，施設へ入所で

きるようケースワーカーと相談する

・本人の了解が得られれば市役所に相談し，自宅に戻らない方法を選択する

・本人から暴力について話しを出されたら，ケースワーカーに相談をしますしか

し，本人より何も話されなかったら(本人の同意を得てから)何も対応しない.

本人が同意すれば，入院中，夫の面談をひかえると思います

・医師を窓口に，警察へ届け出るか患者に確認、

・本人と話し合う時聞をもち，今後患者はどの様な事を望んで、いるのか，どうし

たいのかを確認する

・経済的にどうにかなるのなら，別れる話も(第 3者に入ってもらって)進める

か， Kさん自身の覚悟・考えにより，決定的な判断に走ることもやむを得ない

・退院後も夫のDVがないとは保障できないので，それを考慮し，夫の親族患者

の親族との関わり等を含め検討する.そして， Kさんの本音…こういう患者さ

んはDVがあってもまた，夫の元へ帰る人が多い.Kさんの本音を開けるよう

に訴えを傾聴する

・本人がどうしたいと思っているのかじっくり話し合い，シェルターなど，保護

施設など紹介できる事を話す

-自宅退院ではなく，患者の意向を配慮し対応していく

.支援してもらうかどうかの確認

-DVは，本人の責任が大きい.本人が，問題を解決したいとか，しようと思わ

ない限り，介入するのはおせっかいなので，本人の意思確認、(どうしたいか)

が重要

-Kさんが一番信頼している人，家族の支援はあるのか.今後，家にかえるので

あれば，身の危険を感じたとき，どうしたらいいか，きちんと考えているのか

などを確認したいと患います

・患者自身の考えの確認、.夫のところへ帰るのか，帰らないのか， MSWへも介

入依頼し，今後の生活の場を決める

・症状が回復すれば，退院となるのは普通，今後は関係機関で対応となるは

ず.実家に退院するなど，本人・家人と相談してもらい決定する.もちろ

ん，退院日決定前によく相談し，退院場所が決定してから退院日を決める
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話し合いを 唳�ｩnX徂/�ﾏ�*h,I�(+Xﾘx*(/�+x.��ｩlｨ/��ﾙ.�+x.��

行なう 唳V���,ﾉ�ｩ&ｸ醜/�-8*ﾘ-�,Igｹ�ﾈ,i�(+Xﾘx*"ﾈｭhﾅxｴ�ｭh,h.�ﾉ�:(+X,Hﾈ�-�.��

･カウンセラー,MSW,地域の保健師等に連絡をとり,今後の事を話し合う機 

会を作る.患者さんが今どうしたいかをよく聞いてあげる 

･入院した事で,家族も夫のことをわかつたと思われる.今後DVにあった時ど 

うするか,家族,兄弟で話し合い,よい解決策を考える.それでもだめなら支 

援組織のあるところを紹介してもらい,そこで相談した方が良い 

･妻.夫の両親を交えて話し合いをもつ.実情を話す 

･何か手助け出来る事がないか声かけしてみる.気軽に相談にのることを伝える 

カンフアレ 啜ﾕ5x/�ｭﾈ-�4ｨ987H4�8ﾈ985��

ンスを行な 啜ﾕ5rﾈ辷�ｴ�ｭh,h,ﾈ�Zｨ,掩(+Xﾘx*"ﾈ4ｨ987H4�8ﾈ985��

う 唸5��ｸ5�8��ｸ4ｨ�ｸ/�ｭﾈ-��(+Xﾘx*(/�.�,�,H.�.x*B駛��h効醜/�ｭﾈ-��(+Xﾘx*"�

をもつてもらう 

･情報提供し関連機関との調整が必要.カンファレンスを持てることが望ましい 

夫-の関わ 唳Wh,h,ﾈｧYz2ﾉ�ｩ¥｢�

り 唳Wbﾘ,ﾈ樣?ﾂ稲X���8,hｺH,鋳�

･夫に対して相談 

･夫と同居させない 

･夫との距離を保つようにする:2 

･夫の精神的問題-の支援 

･夫と話す必要あり 

･夫-の面接 

･主治医と夫との面談調整 

･DV支援窓口-の連絡もありえることを夫に話す 

･加害者-の対応 

･本人の意向を確保し,夫との距離をはなす 

･夫に対応についての話しを聞くと共に今後についても話し合う 

･加害者の状況把握 

･夫-の対応についても関係機関より対応してもらう 

･夫の性格から患者様に落ち度があるなど,社会的にも孤立しやすい.理解して 

くれる人がいるという事を伝え,安心感を持たせる 

･精神的な安定を待って,自宅復帰の準備 

･罰則を含め加害者に法的制約を十分に与える.中途半端な対応は,加害者をさ 

らに苦しめることになると考えます 

･施設-の入り方,対応について病院が窓口となり,夫に内緒で行なうことが大 

切 
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話し合いを -専門家を交えて話し合いをする場面を設定する

行なう -病院の相談員をふくめて本人と話し合い，関係機関とも検討して決める

-カウンセラー， MSW，地域の保健師等に連絡をとり，今後の事を話し合う機

会を作る.愚者さんが今どうしたいかをよく開いてあげる

-入院した事で，家族も夫のことをわかったと思われる.今後DVにあった時ど

うするか，家族，兄弟で話し合い，よい解決策を考える.それでもだめなら支

援組織のあるところを紹介してもらい，そこで相談した方が良い

-妻・夫の両親を交えて話し合いをもっ.実情を話す

-何か手助け出来る事がなし、か声かけしてみる.気軽に相談にのることを伝える

カンファレ -MSWを含めカンファレンス

ンスを行な • MSW，支援機関との十分な話し合い，カンファレンス

つ -ケースワーカーを含め，話し合いをもってもらう.民生委員を含め，話し合い

をもってもらう

-情報提供し関連機関との調整が必要.カンフアレンスを持てることが望ましい

夫への関わ -夫との隔離，決別

り -夫への介入(主治医と共に)

-夫に対して相談

-夫と同居させない

-夫との距離を保つようにする :2

e 夫の精神的問題への支援

-夫と話す必要あり

-夫への面接

-主治医と夫との面談調整

.DV支援窓口への連絡もありえることを夫に話す

-加害者への対応

-本人の意向を確保し，夫との距離をはなす

-夫に対応についての話しを聞くと共に今後についても話し合う

-加害者の状況把握

-夫への対応についても関係機関より対応してもらう

-夫の性格から患者様に落ち度があるなど，社会的にも孤立しやすい.理解して

くれる人がいるという事を伝え，安心感を持たせる

-精神的な安定を待って，自宅復帰の準備

-罰則を含め加害者に法的制約を十分に与える.中途半端な対応は，加害者をさ

らに苦しめることになると考えます

-施設への入り方，対応について病院が窓口となり，夫に内緒で行なうことが大

切
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･医師と相談の上,夫に対して,こちらのアセスメント内容を伝え,夫が暴

力的になる要因について夫に自己分析してもらい,現状の態度が改善され

ない様なら,家族復帰は困難である旨を伝える

･わかりません:2

･ケースワーカー, Nsがどこまで介入できるものなのかわかりません

･退院先をどうするか? (子ども達も)

･どこにどのような方法で相談していいのかわからない.又,患者さんがどうし

たいのか,迷っている時などは,どこまで介入すべきなのか?責任も伴うので

はないかと思う

･警察はどういう状態をしたのでしょうか?警察に駆け込む時点で関係機関

への通報と考えてよいのセしょうか?･･.ここが良くわからないので,対応

がよくわかりません

I Kさんの希望を取り入れ,届出るところからのシステムがわかりません

･根本的なことの解決が必要であるが,病院としての支援には限りがある

･ Kさん自身も夫にたよらなければならない立場から離れられない事で,又

家に戻り,同じ事を繰り返すことになる

無回答: 32
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-医師と相談の上，夫に対して，こちらのアセスメント内容を伝え，夫が暴

力的になる要因について夫に自己分析してもらい，現状の態度が改善され

ない様なら，家族復帰は困難である旨を伝える

その他 1・わかりません :2

・ケースワーカー， Nsがどこまで介入できるものなのかわかりません

・退院先をどうするか?子ども達も)

・どこにどのような方法で相談していいのかわからない.又，患者さんがどうし

たいのか，迷っている時などは，どこまで介入すべきなのか?責任も伴うので

はないかと思う

-警察はどういう状態をしたのでしょうか?警察に駆け込む時点で関係機関

への通報と考えてよいのでしょうか?…とこが良くわからないので，対応

がよくわかりません

'Kさんの希望を取り入れ，届出るところからのシステムがわかりません

・根本的なことの解決が必要であるが，病院としての支援には限りがある

'Kさん自身も夫にたよらなければならない立場から離れられない事で，又

家に戻り，同じ事を繰り返すことになる

無回答 |無回答:32 
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まとめ

今回実施した,平成17年度･ 18年度の調査紙調査において,看護管理者全体の約半数が

DV被害者との遭遇経験を持っていたが, DV被害者受け入れ支援機関に関する知識を持

っ人は2割以下と低値を示していた｡研修会-の参加経験については,全体の8割が｢経

験がない｣と回答し,今後の研修会への参加希望についても全体の半数以下に止まってい

た事から,医療機関でのDV被害者支援導入の難しさが明かとなった｡研修会に参加して

いない理由として多くあげられたのは, ｢研修会が身近で開催されない｣といった環境要因

が主であった｡

看護師がDV被害者支援に関する研修会に参加するための具体的な対策として,第-に

看護師等が医療施設内で研修を受講できるようなシステムの整備が求められていた｡今日,

医療現場でもI T化が進んでいる事から,看護師研修に現在ではまだ一部の病院でしか用

いられていない｢eラーニングの学習管理システム｣の導入も, DV被害者支援に関する

教育システム構築の上で有効であると考える｡しかし,この導入には多額の資金も必要と

なる事から,国からの助成等が望まれる｡

医療機関に求められるDV被害受傷直後のDV被害者支援について, ｢被害者の具体的な

傷の手当と,その傷を繰返さないための啓蒙とオリエンテーションの提示｣であると加茂5)

は述べている｡看護者がDV被害者本人との初遭遇は,ほとんどの場合が緊急を要する状

況にある｡医療機関を訪れたDV被害者-の初期対応としては,主訴としての外傷治療が

第1であるが,さらに精神的安定と今後の安全確保といった社会的支援を考慮する事が必

要である｡入院中には,被害者だけでなく子どもや被害者の親･夫等の家族に対して適切

な介入を行うことも,被害者ケアの一環として看護職者に求められる支援のひとつであろ

う｡その他,加害者である夫が病院を訪れた場合には,被害者の安全を守るために未の面

会拒否や問い合わせに応じないといった対応を取る必要がある｡この様なDV被害者対応

について統一的支援,職員間のコーディネートといった具体的支援も,看護管理者に求め

られている能力の一つであるo

しかし, DV問題の原因は複雑多岐であり,被害者の受療時に一医療機関や職員が適切

な対応をとったとしても限界がある｡ DVによる被害を繰返さないためにも,そこに勤務

する看護師や医軌　その他のコ･メディカルといった全職員が共通理解を持ち,退院後の

問題解決に向けた取り組みと,関係機関との連携や連絡調整といった社会資源の調整役と

しての役害摘ミ看護管理者には望まれている.

謝辞

本研究を行なうにあたり,主旨をご理解の上　快くアンケートにご協力下さいました全

国の大学病院及び総合病院の看護部及び看護師長の皆様に深く感謝いたします｡
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まとめ

今回実施した，平成 17年度・ 18年度の調査紙調査において，看護管理者全体の約半数が

DV被害者との遭遇経験を持っていたが， DV被害者受け入れ支援機関に関する知識を持

つ人は 2割以下と低値を示していた。研修会への参加経験については，全体の 8劉が「経

験がなしリと回答し，今後の研修会への参加希望についても全体の半数以下に止まってい

た事から，医療機関でのDV被害者支援導入の難しさが明かとなった口研修会に参加して

いない理由として多くあげられたのは r研修会が身近で開催されない」といった環境要因

が主であった。

看護師がDV被害者支援に関する研修会に参加するための具体的な対策として，第一に

看護師等が医療施設内で研修を受講できるようなシステムの整備が求められていた白今日，

医療現場でも 1T化が進んで、いる事から，看護師研修に現在ではまだ一部の病院でしか用

いられていなし、 reラーニングの学習管理システムJの導入も I DV被害者支援に関する

教育システム構築の上で有効で、あると考える。しかし，この導入には多額の資金も必要と

なる事から，国からの助成等が望まれる。

医療機関に求められるDV被害受傷直後のDV被害者支援について， r被害者の具体的な

傷の手当と，その傷を繰返さないための啓蒙とオリエンテーションの提示」であると加茂 5)

は述べている。看護者がDV~ 害者本人との初遭遇は，ほとんどの場合が緊急を要する状

況にある。医療機関を訪れたDV被害者への初期対応としては，主訴としての外傷治療が

第 1であるが，さらに精神的安定と今後の安全確保といった社会的支援を考慮する事が必

要である。入院中には，被害者だけでなく子どもや被害者の親・夫等の家族に対して適切

な介入を行うことも，被害者ケアの一環として看護職者に求められる支援のひとつであろ

う。その他，加害者である夫が病院を訪れた場合にはs 被害者の安全を守るために夫の面

会拒否や問い合わせに応じないといった対応を取る必要がある。この様なDV被害者対応

について統一的支援，職員間のコーディネ}トといった具体的支援も，看護管理者に求め

られている能力の一つである。

しかし， DV問題の原因は複雑多岐であり，被害者の受療時に一医療機関や職員が適切

な対応をとったとしても限界がある。 DVによる被害を繰返さないためにも，そこに勤務

する看護師や医師，その他のコ・メデイカルといった全職員が共通理解を持ち，退院後の

問題解決に向けた取り組みと，関係機関との連携や連絡調整といった社会資源の調整役と

しての役割が看護管理者には望まれている。

謝辞

本研究を行なうにあたり，主旨をご理解の上，快くアンケートにご協力下さいました全

国の大学病院及び総合病院の看護部及び看護師長の皆様に深く感謝いたします。
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平成　年　月　日

病院長,看護部長殿

｢医療機関に勤務する看護職が必要としているDV被害者支援教育プログラムに関する研

究｣に関する調査-のご協力のお願い

拝啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます｡

私は,鹿児島大学医学部保健学科臨床看護学講座で成人看護学を担当しております今村利

香と申します｡現在, ｢医療機関に勤務する看護職が必要としているDV被害者支援教育プログ

ラムに関する研究｣ (平成17年～18年度科学研究費補助金若手研究(B))というテーマの調査研

究に取り組んでおります｡

近年, DV被害者を発見･治療･社会的支援をする場として,医療機関での対応が重要となっ

ています｡私は,平成15年に, "鹿児島市わ医療機関におけるDV被害者支援についての認識と

他機関との連携"についての調査を実施しました｡その結果,医療職全体の29%にDV被害者

遭遇経験があり,全体の92. 2%がDV被害者のための具体的情報が必要だと考えていました｡

また, KJ法を用いて, DV被害者支援に関する自由記述分析をしました｡その結果,多くの医

療関係者は,具体的なDV被害者支援に関する知識に乏しく,対応に不安を抱えている事がわか

りました｡

看護職を対象としたDV被害者支援に関する教育及びトレーニングについての研究は少なく,

国内での実施状況としても地域差や施設間格差があります｡本研究は,質問紙調査の実施及び結

果分析をすることで,医療現場で働く看護職の問題要因を明らかにし,看護職が求めているDV

被害者支援の種類や被害者支援のスムーズ化につなげたいと考えております｡

今回は,全国の大学病院または100床以上の総合病院より無作為抽出で選択された病院の看護

重畳を対象とし,医療機関におけるDV被害者支援についての現状と皆様のご意見を質問紙によ

って調査させていただきたいと思います｡本調査は無記名であり,所属機関や個人が特定される

ことがないよう,データの取り扱いや公表の仕方については細心の注意を払います｡

調査結果は,その他の目的以外に使用する事はいたしません｡なお,結果につきましては,学

会発表や学会雑誌等で公に発表予定であり,研究終了後は,研究成果をお送りいたします｡

今回は,各医療機関当り10病棟の病棟師長にご協力いただきたいと考えております｡ご協力

いただける病棟につきましては,貴院の判断にお任せいたします｡

ご多忙中とは存じますが,ご協力いただける場合は同封致しました調査用紙を,同封の封筒に

て一臥星邑までに(それ以降も可)ご返送していただければ幸いですo

回答にあたって不明な点がございましたら,お手数ですが下記までご連絡下さい｡

以上,ご協力をよろしくお願い申しあげます｡

連絡先:鹿児島大学　医学部　保健学科　臨床看護学講座　今村　利香

TEL/FAX : 099-275-6760 (直通)　e-mail : imamura@health. mop, kagoshima-u. ac. jp

臨床看護学講座　講座主任　　緒方　重光

TEL/FAX : 099-275-6758 (直通)　e-mail : _9_gata@health. mop_し垣goshimaTtl,_串C. j_a
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平成年月日

病院長，看護部長殿

「医療機関に勤務する看護職が必要としているDV被害者支援教育プログラムに関する研

究」に関する調査へのご協力のお願い

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

私は，鹿児島大学医学部保健学科臨床看護学講座で成人看護学を担当しております今村利

香と申します。現在， r医療機関に勤務する看護職が必要としているD V被害者支援教育プログ

ラムに関する研究J(平成 17年"'18年度科学研究費補助金若手研究(B))というテーマの調査研

究に取り組んでおります。

近年， DV被害者を発見・治療・社会的支援をする場として，医療機関での対応が重要となっ

ています。私は，平成 15年に，“鹿児島市の医療機関におけるDV被害者支援についての認識と

他機関との連携"についての調査を実施しました。その結果，医療職全体の 29%にDV被害者

遭遇経験があり，全体の 92.20/0がDV被害者のための具体的情報が必要だと考えていました。

また， KJ法を用いて， DV被害者支援に関する自由記述分析をしました。その結果，多くの医

療関係者は，具体的なDV被害者支援に関する知識に乏しく，対応に不安を抱えている事がわか

りました。

看護職を対象としたDV被害者支援に関する教育及びトレーニングについての研究は少なく，

園内での実施状況としても地域差や施設問格差があります。本研究は，質問紙調査の実施及び結

果分析をすることで，医療現場で働く看護職の問題要因を明らかにし，看護職が求めているDV

被害者支援の種類や被害者支援のスムーズ化につなげたいと考えております。

今回は，全国の大学病院または 100床以上の総合病院より無作為抽出で選択された病院の看護

直長を対象とし，医療機関におけるDV被害者支援についての現状と皆様のご意見を質問紙によ

って調査させていただきたいと思います。本調査は無記名であり，所属機関や個人が特定される

ことがないよう，データの取り扱いや公表の仕方については細心の注意を払います。

調査結果は，その他の目的以外に使用する事はいたしません。なお，結果につきましては，学

会発表や学会雑誌等で公に発表予定であり，研究終了後は，研究成果をお送りいたします。

今回は，各医療機関当り 10病棟の病棟師長にご協力いただきたいと考えております。ご協力

いただける病棟につきましては，貴院の判断にお任せいたします。

ご多忙中とは存じますが，ご協力いただける場合は同封致しました調査用紙を，同封の封筒に

て 月末日までに(それ以降も可)ご返送していただければ幸いです。

回答にあたって不明な点がございましたら，お手数ですが下記までご連絡下さい。

以上，ご協力をよろしくお願い申しあげます。

連絡先:鹿児島大学医学部保健学科臨床看護学講座今村利香

TEL/FAX: 099-275-6760 (直通 e-mail:imamura@health.nop.kagoshima-u.ac.jp 

臨床看護学講座講座主任 緒方重光

TEL/FAX: 099-275-6758 (直通 e-mail:0gata@heal th. nQP.J{ClK~Bima-l.l. ac. jp 
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平成17年度調査紙葉 

｢医療機関に勤務する看護職が必要としているDV被害者支援

教育プログラムに関する研究｣に関する調査

*質問は,あなた自身のことやあなたの所属する病院に関すること,あなたの病棟で

行なわれているDV被害者支援に関することです｡以下の質問について,該当する

番号に○をつけて下さい｡ (　)内には該当する数字または回答をご記入下さい｡

自由に書いていただく欄には,あなたのお考えをご記入下さい｡回答は全て,匿名

化しコンピュータ処理しますので,個人名や回答内容が外部にもれることはありま

せん｡

用語の定義

DV (Domestic Violence)とは,現在あるいは過去に,親密な関係にあったパー

トナーに対して行われる暴力の事です｡これには,身体的(殴る･蹴る) ･精神的(言

葉の暴力も含むト社会的･性的暴力等があります｡
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「医療機関に勤務する看護職が必要としている DV被害者支援

教育プログラムに関する研究Jに関する調査

*質問はF あなた自身のことゃあなたの所属する病院に関すること F あなたの病棟で

行なわれているDV被害者支援に関することです。以下の質問について，該当する

番号にOをつけて下さい。(内には該当する数字または回答をご記入下さい。

自由に書いていただく欄にはF あなたのお考えをご記入下さい。回答は全て，匿名

化しコンピュータ処理しますので，個人名や回答内容が外部にもれることはありま

せん。

用語の定義

D V CDomestic Violence) とは，現在あるいは過去に，親密な関係にあったパ}

トナ}に対して行われる暴力の事です。これには，身体的(殴る・蹴る)・精神的(言

葉の暴力も含む)・社会的・性的暴力等があります。
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Ⅰ.次の質問にお答え下さい｡

1.あなたの年齢を教えて下さい: 才

2.あなたの性別を教えて下さい: 1)男性　　2)女性

3.あなたの看護職としての経験年数を教えて下さい:

4.あなたの所属している病院のある県名を教えて下さい｡ :

午

県

5.あなたの所属している病院の設置主体を教えて下さい

1)独立行政法人(旧国立) 2)公立　3)私立　4)その他(　　　　)

6,あなたの所属している病院の種類を教えて下さい: 1)大学病院　　2)総合病院

7.あなたの所属している病院の規模を教えて下さい

1) 100-200床　2) 200-300床　3) 300-400床　4) 400-500床

5)500床以上　6)その他(　　　　床)

8.あなたの所属している診療科(専門科目)を教えて下さい｡混合科の場合は,当てはまる

もの全てに○を付けて下さい｡該当する科が無い場合は,その他(  )にご記入下さい｡

1)外科(　　　　　　)　2)内科(　　　　　　)　3)整形外科

4)麻酔科　5)産婦人科(　　　　)　6)小児科(　　　　　)

7)心療内科　8)精神科　　9)麻酔科　10)外来(　　　　　　　)

11)救命救急　12)その他(　　　　　　　　　　　)

Ⅱ. DV問題についての知識について

1. DVという言葉の意味を知っていますか?どれか一つに○を付けて下さい｡

1)良く知っている　2)知っている　3)あまり知らない　4)全く知らない

2. DV防止法の中身を知っていますか?どれか一つに○を付けて下さいo

l)良く知っている　2)知っている　3)あまり知らない　4)全く知らない

3.この法律が施行されて何か変わりましたか?当てはまるもの全てに○を付けて下さい｡

1) DV問題の事例が増えた　2) DV問題の事例が減った　3)仕事が煩雑化した

4) DV支援専門機関との関わりが増えた　　　　　　　　5)帝に変わらない

7)その他〔　　　　　　　　　〕

Ⅲ.問題解決ネットワークについて

1.医療機関職員は, DV被害者支援機関についての具体的な情報(機関名･場所･電話番

号等)が必要だと思いますか?

1)必要である　　2)必要ない　　3)その他

2.現時点で, DV被害者支援体制は十分だと思いますか?

1)十分である　2)やや不十分である　3)全く不十分である　4)その他

-125-

1 .次の質問にお答え下さい。

1. あなたの年齢を教えて下さい: 才

2.あなたの性別を教えて下さい:1)男性 2)女性

3. あなたの看護職としての経験年数を教えて下さい: 年

4. あなたの所属している病院のある県名を教えて下さいロ: 県

5. あなたの所属している病院の設置主体を教えて下さい

1 )独立行政法人(旧国立) 2)公立 3)私立 4)その他(

6. あなたの所属している病院の種類を教えて下さい:1)大学病院 2)総合病院

7. あなたの所属している病院の規模を教えて下さい

1) 100""'200床 2)200""300床 3)300""'400床 4)400--500床

5) 500床以上 6)その他( 床)

8.あなたの所属している診療科(専門科目)を教えて下さい。混合科の場合は，当てはまる

もの全てにOを付けて下さい。該当する科が無い場合は，その他(

1)外科 2) 内科

4)麻酔科 5)産婦人科 6)小児科(

7)心療内科 8)精神科 9)麻酔科 10)外来(

11)救命救急 12)その他(

n. DV問題についての知識について

)にご記入下さい。

3)整形外科

1. DVという言葉の意味を知っていますか?どれか一つにOを付けて下さい。

1 )良く知っている 2)知っている 3) あまり知らない 4)全く知らない

2. DV防止法の中身を知っていますか?どれか一つにOを付けて下さい。

1 )良く知っている 2)知っている 3) あまり知らない 4)全く知らない

3. この法律が施行されて何か変わりましたか?当てはまるもの全てにOを付けて下さい。

1) DV問題の事例が増えた 2) DV問題の事例が減った 3)仕事が煩雑化した

4) DV支援専門機関との関わりが増えた 5)特に変わらない

7)その他( J 

m.問題解決ネy トワークについて

1. 医療機関職員は， DV被害者支援機関についての具体的な情報(機関名・場所・電話番

号等)が必要だと思いますか?

1 )必要である 2)必要ない 3)その他

2.現時点で， DV被害者支援体制lは十分だと思いますか?

1 )十分である 2)やや不十分である 3)全く不十分である 4)その他
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3.前間2.で｢やや不十分である｣または, ｢全く不十分である｣とお答えの方のみ,次の

問いにお答え下さい｡

(1)支援体制で不十分なこととして,どの様なことがあると思いますか? 2つ以上該当す

る場合は,当てはまるもの全てに○をして下さい｡

1)支援者数の不足　2)法律の未整備　3)被害者の非難場所不足(シェルター等)

4)担当窓口が不明確　　5)経済的支援の不足　　6)警察の対応が心配

7)専門支援機関職員の対応が心配　　8)職場内での理解者の不足

9) DV問題対策に関する教育体制の不足　　10)啓発･予防の不足

11)関係機関･職種間の連携の不足　12)社会制度そのものの不備

13)自分の力量不足(知識や支援技術等) 14)その他

4.皆さんにお聞きします｡

DV被害者を受け入れ,支援する機関を知っていますか?知っている方は,その機関名

をお書き下さいo　　　　　　　　　麹鼠色

1)知っている(一ヶ所でも)　-一一　　巨

2)知らない

5.前間4.を｢知っている｣とお答えの方のみ,次の間い(1) (2)にお答え下さい｡

(1)その支援機関の具体的な情報(機関名.場所･電話番号等)をご存知ですか?

①知っている　　　　　　　　　②知らない

(2)支援機関の担当者と面識がありますか?

①ある　　　　　②ない　　　　③どちらともいえない

Ⅳ. DV被害遭遇経験について

1.今までに病院でDV被害者またはそう疑われる人に遭遇した経験がありますか?

1)ある　　　　　　　　　　　　　2)ない

2.前間1)で｢ある｣とお答えの方のみ,次の問い(1) ～ (8)にお答え下さい｡

(1)初めて遭遇したのは,いっ頃ですか?

① 1年未満　　② 1-2年前　　③　3-4年前　　④　5-6年前

⑤　6-7年前　　⑥　8-9年前　　⑦ 10年以上前

(2)初めて被害者に遭遇した時に勤務していた診療科を教えて下さい｡複数に該当する場

合は,当てはまるもの全てに○をして下さい｡

①　外科(　　　　　　) ②　内科(

④　麻酔科　⑤　産婦人科(　　　　) ⑥　小児科(

⑦　心療内科　⑧　精神科　⑨　麻酔科　　⑩　外来(

⑪　救命救急　⑬　その他(

) ③　整癖外科

)

)

(3)被害者に遭遇した時に,被害者の相談にのった事がありますか?

①　ある　②　ない③　被害者の家族や友人など間接的にある　④　その他
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3.前間 2. で「やや不十分である」または r全く不十分であるj とお答えの方のみ，次の

間いにお答え下さい。

( 1 )支援体制で不十分なこととして，どの様なことがあると思いますか? 2つ以上該当す

る場合は，当てはまるもの全てにOをして下さい。

1 )支援者数の不足 2)法律の未整備 3)被害者の非難場所不足(シェルタ一等)

4) 担当窓口が不明確 5) 経済的支援の不足 6) 警察の対応が心配

7) 専門支援機関職員の対応が心配 8)職場内での理解者の不足

9) DV問題対策に関する教育体制の不足 10)啓発・予防の不足

11) 関係機関・職種間の連携の不足 12) 社会制度そのものの不備

ω 自分の力量不足(知識や支援技術等) 凶その他 ( 

4. 皆さんにお聞きします。

DV被害者を受け入れ，支援する機関を知っていますか?知っている方は，その機関名

をお書き下さい。 鐙盟主

1 )知っている(ーヶ所でも)

2)知らない

hh 

F 

5. 前問 4. を「知っているJとお答えの方のみ，次の間い (1) (2) にお答え下さい。

( 1 )その支援機関の具体的な情報(機関名・場所・電話番号等)をご存知ですか?

①知っている ②知らない

(2 )支援機関の担当者と面識がありますか?

①ある ②ない ③どちらともいえない

N. DV被害遭遇経験について

1. 今までに病院でDV被害者またはそう疑われる人に遭遇した経験がありますか?

1 )ある 2)ない

2. 前問 1)で「あるJとお答えの方のみ，次の間い (1) .-...; (8) にお答え下さい。

( 1 )初めて遭遇したのは，いつ頃ですか?

① l年未満 ② 1--2年前 ③ 3.-...;4年前 ④ 5.-...;6年前

⑤ 6'"'-'7年前 ⑥ 8'"'-'9年前 ⑦ 10年以上前

( 2)初めて被害者に遭遇した時に勤務していた診療科を教えて下さい。複数に該当する場

合は，当てはまるもの全てにOをして下さい。

① 外科 ② 内科( ) ③ 整形外科

④ 麻酔科 ⑤ 産婦人科 ⑤ 小児科(

⑦ 心療内科 ③ 精神科 ⑨ 麻酔科 ⑬ 外来(

⑪ 救命救急 ⑫ その他(

(3 )被害者に遭遇した時に，被害者の相談にのった事がありますか? r 

① ある ② ない③ 被害者の家族や友人など間接的にある ④ その他 | 
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(4)相談を受けた内容はどの様なものでしたか?複数に該当する場合は,当てはまるもの全

てに○をして下さいD

①　身体的暴力(殴る,蹴る等)　②　精神的暴力(人格否定,言葉の暴力も含む)

③　社会的暴力(友人や親戚付き合いの禁止,仕事の禁止,極端な金銭管理等)

④　性的暴力(SEXの強要,避妊の非協力等)　⑤　子ども-の暴力

⑥　家族-の暴力　⑦　ペットの虐待　⑧　その他

(5)相談者からの訴えは具体的にどの様な内容でしたか?複数に該当する場合は,当ては

まるもの全てに○を付けて下さい｡

①　暴力から逃れたい　　　②　自分を助けてほしい

③　暴力を受けている子どもや家族を助けたい　　④　離婚したい

⑤　関連機関(婦人相談所や警察尊)を紹介してほしい　⑥　加害者をどうにかしたい

⑦　どうしたらいいかわからない　⑧　その他

(6)被害者-の対応について教えて下さい｡複数に該当する場合は,当てはまるもの全て

に○をして下さい｡

①　相談面接を行なった　②　他の医療機関につないだ　③　警察につないだ

④　行政サービスにつないだ　⑤　他の支援機関につないだ　⑥　司法につないだ

⑦　シェルター(婦人寮や母子生活支援施設含む)につないだ　⑧被害者宅を訪問した

⑨　自助グループを紹介した　⑲　対応出来なかった　　⑪　対応しなかった

⑫その他〔　　　　　　　　　　　　〕

(7)被害者-の対応で何か困ったことがありましたか?

1)困った事があった　　　　　2)困った事はない

(8)前間(7)で｢困った事があった｣とお答えの方のみ次の問いにお答え下さい｡

直面した問題はどの様な内容のものでしたか?複数に該当する場合は,当てはまる

もの全てに○をして下さい｡

①　職員のDV問題についての知識･スキル不足　②　職場のサポートシステムが不十分

③　支援ネットワーク･連携システム不足　　④　勤務が多忙で支援が十分に出来な

⑤　シェルター･保護施設など受け皿の不備･不足　⑥　職場内で対応出来る人材が不足

⑦　専門家｡支援専門機関の不足　⑧　法律上の限界や問題(医療従事者の守秘義務等)

⑨　被害者-の対応(本人の認識不足等)　⑩　加害者-の対応　⑪　こども-の対応

⑬　家族-の対応　⑬　被害者の財政的問題　　⑭.時間不足

⑬　被害者の安全が守られない　　⑩　職員の安全が守られない

⑰　職員のバーンアウ下や無力感　⑬　援助プロセスでの被害者-の感情移入

⑲　被害者のプライバシーが守られない(施設構造上の理由等)

⑳　その他
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(4)相談を受けた内容はどの様なものでしたか?複数に該当する場合は，当てはまるもの全

てにOをして下さい。

① 身体的暴力(殴る，蹴る等) ② 精神的暴力(人格否定，言葉の暴力も含む)

③社会的暴力(友人や親戚付き合いの禁止，仕事の禁止，極端な金銭管理等)

④ 性的暴力 (SEXの強要，避妊の非協力等) ⑤ 子どもへの暴力

⑥ 家族への暴力 ⑦ ペットの虐待 ③ その他 〔
(5)相談者からの訴えは具体的にどの様な内容でしたか? 複数に該当する場合は，当ては

まるもの全てにOを付けて下さい。

① 暴力から逃れたい ② 自分を助けてほしい

③ 暴力を受けている子どもや家族を助けたい

⑤ 関連機関(婦人相談所や警察等)を紹介してほしい

⑦ どうしたらいいかわからない ③ その他 ( 

(6)被害者への対応について教えて下さい。複数に該当する場合は，当てはまるもの全て

離婚したい

⑥ 加害者をどうにかしたい

④ 

③ 警察につないだ、

⑤ 司法につないだ

③被害者宅を訪問した

⑪ 対応しなかった

〕

にOをして下さい。

① 相談面接を行なった ② 他の医療機関につないだ、

④ 行政サーピスにつないだ ⑤ 他の支援機関につないだ

⑦ シェノレター(婦人寮や母子生活支援施設含む)につないだ

⑨ 自助グルーフ。を紹介した ⑮ 対応出来なかった

⑫ その他 ( 

(7)被害者への対応で、何か困ったことがありましたか?

1)困った事があった 2)困った事はない

(8)前問 (7)で「困った事があったJとお答えの方のみ次の間いにお答え下さい。

直面した問題はどの様な内容のものでしたか? 複数に該当する場合は，当てはまる

もの全てにOをして下さい。

職員のDV問題についての知識・スキル不足 ② 職場のサポートシステムが不十分

支援ネットワーク・連携システム不足 ④ 勤務が多忙で支援が十分に出来な

シェノレター・保護施設など受け皿の不備・不足 ⑥ 職場内で対応出来る人材が不足

専門家・支援専問機関の不足 ③ 法律上の限界や問題(医療従事者の守秘義務等)

被害者への対応(本人の認識不足等) ⑬ 加害者への対応 ⑪ こどもへの対応

家族への対応 ⑬ 被害者の財政的問題 ⑬・時間不足

被害者の安全が守られない ⑬ 職員の安全が守られない

職員のパーンアウトや無力感 ⑬ 援助プロセスでの被害者への感情移入

被害者のプライバシーが守られない(施設構造上の理由等)

付〔
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①

③

⑤

⑦

⑨

⑫

⑬

⑫

⑬

⑫

 



Ⅴ. DV問題に関する研修への参加経験について

1. DV問題に関する研修に参加した経験がありますか?

1)ある　　　2)ない　　　3)他の看護師が参加した｡

2.前間1.を｢ある｣ ｢他の看護師が参加した｣とお答えの方は,次の(1) ～ (7)の間
ヽ■

レ＼

にお答え下さい｡ ｢ない｣とお答えの方は, (3) -お進み下さい｡

(1)その研修-参加した理由を教えて下さい

①　自分の意思　②　職場研修の一貫として　③　その他

(2)その研修のプログラム形式を教えて下さい｡ 2つ以上の該当する場合は,当てはまるも

の全てに○をして下さい｡

①　講演会形式　②　講義F講座形武　③　ワークショップ　④　その他 〔  〕
(3)研修参加延べ回数を教えて下さい:　　　回

(4)研修に参加したことで,仕事をする上で何か役立ちましたか?

①　大変役に立った　②　やや役に立った　③　あまり役に立たなかった

④　役に立たなかった

(5)よろしければ,その役に立った,または立たなかった理由をお答え下さいo

〔
(6)研修参加で得られたものを,あなたの勤務する病院又は病棟で,何か一つでも取り入

れましたか?

①　取り入れた　　　　②　取り入れていない

(7)前間(6)を｢取り入れた｣とお答えの方にお聞きいたします｡それほどの様な事で

すか?その内容をお答え下さい(例:被害状況をカルテに残している等)

〔

3.前間1.を｢ない｣とお答えの方は,次の(1) ～ (2)の問いにお答え下さい

(1) DV問題に関する研修に参加したことがない理由を教えて下さい｡ 2つ以上の該当する

場合は,当てはまるもの全てに○をして下さい｡

①　研修会が身近で開催されない　　　②　DV問題に興味がない

③　DV問題は自分とは関係無い問題である　　④　研修会に参加する時間がない

⑤　研修会の参加費が高い　　　　　　⑥　日程が合わない

⑦　その他

(2)今後研修会が開催されれば,参加したいと思いますか?

①　参加したい　　　　②　参加したくない　　　　③　わからない
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V. DV問題に関する研修への参加経験について

1. DV問題に関する研修に参加した経験がありますか?

1 )ある 2) ない 3)他の看護師が参加した。

2. 前問 1. を「あるJr他の看護師が参加したJとお答えの方は，次の (1)'" (7)の問

し、

にお答え下さい。「なしリとお答えの方は， (3) へお進み下さい。

( 1 )その研修へ参加した理由を教えて下さい f 

① 自分の意思 ② 職場研修の一貫として ③ その他 | 

(2 )その研修のプログラム形式を教えて下さい。 2つ以上の該当する場合は，当てはまるも

の全てにOをして下さい。

① 講演会形式 ② 講義・講座形式 ③ ワ}クショップ ④ その他

( 3 )研修参加延べ回数を教えて下さい: 回

(4)研修に参加したことで，仕事をする上で何か役立ちましたか?

① 大変役に立った ② やや役に立った ③ あまり役に立たなかった

④ 役に立たなかった

(5 )よろしければ，その役に立った，または立たなかった理由をお答え下さい。

〔
(6 )研修参加で得られたものを，あなたの勤務する病院又は病棟で，何か一つで、も取り入

れましたか?

① 取り入れた ② 取り入れていない

( 7) 前間 (6)を「取り入れたJとお答えの方にお聞きいたします。それはどの様な事で

すか?その内容をお答え下さい(例:被害状況をカルテに残している等)

3. 前間 1.を「ないJとお答えの方は，次の (1) '" (2) の間いにお答え下さい

(1) DV問題に関する研修に参加したことがない理由を教えて下さい。 2つ以上の該当する

場合は，当てはまるもの全てにOをして下さい。

① 研修会が身近で、開催されない ② DV問題に興味がない

③ DV問題は自分とは関係無い問題である ④ 研修会に参加する時間がない

⑤ 研修会の参加費が高い ⑥ 日程が合わない

⑦ その他 ( J 
(2 )今後研修会が開催されれば，参加したいと思いますか?

① 参加したい ② 参加したくない ③ わからない
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4.皆さんにお聞きします

DV関係の研修会に参加する(参加出来るようにする)ために必要な事としてどの様な事

がありますか? 2つ以上該当する場合は,当てはまるもの全てに○をして下さい｡

1)院内教育の一環とする　2)勤務時間内に実施する　3)研修費を施設負担にする

4)その他

Ⅵ. DV問題に関する研修で希望する事について,研修会で学びたいとお考えの方にお開きし

ます

1.研修会の内容で必要だと考えるものを教えて下さい｡複数に該当する場合は,当てはま

るもの全てに○をして下さい｡

1)被害者本人-の対応の仕方　2)加害者-の対応の仕方　3)子ども-の対応の仕方

4)被害者の家族-の対応の仕方　5) DV問題早期発見の方法　6)危機介入の方法

7)関係機関･職種との連携　8) DV問題発生メカニズム　9) DV防止法全般

10)支援技術全体について海外の最新情報　11)国内の最新情報

12) DVが及ぼす影響(精神的･身体的･社会的等) 13)研修参加者との交流･情報交換

14)組織運営･組織のバックアップ体制の作り方　15)被害者の自立支援の方法

16)フアシリテ-ション技術(効果的なチームの可能性を引き出す技術)

17)アサ-ティブコミュニケーション(自分の気持ちや要求を相手に明確に伝える技術)

18)支援者自身のメンタル-ルス-の対応

19)支援者に対するスーパーバイズ(監督･指導)

20)その他

2.研修会開催であなたが希望する事を教えて下さい｡複数に該当する場合は,当てはまる

もの全てに○をして下さい｡

1 ) DV問題の研修会回数を増やす　　2)研修会を身近な場所または院内で開催する

3)研修会参加費無料で実施する　　　4)様々な医療機関が合同で実施する

5)研修会参加を公的時間内で実施するようにする

6)医療機関だけでなく,保健所やその他の専門機関と合同で研修会を行なう

7)実践的なスキルトレーニングや参加型研修を実施する

8)その他

Ⅶ. DV問題に対する看護職の役割について

1.医療機関でDV対策が取られるために,看護の役割はどの様なものがあると考えますか?

2. Ⅴ被害者に対して,看護職が出来る事はどの様な事があると考えますか?
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4. 皆さんにお聞きします

DV関係の研修会に参加する(参加出来るようにする)ために必要な事としてどの様な事

がありますか?2つ以上該当する場合は，当てはまるもの全てにOをして下さい。

1 )院内教育の一環とする 2)勤務時間内に実施する 3)研修費を施設負担にする

4)その他 ( ] 

VI. DV問題に関する研修で希望する事について，研修会で学びたいとお考えの方にお聞きし

ます

1 .研修会の内容で必要だと考えるものを教えて下さい。複数に該当する場合は，当てはま

るもの全てにOをして下さい。

1 )被害者本人への対応の仕方 2)加害者への対応の仕方 3)子どもへの対応の仕方

4)被害者の家族への対応の仕方 5) DV問題早期発見の方法 6)危機介入の方法

7) 関係機関・職種との連携 8) DV問題発生メカニズム 9) DV防止法全般

10)支援技術全体について海外の最新情報 11)園内の最新情報

12) DVが及ぼす影響(精神的・身体的・社会的等) 13)研修参加者との交流・情報交換

14)組織運営・組織のパックアップ体制の作り方 15)被害者の自立支援の方法

16) ファシリテーション技術(効果的なチームの可能性を引き出す技術)

17) アサーティブコミュニケーション(自分の気持ちゃ要求を相手に明確に伝える技術)

18)支援者自身のメンタルヘノレスへの対応

19)支援者に対するスーパーパイズ(監督・指導)

20)その他 ( J 
2.研修会開催であなたが希望する事を教えて下さい。複数に該当する場合は，当てはまる

もの全てにOをして下さい。

1) DV問題の研修会回数を増やす 2)研修会を身近な場所または院内で開催する

3)研修会参加費無料で実施する 4)様々な医療機関が合同で実施する

5)研修会参加を公的時間内で実施するようにする

6) 医療機関だけでなく，保健所やその他の専門機関と合同で研修会を行なう

7)実践的なスキノレトレーニングや参加型研修を実施する

8)その他

VlI. DV問題に対する看護職の役割について

1.医療機関でDV対策が取られるために，看護の役割はどの様なものがあると考えますか?

( 
2o(V被害者附して看護職が一一一るーすカ?
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Ⅷ.以下の事例の文章を読んで,質問にお答え下さいo

画Eさん40嵐専業主婦o夫と2人の子どもの4人家族であるo今年で結婚15年目o

夫は45歳の会社員で近所や職場では,まじめで優しい性格と評判であるoしかし,実は結婚

当初より夫から妻-の暴力が日常的に続いている｡妻が少しでも口答えをすると,すぐに暴力

を振い,最近は暴力も激しさを増している｡妻が夫の暴力を相談しても,妻の両親や友人は,

だれもKさんの夫の暴力を信じられないという反応で, Kさん自身,孤立感が強いo昨晩は夫

が酒に酔い,刃物まで持ち出して暴れたため,着の身着のままで,子ども達をつれて警察に保

護を求めて駆け込んだ｡夫から全身を殴られ,顔が腫れ上がっているo頭の痛みと吐き気を訴

えたため,病院を受診する事になった｡ 2人の子供達も, ただならぬ雰囲気に怯えている｡

仮にあなたが, Kさんの診察の介助を看護師として担当したと仮定して下さいo

1. Kさんは,頭の痛みと吐き気を訴える以外何も話そうとしませんo初めてKさんに対応し

たあなたは,まず,どの様な対応をしますか?

｢
2. Kさんは,受診の結果, 2-3日の入院が必要という診断が下りました｡この様なケースに

対して,入院中,具体的にどの様な対応が必要になるでしょうか?

｢
3. Kさんの身体的外傷が回復し,近く退院する事になりました｡しかし,夫との問題は解汲し

ていません｡この様なケースに対して,どの様な対応が必要になるでしょうか?
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※ご協力,ありがとうございました｡

Vm.以下の事例の文章を読んで9 質問にお答え下さい。

園 Kさん 40歳，専業主婦。夫と 2人の子どもの 4人家族である。今年で結婚 15年目。

夫は 45歳の会社員で近所や職場では，まじめで優しい性格と評判である。しかし，実は結婚

当初より夫から妻への暴力が日常的に続いている。妻が少しでも口答えをすると，すぐに暴力

を振い，最近は暴力も激しさを増している。妻が夫の暴力を相談しても，妻の両親や友人は，

だれも Kさんの夫の暴力を信じられないという反応で， Kさん自身，孤立感が強い。昨晩は夫

が酒に酔い，刃物まで持ち出して暴れたため，着の身着のままで，子ども達をつれて警察に保

護を求めて駆け込んだ。夫から全身を殴られ，顔が腫れ上がっている白頭の痛みと吐き気を訴

えたため，病院を受診する事になった。 2人の子供達もただならぬ雰囲気に怯えている。

仮にあなたが Kさんの診察の介助を看護師として担当したと仮定して下さい。

1. Kさんは，頭の痛みと吐き気を訴える以外，何も話そうとしません。初めてKさんに対応し

たあなたは，まず，どの様な対応をしますか?

2. Kさんは，受診の結果 2""'-'3日の入院が必要という診断が下りました。この様なケ}スに

対して，入院中，具体的にどの様な対応が必要になるでしょうか?

3. Kさんの身体的外傷が回復し，近く退院する事になりました。しかし，夫との問題は解決し

ていません。この様なケースに対して，どの様な対応が必要になるでしょうか?

※ご協力，ありがとうございました。
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平成18年度調査紙票 

｢医療機関に勤務する看護職が必要としているDV被害者支援

教育プログラムに関する研究｣に関する調査

*質問は,あなた自身のことやあなたの所属する病院に関すること,あなたの病棟で

行なわれているDV被害者支援に関することです｡以下の質問について,該当する

番号に○をつけて下さい｡ (　)内には該当する数字または回答をご記入下さい｡

眉由に書いていただく欄には,あなたのお考えをご記入下さい｡回答は全て,匿名

化しコンピュータ処理しますので,個人名や回答内容が外部にもれることはありま

せん｡

用語の定義

DV (Domestic Violence)とは,現在あるいは過去に,親密な関係にあったパー

トナーに対して行われる暴力の事です｡これには,身体的(殴る･蹴る) ･精神的(言

葉の暴力も含む) ･社会的･性的暴力等があります｡
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「医療機関に勤務する看護職が必要としているDV被害者支援

教育プログラムに関する研究j に関する調査

*質問は，あなた自身のことゃあなたの所属する病院に関すること，あなたの病棟で

行なわれているDV被害者支援に関することです。以下の質問について，該当する

番号にOをつけて下さい。)内には該当する数字または回答をご記入下さい0

.自由に書いていただく欄には，あなたのお考えをご記入下さい。回答は全て，匿名

化しコンピュータ処理しますので，個人名や回答内容が外部にもれることはありま

せん。

用語の定義

D V (Domestic Violence) とは，現在あるいは過去に，親密な関係にあったパー

トナーに対して行われる暴力の事です。これには，身体的(殴る・蹴る)・精神的(言

葉の暴力も含む)・社会的・性的暴力等があります。
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Ⅰ.次の質問にお答え下さいQ

1.あなたの年齢を教えて下さい: 才

2.あなたの性別を教えて下さい: 1)男性　　2)女性

3.あなたの看護職としての経験年数を教えて下さい:

4.あなたの所属している病院のある県名を教えて下さい｡ :

年

県

5.あなたの所属している病院の設置主体を教えて下さい

1)独立行政法人(旧国立) 2)公立　3)私立　4)その他(　　　)

6.あなたの所属している病院の種類を教えて下さい: 1)大学病院　　2)総合病院

7.あなたの所属している病院の規模を教えて下さい

1) 100-200床　2) 200-300床　3) 300-400床　4) 400-500床

5)500床以上　6) 1000床以上　7)その他(　　　　床)

8.あなたの所属している診療科(専門科目)を教えて下さい｡混合科の場合は,当てはまる

もの全てに○を付けて下さい｡該当する科が無い場合は,その他( )にご記入下さい｡

1)外科(　　　　　)　2)内科(　　　　　)　3)整形外科

4)形成外科　5)産婦人科(　　　　) 6)小児科(　　　　)

7)心療内科　8)'精神科　9)中央材料室･手術室10)外来(

ll)救急医療12)眼科　13)耳鼻科　14)その他(

Ⅱ. DV問題についての知識について

1. DVという言葉の意味を知っていますか?どれか一つに○を付けて下さい｡

1)良く知っている　2)知っている　3)あまり知らない　4)全く知らない

2. DV防止法の中身を知っていますか?どれか一つに○を付けて下さい｡

1)良く知っている　2)知っている　3)あまり知らない　4)全く知らない

3.この法律が施行されて何か変わりましたか?当てはまるもの全てに○を付けて下さい｡

1) DV問題の事例が増えた　2) DV問題の事例が減った　3)仕事が煩雑化した

4) DV支援専門機関との関わりが増えた　　　　　　　　5)特に変わらない

6)その他〔　　　　　　　　　　〕

Ⅲ.問題解決ネットワークについて

1.医療機関職員は, DV被害者支援機関についての具体的な情報(機関名･場所･電話番

号等)が必要だと思いますか?

1)必要である　　2)必要ない　　3)その他

2.現時点で, DV被害者支援体制は十分だと思いますか?

1)十分である　2)やや不十分である　3)全く不十分である　4)わからない

5)その他〔　　　　　　　　　　　〕

3.前問2.で｢やや不十分であるJまたは, ｢全く不十分である｣とお答えの方のみ,次の

問いにお答え下さい｡ (次のページ-)
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1 .次の質問にお答え下さい。

1 .あなたの年齢を教えて下さい: 才

2. あなたの性別を教えて下さし、:1)男性 2)女性

3. あなたの看護職としての経験年数を教えて下さい: 年

4. あなたの所属している病院のある県名を教えて下さい。: 県

5. あなたの所属している病院の設置主体を教えて下さい

1 )独立行政法人(旧国立) 2)公立 3)私立 4) その他(

6. あなたの所属している病院の種類を教えて下さし川 1)大学病院 2)総合病院

7. あなたの所属している病院の規模を教えて下さい

1) 100--200床 2)200--300床 3) 300""'400床心 400--500床

5) 500床以上 6) 1000床以上 7) その他( 床)

8.あなたの所属している診療科(専門科目)を教えて下さい。混合科の場合は，当てはまる

もの全てにOを付けて下さい。該当する科が無い場合は，その他(

1 )外科 2)内科

4)形成外科 5)産婦人科)6 )小児科(

7)心療内科 8)精神科 9)中央材料室・手術室 10)外来(

11)救急医療 12)眼科 13)耳鼻科 14)その他(

II. DV問題についての知識について

)にご記入下さい。

3) 整形外科

1. DVという言葉の意味を知っていますか?どれか一つにOを付けて下さい。

1 )良く知っている 2) 知っている 3) あまり知らない 4)全く知らない

2. DV防止法の中身を知っていますか?どれか一つにOを付けて下さい。

1 )良く知っている 2)知っている 3) あまり知らない 4) 全く知らない

3". この法律が施行されて何か変わりましたか?当てはまるもの全てにOを付けて下さい。

1) DV問題の事例が増えた 2) DV問題の事例が減った 3)仕事が煩雑化した

4) DV支援専問機関との関わりが培えた 5)特に変わらない

6) その他( ) 

ill. 問題解決ネットワ}クについて

1. 医療機関職員はI DV被害者支援機関についての具体的な情報(機関名・場所・電話番

号等)が必要だと思いますか?

1 )必要である 2) 必要ない 3) その他 | 

2.現時点でt DV被害者支援体制は十分だと思いますか?

1 )十分である 2)やや不十分である 3)全く不十分である 4) わからない

5) その他 ( J 
3. 前問 2. で「やや不十分であるJまたは全く不十分であるJとお答えの方のみ，次の

間いにお答え下さい。(次のページへ)
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支援体制で不十分なこととして,どの様なことがあると思いますか? 2つ以上該当する

場合をも　当てはまるもの全てに○をして下さい｡

1)支援者数の不足　2)法律の未整備　3)被害者の非難場所不足(シェルター等)

4)担当窓口が不明確　5)経済的支援の不足　6)管轟の対応が心配

7)専門支援機関職員の対応が心配　8)職場内での理解者の不足

9) DV問題対策に関する教育体制の不足　10)啓発･予防の不足

ll)関係機関･職種間の連携の不足　12)社会制度そのもの㌘不備

〔13)自分の力量不足(知識や支援技術等) 14)その他

4,皆さんにお聞きします｡

DV被害者を受け入れ,支援する機関を知っていますか?知っている方は,その機関名

をお書き下さい｡　　　　　　　艶艶色

1)知っている(一ヶ所でも)　---一十

2)知らない

5.前間4.を｢知っている｣とお答えの方のみ,次の間い(1) (2)にお答え下さいD

(1)その支援機関の具体的な情報(場所･電話番号等)をご存知ですか?

①知っている　　　　　　　　②知らない

(2)支援機関の担当者と面識がありますか?

①ある　　　　②ない　　　③どちらともいえない

6.皆さんにお聞きします｡

(1)ご自分の病院にソーシャルワ-カー(MSW)はいらっしゃいますか?

①いる　　　　②いない　　③わからない

(2)前間(1)を｢①いる｣とお答えの方にお聞きいたします｡

病院内のソーシャルワーカーとDV問題について連携を取った事がありますか?

①ある　　　　②ない

Ⅳ. DV被専遭遇範験について

1.今までに病院でDV被害者またはそう疑われる人に遭遇した経験がありますか?

1)ある　　　　　　　　　　　2)ない

2.前問1)で｢ある｣とお答えの方のみ,次の間い(1) ～ (8)にお答え下さい｡

(1)初めて遭遇したのをも　いつ頃ですか?

①1年未満　②1-2年前　③3-4年前　④5-6年前

⑤6-7年前　⑥8-9年前　　⑦10年以上前

( 2)初めて被害者に遭遇した時に勤務していた診療科を教えて下さい｡複数に該当する場合

は,当てはまるもの全てに○をして下さい｡

①外科(　　　　　) ②内科(

④形成外科　⑤産婦人科( ) ⑥小児科(
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) ③整形外科

)

支援体制で不十分なこととして，どの様なことがあると思いますか?2つ以上該当する

場合は，当てはまるもの全てにOをして下さい。

1 )支援者数の不足 2)法律の未整備 3)被害者の非難場所不足(シェノレター等)

4)担当窓口が不明確 5)経済的支援の不足 6)警察の対応が心配

7)専門支援機関職員の対応が心配 8)職場内での理解者の不足

9) DV問題対策に関する教育体制の不足 10)啓発・予防の不足

11)関係機関・職種間の連携の不足 12)社会制度そのものの不備

ω 的の力量不足(知識や支援技術等) 日)その他 ( 

4. 皆さんにお開きします。

DV被害者を受け入れ，支援する機関を知っていますか?知っている方は，その機関名

をお書き下さい。 盛盟企

1)知っている(ーヶ所でも)

2)知らない

h~ 

r 

5. 前問4. を「知っているj とお答えの方のみ，次の間い (1) (2) にお答え下さい。

( 1 )その支援機関の具体的な情報(場所・電話番号等)をご存知ですか?

①知っている ②知らない

(2)支援機関の担当者と面識がありますか?

①ある ②ない ③どちらともいえない

6.皆さんにお聞きします。

( 1 )ご自分の病院にyーシヤノレワーカー (MSW) はいらっしゃいますか?

①いる ②いない ③わからない

(2)前問(1 )を「①いるJとお答えの方にお聞きいたします。

病院内のソーシヤノレワーカーと DV問題について連携を取った事がありますか?

①ある ②ない

N. DV被害遭遇経験について

1.今まで、に病院でDV被害者またはそう疑われる人に遭遇した経験がありますか?

1 )ある 2)ない

2.前間 1)で「あるj とお答えの方のみ，次の間い (1)'" (8)にお答え下さい。

( 1)初めて遭遇したのは，いつ頃ですか?

①1年未満 ②1'" 2年前 ③ 3~4年前 ④ 5"'6年前

⑤ 6---7年前 ⑥ 8--9年前 ⑦10年以上前

(2)初めて被害者に遭遇した時に勤務していた診療科を教えて下さい。複数に該当する場合

は，当てはまるもの全てにOをして下さい。

① 外科)②内科( ) ③整形外科

④形成外科 ⑤産婦人科 ⑤小児科(
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⑦心療内科　⑧精神科　⑨中央材料室･手術室　⑩外来(

⑪救急医療　⑫眼科　⑬耳鼻科　⑭その他(

(3)被害者に遭遇した時に,被害者の相談にのった事がありますか?

①ある　②ない　③被害者の家族や友人など間接的にある　④その他

(4)相談を受けた方にお聞きいたします｡相談を受けた内容はどの様なものでしたか?複数

に該当する場合は,当てはまるもの全てに○をして下さいo

①身体的暴力(殴る.蹴る等) ②精神的暴力(人格否私言葉の暴力も含む)

③社会的暴力(友人や親戚付き合いの禁止,仕事の禁止,極端な金銭管理等)

④性的暴力(SEXの強要,避妊の非協力等)　⑤子どもへの暴力

⑥家族-の暴力　　⑦ペットの虐待　　⑧その他

(5)相談を受けた方にお聞きいたしますこ相談者からの訴えは具体的にどの様な内容でした

か?複数に該当する場合は,当てはまるもの全てに○を付けて下さいo

①暴力から逃れたい　　　②自分を助けてほしい

③暴力を受けている子どもや家族を助けたい　　④離婚したい

⑤関連機関(婦人相談所や警察等)を紹介してほしい　⑥加害者をどうにかしたい

⑦どうしたらいいかわからない　⑧その他

(6)被害者-の対応について教えて下さい｡複数に該当する場合は.当てはまるもの全てに

○をして下さい｡

①相談面接を行なった　②他の医療機関につないだ　③警察につないだ

④行政サービスにつないだ　⑤他の支援機関につないだ　⑥司法につないだ

⑦シェルター(婦人寮や母子生活支援施設含む)につないだ　⑧被害者宅を訪問した

⑨自助グループを紹介した　　⑳対応出来なかった　　⑪対応しなかった

⑳その他　〔　　　　　　　　　　　　〕

(7)相談を受けた方にお聞きいたします｡被害者-の対応で何か困ったことがありましたか?

1)困った事があった　　　　　2)困った事はない

(8)前問(7)で｢困った事があった｣とお答えの方のみ次の問いにお答え下さい｡

直面した問題はどの様な内容のものでしたか?複数に該当する場合は,当てはまるも

の全てに○をして下さい｡

①職員のDV問題についての知識｡スキル不足　②職場のサポートシステムが不十分

③支援ネットワーク･連携システム不足　　④勤務が多忙で支援が十分に出来ない

⑤シェルター･保護施設など受け皿の不備･不足　⑥職場内で対応出来る人材が不足

⑦専門家｡支援専門機関の不足　⑧法律上の限界や問題(医療従事者の守秘義務等)

⑨被害者への対応(本人の認識不足等)　⑩加害者-の対応　⑪こども-の対応

⑬家族-の対応　　⑬被害者の財政的問題　　⑭時間不足

⑬被害者の安全が守られない　　　⑳職員の安全が守られない

⑰職員のバーンアウトや無力感　⑬援助プロセスでの被害者-の感情移入
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⑦心療内科 ③精神科 ⑨中央材料室・手術室 ⑮外来(

⑪救急医療 ⑫眼科 ⑬耳鼻科 ⑭その他(

( 3)被害者に遭遇した時に，被害者の相談にのった事がありますか? r 

①ある ②ない ③被害者の家族や友人など間接的にある ④その他 | 

(4)相談を受けた方にお聞きいたします。相談を受けた内容はどの様なものでしたか?複数

に該当する場合は，当てはまるもの全てにOをして下さい。

①身体的暴力(殴る 蹴る等) ②精神的暴力(人格否定，言葉の暴力も含む)

③社会的暴力(友人や親戚付き合いの禁止，仕事の禁止，極端な金銭管理等)

④性的暴力 (SEXの強要，避妊の非協力等) ⑤子どもへの暴力

⑥家族への暴力 ⑦ペットの虐待 ③その他 ( ] 

(5 )相談を受けた方にお聞きいたします。相談者からの訴えは具体的にどの様な内容でした

か? 複数に該当する場合は，当てはまるもの全てにOを付けて下さい。

①暴力から逃れたい ②自分を助けてほしい

③暴力を受けている子どもや家族を助けたい ④離婚したい

⑤関連機関(婦人相談所や警察等)を紹介してほしい ⑥加害者をどうにかしたい

⑦どうしたらいいかわからない ③その他 [ ) 

(6 )被害者への対応について教えて下さい。複数に該当する場合は，当てはまるもの全てに

Oをして下さい。

①相談面接を行なった ②他の医療機関につないだ、 ③警察につないだ

④行政サービスにつないだ ⑤他の支援機関につないだ、 ⑥司法につないだ、

⑦シェルター(婦人寮や母子生活支援施設含む)につないだ ③被害者宅を訪問した

⑨自助グループを紹介した ⑬対応出来なかった ⑪対応しなかった

⑫その他 ( 

( 7)相談を受けた方にお聞きいたします。被害者への対応で何か困ったことがありましたか?

1 )困った事があった 2)困った事はない

(8 )前間(7 )で「困った事があったJとお答えの方のみ次の間いにお答え下さい。

直面した問題はどの様な内容のものでしたか? 複数に該当する場合は，当てはまるも

の全てにOをして下さい。

①職員のDV問題についての知識。スキル不足 ②職場のサポートシステムが不十分

③支援ネットワーク・連携システム不足 ④勤務が多忙で、支援が十分に出来ない

⑤シェルター・保護施設など受け皿の不備・不足 ⑤職場内で対応出来る人材が不足

⑦専門家・支援専門機関の不足 ③法律上の限界や問題(医療従事者の守秘義務等)

⑨被害者への対応(本人の認識不足等) ⑮加害者への対応 ⑪こどもへの対応

⑫家族への対応 ⑬被害者の財政的問題 ⑬時間不足

⑬被害者の安全が守られない ⑬職員の安全が守られない

⑫職員のバーンアウトや無力感 ⑬援助プロセスでの被害者への感情移入
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⑲被害者のプライバシーが守られない(施設構造上の理由等)

⑳その他

Ⅴ. DV問題に関する研修-の参加経験について

3. DV問題に関する研修に参加した経験がありますか?

1)ある　　　2)ない

4.前間1.を｢ある｣ ｢他の看護師が参加した｣とお答えの方は,次の(1) ～ (7)の問

いにお答え下さい｡ ｢ない｣とお答えの方は,旦⊥-お進み下さい｡

(1)その研修-参加した理由を教えて下さい

①自分の意思　②職場研修の一貫として　③その他

(2)その研修のプログラム形式を教えて下さい｡ 2つ以上の該当する場合は,当てはまるも

の全てに○をして下さい｡

①講演会形式　②講義･講座形式　③ワークショップ　④その他

(3)研修参加延べ回数を教えて下さい:　　回

(4)研修に参加したことで,仕事をする上で何か役立ちましたか?

①大変役に立った　②やや役に立った　③あまり役に立たなかった

④役に立たなかった

)よろしければ,その役に立った,または立たなかった理由をお答え下さい｡

〔  〕

れましたか?

①取り入れた　　　②取り入れていない

(7)前聞く6)を｢取り入れた｣とお答えの方にお聞きいたしますoそれほどの様な事で

すか?その内容をお答え下さい(例:被害状況をかレテに残している等)

〔

3.前問1,を｢ない｣とお答えの方は,次の(1) ～ (2)の問いにお答え下さい

く1) DV問題に関する研修に参加したことがない理由を教えて下さい｡ 2つ以上の該当する

場合は,当てはまるもの全てに○をして下さい｡

①研修会が身近で開催されない　　②D V間帝に興味がない

③DV問題は自分とは関係無い問題である　④研修会に参加する時間がない

⑤研修会の参加費が高い　　　　　⑥日程が合わない

⑦その他　〔
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ほ

〔

-(6)研修参加で得られたものを,あなたの勤務する病院又は病棟で,何か一つでも取り入

⑬被害者のプライバシーが守られない(施設構造上の理由等)

…〔
V. DV問題に関する研修への参加経験について

3. DV問題に関する研修に参加した経験がありますか?

1 )ある 2)ない

4.前問1.を「あるJr他の看護師が参加したj とお答えの方は，次の (1)--(7)の問

いにお答え下さい。「ないj とお答えの方は，主ムへお進み下さい。

( 1 )その研修へ参加した理由を教えて下さい r 

①自分の意思、 ②職場研修の一貫と Lて ③その他 | 

(2)その研修のプログラム形式を教えて下さい。 2つ以上の該当する場合は，当てはまるも

の全てにOをして下さい。

①講演会形式 ②講義・講座形式 ③ワークショップ ④その他

(3)研修参加延べ回数を教えて下さい:一一一回

(4)研修に参加したことで，仕事をする上で何か役立ちましたか?

①大変役に立った ②やや役に立った ③あまり役に立たなかった

④役に立たなかった

(5 )よろしければ，その役に立った，または立たなかった理由をお答え下さい。

( 
(6)研修参加で得られたものを，あなたの勤務する病院又は病棟で，何か一つで、も取り入

れましたか?

①取り入れた ②取り入れていない

(7)前間 (6)を「取り入れたj とお答えの方にお聞きいたします。それはどの様な事で

すか?その内容をお答え下さい(例:被害状況をカルテに残している等)

3. 前問 1. を「ないJとお答えの方は，次の (1) ...... (2) の問いにお答え下さい

(1) DV問題に関する研修に参加したことがない理由を教えて下さい。 2つ以上の該当する

場合は，当てはまるもの全てにOをして下さい。

①研修会が身近で、開催されない ②DV問題に興味がない

③DV問題は自分とは関係無い問題である ④研修会に参加する時聞がない

⑤研修会の参加費が高い ⑥日程が合わない

⑦その他 ( J 
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(2)今後研修会が開催されれば,参加したいと思いますか?

①参加したい　　　②参加したくない　　　③わからない

4.皆さんにお聞きします

DV関係の研修会に参加する(参加出来るようにする)ために必要な事としてどの様な事

がありますか? 2つ以上該当する場合は,当てはまるもの全てに○をして下さい｡

1)院内教育の一環とする　2)勤務時間内に実施する　3)研修費を施設負担にする

4)その他　〔

Ⅵ. DV問題に関する研修で希望する事について

1.皆さんにお聞きします｡研修会の内容で必要だと考えるものを教えて下さいo複数に該

当する場合は,当てはまるもの全てに○をして下さい｡

1)被害者本人-の対応の仕方　2)加害者-の対応の仕方　3)子ども-の対応の仕方

4)被害者の家族-の対応の仕方　5) DV問題早期発見の方法　6)危機介入の方法

7)関係機関･職種との連携　8) DV問題発生メカニズム　9) DV防止法全般

10)支援技術全体について海外の最新情報　11)国内の最新情報

12) DVが及ぼす影響(精神的･身体的･社会的等) 13)研修参加者との交流･情報交換

14)組織運営･組織のバックアップ体制の作り方　15)被害者の自立支援の方法

16)フアシリテ-ション技術(効果的なチームの可能性を引き出す技術)

17)アサ-ティブコミュニケーション(自分の気持ちや要求を相手に明確に伝える技術)

18)支援者自身のメンタル-ルス-の対応

19)支援者に対するスーパーバイズ(監督･指導)

20)その他

2.皆さんにお聞きします｡研修会開催であなたが希望する事を教えて下さい｡複数に該当

する場合は,当てはまるもの全てに○をして下さい｡

1 ) DV問題の研修会回数を増やす　　2)研修会を身近な場所または院内で開催する

3)研修会参加費無料で実施する　　　4)様々な医療機関が合同で実施する

5)研修会参加を公的時間内で実施するようにする

6)医療機関だけでなく,保健所やその他の専門機関と合同で研修会を行なう

7)実践的なスキルトレーニングや参加型研修を実施する

8)その他

Ⅶ. DV問題に対する看護職の役割について

1.医療機関でDV対策が取られるために.看護の役割はどの様なものがあると考えますか?

〔
2. DV被害者に対して,看護職が出来る事はどの様な事があると考えますか?
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(2 )今後研修会が開催されれば参加したいと思いますか?

①参加したい ②参加したくない ③わからない

4.皆さんにお聞きします

DV関係の研修会に参加する(参加出来るようにする)ために必要な事としてどの様な事

がありますか?2つ以上該当する場合は 当てはまるもの全てにOをして下さい。

1 )院内教育の一環とする 2)勤務時間内に実施する 3)研修費を施設負担にする

4) その他 ( 

VI. DV問題に関する研修で希望する事について

1 .皆さんにお聞きします。研修会の内容で必要だと考えるものを教えて下さい。複数に該

当する場合は，当てはまるもの全てにOをして下さい。

1 )被害者本人への対応の仕方 2)加害者への対応の仕方 3)子どもへの対応の仕方

4)被害者の家族への対応の仕方 5) DV問題早期発見の方法 6 )危機介入の方法

7)関係機関・職種との連携 8) DV問題発生メカニズム 9) DV防止法全般

10) 支援技術全体について海外の最新情報 11) 国内の最新情報

12) DVが及ぼす影響(精神的・身体的・社会的等) 13)研修参加者との交流・情報交換

14)組織運営・組織のバックアップ体制の作り方 15)被害者の自立支援の方法

16) ブアシリテーション技術(効果的なチームの可能性を引き出す技術)

17) アサーティブコミュニケーション(自分の気持ちゃ要求を相手に明確に伝える技術)

18) 支援者自身のメンタノレヘルスへの対応

19) 支援者に対するスーパーパイズ(監督・指導)

20)その他 〔
2.皆さんにお聞きします。研修会開催であなたが希望する事を教えて下さい。複数に該当

する場合は，当てはまるもの全てにOをして下さい。

1) DV問題の研修会回数を増やす 2)研修会を身近な場所または院内で開催する

3)研修会参加費無料で実施する 4)様々な医療機関が合同で実施する

5)研修会参加を公的時間内で実施するようにする

6) 医療機関だけでなく，保健所やその他の専門機関と合同で研修会を行なう

7) 実践的なスキルトレーニングや参加型研修を実施する

8) その他

vn. DV問題に対する看護職の役割について

1.医療機関でDV対策が取られるために，看護の役割はどの様なものがあると考えますか?

( 
2. DV被害者に対して，看護職が出来る事はどの様な事があると考えますか?
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Ⅶ.以下の事例の文章を読んで,質問にお答え下さい｡

画Eさん40歳,専業主婦o夫と2人の子どもの4人家族である｡今年で結婚15年目o

夫は45歳の会社員で近所や職場では,まじめで優しい性格と評判であるoしかし,実は結婚

当初より夫から妻-の暴力が日常的に続いているo妻が少しでも口答えをすると,すぐに暴力

を競い,最近は暴力も激しさを増している｡妻が未の暴力を相談しても,妻の両親や友人は,

だれもEさんの夫の暴力を信じられないという反応で, Kさん自身,孤立感が強い｡昨晩は夫

が酒に酔い,刃物まで持ち出して暴れたため,着の身着のままで,子ども達をつれて警察に保

護を求めて駆け込んだ｡夫から全身を殴られ,顔が腫れ上がっている｡頭の痛みと吐き気を訴

えたため,病院を受診する事になった｡ 2人の子供達も,ただならぬ雰囲気に怯えているo

仮にあなたが, Kさんの診察の介助を看護師として担当したと仮定して下さい｡

1. Kさんは,頭の痛みと吐き気を訴える以外,何も話そうとしません｡初めてKさんに対応し

たあなたは,まず,どの様な対応をしますか?

｢
2. Kさんは,受診の結果, 2-3日の入院が必要という診断が下りました｡この様なケースに

対して,入院中,具体的にどの様な対応が必要になるでしょうか?

｢
3. Kさんの身体的外傷が回復し,近く退院する事になりました｡しかし,夫との問題は解決し

ていませんQこの様なケースに対して,どの様な対応が必要になるでしょうか?

｢
※ご協九　ありがとうございました｡
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VE以下の事例の文章を読んで，質問にお答え下さい。

園 Kさん 40歳，専業主婦。夫と 2人の子どもの 4人家族である。今年で結婚 15年目白

夫は 45歳の会社員で近所や職場では，まじめで優しい性格と評判である。しかし，実は結婚

当初より夫から妻への暴力が日常的に続いている。妻が少しでも口答えをすると，すぐに暴力

を振い，最近は暴力も激しさを増している。棄が夫の暴力を相談しでも，妻の両親や友人は，

だれも Kさんの夫の暴力を信じられないという反応で， Kさん自身，孤立感が強い。昨晩は夫

が酒に酔い，刃物まで持ち出して暴れたため，着の身着のままで，子ども逮をつれて警察に保

護を求めて駆け込んだ。夫から全身を殴られ，顔が腫れ上がっているo 頭の痛みと吐き気を訴

えたため，病院を受診する事になった。 2人の子供達も，ただならぬ雰囲気に怯えている。

仮にあなたが， Kさんの診察の介助を看護師として担当したと仮定して下さい。

1. Kさんは，頭の痛みと吐き気を訴える以外，何も話そうとしません。初めてKさんに対応し

たあなたは，まず，どの様な対応をしますか?

2. Kさんは，受診の結果， 2""'" 3日の入院が必要という診断が下りました。この様なケースに

対して，入院中，具体的にどの様な対応が必要になるでしょうか?

3. Kさんの身体的外傷が回復し，近く退院する事になりました。しかし，夫との問題は解決し

ていません。この様なケースに対して，どの様な対応が必要になるでしょうか?

※ご協力，ありがとうございました。
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